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令和６年３月６日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計予算

○議案第４号 令和６年度宮崎県国民健康保険

特別会計予算

○議案第５号 令和６年度宮崎県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

○議案第20号 令和６年度宮崎県立病院事業会

計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第25号 宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第30号 職員の特殊勤務手当に関する条

例及び宮崎県女性保護施設の設

備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例

○議案第32号 宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条

例

○議案第33号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第37号 病院等の人員及び施設の基準等

に関する条例の一部を改正する

条例

、○議案第38号 宮崎県介護保険サービスの人員

設備及び運営等の基準に関する

条例の一部を改正する条例

○議案第39号 障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい宮崎県づくり条例

の一部を改正する条例

○議案第40号 宮崎県指定通所支援の事業及び

指定障害児入所施設等並びに基

準該当通所支援の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する

条例及び宮崎県看護師等修学資

金貸与条例の一部を改正する条

例

○議案第41号 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第38条の２第３項に

規定する任意入院者の症状等の

報告に関する条例の一部を改正

する条例

○議案第53号 宮崎県子どもの貧困対策推進計

画の変更について

○議案第54号 宮崎県医療計画の変更について

○議案第55号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変

更について

○議案第56号 宮崎県歯科保健推進計画の変更

について

○その他報告事項

・ 宮崎県病院事業計画2021」の改定（案）につ「

いて

・令和５年度福祉保健部における計画改定等に

ついて

・組織改正について

○閉会中の継続審査について

出席委員（８人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 山 口 俊 樹

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

委 員 日 高 博 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 下 沖 篤 史

委 員 永 山 敏 郎

令和６年３月６日(水)
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欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 村 久 人

病 院 局 医 監 兼
嶋 本 富 博

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
大 野 正 幸

経 営 管 理 課 長

佐 藤 彰 宣県立宮崎病院事務局長

県立日南病院長 原 誠一郎

井 上 大 輔県立日南病院事務局長

県立延岡病院長 寺 尾 公 成

吉 田 秀 樹県立延岡病院事務局長

事務局職員出席者

議事課主任主事 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

それでは、ただいまから厚生常○重松委員長

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、御手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○重松委員長

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。

御手元に配付している資料、委員会審査の進

め方（案）を御覧ください。

まず、１、審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、併せて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明を求めることとしております。

次に、２、当初予算関連議案等の審査につい

てであります。

病院局については、予算議案とその他報告事

項、宮崎県病院事業経営計画2021の改定の内容

に密接な関係がありますので、一括して説明質

疑を行いたいと存じます。

また、当初予算関連議案につきましては、審

査が長時間になることが予想されますので、福

、祉保健部は３班に分けて予算議案の審査を行い

最後に全体で特別議案以降の審査を行いたいと

存じます。審査の進め方については以上であり

ますが、このとおり進めることに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○重松委員長

します。

執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

当委員会に付託されました議案等の概要説明

を求めます。

今回、当委員会にお願いして

おりますのは、予算議案１件、特別議案１件、

その他報告事項１件、合わせて３件でございま

す。

厚生常任委員会資料の２ページの目次を御覧

ください。

まず１、予算議案でございます。

議案第20号「令和６年度宮崎県立病院事業会

計予算」の概要についてでございます。
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、令和６年度当初予算の編成に当たりましては

昨年５月に新型コロナが５類へ移行したことに

より、病床確保料が減額となりましたが、患者

数がコロナ前の水準まで回復しておらず、加え

て、近年の急激な物価高騰等により、光熱費や

材料費など、費用が大幅に増加してきており、

収支が急速に悪化しております。

また、県立宮崎病院再整備や電子カルテシス

テム更新など、大型投資により減価消却費や企

業債償還が高止まりしている状況にあります。

このような厳しい状況にありますことから、

当面の財務強化として、50億円の貸付けをお願

いしているところであります。

経営改善に向けましては、改定予定の宮崎県

病院事業経営計画2021に基づきまして、地域の

、医療機関との機能分化・連携強化を図りながら

早期の黒字化を達成し、着実に返済してまいり

ます。

病院事業を取り巻く環境は大変厳しいもので

ありますが、全県レベル、あるいは地域の中核

病院として、引き続きその役割を果たしていく

ために、より一層の経営健全化に取り組んでま

いります。

次に、２、特別議案でございます。

議案第25号「宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

これは、地方自治法の改正によりまして、宮

崎県立病院事業の設置等に関する条例第８条で

、引用する同法の条項が繰下げられたことに伴い

引用条項を改正するものであります。

最後に３、その他報告事項でありますが、宮

崎県立病院事業経営計画2021の改定（案）につ

いてであります。

11月の常任委員会におきまして、計画の素案

、について御報告申し上げたところでありますが

今回、県立病院事業評価委員会やパブリックコ

メントを経た改定案について御報告するもので

あります。

詳細につきましては、次長から説明いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。

次に、議案等についての説明を○重松委員長

お願いしますが、その他報告事項、宮崎県病院

事業経営計画2021の改定は予算議案と内容が密

接に関係していることから、円滑な審査を行う

ため、予算議案とその他報告事項を一括して説

明を求めます。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて令

和４年度決算における指摘要望事項に係る対応

状況についても説明をお願いします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

それでは、議案等に関する説明を求めます。

それでは御説明させていた○大野病院局次長

だきます。

まず初めに、その他報告事項の「 宮崎県病院「

事業経営計画2021」の改定（案）について」か

ら、御説明したいと思います。

資料15ページをお願いいたします。

計画の改定につきましては、11月定例会の常

任委員会において、素案の御報告をさせていた

だいておりますので、それ以降の経過、変更に

ついて御説明したいと思います。

２の改定経過でございます。

昨年12月に常任委員会で素案の報告をしまし

て以降、今年の１～２月にかけましては、パブ

リックコメントを実施、２月に病院事業評価委

。員会において説明と意見聴取を行っております

16ページを御覧ください。
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３の病院事業評価委員会、パリックコメント

についてでございます。

評価委員会においては、医師の時間外労働へ

の上限規制の対応でありますとか、災害派遣ナ

ースの派遣、新興感染症への対応などについて

御意見をいただいたところです。

、（ ） 、また ２ のパブリックコメントにおいては

採算性を重視した経営、ＩＴ・ＡＩの活用、特

定看護師の活用、あと、県立日南病院が先頭に

立って地域医療の取組を強化していく必要があ

。るといったような御意見をいただいております

これらの御意見につきましては、病院局にお

いて検討を行った上で、必要な追加・修正等を

行っておりますが、素案時点から方向性等の大

きな変更はございません。

17ページをお願いいたします。

計画の全体概要でございます。これも11月に

お示ししておりますが、計画の構成、本文等に

ついては、素案時点から大きな変更はございま

せんが、右下にあります収支計画については、

素案の時点からその後の患者数の動向でありま

すとか、足下の収支の状況などを精査し直しま

して、また、今回お願いしております令和６年

度の当初予算（案）も盛り込んだ上で見直しを

行いました結果、黒字化の年度を令和12年度と

いうことで目標を設定しております。

収支計画の詳細については、後ほど当初予算

案と併せて御説明したいと思います。

資料３ページにお戻りいただきまして、議案

「 」第20号 令和６年度宮崎県立病院事業会計予算

の概要について御説明いたします。

１の予算案の概要でございます。

今後も厳しい経営状況、環境が続くことが見

込まれるところでありますが、宮崎県病院事業

経営計画2021に基づき経営改善の取組を加速さ

せまして、県民に高度で良質な医療を安定的に

提供する予算としております。

２の予算案のポイントでございます。

（１ 、主な新規・重点事業として２事業、）

（２ 、一般会計借入金の50億円を計上しており）

ます。

３の業務の予定量でございます。

（１ 、病床数については、県立３病院の合計）

で1,193床、前年度と変更はございません。

（２）の年間患者数につきましては、新型コ

ロナの５類移行でありますとか、直近の患者の

動向等を踏まえまして、年間の入院患者数を33

万6,800人余、外来の患者数を37万9,800人余、

合計で71万6,600人余と予定しております。

４ページをお願いいたします。

収益的収支の状況です。表の上から御説明い

たします。

病院事業収益は425億9,900万円余、表の中ほ

ど青色の部分ですが 病院事業費用は442億1,500、

万円余で、下から２番目にあります収支差につ

きましては、16億1,600万円余のマイナスと見込

んでいるところでございます。

。 、主な増減について御説明します 表の上から

病院事業収益について、医業収益のうち、入院

収益は256億2,000万円余で、外来収益は99

億2,700万円余と、入院と外来を合わせまして、

前年度比27億7,700万円余の増を見込んでおりま

す。

医業外収益のうち、一般会計負担金につきま

しては、コロナ病床確保料が廃止となりました

ことから、24億4,100万円余の減の37億1,100万

円余と見込んでおります。

一方で、病院事業費用についてですが、給与

費は195億3,000万円余で、前年度比８億2,000万

円余の増、医薬品や医療用資材の仕入れ費用と
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なります材料費は123億3,300万円余で、３

億1,600万円余の増、光熱費や警備・清掃などの

委託費用などを含んでおります経費につきまし

ては71億4,600万円余で、３億1,300万円余の増

と、いずれも物価高騰でありますとか賃上げな

どにより、大幅な増加を見込んでおります。

５ページをお願いいたします。

５の資本的収支ですが、これは医療器械の更

新でありますとか、建物の改良工事費などの支

出の効果が長期にわたって及ぶものについて収

支を示しております。

、 、表の一番上 資本的収入は154億500万円余で

中ほど資本的支出が125億4,800万円余で、一番

下の収支差は28億5,600万円余ということになっ

ております。

このうち、資本的収入の欄の上から３つ目で

ございますが、今回、当初予算でお願いしてお

ります一般会計からの借入金50億円をこちらに

計上しております。

また、資本的支出のうち、３つ目、資産購入

費については61億5,700万円余となっておりまし

て、電子カルテシステムの整備費用により、前

年度から41億4,800万円余の増となったものでご

ざいます。

６ページをお願いいたします。

。６は病院別の収支を示したものでございます

先ほど御説明しました収益的収支の全体を各病

院ごとに振り分けますと、表のとおりとなりま

す。後ほど御覧いただければと思います。

７ページをお願いいたします。

、 。 、７ 主な新規・重点事業でございます まず

電子カルテスシステムの整備事業ですが、病院

の基幹システムとなります電子カルテスシステ

ムが更新時期を迎えておりますことから、ハー

。ドウェア及びソフトウェアを更新するものです

予算額は46億6,500万円余でございます。

８ページをお願いいたします。

新規事業、県立宮崎病院がん医療機能高度化

推進事業でございます。

県立宮崎病院につきましては、地域がん診療

連携拠点病院として、本県がん治療の中核的役

割を担っておりまして、県立宮崎病院のがん診

療の機能を強化するため、事業概要のところに

ございますが、高度な放射線治療装置の導入、

がんゲノム外来の新設、手術支援ロボット（ダ

・ヴィンチ）の機能強化などに要する経費とし

て、7,800万円余を計上しております。

９ページをお願いいたします。

８の今後の収支計画と経営改善に向けた取組

でございます。

先ほど御説明したところですが、今年度、宮

崎県病院事業経営計画2021の改定、収支計画の

見直しを進めてまいりましたが、５月に新型コ

ロナが５類に移行し、病床確保料については減

額となったものの、患者数がコロナ禍以前の状

況まで回復していないこと、収益の伸び悩みに

加えて、ここ数年の急激な物価高騰により、費

用が大幅に増加しており、大変厳しい経営状況

にございます。

さらに今後、数年間、県立宮崎病院の整備で

ありますとか、先ほど御説明しました電子カル

テの更新の企業債償還もあり、収益が悪化し、

運転資金の不足が見込まれることから、今回、

当面の財務強化として、一般会計からの借入金

をお願いしているところです。

まず先に、次の10ページの収支計画シミュレ

ーションをお願いします。

経営改善については、現在も取り組んでいる

ところですけれども、この取組を継続して行っ

ていったとした場合に、どのような収支が見込
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めるかを試算したものでございます。

表の一番上から見ていただきますと、純損益

につきましては、令和５年度に過去最大の赤字

を計上する見込みとなっておりまして、その後

も赤字が続いていく見通しでございます。

表の中ほど、３つ目になりますけれども、現

金預金残高の欄を見ていただきますと、令和６

、年度に現金預金残高がマイナスになってしまい

一時借入れをしたまま年度をまたぐ状況が想定

されています。

その下、資本の部でございますが、令和６年

、 、度に債務超過に陥りました後 赤字幅を拡大し

さらにその下、資金不足比率の欄でございます

が、資金不足が発生いたします。令和７年度に

は資金不足比率が10％を超え、起債手続が許可

制へ移行してまいります。さらに、令和９年度

には20％を超え、財政健全化法に基づく経営健

全化計画の策定が必要となり、県議会の議決を

経た上で計画を実行していく事態になることが

想定されたところでございます。

11ページをお願いいたします。

このような最悪の事態を避けるためには、こ

れまでやってきました経営改革の取組以上に、

県立病院事業全体で経営改善に取り組む必要が

あることから、さらなる経営改善策について検

討しました。その検討結果の概要について整理

をしたものが、お示ししている経営改善に向け

た取組でございます。

なお、青字で括弧書きをしておりますが、こ

れらの経営改善の取組と令和６年度予算を反映

した場合の収支計画による黒字化の年度が令

和12年度でありますことから、令和５年度と比

較した令和12年度における取組効果の見込額を

記載しております。

まず、１の収益の確保でございます。

収益確保の取組はこれまでも行ってきており

ますが、さらなる収益増に向けて、取組をさら

に強化していくものでございます。

外部コンサルタントを活用しました診療報酬

、 、制度への適切な対応により ＤＰＣ係数の向上

在院日数の短縮を図っていくとともに、地域の

医療機関と連携を強化しまして、紹介患者を増

やし、回復期となった患者を地域の医療機関に

逆紹介という形でしっかり返していく。しっか

り地域でケアをしてもらう取組を加速してまい

ります。

この取組の強化により、入院単価、外来単価

の向上と患者数の増加を図りまして、入院で24

億6,000万円、外来で６億4,000万円の増収を見

込んでおります。

、 。次に ２の費用の節減・見直しでございます

費用に占めるウエイトが非常に高いのが医薬

、 、品でございますが 医薬品等の調達については

専門家を活用しまして、全国の指標 ベンチ─

マークデータを用いた価格交渉を行うことによ

り、２億円の削減を見込んでおります。

また、診療材料については、昨年の12月から

宮崎大学と連携しまして、３病院と宮崎大学附

属病院の４病院で価格交渉、共有の院外倉庫を

設置して在庫管理を行う等の新たな取組を始め

たところでございます。この新たな管理方式の

導入により、調達費用の削減ができまして、２

億3,000万円の削減を見込んでおります。

さらに、医療機器につきましては、既に使用

、 、頻度については全体の調査を終えており 現在

更新計画を策定中です。この計画に沿って保守

修繕費を見直し、4,500万円程度の削減を見込ん

でおるところです。

その他、原価計算による経営分析・見直し、

また、不要財産の処分も行ってまいります。
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次に、３の各病院での取組でございます。

まず （１ 、県立宮崎病院につきましては、、 ）

新規・重点事業で説明いたしましたが、がんセ

ンターの設置を見据えたがん医療機能の高度化

により、１億3,000万円の増収を見込んでおりま

す。

さらに、ダ・ヴィンチ手術の強化、対象診療

の拡大など、高度な最先端医療の提供により、

収益確保に努めてまいります。

（２ 、県立延岡病院につきましては、現在、）

地域との連携も円滑に行われており、近年、順

調な経営を続けてきたところでありますが、さ

らに地域のニーズに対応した機能強化とさらな

る経営改善に取り組み、先月、完成披露式を行

いました心臓脳血管センターのハイブリッド手

術室の運用、また、外来化学療法室の拡充によ

るがん患者の受入強化を行い、ハイブリッド手

術室の運用により２億6,000万円、外来化学療法

室の拡充により2,300万円の増収を見込んでおり

ます。

（３ 、県立日南病院についてでございます。）

県立日南病院については、御存じのとおり、人

口減少など外部環境の変化が非常に厳しい状況

にあります。そこで、さらにもう一歩踏み込ん

だ改革の取組が必要であると考えております。

まずは、人口減少等により地域医療の需要が

大きく変化しておりますので、これに対応して

、 、いくため 病床削減も含めた病院機能の最適化

病棟再編に取り組み、病床の稼働率向上と経営

の効率化を図ることで、２億7,000万円の削減、

２つ目の救急医療の体制の強化については、地

域との連携や協力も必須でございますが、二次

救急に必要な診療機能について改めて検討・整

備を行い、救急患者を確実に受け入れること

で3,100万円の増収、３つ目に、地域の公立病院

日南串間圏域に２つの市民病院として、日─

、 、南市立中部病院 串間市民病院がございますが

、この地域の公立病院との機能分化の議論を進め

急性期と回復期における役割分担・連携をさら

に推進することで、逆紹介をさらに進めていき

まして、地域医療機関からの紹介患者の増加な

、 。どにより 1,800万円の増収を見込んでおります

２ページ戻っていただきまして、９ページを

お願いいたします。

運転資金不足という厳しい状況に対する当面

の財務強化としまして、今回、一般会計から借

入金50億円の予算をお願いしておりますが、こ

の50億円の借入れを踏まえて、これまで説明し

ました経営改善の取組を加速度的に実行すると

した場合の収支計画シミュレーションを示して

おります。

経営改善の取組を着実に実行しますことによ

り 表の一番上でございますが 純損益が令和12、 、

年度に黒字化できる見込みでございます。

借入金についても、令和12年度から毎年２億

円を返済できる見込みでございます。

表の中ほど、現金預金残高です。ここがマイ

ナスになるのが一番課題であったわけですけれ

ども、現金預金残高は50億円の借入れを行うこ

とにより、残高をプラスのまま維持することが

できることになります。

その下の資本でございますが、令和６年度に

。債務超過になる事態は避けることはできません

しかしながら、令和12年度の黒字転換後に、累

積赤字を徐々に解消していくことができます。

また、その下、資金不足額のところでござい

ますが、資金不足は発生しないということにな

ります。

以上、県立病院事業は現在非常に厳しい状況

にあります。50億円を一般会計から借り入れる
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ことで、経営が改善されるまでの当面の財務強

化を図った上で、経営改善の取組をしっかり進

めなければならないということでございます。

決して簡単な取組ではございませんが、病院局

一丸となって経営改革改善に取り組んで、救急

医療、高度・急性期医療など、それぞれの地域

において、県立病院に求められる役割がござい

ますので、それらをしっかりと果たしてまいり

。 。たいと考えております よろしくお願いします

続きまして、12ページをお願いいたします。

９、決算特別委員会の個別的指摘要望事項に

係る対応状況でございます。

指摘要望事項としまして 「県立病院について、

新型コロナ対策を継続しながら、全県あるいは

地域の中核病院として、県民に高度で良質な医

療を安定的に提供するため 引き続き医療スタッ、

、 、フの確保・充実 医療提供体制の強化等に努め

適時適切な経営判断により、収支バランスの取

れた病院事業を継続すること」との指摘要望を

いただいております。

新型コロナ対応につきましては、発生以来、

、ほかの医療機関では対応が難しいということで

重症及び中等症Ⅱ以上の非常に重い患者を受け

入れてきたところです。現在、５類に移行いた

しましたが、現在もその対応を続けているとこ

ろでございます。

今後とも、感染症指定医療機関として、新興

感染症対応に万全を期すとともに、救急医療、

高度・急性期医療など、県民の役割をしっかり

果たしてまいります。

また、ニーズに対応した医療機能の一層の充

実、高度で良質な医療の提供、専門性の高いス

タッフの確保やスキルアップ、県民の命を守る

医療の安定的かつ継続的、持続的な提供、患者

サービスの向上、地域との連携強化等に取り組

んでまいります。

さらに、経営改善の取組をしっかり着実に推

進し、経営基盤の安定化を継続的に図ってまい

りたいと考えております。

13ページをお願いいたします。

議案第25号「宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例」についてでご

ざいます。

１の改正概要でございますが、地方自治法の

一部改正により、条項が追加されたことに伴い

まして、県立病院事業の設置等に関する条例第

８条で引用する同法の条項が繰り下げられたた

め改正を行うものです。

条例の内容については、改正、変更等はござ

いません。

、 。施行期日は 令和６年４月１日でございます

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

質疑はありませんか。

委員会資料７ページの「電子カル○永山委員

テの整備事業」について、今回、老朽化したサ

ーバーの更新に併せて、システム自体も更新す

るとお伺いしていますけれども、サーバーと電

子カルテの更新は、前回の更新からそれぞれど

れくらい経過しているのか、お聞かせいただけ

ればと思います。

前回は、平成25年にソフト○大野病院局次長

ウェア、ハードウェアを更新しております。シ

ステムソフトウェアは、当時10年で更新すると

想定しておりましたが、最終的には今回の更新

で12年利用することになります。平成25年のシ

ステムの改修として、稼働期間中の平成30年度

に一部ハードウェアと、それに伴うシステムの

更新をしております。

11年とか長い間隔で更新になるの○永山委員

で、今回の収支計画シミュレーションでは、令
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和６年に改定したとして、この表には出てこな

いということでよろしいんでしょうか。今回の

シミュレーション期間の中では、電子カルテに

ついては、今は取りあえず反映せずに計画が立

てられているということですよね。

今回の更新については、シ○大野病院局次長

ミュレーションに盛り込んでおりますが、10年

以上の使用を想定していますので、次回の更新

については入っていないということです。

同じく「電子カルテシステム整備○武田委員

事業」ですが、病院の経営改善に向けた取組の

、 、ところで 医薬品等で２億円ほどの削減をする

全国的な価格帯等を見据えながら取り組むと話

がありましたが、電子カルテに関しては、民間

と公的な機関が導入する場合に、民間から見る

とどうしてもコストが高いイメージがついて

回っているんですが、46億円という金額の妥当

性を説明していただけるとありがたいです。

どこがどうという立証は、○大野病院局次長

なかなか難しいところでございますが、今回の

導入に関しましては、事前にコンサルタントを

使って、システムの構成から妥当性をしっかり

、 。検討した上で 見積価格の設定をしております

ただ、近年ＩＴが進むところのコスト、人件費

特に開発者、エンジニアのコストは日本全─

体で上がっていますので、費用の増加は否めな

いと思っています。一個一個については、カス

タムメイドでつくるのではなくて、パッケージ

ソフトウェアをうまく利用して、コストダウン

を図っているところでございます。

しっかりと調査されているとは思○武田委員

いますが、同程度の公立病院との比較なのか、

民間の病院との比較なのか 民間が幾らでこ─

れを導入しているのか分かった上で実施してい

るのか確認させてください。

民間、公立を含めて検討し○大野病院局次長

ていると思うんですけれども、それぞれの病床

の成り立ちであるとか、病棟であるとか、直接

比較するのは非常に難しい中で、コンサルタン

トの知恵を使って、コストを削減したというこ

とでございますので、御理解いただければと思

います。

私が中身を詳細に検討するのは、○武田委員

専門的な知見がないのでなかなか難しいところ

ですが、ハードウェアとソフトウェアでそれぞ

れどのぐらいの予算がかかっているのか、割合

とか、３病院でこう違うとか、その辺の詳しい

説明をいただけるとありがたいです。

46億円の内訳でございます○大野病院局次長

けれども、３病院合計で、ハードウェアが12

億5,000万円ほど、ソフトウェアが34億1,000万

円でございます。

病院ごとに、ハード、ソフトの合計で言いま

すと、県立宮崎病院が17億5,000万円程度、県立

延岡病院が15億8,000万円程度、県立日南病院

が13億3,000万円程度となります。

健全に経営されていれば、さくっ○武田委員

と信用してお願いしますという感じなんですけ

れども、今回、50億円借り入れされるというこ

とで、経営改善計画も絵に描いた餅に終わるこ

とになってはいけない、どこを減らせるのか、

どこを削るのか、もう少し削れないのか、真剣

にやっていかないといけないと思います。

民間は倒産するとそれでぽしゃるわけですけ

れども、公立病院ですので、地域の方々に迷惑

かけるといけませんが、湯水のようにお金を入

れていっていいというわけではありません。私

、たちも県民の皆さまもしっかりと自分事として

一緒にやっていかないと黒字化はなかなか難し

いと思うので、そこをしっかり対応していただ
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きたいと思って、こうやって質問させていただ

いています。

まず、資本的収支ですけれども、○日高委員

、今まで繰入れは50億円ぐらいで毎年やっていて

今期77億円の繰入れに上乗せして貸付けが50億

円と説明がございました。病床確保料が20億円

、 、 、減額された 患者が戻らない 物価が高騰した

カルテの更新という話ですけれども、新型コロ

ナが５類に移行した時点で病床確保料が大幅に

減額されるのは当然分かっていた話で、私は想

。 、定内だと思うんです 想定内の50億円の借入れ

貸付けだと思うんですけれども、昨年９月、11

月の時点で、財政シミュレーションは前もって

。できていなかったのかお聞きしたいと思います

春から宮崎県病院事業経営○大野病院局次長

計画2021の改定を始めまして、夏ぐらいから実

際の現状を押さえた上でのシミュレーションを

つくりました。11月定例会で御説明しました想

定が一番最初にできた素案の段階でのシミュレ

ーションということでございます。ただ、その

時点ではまだ予算編成前の時期であるというこ

とと、９月までの状況を見てつくってはいたん

ですけれども、足下の状況をもう少し見る必要

があるため、11月定例会の常任委員会の時点で

の仮の姿です、今後、精査をしてまいりますと

いう御説明をしました。以降、足下の状況が非

常に厳しいところが見えてきましたので、幾つ

ものシミュレーションをした上で、最終的に50

億円の借入れとして、予算要求に至ったもので

ございます。

説明を受けるとなるほどと思うと○日高委員

ころも当然あるんですけれども、病院局が借入

、れをしたのは多分３回目になると思うんですが

今回の額は50億円と大きくて、いきなりぽんと

出されました。システム更新も全部含めてこれ

だけ借入れが必要ですと言えば打ち出の小づち

のように簡単にどんどん貸付けをしてくれるん

だ、繰入れもしてくれるんだ、借入れます、よ

ろしくお願いしますと、そんな簡単にはいかな

いです。どうやって本気でやるのかが今回問わ

れているところだと思っているんです。

病院の収支計画シミュレーションでは、50億

円貸付けたら現金預金残高が令和６年度にプラ

ス31億3,900万円に転じます 次年度は16億9,800。

万円、令和８年度は３億1,200万円、令和９年度

は１億3,100万円と この辺は微妙な数字です 50、 。

億円を借り入れて、健全経営をやっていけば、

令和12年度には現金預金残高がプラスになるよ

うな話を信用していいのでしょうか。確約とは

言わないけれども、50億円借入れする中で、３

病院がしっかりと改革をして、シミュレーショ

ンどおり間違いなくできるのでしょうか。また

何年か後に借入れをお願いしますとなると非常

に問題です。カルテを更新しないといけないこ

とも分かっていたはずです。何年か後に、カル

テをまた更新しないといけないけれども、ほか

にもいろんな高度な医療機器等を導入しないと

いけないということも当然出てきます。その辺

も含めて、50億円借入れすれば病院経営は間違

いなくできますと、はっきり言い切れますか。

、○大野病院局次長 現在の足下の状況を確認し

幾つものシミュレーションをつくった上での今

回の50億円です。もちろん50億円ありきで予算

を議論したわけではございません。財政当局と

は夏ぐらいから非常に厳しいという話はしてお

ります。その中で幾つものシミュレーションを

いろいろ検討した上で、今回の予算としては50

億円の借入金をお願いしているところでござい

ます。

コロナ禍前、一昨年の予算時点でありますと

令和６年３月６日(水)
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か、昨年の時点、それぞれの時点で想定できた

ことはそこでしっかり反映していたと考えてい

ますけれども、５類移行後に患者が戻ってくる

想定でずっとおりましたが、現在の足下の状況

を見ると 新型コロナの５類移行後も患者が戻っ、

てきていないところが想定外の要因として一番

大きいと思います。もう一つは、エネルギー

ショック、エネルギーの高騰以降、高水準の賃

上げと物価高が急激に起こったので、整備時点

やコロナ禍以前の時点では到底想定ができな

かったと思います。再整備のことでありますと

か、カルテへの更新の時期とか、これらの要因

が幾つも重なって、今回の現金預金残高の急激

な減少に陥ったものでございます。

それをどうしていくかでございますが、企業

会計と一般会計との関係でいいますと、一般会

計と公営企業会計は法令上、出資、貸付け、繰

入金の３つで予算のやり取りをして経営を担っ

ていくことになっております。ですので、予算

を検討する際には、この３つのパターンの中か

らどれを選ぶか、またはどれにどのぐらいの額

をいただくのか、繰り入れてもらうのか検討し

てまいりました。繰入金については、総務省の

繰出基準がございまして、この基準に沿って不

採算医療であるとか、政策医療についてのみ繰

出しができると書いてあり、単なる赤字補填の

ための繰出し 繰入れは受けられないことになっ、

ております。

今回、想定外の費用で大幅にかかったところ

については、どれで予算を賄うのが適当かを財

政当局としっかり議論した上で、50億円の借入

れとなったものでございます。

次長が言われたように、この経営○日高委員

シミュレーションを入念にされたんだろうとい

うことは十分理解できるんです。病院局として

は、財政当局にこれだけ必要だから50億円の貸

付けをお願いしたわけで、財政当局は認めたわ

けですよね。財政当局はどういう根拠で認めた

のでしょうか。

非常に重要なのは、３病院の経営改善に向け

た取組をどうしていくかなんです。これについ

ては、これだけ節約します、増収しますという

今までなかった、青字で書いた数字が出てきた

んです。ここまで細かくシミュレーションした

中で、財政当局側としては、ああなるほど、貸

さないといけないという状況で認めたのか、そ

の辺次長が分かれば教えてください。

。○大野病院局次長 予算編成過程でございます

収入、支出、一個一個について、収支シミュレ

ーションをした上で、入院単価はどう考えて上

げたのかとか、入院患者数をどう考えているの

、 、 、か それが適当なのか 過大ではないのかとか

もっと頑張るところがあるんじゃないかとか、

細かく一個ずつ、収入の一つ一つ、費用の一つ

一つについて財政課と議論した上で、最終形と

して経費改善の取組ができ上がっており、これ

を踏まえた収支シミュレーションになっており

ます。

まず、どこをどう改善できるのかを積み上げ

ていった上で、改善額 改善策による効果額─

を算定して、それをもっても不足する部分につ

いては、繰出しルール以上のものになりますの

、 。で 貸付金をもって予算を手当てしていただく

その代わり、貸付けですので経営が改善したと

きには少しずつ ２億円ずつ、しっかり返し─

ていくと、財政課に一個一個丁寧な説明をした

上で、今回の要求を認めていただいて、予算案

として提出しております。

、○日高委員 財政当局と細かい打合わせをして

。 、財政当局がなるほどねとなった こういう根拠

令和６年３月６日(水)
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シミュレーションがあってはじいた数字が50億

円になったということでいいですか。

そうでございます。○大野病院局次長

３病院の中で、例えば日南病院が○日高委員

これまで十何年以上赤字が続いてきています。

赤字があれだけ長く続いたんですから、今回も

病棟機能の適正化とか 緊急体制の強化とかしっ、

、 。かり削るだけ削って 今の状況じゃないですか

また削らせるんですか。逆にまだ削れるんです

か。日南病院長、きつくないですか。

率直にお答えしますと、○原県立日南病院長

現時点でぎりぎりの状態でやっているのは事実

です。

先ほどから話が出ているように、人口の減少

という地域の特性があります。さらにコロナ禍

で患者が減少して、コロナが落ち着いて患者が

戻ってくるかと思っているところなんですけれ

ども、コロナ禍前の水準まで患者が戻ってきて

いない。その中でぎりぎり回しながら、令和５

年度は医療収益だけは増収しております。その

周囲の状況として、先ほど大野次長から説明が

ありました、インフレでありますとか、人件費

でありますとか、もろもろのトータルで大きな

差異が出ていると理解しております。

余裕があって赤字が出ているのかとの御質問

については、違いますという状況です。

そうだと思うんです。雑巾も絞り○日高委員

切ったら一滴も出ないような状況でまた絞り出

せというのもまあ難しい。

この日南串間圏域をどうしようかという話だ

と思うんです。医療圏域の話は病院局ではなく

福祉保健部ですが、医療圏域をどうしていくか

というのは福祉保健部と病院局で協議会みたい

なのをつくっているわけで、その中でシミュレ

ーションをずっとしてきて、この数字が続いて

いて、県立日南病院を黒字化に持っていくとこ

ろが見えないんです。どういうふうに黒字化に

持っていくのか。

人口が減っているのは圏域によって違う部分

もあるんですけれども、県北も人口は減ってい

ます。人口減とか、コロナ禍の減から戻らない

とか、医療収益はアップしているんだとか、３

病院一緒の話ではないですか。県立日南病院は

今後どうしていくんですか。

県立日南病院のありようの○大野病院局次長

前に医療圏については福祉保健部が所管してお

、 、りますけれども 日南串間の医療圏については

日南串間地域の地域医療構想調整会議というも

のがございます。調整会議にはそれぞれの市町

、 、村が入っており 日南串間地域で言えば日南市

串間市も我々も入って調整会議をしています。

その下に、令和５年２月に公立病院部会とい

うのを設置しています。これは何をするかとい

うと、地域医療構想において、特に公立の３病

院がそれぞれ厳しい状況にある中で、どのよう

にして地域医療を守っていくのか、役割をどう

していくのかを検討するために設置しているも

のです。

今年度は10月までに４回開催しております。

それぞれ病院の経営はもちろん独立しておりま

すが、公立病院部会の中で３病院がそれぞれ意

見調整をして、それぞれが連携して何の役割を

担っていくのか、在り方、方向性について今決

まっているところです。その中で、日南病院は

救急医療、高度・急性期医療をしっかり担って

ほしいということでございます。

日南市立中部病院については、救急医療とい

うより、圏域内で唯一のリハビリテーション機

能を有する病院ですので、我々と連携してリハ

ビリ機能、回復期の機能を積極的にやっていこ
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うと意見合意ができております。

串間市民病院につきましては、少し距離があ

りますので、地域性を踏まえて串間市民を中心

に受入れを行う。そして対応できない急性期、

救急については、日南病院に紹介する体制をさ

らにしっかり強めていくということで、この部

会の中で３者の改善の方向性について、共通認

識として合意しているところでございます。

今まで全然つながりがなくて、病○日高委員

院局で、中部病院と串間市民病院も束ねて改革

ができますか。

圏域でのありようについて○大野病院局次長

は、福祉保健部としっかり連携してやっていこ

うと思います。その中で病院局、特に日南につ

いては日南病院になりますけれども、地域の中

核病院として、しっかり大きな部分を担ってい

きたいと考えております。公立病院部会には病

院局として我々経営管理課もしっかり参画して

いきたいと思っております。

今回の経営改善の取組については、日南市、

串間市のそれぞれの病院、行政の協力も必須で

ございますので、事前に日南市、串間市に訪問

して、検討の内容について御説明さしあげてお

ります。しっかり協力してやっていきましょう

と言葉をいただいておりますので、今後も必要

な連携をしっかり取って、あるべき姿をみんな

でまとめていきたいと考えております。

中部病院も、串間市民病院も、日○日高委員

南病院も、３病院が厳しい状況ですよね。

病床稼働率の向上と経営の効率化で２億7,000

万円の節減となっていますが、シミュレーショ

ンでは 県立日南病院は何病床減らすことになっ、

ているんですか。

収支計画シミュレーション○大野病院局次長

上では50床の病床を削減することになっており

ます。

。病床稼働率について少し話をさせてください

県立日南病院は病床稼働率自体が62％ぐらいで

す。ほかの２病院と比べると10ポイントぐらい

稼働率が低い ベッドが空いているというこ─

とでございますので、50床の削減であれば、入

院患者を制限しないで今の医療事業にしっかり

。 、応えることができると考えています ですので

、 、今後50床を削減し その上で病棟再編を行って

必要な医療をしっかり提供し、病院を経営して

いきます。単純に空いているベッドを削減する

ことになりますので、地域の医療を傷つけずに

。コストをカットできるということでございます

そういう説明だったら、なるほど○日高委員

よくやっていると思うんです。箇条書で書いて

あって、幾ら削減としか見えませんでした。

50床削減するに当たっては、日南串間圏域の

住民の理解も必要になってくるでしょうし、ほ

かの病院との連携となると、責任の所在は福祉

保健部でしょう。病院局が地域医療までできな

いでしょう。病院局が努力しているのは分かっ

ているんです。福祉保健部が中心になってしっ

かりやってもらわないと困るんだというような

答弁になりませんか。

日南串間の医療を守るんだったら、責任を明

確にしていかないと、トップがこうやっていく

、んだとその意思をしっかりと示していかないと

簡単にいかないです。今回50億円の借入れが一

つのきっかけです だからその辺をしっかりやっ。

てほしいと思います。

先ほど、日高委員からもありまし○下沖委員

たけれども 財政シミュレーションに関して 11、 、

、月に常任委員会で説明があったと思うんですが

そのときの計画から大分赤字に傾いているんで

す。給与面だったり、物価高騰とかいろいろな
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原因を言われましたけれども、この３か月の間

にそこまで激しいものが発生しているとは考え

にくいのです。また、11月のシミュレーション

では 計画の中に電子カルテの導入も数字に入っ、

ていたのか、確認させてください。

まず、電子カルテは入った○大野病院局次長

上でのシミュレーションでございます。素案時

点との違いで一番大きいところですけれども、

上半期の状況を見て、その数字を基につくって

います。通常下期には、特に高度急性期病院は

冬になってくると入院患者数が増えたりして好

転するケースが多いです。昨年もそういう結果

。 、でした 言い方は悪いかもしれませんけれども

そういうところを楽観的に見ていた部分はあっ

。 、たと思います 当時のシミュレーションですと

先ほどから申し上げているとおり、コロナ禍前

の状況 令和元年度の状況に戻るだろうとい─

う考え方でつくっています。ですので、３か月

間に足下がなかなか戻ってこない、経費の高止

まりはずっと続いている、給与改定も行われた

という周りの状況がいろいろ起きてくる中で、

、 、 、入院 外来の見込み数がこれでいいのか 入院

外来の単価は これまでの取組実績に加えて─

努力分も含んでいるわけですけれども この─

ままでいいのか、もう一回積算根拠の一つ一つ

をシミュレートし直し 入院 外来の収益が減っ、 、

たというところがあります。

もう一つは、令和５年に見込んだ、我々が予

算要求をしていくであろう数字が仮置きで入っ

ており、その数字が後年度もずっと同額で少し

多めに入っていました 借入れと貸付けが決まっ。

たことで、それを今回査定して、年間シミュレ

ーション期間内の繰入金のトータルの額は大分

落ちていると思います。その辺が大きく変わっ

ています。そこは読み切れなかったため、当初

予算がしっかり反映されていない数字が仮置き

されていたのが現状でございます。

もらう数字とか資料を信用できな○下沖委員

いと私たちも審査ができなくなります。シミュ

レーション自体を自分たちでつくられていると

いいますけれども、民間だったら、こういうシ

ミュレーションでは銀行はまず貸付けなんてし

てくれないし、信用自体がなくなると思うんで

す。シミュレーションは厳しい状況を見ていか

ないといけませんが、このぐらいでいくだろう

と希望的な観測で動き過ぎていると思います。

議会に出す収支計画シミュレーションとして、

精度が低すぎる。

あと、外部のコンサルタントを入れた中長期

的な医療機器の購入・更新とかありますけれど

も、外部のプロの目で見てもらって、まずは数

字からちゃんとしていかないと、県民に説明が

できないと思うんです。シミュレーションの在

り方、経営の数字的なところをプロにちゃんと

見てもらうのが必要と思うんですけれども、そ

の辺の考えを聞かせてください。

病院経営のシミュレーショ○大野病院局次長

ンを、どこかのコンサルタント会社１社に、今

。 、回トータルでの委託はしておりません ただし

例えば、入院、外来収入が一番大きいわけです

けれども、単価設定について、診療報酬のアッ

プのため、３病院にそれぞれコンサルティング

を入れております。特に県立延岡病院は平成28

年から実施しており、今までの単価の改善、診

療報酬の改善の実績を踏まえたシミュレーショ

ンをしております。県立日南病院、県立宮崎病

院については令和４年度からコンサルタントを

入れています。コンサルタントが実績を踏まえ

た伸びの見込みをはじいていますので、希望的

観測では決してありません。現実、さらに未来
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に向けて、自分たちが努力をしないといけない

部分は必ずあると思いますので、そこも踏まえ

た上で一個一個をシミュレートしております。

費用についても、医療機器については、今年コ

ンサルタントを入れて、削減できる見込みを踏

まえております。トータルではないですけれど

も、要所要所についてはコンサルタントとか専

門家の意見を反映したものになっているところ

でございます。

診療報酬とか細かい部分で使われ○下沖委員

ているんですけれども、経営を含めたこの先10

年を見通した大本のシミュレーションをつくる

わけじゃないですか。社会的要因やいろんな要

因を今後見通して、人件費も今後ずっと上がっ

ていくといった数字も加味してプロにちゃんと

つくってもらう。各病院の収益状況も見ていた

だいて、正しい数字を出してほしいです。市議

会でも３か月間でこんなに変わる数字を見たこ

とがないので、県議会でこんな数字の動きがあ

るのかと思いました。

私たちが審査する上で、これも合っているの

、 、か これよりもっと下がっていくんじゃないか

悪い状況に入るんじゃないか、来年またシミュ

レーションが変わってくるんじゃないかとか、

何を信用していいのか分からないんです。だか

ら、今後、ある程度ちゃんとした信用できるも

のを出してほしいと思いますので、シミュレー

ションを厳しくつくっていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

繰り返しみたいなところもあるけ○坂口委員

れども、まず、この50億円で将来、本当にショ

ートすることはないのか、それから多過ぎもし

、 。ないか つまり本当に必要で適切な金額なのか

必ず30年先までの経営が見通せるのか、担保で

きているのですか。

今回 収支のシミュレーショ○大野病院局次長 、

ンを何パターンもやっていく中で、実際、資金

不足、現金のショートがどの時期にどれぐらい

起きるのかは、非常にシビアに考えてきたとこ

ろです。でも、急激に落ち込むということがシ

ミュレーションの中で出てきて、公営企業であ

る以上、一時借入れをしながら年度をまたぐこ

とはできませんので、そうならないためにどう

するのか、資金ショートしたまま年度をまたが

ない、最低限ぎりぎりのところで幾ら貸付けを

受ければいいのかと精査、シミュレートした結

果が50億円でございます。先ほどのシミュレー

ションを見ていただくとおり、決して簡単な数

字ではないですし、３年後の資金、現金、留保

資金の残高は非常に少ないです。ですので、経

営改革の取組はしっかりやって結果を出してい

く必要があると思っています。

それが実現できるのかですけれども、３病院

ともしっかり話をした上で、できることをまず

やっていくという考え方で整理をしていますの

で、しっかりやっていかないといけない、やっ

ていくつもりでございます。

先ほどの下沖委員の意見とも関連があります

けれども、毎年取組を進めていく中でいろんな

ずれといいますか、想定のずれが出てくること

は当然考えられます。ですので、毎年収支計画

を精査、アップデートして、足りなければほか

に何をやるんだと、もし効果があることがほか

にあればこういうこともやってみようと足した

り、取組をもっと深めたりしながらやっていか

ないといけないと思っています。

どうやってやるのかについては、病院局に会

計改革のプロジェクトチームを立ち上げていま

す。それと、先月から県立日南病院の中でも院

長をトップとしてプロジェクトチームを立ち上
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げています。県立日南病院のプロジェクトチー

ムの中では、毎週、病棟機能とか病床をどうし

ていくのか、まず初めに議論をしていただいて

いる最中です。その議論を踏まえて、病院局全

体で方向性を決めていく、一個ずつ確実にやっ

ていくことを決めていきながら、約束というわ

けにはいきませんけれども、経営改善の取組を

しっかり確実にやっていかなければならないと

思っております。

、○坂口委員 いろいろ当然のことですけれども

ショートしないことは大前提だと思うんです。

今、下沖委員からもあったけれども、仮に民間

、の金融機関に今回の50億円の融資を申し込んで

県が債務保証をするという形だったら、金融機

関の分析で、ショートすることもない、過剰な

貸付けでもない、それぐらい精度の高い50億円

かということを確認したかったんです。

それと前回、県立宮崎病院の建て替えのとき

に、本当にこれだけの初期投資をやって大丈夫

なのかというところからも、将来の経営計画を

説明していただいて、経営は完全に大丈夫だと

いう条件の大きな一つに、高度・急性期あるい

は慢性期、リハビリ期といった人たちの比率が

どうなっているのかがあった。県立病院の場合

は、宮崎大学附属病院とか、市郡医師会病院と

かと比べると、不利なものをかなり抱えざるを

得ない宿命の苦しさがある。高度・急性期患者

を60％も受け入れている病院もあれば、50％未

満の病院もあり、このままではいけないから、

役割分担してそれを高めることが新しく病院を

建てたときの病院局の将来見通しの安全を担保

する条件の一つだったと思うんです。だけど、

その努力を病院局がされたのか。

ここに至って、今は３病院の院長先生方にも

おいでいただいて、全て同じような協議の中に

入っていただいているけれども、病院局なり福

祉保健部がやるべき責任がある。その中で、病

院の現場のスタッフの方々には、常に緊張感を

持って、節約もする、共通認識を共有していた

だかないといけません。けれども、例えば相撲

取りに昨日まで丸い土俵だったのを明日からは

四角い土俵で相撲を取れというのは、きつ過ぎ

ます。先ほど、県立日南病院の先生もきついと

言われました。

県も一貫して点数の稼げる診療、医療をやっ

ていくと言ってこられているわけですから、そ

のための受皿がちゃんとできているのか。例え

ば、県立日南病院も救急車が入ってくる中で、

高度な医療のものを受け持ちましょうとできる

のか。あるいは救急車が患者を運ぶときに県立

日南病院に運べるのか、それとも患者が鹿児島

辺りに行ってしまうのかというキャパシティー

の問題もあると思うんです しかしながら キャ。 、

、パシティーが窮屈だからこう変えていくという

いいとこ取りは県立病院の役割とか責務として

どうなのか。

県立延岡病院がどうだ、県立宮崎病院がどう

だ、県立日南病院がどうだと、個別にやってい

るけれども、県民から言えば、串間にいようと

延岡にいようとどこにいようと同じ医療水準を

供給していくのが県の役割だと思うんです。だ

からこの前の補正でも言いましたけれども、病

院の赤字がそれぞれどうだというのは、僕らに

とっては情けない話です。条件の悪いところに

住んでいたとしても、同じ水準の医療が受けた

いというのがあります。

そこで 病院局としてはこれだけの機能を持っ、

た病院にふさわしい経営ができるように、具体

的に高度な医療ができる設備も医師もいります

、 。が どう整理していこうと考えているのですか
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医師不足は前から言われていますし、知事も頑

張れと言っていますが、何を頑張ってきている

んですか。そして人件費が高くなったのは、当

たり前です。民間病院と比べて不利な部分も請

け負いながら、公立病院としての責任を果たそ

うとしたときに、今の給与体系がどのような具

合なのか。仮に上限が設けられているんだった

ら、病院の院長先生たちはたまったもんじゃな

いと思います。

それぞれの病院に「このドクター」という人

が来てくれていたときは、それなりに患者も増

えてた時期もあると思うんです。だから、本当

に致命的というか、大きな問題点はドクター、

看護師、あるいは技師の人たちも含めて、人材

不足だと思うんです。よそにはいくけれども、

うちに来ないのはよそと比べて何なのか。病院

局はそういったことをしっかり解決してあげな

がら、病院とチームワークを組んでやっていく

ということが欠けていると思うんです。

今日も、県立宮崎病院でがん医療機能の高度

化を図るとか、県立延岡病院はハイブリット手

術を今後活用していくとか、いろんな高度な機

能について言われました。でも、できるできな

いは全部スタッフ次第だと思います。まず、救

急車が入ってきたときに、高度な医療が必要な

人を入院させて対応しきれるのか。あるいは電

話があったときに、うちに回してくれと言える

のか、無理だとなっているのか。そんな状況か

ら整理していってほしい。残念ながら断らない

といけないとか、残念ながらよそに行かさざる

を得ないのか。逆に、役割分担で高度な医療を

受け持って、回復期は他の連携病院や公立病院

に回すと県立日南病院の説明もあったんですけ

れども、逆にうちではこれはちょっとできない

というようなことはないのでしょうか。どこか

らでもいらっしゃいと条件をちゃんと整備して

あげた上で理想的な経営計画を立てているんで

しょうか。

稼げる 言葉が適当じゃないかもしれませ─

んが、急性期医療の入院患者の比率を６割も７

割も受け入れる。ベッドの総数ではなく、そこ

を病院局としては、知事を先頭にどんな具合に

解決しようとしてスタッフの確保と施設の整備

に取り組んでこられているのか聞きたいです。

、 、医療サービスの提供は 県民

住民の命、健康を守っていく重大な責務でござ

います。医療機関として県内どこでも適正な医

療が受けられることをしっかり守っていくのが

県病院の使命になると思います。

おっしゃっていただいたように、県立や公立

だからやらないといけない、民間だとなかなか

継続できない高度急性期などについては、公的

病院の責任としてしっかりやらざるを得ない。

ただ、その部分については、なかなか収入や収

益が伴わないので、経営改善をしていくために

は、宮崎県や各地域の特性に応じた医療需要と

そこに対する資源の供給体制がマッチングする

かどうかを公立病院の責務としてやっていかな

いといけません。

ですので、二次救急、三次救急の役割として

の活動につきましては、特にコロナ禍において

は患者の受入れ調整があったりしましたけれど

も、日常の地域医療構想におきましても、急性

期病院なのか明記した上で、基礎的な部分につ

いては二次救急 三次救急ではないところにしっ、

かり見ていただき、二次救急、三次救急に持っ

てきていただいて、診療の体制に応じて対応を

しっかりやっていく必要があると思います。

、儲かるかどうかとおっしゃいましたけれども

経営の継続の一番の難しいところは、診療報酬
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制度の中で、どういう診療をしたらどういう収

入があるか スタッフが揃ったら点数が上が─

るとか、係数とかいろいろな加算がありますの

で、病院局としても広く見ていますけれども、

スタッフの配置等も含め、どの病院のどういう

体制がベストかとか収入確保のための改善点、

あるいは費用につきましても、重なっていて節

約できる部分も含め器械や設備等について、専

門家に意見も聞きながら、医療資源 人や器─

械、あるいは制度にのっとった収入の確保を３

病院とともに意見交換しながら、病院局として

。はしっかりとやっていきたいと思っております

儲かる医療というのが適切か分か○坂口委員

らないけれども、経営改善に資する医療として

高度な器械も整備されました。問題はそれを使

えるだけのスタッフがそろっているかですが、

なかなかそろわないと僕は思うんです。さらに

フルに稼働できるかとなると、医師を中心に、

、 。看護師 技師といったスタッフだと思うんです

いろんな配置基準があって、看護師の配置基

準にしても１対７、１対13、１対15と、ちゃん

とできているのか。病院の院長先生方に努力し

て連れてきてくれと言っても、給与水準やいろ

んな条件で限界があります。まして今後、働き

方改革を進める中で この計画は堅いのか ショ、 、

ートするようなことはないのでしょうか。僕ら

は外から見ていても全く分からないですけれど

も、処遇の面でも圧倒的にいいところがある中

で、きついけれども経営が苦しいから何とか頑

張ってくれという絵に描いた餅では、なかなか

きつい面があると思うわけです。

病院局としてやっていかれる部分、知事部局

としてやっていかれる部分、病院として実行し

ていく改善策の部分と役割分担があると思うん

です。その辺をしっかりと整理されていて、病

院局自体も大きい責任を感じておられるのか。

病院も我々の責任で果たす部分はここだと整理

していかないと駄目じゃないかという気がする

んです。

そういった人材を確保する上で、処遇も含め

た勤務時間とかいろんな条件、人を集められる

ような環境の整備ができているんですか。

確かに人材確保は大変難しい

。 、状況でございます 特に医師の確保については

病院ごと、あるいは我々病院局も含めて、まず

は各大学に派遣を依頼しますが、それ以外にも

個別に依頼することもございます。全体としま

しては、福祉保健部で、医師を育てていくプロ

グラムをつくっていただいて、将来まで考えた

、医師の供給体制にも取り組んでいただきながら

実際に働いていただく医師を事前に確保して、

お互い協力しながらやっております。また、研

修制度の充実も現場でもやっておりますし、福

祉保健部でも音頭を取ってやっていただいてい

る状況でございます。そして、各病院において

は、どうやって収益を確保していくか、医師が

いれば当然その分患者が集まりますので、地域

の状況をしっかり理解してどういう診療科が必

要か、あるいは地元に回復期で預かっていただ

く 逆紹介するところ 地域の医療機関としっ、 ─

かり連携を図る。地域の中、県全体の中で、医

療提供体制をしっかり構成していくことが必要

、 、 、ですので 我々病院局としては 知事部局全体

特に福祉保健部と調整しながら、しっかりやっ

ていきたいと思っております。

経営改善計画の中で しっかりやっ○坂口委員 、

ていかなければいけないと思うのはお金の出て

いく分 経費の節約で、ぎりぎりの計画を立─

てて厳しいけれどもやっていこうと、実現に向

かって進むと思うんです。
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併せて、入ってくる診療報酬、医療収益を上

げていくときに、計画を立てて、あれをやりま

す、こうやりますというのは当然だけれども、

実行できるかできないかはスタッフにかかって

いると思うんです。スタッフがなかなかそろわ

ないのは、何がネックになっているのか。民間

病院と対等、あるいはそれ以上の医療提供をや

らなければいけない責任があるわけですから、

県立病院だから限界というところがあったら、

その限界を解いてあげることはできないのか。

特に処遇面ではもう少し対応できないのか、そ

。して無理をお願いしていくことはできないのか

無理だけお願いしても、ほかの状況が厳しいと

なるとなかなか大変だと思います。そのあたり

をいろんな面から検討されて、何も問題なく今

のやり方でいいのか、何か問題点があると感じ

ておられるのか、どうなんですか。

（ ）、医師以外の医療職給料表 二

（三）につきましては、県職員として育ててい

くという採用です。医師だけが外部から来てい

ただくようになっていますので、確かに１年間

の給料とか処遇も大きな要素にはなっていると

思います。その点につきましては、ほかの病院

がどうだというところではなくて、診療や日常

の業務に見合う水準かをしっかり見ていると思

いますし、４月からは働き方改革で、時間外の

上限規制を守って、時間外勤務手当は出すと、

しっかり守らないといけないことになります。

制度の運用上での実質的な処遇の確保には、こ

。れからしっかり取り組んでいきたいと思います

処遇だけで働き方改革、時間外勤○坂口委員

務への対応は、ドクターの数が増えない限りは

無理です。分かりやすく言えば、診察室が１か

ら５まであって、４まで開けていたけれども、

働き方改革になると３までしか開けない、あと

はカーテン閉めざるを得ないということでは駄

目で、まずはスタッフをしっかりとそろえる。

そろわない場合、原因は何なのか、行政として

の限界が来ているのか、それとも病院局として

十分検討して変えていく必要がある、余地があ

るとした上で、現場と病院とで悩みを解決して

いくのか。行政側が本気で何としてもこれやる

んだ、原因は全て取り払うんだ、トータルで改

善につながればよしとすべきだという考えがあ

るのか、どうも見えないんです。

先ほど見通しが甘かったん

じゃないかというお話もありましたけれども、

、我々として真剣に取り組んできたつもりとしか

今の時点で申し上げません。経営改善、特に今

回の借入れまで含んだ一般会計とのやり取りに

つきましては、真剣に取り組んでいたと思いま

す。

また、今後は取組をしっかり実現させていか

ないといけない、シミュレーションではなくて

現実のものにしていかないといけないことにつ

きましては、現場のスタッフの動きですとか、

診療の在り方とか現場の状況を踏まえる。そし

て、一般会計、知事部局との関係につきまして

も、我々がしっかり調整していく。我々病院局

が３病院を取りまとめる立場にあるとしっかり

と自覚し、真摯に受け止めておりますし、この

取組を実現させるべく精魂を入れて取り組んで

いきたいと思っています。

最後にしますけれども、例えば機○坂口委員

能別で急性期の占めているベッドの割合とか、

慢性期や回復期の占めている割合を、効率的な

宮崎大学附属病院とか、市郡医師会病院とか、

３つの県立病院とか、民間で高度な医療を必要

、とするような患者を受け入れているところとか

主な病院を１回調べられたら、物すごく不利な
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状況にあると思うんです。県立宮崎病院を建て

替えたときには かなり低く 不利な状況にあっ、 、

たからこれを上げていかないといけない、その

ための病院整備で役割分担につながる。その辺

の努力も本当にされてきたのか。コロナも断ら

ずに入れざるを得ないとか、おかげで後遺症と

して患者が復帰しないとか そういった面があっ、

たんじゃないかという気がする。少なくとも前

の約束どおり、診療報酬の高い人に合わせた病

院だからその比率を高めていくべきじゃないか

と思う。少なくとも市郡医師会病院あたりのレ

ベルまでは持っていかないといけないと思う。

ここで受け入れるべき人たちをよそに持って

いっているとか、そこを一回整理されたらどう

ですか。主な病院について、患者の比率がどれ

ぐらいずつ占めているか、分かっていますか。

特に宮崎地区ですと大きな病

院が多くて、県立宮崎病院は比較ができる状況

にあると思います。延岡地区ですと県立延岡病

院が最後のとりでと言われるように、地元との

役割分担がしっかりできているし、県立日南病

院は先ほど申し上げたように公立病院や民間病

院との間で構成をしっかりやっていく必要があ

ると思います。

病院の中でも患者支援センターなどで、患者

の流れとか把握しながらどこにアピールしてい

くとか、どう対応していくのか分析しておりま

すので、さらに計画を達成するために引き続き

強固に精査していきたいと思っております。

そこを問題視しておられれば、県○坂口委員

立宮崎病院の場合は、そういった患者が何割で

すと持っておられるんですよね。

当院の事○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

情からいいますと、宮崎市域では、病棟再編が

かなり進んでおります。ほかの地域も多分同じ

だと思いますけれども、県立病院、ほかの病院

もそうですが、マンパワーが非常に豊富です。

特にこれから高齢化社会で、特に急性期の場合

、 、でマンパワー 多診療科の医療が必要ですので

基本原則は急性期をしっかり見ていくというこ

とで、県立宮崎病院では高度急性期、ＩＣＵは

今８床、ほか急性期は全部７対１で対応してい

まして、県立宮崎病院においては病床転換は予

定しておりません。

各病院が高度急性期、急性期をど○坂口委員

れぐらいずつ受け入れているか、現在、例えば

市郡医師会で全体のベッドが100床あったとした

ときに、高度急性期、急性期以上で60床持って

いれば60％はそういった患者じゃないですか。

、県立病院の場合は県立宮崎病院が45％だったり

あるいは県立延岡病院が50％だったり、県立日

南病院の場合は受入れ機能自体でやりたくても

やれない部分がたくさんあるから、かなり低い

んじゃないかと思うんです。そういった比率を

上げていくためには対応できる医師、看護師、

あるいは特定看護師といった人材をそろえなけ

れば受け入れられないです。

ＩＣＵにしても、対応できる医師をいつでも

稼働できるようにするとすれば、想像ですが、

まだ足りないんじゃないかと思うんです。少な

くとも、そういった患者のベッドの割合をどの

、 、ぐらいまで予定されていて 現在はどうだとか

ほかの病院はこういう状況だという中で、本当

に増やしていけるのとか、病院局としては、そ

の実態は恐らくつかまれているんです。

前回、そういった患者の比率を高めていく、

、高められる余力もあると答弁されたんですから

うちは何％と数字を取られたと思うんですが、

どんな具合に把握されているのですか。

圏域で病院ごとのシェアは○大野病院局次長
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今手元にはないんですけれども、病院ごとに言

いますと、宮崎は医療資源が豊富にありますの

、 、で そのシェアが何割かということではなくて

取り合っているといいますか、いろんなところ

に分かれている状況と思います。

それは違いますよ。俺は何％いる○坂口委員

のかと数字を聞いている。その当時は、把握さ

れていたし、ちゃんとあったんです。それもな

くて経営改善計画なんて、ちゃんちゃらおかし

いですよ。急性期患者などの受入れを増やして

いくと言っているわけでしょ。今どんな状態に

あるのかとか、そんなのも分からないような絵

に描いた餅じゃ食えないです。食える餅か食え

ない餅かの判断もつかんです。

今はそんなもの調べていませんなら、それは

それでいいんですよ。だけどそこからスタート

しないと駄目です。それをやるなら、そんなマ

ンパワーがあるのかと言っている。問題は病院

局です。そこのところに対する姿勢を聞いてい

るんです。さっき言ったように、病院は昨日ま

で丸い土俵で相撲を取れと言われていて、今日

から四角い土俵で相撲を取れと言われたら、大

変だと思うと言っている。何年先に四角い土俵

になるからここで努力しようねとやっておかな

いと、いきなりぽんぽんじゃ大変だ。しきりに

点数の稼げるとか、コンサルを入れてとか言わ

れるけれども、今点数の稼げる患者がどれくら

いそこにいるのか、今後コンサルを入れてそれ

をどこまで高めようとしているのかを聞いてい

る。経営健全化において、僕はそこが物すごく

大きな比重を占めると思っているからです。

基礎数字だからそれを調べていないと、この

計画はおかしいですよ。あるはずですよ。ない

わけない、出さないだけだと思うんですよ。

暫時休憩します。○重松委員長

午前11時47分休憩

午前11時48分再開

それでは、再開いたします。も○重松委員長

う間もなく正午になりますので、午後もまた審

議をさせていただきたいと思います。

お疲れさまでした。午後１時再開でお願いい

たします。

暫時休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時５分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

午前の部、坂口委員からの質問がありました

が、それに対する答弁ができますでしょうか。

先ほど、坂口委員から質問○大野病院局次長

があった件についてでございます。

過去の委員会での答弁の経緯、概要も踏まえ

まして、入院が長期化して急性期から脱した人

がどれぐらい残っているかということだと解釈

しております。

近年、県立宮崎病院については60％を超える

状況になっておりまして、直近の12月は66.5％

で、しっかり進んでいる。県立延岡病院につき

ましても直近12月で66.5％でございます。

一方、県立日南病院については51.2％ 直─

近３か月の平均でございますが、51.2％で50％

を少し超えたぐらいです。全国的な平均で言う

、 、 、と 55％程度でございますので 県立宮崎病院

県立延岡病院は、全国平均を超えてしっかり急

性期を担って回復期へ返すことについて、近年

は取組が進んでいます。県立日南病院は平均に

まだ少し足りていない状況でございます。

県内で宮崎大学附属病院とか、宮○坂口委員
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崎市郡医師会とか都城とか、民間の高いところ

は急性期の患者の割合が前に比べるとかなり上

がっているけれども、どのようにありますか。

他医院の現時点での状況に○大野病院局次長

ついては今のところ把握しておりません。病院

局としては、60％を超えるところをそれぞれの

病院の目標として取り組んでいるところでござ

います。

県立日南病院は別ですが、60％を○坂口委員

超していますよね。全国の平均というのは全て

の病院の平均55％ですか。

全国のＤＰＣの包括算定を○大野病院局次長

している病院の平均でございます。

レベル的にはどういった病院です○坂口委員

か。

包括算定方式 ＤＰＣの○大野病院局次長 ─

適用病院ですので、ある程度規模の大きな病院

ということになると思います。

包括算定と出来高になると思うけ○坂口委員

れどもその違いと、病院の機能で急性期を担っ

たり、高度な設備を持っているのは、同じ類い

じゃないから全国平均と単純比較するのは正し

いでしょうか。

包括算定方式であっても ７対１だったり 13、 、

対１だったり、15対１だったり、病院の機能が

同じなら比較できる数字になると思うんですけ

れども、単純比較できるのかが分からない。

それはさておき、県立宮崎病院の整備計画の

、 、頃は多分50％を切っていて 40何％だったので

かなり伸びてきていると思うんです。

ただ、今回の経営改善計画はコンサルタント

を入れた計画でしょうけれども、急性期医療の

割合を高めていくことで医業収入を上げて経営

を改善し好転させていくことは、かなり大きい

ものを占めていると思うんです。

だから 伸びたのはいいことだけれども 66.5、 、

％というのは、限界までかなり努力されてきた

結果で、さらに高める計画だと荒っぽいし、実

現できる担保とか根拠があるのか、ほかの病院

と比べてみないと、これだけでは見えないんで

す。

10％ぐらい伸びているから、びっくりしたん

ですが、相当努力されたのは分かるけれども、

もっと努力しろと言って、伸び代があるのか、

その辺はどうなんですか。

ＤＰＣの○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

、病院に関しては非常に厳しい要件がありまして

基本的に急性期病院です。私自身も経営計画の

中で目標に60％程度にしたものが、66％まで上

がるだろうかということがありました。全国の

トップレベルの急性期病院でも70％を目標にし

ているところが多くて、70％を超えると救急か

と思います。

その要因としては ３県立病院ともそうでしょ、

うけれども、急性期のマンパワーが要る時期に

はそこに集中するということで、一つは、入院

したときから、患者支援センターが次のリハビ

。リ病院との連携を早急に取る試みができたこと

もう一つは、この病院で急性期をしっかり診る

、という院内での意思統一ができたものですから

患者支援センターを中心とした関連病院や連携

病院との結果がこの66％だと思います。

私としては、もう少し伸び代があるかと思い

ますけれども、経営はもちろんですが、３県立

病院が急性期を主にして地域医療に貢献すると

いう面にも資することだと考えています。

２週間入院後の受皿を患者支援セ○坂口委員

ンターがしっかりつないでいって、連携ができ

たからこその数字だと思うんですけれども、70

％というとかなり高い数字だし 今の病院スタッ、
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フで70％まで高める体制が取れているのか。今

の体制では、66.5％が達成できるぎりぎりじゃ

ないかという気がするんです。

大まかにでもそれを判断するためには、宮崎

大学附属病院の急性期のシェアを見たときに 70、

％以上の数字を持っていれば実現可能な挑戦か

と思うんですけれども、どうでしょうか。

いずれにせよ、県立宮崎病院、県立延岡病院

の数字は驚異的な数字だと思うんですが、それ

を達成するためには、しっかり責任を持って治

療できるスタッフが 今後の残業の問題、働─

き方改革の問題も含めてですけれども、何か足

りなさそうな気がして、県立病院に来てもらえ

る条件をもっと改善していかないと限界に来て

いるんじゃないかと思うんです その証拠にずっ。

と医師不足に対応するために取り組んできてい

るけれども、なかなか改善できない。いろんな

制度も含めて検討していかないと、病院の努力

の範囲内は越していると思うんです。

物すごく無理した挑戦を求めているんじゃな

いか、そうではなく努力の結果、行き着ける目

標か判断するためにも、県内の高いレベルの病

院で70％を達成しているところがあるのか、ま

たぜひ教えていただきたい。

66.5％にはびっくりしましたが、日南も51％

と、計画を立てた頃は40％に行くか行かないか

ぐらいの数字だったと思いますし、すぐ隣接し

た鹿児島にあれだけの病院があるのと、人口減

少している中で、40％を50％に伸ばしていくの

は、相当な挑戦になると思うんです。それでも

経営計画で経営を好転させていく一つの大きな

柱には、この率を高めていくことがしっかりと

位置づけられていますし、そこが抜けたらなか

なかだと思います。

比較できる同じような立地場所での限界を見

ながら、経営計画で無謀な挑戦は立てるべきで

はなく、無謀であれば別の手法によって経営の

健全化を図っていくべきかなという気がしてお

り、どうしても判断材料にしたいので、数字が

分かった時点でお願いしておきます。

私も今回代表質問ということで○山下委員

今回の50億円の借入れと、繰出金と補助金─

で70億円を超えてきた。過去のデータもいろい

ろ調べたんですが、大きな課題になるという思

いで質問させていただいたんです。

その中で、宮崎県病院事業経営計画2021以前

の問題を整理するときに、2026～2027年だった

か地域医療計画に基づく経営計画の方針等につ

いて、我々も質疑した時期があったんです。ど

ういった時期だったかというと県立宮崎病院の

建て替え計画を上げるときで、ベッド数の問題

が出たんです。ベッド数を減らして、高度急性

期、急性期の病院としての役割を高めていく。

高度医療で１週間～10日でオペをして地域に早

く返していく。経営計画の中で、より高度医療

をやることによって収益の増加も図る。早く地

域にお返しして、地域医療におけるしっかりと

役割を担っていくんだという思いの中で、県病

。 、院のベッド数も減らす そして収支計画の中で

これならやれるんだという思いで予算も通して

いったような気がするんです。

今回、議案第20号の説明があったときに、急

性期がうまくいっているのか、地域医療での連

携がうまくいっているのか、安定期の人たちが

病院内にいつまでも残っているんじゃないかと

か、いろいろと検討しました。

50億円を借入れして、30年間での償還計画を

出されたときに、真っ先に本当に不安に思った

のは人口減少なんです。団塊の世代は、あと10

～15年で、介護は必要かもしれませんが、医療
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を必要としない。ほとんど医療のニーズは、10

～15年でなくなってくるんです。そうなったと

きに、30年間の償還が思うようにいくのか、そ

の計画が成り立つのか、非常に不安に思ったと

ころでした。

３病院がそれぞれ役割を担っていただいてお

り、急性期の医療の役割を担っている数字は65

～66％とお聞きして、そこまで公立病院として

の役割を果たしていて、なぜ収支がここまで悪

化してきたのか、50億円を借入れしないといけ

ない状況になったのか、経営の計画が何か思う

ようにいっていないような気がするんです。

過去の経営計画と、なぜこういうことに至っ

、 。てきたのか その辺をお聞きしたいと思います

病床の削減については、県○大野病院局次長

立宮崎病院の改築時に適正化を図るということ

で過去にも行っています。それ以前にも、県立

延岡病院、県立日南病院も含めて、平成31年ぐ

らいに適正化を図るため、人口減少とか地域の

ニーズを踏まえて削減が行われております。

今回の病床整理については、県立日南病院で

ニーズに合わせて行うものです。今回のシミュ

レーションでは、今議会で福祉保健部が出して

いる地域医療構想の将来の入院患者動向のシ

ミュレーションのデータをそのまま当てはめて

います。

宮崎東諸県圏域については、人口減少は進む

んですけれども、高齢化も進んでいくし、人口

の都市部への集中があると思うので、患者数は

減らない。延岡西臼杵圏域についても当面は高

齢化が先に進んで減らないけれども、あと数年

後には減少傾向になるでしょう。日南串間圏域

については、現時点から人口減少局面に入って

いるという地域医療構想の数字、患者数動向を

そのままデータとして使わせていただいて、そ

、 、れに単価を掛けていますので 現在の人口動向

人口減少を踏まえた計画になっております。

それから、高度医療、高度急性期を担ってい

ますけれども、高額な医療で必ず収益が上がる

かというと、疾病とか手術、どういう手術や措

置がされるかによって大分違いがあります。高

額な医療と高度な医療とは少し違っていて、高

度な医療をやるということは、スタッフや器材

にそれなりに相当なコストがかかりますので、

利益からすると少なく、場合によっては逆転す

ることもございます。

県立３病院の機能、公立病院の役割として、

そういうところもしっかり担っていかなくては

いけませんけれども、それを理由に経営努力し

ないということではないと思いますので、コス

トはしっかり精査して節約をして、医療提供を

しっかりと行いながら収益も上げるというバラ

ンスを考えていきたいと思います。

そういう答弁はいつも分かるんで○山下委員

すが 30年間という償還計画を組んだわけでしょ、

う。県は、その間の６億円という金利を負担し

ていかないといけない。

私の思いは人口減少の動向は非常に深刻だと

いうことなんです。新たな経営計画でベッド数

も50床減らしますと、見直ししていくというこ

とですが、まず１点目になぜ今まで早く改善し

てこなかったのか。

それと、宮崎市郡医師会病院も新しくなりま

した。都城市郡医師会病院も、西諸圏域の救急

医療を担わないといけないということで、かな

り救急車が増えているんです。今年、心疾患と

脳のカテーテル事業の工事に着工して２年後ぐ

らいから開院する。それら地域の病院も一生懸

命役割を担おうとしてやってきているんです。

だから、病院局の管轄の３病院を運営していく
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中で、今後も本当にうまく回していけるか非常

に不安でたまらないんです。

都城市郡医師会病院もかなりな負担を抱えな

。がら一生懸命に役割を担っていこうとしている

新たな高度医療を担う機関としての役割を担っ

ていく中で、まだ患者を増やしていくという経

営計画が、本当に成り立つのか非常に不安でた

まらないんですよ。

社会的な義務として、不採算部門、感染症の

対策室の部屋も設けないといけない。人員も確

。 、 、保しないといけない そして 周産期医療とか

収益を基とする個人病院等がなかなかできない

ことを、公の病院の責任としてやる。国の決ま

りの中で赤字補塡をしていくということは、一

般会計からの繰出しですよね。

執行部側は県のＯＢや県の病院局の皆さん方

が病院局の職員として常駐されている。経営計

画も皆さん方がつくっている。

経営計画にしても、医療計画にしても、目標

や目的に対して、執行部の県側と実務に当たら

れる３病院の院長を中心とする先生方とのディ

スカッションがなされて、コミュニケーション

がしっかりとうまく運んでいかないと、今後人

口減少が続く中ではかなり厳しい経営になるだ

ろうと、どうしても厳しい気持ちしかないもの

ですから、そこをしっかりと説明していただき

たいと思います。

まず、これまでも経営改善○大野病院局次長

の取組はいろいろやってきたところです 平成28。

年度から県立延岡病院はコンサルティングを入

れて診療報酬の改定とか、今までやってはきて

いたけれども、一個一個の取組は小さい積み重

ねだったところはあると思います。ですので、

今回計画をつくり直すに当たって、各病院とも

一つずつ議論して、それぞれ厳しいところもあ

りますけれども、どこをより深くやっていくの

か、取り組んでいかないと経営改善していかな

いだろうと考えております。県立日南病院は特

に稼働率も低い状況もありますので、できるこ

とをまずしっかりやっていこう、県立延岡病院

や県立宮崎病院よりも、より深い改革をやって

いきましょうと、病院ともいろんな議論をして

きたところです。

病院との連携ですけれども、数字だけの話で

はなくて、実際にどういうことをしたらどうい

う改善ができるのか、どれぐらいの金額を見込

めるのか、各病院、特に県立日南病院とは何度

もコミュニケーションを取って削減効果をしっ

かり見込んで、現時点で見込み得る限りの数字

を盛り込んでいるところです。

今後、ＰＴ プロジェクトチームを回して─

いく中で、実際どれぐらい効果が出てくるのか

１個ずつ検証して、もしそれが足りなければ新

たな取組も行っていく必要がある。ただ、現場

がちゃんと回らないといいますか、地域の医療

をちゃんと守れない状況では困りますので、必

要なものはしっかり残していき、コンパクトに

できたり削減できたりするものはしっかり削減

していく。その見極めは、病院と経営管理課の

どちらかがするということではなくて、一体と

なってやっていきたいと思っております。

さっき答弁をしていただいた66％○山下委員

ですが、県立宮崎病院の今のベッド数493床のう

ち、66％とは、急性期の患者の受入れがそれだ

けですよというデータなのか、もう一回教えて

ください。

病棟区分○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

では、県立延岡病院も県立宮崎病院も全病棟が

高度急性期と急性期です。ところが、例えば手

術をしたときに、厚労省がＤＰＣという全国の
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データをまとめていて、入院期間Ⅱ以内が急性

期で当然１日の入院単価も高いんです。そこを

超えると、本来ならば回復期、亜急性期に移す

べきじゃないですかというようなところです。

国が定めたデータを超えてもまだ入院してい

る割合が40％という数字ですが、我々は急性期

病院で、その分マンパワーも使っているからそ

こに集中している。亜急性期や回復期はリハビ

リとかに特化していますので、そちらに渡した

ほうが患者にとってもメリットがあると院内で

の理解が進んだのと、病病連携・病診連携が進

んだゆえにリハビリに向かっていいような人の

占める割合が今34％に減ってきている状況で、

私としては30％まで行けばいいかなと思ってい

るところではあります。

先ほどの次長の説明で、高度医療○坂口委員

と高額医療は違うという話でしたが、高額医療

の比重をどんどん増やしていこうとなったり、

ＤＰＣの考え方で２週間以内での退院を増やし

ていこうといったときに、何度も言うようにマ

ンパワーだと思うんです。

だから高額医療、高度・高額、両方を兼ねる

かもしれないけれども、心筋梗塞とか、脳内出

血とか、心臓や脳の施術ができるような医師を

各病院がどう確保していくかに限界がある。幾

ら病院が努力されても合意に達しないような条

件的な限界があるんじゃないかとしきりに言っ

ているんです。

だからそこを解決していかないといけない。

急性期で今度は70％達成という目的を立てられ

るとすると、例えば約500床から50床減らせば比

率がうんと上がっていくわけで 500床の中に300、

人の急性期患者がいるとして、350人に増やそう

という努力は当然ですけれども、全体のベッド

が50床減れば、同じ300人でも率が上がります。

そうしないと経営が成り立たないところに追い

込んでもいけない。持っているものをしっかり

とフルに動かしていくためのスタッフをしっか

り確保する。高額な治療にちゃんと対応できる

ようなスタッフをそろえてあげる。そのための

条件を整えてあげるのがセットでないと、病院

側はなかなか厳しいと思うんです。だからさっ

きからそこをしきりに言っているんですけれど

も、実態としてどうなんですか。欲しい医師が

取れるような環境にあるのか、内部で出しにく

い課題かもしれないですけれども、説明ができ

る部分があれば説明してください。

隣の寺尾○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

延岡病院長も先日ネットの記事で書かれていま

、 。すように まず会って話をするということです

まずは医局、特に自分の出身の医局はいろいろ

、 、話がしやすい大学ですので そこに行きまして

こういったことが必要である、こういったニー

ズがあると説明して、一人一人増やしていく。

待遇云々はありますけれども、多くのドクター

はニーズがあって、しかもそこで自分の経験が

積めることは大きいです。５人を一遍に連れて

くるようなことがなくても、特に領域によって

は全国的に少ない部分があるので、そこを一気

に増やすのは難しいですが、そういったときに

は、県を越えても、東京まで行ってでも、熊本

。 、まで行ってでも集める こういう医者が要るし

地域のニーズもあると本庁とも相談しながら、

当然公務員ですから了解を取って動きますけれ

ども、10年前に比べたら３病院とも医師は少し

ずつ増えているのは、そういったことの積み重

ねで、特効薬はないと思います。

特効薬はないと思うんですが、徐○坂口委員

、 、 、々に増えているのは 地域枠 あるいは奨学面

条件を改善している面もあると思うんです。病
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院は病院で、自分の医局、あるいは先輩後輩な

ど人脈を通じて対応されているけれども、なか

なか予定どおり進まないじゃないですか。だか

ら、条件がいい、悪いというのが、現実的には

僕はあるんじゃないかと思うんです。

だから条件的によその病院とは全く変わらな

いということであれば安心なんですけれども、

そうなると、なぜそれでも増えないのか新たな

原因を探さないといけない。医師確保には県も

あらゆる知恵、あるいは物理的なものも含めて

対応してきているけれども、なかなか増えてい

ないです。地域枠をつくっても、宮崎に残って

くれるかというと残ってくれない。全国を見て

みると、医師の国家試験に合格する人は農業後

継者の数よりはるかに多いんです。それでもこ

ういう状況なので、何かネックがあるんじゃな

いかと僕は思うんです。

ただ、僕は雇用条件の問題じゃないかと言っ

、 。ているけれども そうじゃないかもしれません

宮崎で働きがいとか、やりがいが感じられる職

場がない、住環境が悪過ぎることかもしれない

から、総合的にやらないとなかなか難しい。高

額な医療に責任を持って対応できるようなドク

ターが確保できるかというと、できているのか

もしれませんが、黒字に達していない理由がま

だ何かあるんじゃないかという気がしているん

です。

どんなのがあるか分からないですが、特に高

額医療となると、場合によっては心臓を止めな

がらでも手術をやったり、僕の友人も受けまし

たけれども、頭蓋骨を冷凍しながら手術を受け

、 。たり そういったスタッフをそろえられるのか

そろえた上でないと70％は難しいと思う。70％

を必須とすると、全体の分母を小さくして率を

上げるしかなくなるから、またベッドを減らす

ことになる。県立宮崎病院の場合はセンターが

調整して、民間などほかの病院に回復期、慢性

、期の患者を持っていけるから安心ですけれども

そういった連携が整わないと70％はなかなか難

しいと思うんです。高度、高額を含め、70％を

目標に改善計画を立てられているのなら、達成

しなければならない。

日南病院は、地理的な条件 県境で人口減─

少の著しいところにある病院として 黒字に持っ、

ていこうとすると、限界が出てくる。だから、

３つの病院をプールとして考えて、３つの病院

がそれぞれの隙間を埋めていったり、あるいは

先頭を走っていったりしながら、県内どこにい

ても等しい医療サービスを県民に提供できるた

めの調整役だったり、あるいは責任を果たして

いくトップランナー、推進役でだったりしない

と駄目じゃないかと思うんです。

病院だけの限界を越えた、言わば知事が責任

を持って全体を見ながらしっかりと整えていか

なければならない条件があるんじゃないかと

思っているんです。給料が安いから来ないとい

う単純な問題じゃないけれども、それらも含め

て、そこが全く関係ないのであれば、また別の

ところに何かがあると思うんです。何度も言い

ますけれども、宮崎大学医学部の地域枠に、大

学の理解ももらいながら、一生懸命お願いする

けれども、残ってもらえない。だから、そこに

何があるのか、感じるものも含めて、何かある

んじゃないんですか。

スタッフの確保、特に医師に

ついては、私も院長と医局に訪問して確保に努

めております。

この病院に来ればこういう症例が経験できる

とか、医師が来たくなるような病院として受け

入れることが大事だと思います。ほかのいろん
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な条件も含めて行きたいかどうか、相手の医師

が最終的な判断をされると思いますので、医師

を確保する方策については 限界を決めずにしっ、

かり検討していきたいとは思っています。

それが地域枠の部分や全体ということであれ

ば、知事部局、特に福祉保健部に、地域枠の医

師を受ける側である各病院からも意見をいろい

ろさしあげていますので、知事部局に考えてい

ただくところと、我々が考えていくことをしっ

かり連動させながら、課題解決に向けて切れ間

なく、見逃すことなくやっていきたいと思って

います。

。 、○坂口委員 そこだと思うんです 経営計画は

どれだけの医師 看護師を持っていて どういっ、 、

た医療が提供できるというものがあって初めて

の試算だと思うんです。何年後には黒字が出る

とか、どれだけの医業収益が上がるといったシ

ミュレーションには、ドクターの数などいろん

な数が組み込まれていると思うんです。

簡単に言えば、その数が達成できますか、達

成できるだけの条件を整えていますか、病院に

持っていって、この条件で隙間を埋めてくれと

いう準備が行政側としてはできているんですか

と言っているんです。どこかが足りないんじゃ

ないかという気がしてならないのです。ぜひも

う一度確認してほしいです。

今回、経営計画の改定版をつ

くりましたら、各病院でどうやって執行してい

くか。執行していく間にどこがネックになると

いうこともまた出てくると思いますので、そこ

はまたつくり込んでいく ＰＤＣＡといいましょ。

うか、やりながらまた見直して、次にどう反映

させるか、どこにボトルネックがあるのか、我

々病院局が全体をしっかり見つつ、各病院には

現地での責任の部分についてしっかりやってい

ただき、各病院での執行体制についてはしっか

りバックアップしていきたいと思っています。

病院の運営全体について、常に意○坂口委員

思を疎通させながら同じ認識でと言われたけれ

ども、特定の人に会って結果として実らなかっ

たときに何が原因だったのか、お分かりになっ

ていると思うんです。そういったものを吸い上

げて、具体的に改善しないとなかなか大変じゃ

ないんですか。

処遇は何ら問題ないけれども、こういうもの

があったとか、使命感に燃えているけれども、

ここがどうもというものがあったら、その都度

院長先生らから吸い上げて、対応が可能ならそ

れを改善していって、計画どおりの体制を整え

ないと、この計画は破綻してしまいます。無駄

はいけないということで、最低限必要な50億円

で、計画が順調にいけば返せるぎりぎりのもの

であったり、ショートさせないためのものだっ

たら、そこが狂ったらまた来ますよ。この次は

こんなことが通るか分からないですよ。でも通

さなきゃならない、そういった使命を持った病

院です。僕はなんかありそうな気がするから、

ぜひ確認をお願いしておきます。

50床のベッド数の減が具体的に示○山下委員

されました。50床減らすことによって、日南病

院の収支がどれぐらい改善されるのか。次のと

きでも具体的な数字を出していただきたい。

それと、急性期のベッド数を50床減らすので

あれば、今後のスケジュールとして、例えば日

南市、串間市の相互理解も必要になってきます

よね。それから、病院局として50床を返すこと

は国との協議になるんですか、勝手に50床を減

らしますとなるのか。管内の市郡医師会病院な

ど急性期を担っているところにベッド配分がで

きるのかとか、どんな見通しを持っておられる
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のか。

シミュレーション上、病床○大野病院局次長

数50床と入っていますけれども、日南病院の中

で、診療科とか、病棟とか、どこが最適か、い

ろんな考え方を合わせて、しっかり地域の方を

診れるところがどこなのか検討しています。そ

れをもってＰＴの中で今後決めていきます。

このシミュレーションの中で、50床はあくま

で目安ということです。今の病床の稼働率の状

況から、50床は行けるだろうと目安として入っ

ています。当然、スタッフであったり施設その

ものだったりも整理をしないといけないので、

急激な変化にならないように、段階的に時間を

かけてやっていきたいと思っております。

あと、ベッドを減らすことについては、地域

医療構想調整会議の中で議論をすることになる

と思いますが、地域医療構想の中で人口減少の

傾向が強まっていますので、必要なベッド数が

どこにあるかというのは地域医療構想会議の中

で決まっていくことになると思います。

50床については、今後、日南市、串間市とも

話をしていくし、福祉保健部にも今の段階での

計画はお話ししていますので、調整会議の中で

検討していくことになると思います。

減らす50床について、例えば国と○山下委員

協議して、ほかの病院へベッド数を割当てると

か、宮崎県として50床を減らしますと国に申入

れだけでもいいのか、そこの見通しをお聞かせ

ください。

国ではなくて県の地域医療○大野病院局次長

構想調整会議の中で調整していきますので、国

に50床はよろしいですかというような手続は特

にないことになります。

分かりました。可能性として、地○山下委員

域の市郡医師会病院、公の病院も人材不足とか

医師不足で大変だろうと思うんですけれども、

例えば県内の市郡医師会病院で急性期を担う二

次医療をやっているところに、ベッド数の割当

てをしていくことは可能性として考えられるん

ですか。

それは、県の全体の医療計○大野病院局次長

画の中で決められていくものです。圏域ごとに

病床の数は考えられていますので、日南の削減

がほかの圏域に行くということは基本的にはな

いと思います。

過去に、公の病院ではないですけ○山下委員

れども、個人で病院をされているところがベッ

ドを欲しいといったときに 小規模のクリ─

ニックではなく病院として、入院患者を受け入

れる病院が後継者がいないということで辞めら

れた 都城の病院がこのベッドを受け入れたかっ。

たけれどもできなくて、計画にあったのかもし

れませんが、市郡医師会病院が取り上げていっ

たという話を私もいろいろ聞いていたものです

から、50床というベッド数を県の計画の中でぽ

んと削減して、進むのかどうか。地域医療で意

欲があるところがあれば、そこに割当てができ

るのか確認をしておきたい。

繰り返しになりますが、地○大野病院局次長

域医療構想調整会議の中で、圏域ごとの必要な

ベッド数が決められておりますので、圏域内で

必要なベッド数が足りているか、地域ごとに議

論していくことになると思います。

ですので、委員の言われる事例は、私ども承

知していないですけれども、圏域内で必要な病

床数をしっかり確保するのが地域医療構想の考

え方でありますので、圏域内で医療需要がどれ

だけあるかで決まっていくと考えていいと思い

ます。

日南串間圏域の病床数の話が出ま○武田委員
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したけれども、確認ですが、平時ですよね。平

時の場合、今から調整会議でずっと協議しなが

ら 50床になるかまだ分かりませんが、2.7億─

円の経費を節約していくという話でした。コロ

ナ禍のときに県立日南病院に入院したいけれど

も、入院できなかった患者がいっぱいいらっ

しゃったんです。今後、南海トラフ等も考えら

れますし、21世紀は感染症の闘いだとも言われ

ていますので、新たな感染症のリスクもありま

す。大丈夫だと言われるなら大丈夫と思われる

んですが、地元としては心配されるんじゃない

かと思うんです。そこら辺はどうなんでしょう

か。

委員御指摘のとおりだと思○大野病院局次長

います。新型コロナを経験しましたので、機能

としてのベッドとかスペースをどれだけ持って

おくべきか当然考えていかないといけない。今

度の経営計画の中でも感染症、新興感染症への

対応であるとか、災害のときの対応についてう

たっています。

今度50床を削減したときに対応できるか、過

去のベッドの最大使用数とか 使用率とか ベッ、 、

ドをどれぐらい使っていたとか、実際のデータ

を基に今検討しているところでございます。御

心配されているようなことが起こらないように

やっていきたいと考えております。

議会とか、調整会議の中で話して○武田委員

ある程度決まっていたことで、例えば、日南串

間圏域で日南病院が50床を減らしますと新聞に

出たとします。新聞も紙面が限られていて細か

いところは出ないと思うので、日南市、串間市

とか、各病院関係の方とか、地元に下ろして、

こういう心配はありませんとか、新たな感染が

出た場合はスペースはあるので、そこにベッド

を置いて対応できますとか、丁寧な話をして詰

めていただけるとありがたいと思っていますの

で、よろしくお願いします。

先ほどの急性期病床の関係で、県○日高委員

立宮崎病院は66.5％で、病床が480～490床ぐら

いあると思うんですが、計算上、分母480何ぼの

うちの66.5％が急性期の患者として入院されて

いるということなんでしょうか。

説明する○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

のが非常に難しいんですけれども、入院のきっ

かけは急性期ですが、先ほどの入院期間Ⅱ超え

どこか療養施設に入ってもいい日数、入院─

、している人の割合がさっき言った34％ですので

急性期の患者が66％入院しているというわけで

はなくて、看護基準をクリアしないと急性期は

、 。 、取れないんですが 100％は急性期です だから

行き先がなかなか決まらないとか、社会的理由

で次の病院が決まらない。いろいろな理由で急

性期で入ったけれども、ここを退院して次の施

設に行ってもいいような人の割合が３割で、最

初から慢性期の人は基本的には急性期病院には

入っておりません。

病床使用率の中の回転率というこ○日高委員

とになってくるんですか。

県立宮崎○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

病院は493床で、今75～80％前後で回っています

ので、400人ぐらいの患者がいらして、そのうち

の66％は、今ここでしか入院できない方と理解

していただければいいかと思います。

高度急性期と急性期は、高度のほ○日高委員

うがお金が取れるとか、そういうものですか。

、 、県立宮崎病院は 高度な最先端医療の提供とか

高度急性期のほうにとか、次長から説明があり

ましたけれども、高度急性期と急性期の病床は

ごっちゃですか。区分されているのですか。

高度とい○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長
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う言葉がたくさん出ているので混乱されると思

いますけれども、高度急性期と急性期は別の定

義があります。ＩＣＵをはじめとした看護基準

の高い人たち、県立延岡病院だったらハイケア

ユニットといってＨＣＵがありますけれども、

これらを高度急性期と言って、それ以外の病棟

が急性期となります。

それとは別に、医療的な難度が高い高度、例

えば医療ロボットによる患者は高度急性期病院

に入らず、普通の一般病棟に入るんですが、先

進的で高度なことをやるので高度急性期と言い

ますし、最近は、遺伝子の結果に基づく治療と

か外来でできますけれども、非常に先端的高度

だから高度という意味合いです。

補足をさせてい○佐藤県立宮崎病院事務局長

ただきます。院長が申しましたが、当院の場合

は、高度急性期は50床でございます。救急・総

診が30床、ＩＣＵが８床、新生児関係のＮＩＣ

Ｕ・ＧＣＵが12床、合わせて50床が高度急性期

でございます。

そのほかに急性期病床が408床、残る35床が精

神医療センターの精神科が35床、合わせて493床

が当院の高度急性期、急性期、精神科の内訳で

ございます。

ということは、県立宮崎病院は高○日高委員

度医療で収益を上げていこういうことなんで

しょうけれども、例えば県立宮崎病院だけ、高

度急性期病床を取っておくとか、病床数を増や

すとか、考えられるんですか。その辺はどうな

んですか。

ちなみに県立延岡病院○寺尾県立延岡病院長

は、高度急性期病床は92床、急性期が318床、合

わせて410床です。延岡西臼杵圏域で求められて

いる高度急性期は108床、急性期が418床と調整

会議で出ております。

延岡の場合は、急性期がまだ多過ぎる。開業

医も全部入れると862床あり、国の指針では、本

当に正しい数字か分かりませんが、そのうち418

床でいいとされています。

高度急性期は、県立延岡病院が92○日高委員

床で、県立宮崎病院が50床ということですね。

医療圏に大学病院などそれなりの病院があるか

ら振り分けられたと思うんですけれども、先日

宮崎大学附属病院に行ったときに、私の記憶ミ

スかもしれませんけれども、宮崎大学附属病院

は高度急性期病床しかないという話だったと思

うんです。そうなると、宮崎大学附属病院は高

度急性期だけで、県立宮崎病院は50床、県立延

岡病院は医療資源が少ないから92床と余りにも

。 、違う 県立宮崎病院の収益を上げるんだったら

坂口委員が言うようにマンパワーの問題でどこ

までできるかは当然あるんですけれども、県立

延岡病院でできるんであれば、県立宮崎病院も

となってくる。その辺はどうなんですか。

。宮崎大学附属病院は連携しているんでしょう

宮崎大学附属病院と県病院はパートナーシップ

を結んでいるという話だったんですけれども、

その辺は病院局じゃなくて福祉保健部ですね。

先ほど宮崎病院長が申し上○大野病院局次長

げたように「高度急性期」という使い方が、病

床につくのか病院につくのかで大分意味合いが

違います。宮崎大学附属病院が全部高度急性期

、 。の病床かは 私どものところでは分かりません

坂口委員が言っているのは、ある○日高委員

程度大きい病院との比較というより、この近辺

の同じような病院との比較で、高度急性期の病

床率がどうなのかということだと思うんです。

だから、宮崎大学附属病院の急性期と高度急

性期の病床はどのぐらいか分かりますか。

ベッドの数はベッドの数として、○坂口委員
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固定された全体数で、高度急性期、急性期、回

、 、 。復期 慢性期というのは 患者の状態ですよね

だから高度急性期で入ってきて、それなりの措

置をして２週間なり経ったら急性期に移行して

いく。その人の状態で、慢性期での対応に移行

する。どこに寝ていようと、ベッド数は同じで

すよね。

、 。だから さっき医療報酬面から言ったんです

２週間内の急性期の患者が、全体の中の何人ぐ

らい、ベッドを何％ぐらい占めているかという

意味での質問です。

大学とは○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

主に宮崎東諸県圏域の医療構想会議で、適切な

病床数をお互いに案分していくことがあります

し、どこの医療圏もそうですけれども、がん治

療などでも年に１～２回は必ず大学と会議をし

ております。

また、一番大きな問題は救急ですけれども、

救急は救急で問題点を挙げて、メディカルコン

トロール会議等を行っていまして、お互いに得

意領域をしながら案分しているのが各地域での

現状と理解していただければと思います。

確かに行政が大上段にコントロールするのも

もちろん大事ですけれども、現場において、様

々な領域、特に救急、がん治療では国が定める

がん拠点病院等の要件がありますので、国立病

院機構都城医療センターも含めて、相互に訪問

したりして、お互いに理解、指摘し合いながら

宮崎県の医療を高めていく試みを通常的に行っ

ている状況です。

そもそもお聞きしたいんです○山口副委員長

が、宮崎県において公立病院の経営責任は、最

終的に誰が負っている、どの役職の方が負って

いるという考え方でしょうか。

地方公営企業法という法律に

基づきまして、会計を独立採算制にしなさいと

いう意味において、地方公営企業法の中で会計

を独立採算で一般会計と別にして、病院企業会

計を設けて、経営状況を見ていく原則でござい

ます。本県は人事権なり組織の体制を含め、全

部適用を取っております。

ですので、私が知事から病院局長と拝命して

おりますので、経営状況の内容の部分につきま

しては、私の責任になるかと思います。知事は

病院を設置された設置者として、私を任命した

。ことも踏まえた全体的な責任があると思います

確認ですが、今回の計画の執○山口副委員長

行責任というか、病院が計画どおりにしっかり

と運営されていくか最終的な責任は、今の御説

。明だと局長にあるという理解でよろしいですか

はい、そのとおりでございま

す。

分かりました。○山口副委員長

続いて、今回の収支計画において、患者数が

今後増えていくことによる収入増について、金

額的にどれくらい見込んでいるのか知りたいの

ですが、コンサルタントを通じて診療点数を稼

ぐ意味での収入増はきちんと明記されていたと

思うんですけれども、令和12年度と令和５年度

で比較して、患者数そのものが増減することに

よる収入増をどれぐらいと見ているのか知りた

いのです。

、○大野病院局次長 ３病院の入院収益の合計で

人口増減による増収を令和12年度で５億3,790万

円程度と見込んでおります。それと、外来での

収益増で２億7,840万円程度を見込んでおりま

す。

その数字のベースとなる入院○山口副委員長

患者数と外来の患者数を教えてもらっていいで

すか。試算しないと収益を出せないから、出せ
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。 、るはずです 出ていないとおかしい数字なので

多分探されているだけだと思います。

ホームページに出ているのよ。○日高委員

先ほどの高度急性期病床に○大野病院局次長

ついては、宮崎大学附属病院については594床全

部が高度急性期病床であるということです。

そんなことあり得るのですか。極○日高委員

端過ぎじゃないか。

入院でプラスの6,471人、外○大野病院局次長

来でプラスの7,903人を見込んでおります。

総数でいいです。年間の総数○山口副委員長

で言ってもらえますか。プラス増減分じゃなく

て、総数で教えてもらえますか。今のは、令和

５年度と令和12年度の差ですよね。常任委員会

資料の３ページに書いてある数字に6,000人とか

を足せばいいんですか。

患者数自体の数は、令和５○大野病院局次長

。年度の見込み数をスタートにつくっております

令和５年度の決算見込みの入院患者数延べ30

万2,169人に、令和12年度はプラスで6,471人で

見込んでおります。外来の決算見込みは、延べ

患者数が33万9,854人でございまして、先ほど申

し上げた7,903人を足したものが令和12年の見込

みでございます。

もともと昨年２月定例会の当○山口副委員長

初予算上で出ていた、令和５年度の患者数の目

標値と、今年度の見込みとの差が知りたいんで

す。我々に提示されている数字だと総数で出て

いるんです。病院ごとに数字が出ているんです

か。３病院の合計で患者数が出ているんですけ

れども、病院ごとに出た数字の足し算だと思う

んですが、病院ごとに当初の目標値と今期の見

込みが分かれば教えてほしいです。

簡単に言うと、コロナ禍ですごく減りました

とおっしゃいましたが、どれぐらい減ったのか

そこをしっかり把握しておきたい。そして、各

病院においてどれぐらいインパクトがあったの

か もしかしたら病院によっては実はプラスだっ。

た 例えば県立延岡病院はプラスだったけれ─

ども、県立宮崎病院が大幅に患者数が減ってい

たので、総数としてはすごく減っていたとか、

あり得るかもしれないと思っているので、そこ

を確認をしたいという趣旨でございます。

令和５年度当初予算時点に○大野病院局次長

おいての業務の予定量は、入院が34万746人、外

来が35万8,911人、合計で69万9,657人です。病

院ごとは、今手元にございません。

令和５年度の決算見込みで言いますと、入院

が30万2,169人、外来が33万9,854人、合計で64

万2,023人となっております。

各病院については手元にない○山口副委員長

ということで一旦はいいとして、目標と数字が

乖離した要因をどう捉えているのか。コロナ禍

から明けても、患者数が戻らなかったことは何

度か説明をいただきましたけれども、なぜ戻ら

なかったのかが分からないので、そこをどう分

。 、析されているのか教えていただきたい 統計上

患者の絶対数が減っているので相対的に減って

いるのか、それとも何かしらの要因で民間病院

に患者が多く行ったとか、その辺の分析があれ

ば教えていただきたいです。

コロナ禍前まで戻っていな○大野病院局次長

いのは御説明しているんですけれども、数字を

単純に比較して戻っていないということでござ

います。

コロナ禍以降、なぜ減ったかについては、具

体的な要因がなかなかないところではあるんで

、 、すけれども 例えば周辺環境の変化であるとか

特に日南だと交通量が増えて、高速道路が通っ

て地域の受診環境が変わったということはある
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と思います。コロナ禍の間、我々の公立病院が

新型コロナを優先して診療してきた分、３病院

、で受けられなかった入院・手術といったものは

地域のほかの医療機関に行ったんだろうと思い

ます。

それで、コロナ禍が終わって３病院が通常モ

ードに戻ったからすぐこっちに戻ってくるとい

うことにはなかなかならないと思います。誰が

いいとか悪いとかではなくて、受診の環境その

ものが変わっていることは感じております。

コロナ禍のときに、全国的にも公立病院が大

事な役割を担ってきたんですけれども、全国の

公立病院も軒並みコロナ禍前の入院・外来患者

数にまで戻っていなくて非常に厳しい 県によっ。

ては赤字になっている状況と伺っています。現

時点ではその程度の分析しかできていません。

では、先ほど確認させていた○山口副委員長

だいたとおり、収支シミュレーション上、今後

患者数が増えていくことになっているんですけ

れども、今減った要因がなかなか分析されてい

ない中で、どうして増えるシミュレーションが

、 。できるのか 根拠があるのか気になったんです

、同じような外的要因がそのまま変わらなければ

増える要因にはならないですよね。むしろ減る

かもしれない方向性、見当さえ考えられますけ

れども、増えるとした根拠みたいなものはある

んですか。

それぞれの病院で、人口減○大野病院局次長

少予測を踏まえて、減っているところは減らし

、 、て そこにプラスして増える努力ですけれども

先ほどの経営改善取組で御説明したように、県

立宮崎病院については、令和７年度にがんセン

ターを設置することを目標に、がん機能を強化

することで、地域からの紹介患者が増えてくる

ことを勘案して増加を考えています。

同じように県立延岡病院もハイブリッド手術

室を整備して、多様な手術に対応できる、より

高度な手術にも対応できる体制とすることで、

地域の信頼をもって地域から患者を紹介してい

ただく。外来の化学療法室を拡充することで外

来患者を増やしていく。ここはもともと増加傾

向にありますので、増加していくと予測できる

ところでございます。

そういうことで、努力で伸ばしていく部分

体制、設備、施設などを整備することで伸─

びる部分をプラス要素として考えております。

後ほど聞こうかと思っていた○山口副委員長

のですけれども、紹介をベースに段々と増えて

いくということであれば、数字上、紹介率みた

いなものに反映されていくと理解していいんで

すか。

はい、そうでございます。○大野病院局次長

計画上で各病院の紹介率は、○山口副委員長

県立延岡病院は令和５年度に若干上げて、令和

６年度から一定ですし、県立宮崎病院も90％で

一定です。県立日南病院は地道に上がっていく

。 、数値目標にされている 令和12年度まではなく

令和９年度までなんですけれども、今の話だと

紹介率が上がる計画になっていないと患者数増

、にはつながっていかない可能性があるんですが

切り離して考えたほうがいいんですか。紹介率

の目標値と患者数の増は、相関関係はあまりな

いという理解でいいんですか。率と数が違うと

いうことですか。

コロナ禍で患者が減っ○寺尾県立延岡病院長

てまだ戻らない一因として、私が聞いたところ

では、コロナ禍に早期発見の検診率が非常に全

国でも下がった。要するに、消化管の胃がんの

検診とか検診を受けない。

だから、症状がない 本来は無症状でも早─
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く見つかって紹介されて我々のような病院で初

期のがん治療を施すような人たちが幾分減って

いる。それがまだ戻ってきてないことが全てと

は申しませんし、あくまで一因だと思いますけ

れども 集団検診とか検診率が徐々にまた上がっ、

てきているとは聞きましたので、その結果次第

。ではまた上がってくる可能性はあると思います

先ほどの紹介率と紹介患者○大野病院局次長

を増やすということですけれども、患者が増え

ることを想定しているので、同じ90％であって

も紹介患者自体は増えていきます。紹介率は、

全部の患者のうち、ということですので、救急

で入ってくる患者が増えれば当然紹介率は下が

ることになるので、必ずしも正の関係性、相関

関係があるということではなくて、県立宮崎病

院で言えば現状84.4％ぐらいの紹介率の実績が

ありますけれども、目標値として90％を設定し

てできるだけそこに近づいていく、キープして

いく考え方での設定でございます。

県立宮崎病院だけ逆紹介率の○山口副委員長

目標値が実績値より減っていて、令和４年度の

逆紹介率の実績値が90％ぐらいあるんですけれ

ども、令和５年度以降の目標値が80％になって

いるんですが、何か役割的な要因が大きいので

すか。計画上だと、むしろ逆紹介率を上げてい

こうみたいな記載も見受けられたりするんです

けれども、この辺は何かあるんですか。

逆紹介率○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

の数字は非常に難しい部分があって、140％と

か150％にもなるんです。80％というのは、あく

まで地域医療支援病院の認定を受けるためのも

のであって、80％を100％にするとか、そういう

ことではありません。

退院に関してはＤＰＣの入院期間Ⅱ超え率を

重んじるし、入院は救急をたくさん受けて、紹

介患者を受けることですので、80％は施設基準

を満たすもので、逆紹介しなくていいという意

味ではございません。

おっしゃることは理解できる○山口副委員長

んですが、経営計画上の目標値は、県立延岡病

院と県立日南病院だと、恐らく経営上の収益を

勘案して 逆紹介率も含めて 定めていらっしゃ、 、

るのかもしれない。

一方、県立宮崎病院の場合は、病院としての

役割として最低でも80％を確保していかないと

いけないから書いているということで、同じ逆

紹介率という定義ですけれども、もしかしたら

目標値の中身がそれぞれの病院で違うのかもと

いう印象を受けたんですが、計画をつくった病

院局としては、逆紹介率などの数値目標は、ど

ういう数字として出してもらおうとしていたん

ですか。

経営上、収支との相関関係をちゃんと持った

、上で出してほしいということで出しているのか

先ほど宮崎病院長がおっしゃったとおり、あく

までも病院機能として維持できる最低限として

出してもらって構わないとしているのか、その

辺はどうなんですか。

計画の病院ごとの年度の数○大野病院局次長

値目標は、臨床指標、経営指標ですので、全て

が経営計画、経営改善とか会計改革の数値にダ

イレクトに反映するものではないと思っていま

す。

病院の機能そのものを高めることは、当然経

営の改善にもつながるので、それぞれ地域性も

ありながらどういう考え方で整理していくかで

すので、必ずしも同じ基準で書かれていなけれ

ばならないという考え方は、現時点では県病院

としては持っていません。

旧計画に別で、令和７年度の○山口副委員長
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数字があると思うんです。一般会計からの繰入

れの金額が、旧計画と新計画でどれくらい差異

があるのか、総額を知りたいんです。令和７年

度は実際に差異があるんですけれども、旧計画

上だと令和５年度とか令和６年度の数字が表に

出ていないので分からないんです。一般会計繰

入れの数字は、旧計画と新計画でどれぐらい違

うのか教えてもらえますか。旧計画上だと一般

会計繰入れをできるだけ抑えていきましょうと

いうような記載をしていたと思うんですが、新

計画ではむしろ増えていくような数字になって

いるんじゃないかと思うんですけれども、その

辺りを教えてください。

旧計画については、特に第○大野病院局次長

３条の一般会計繰入金・負担金 収益的事業─

の部分は、特別な事情で上下せず、74億円前後

のフラットな数字でずっと来ています。

今回の計画については、今回の予算を反映し

た上で、この先のところもできるだけシビアに

計算をして、施設整備でどれぐらい繰入れが増

えるとか増えないとか、どこまで元利償還金の

手当てがあるかとかも含めてストレッチしてい

ますので 年度ごとに繰入金の額も少しずつ違っ、

ています。トータルで言うと、令和７年度で前

計画よりも10億円ぐらい増えています。

分かりました。続いて、今回○山口副委員長

の収支シミュレーションだと、令和12年度の黒

字化が一つの肝というか、大事なポイントだと

思っています。令和12年度が黒字になる前提の

下で、そこからしっかり償還できますと組まれ

ているんだろうと思うんですが、令和12年度の

黒字化は、財政当局との協議をした中で必達目

標的な扱いとして考えられているんですか。

シミュレーション上、５年○大野病院局次長

据置きだから令和12年度と設定をしたわけでは

なくて、一個一個の収支見込みと経費の見込み

を積み上げて出た結果が、令和12年度でした。

つまり、令和12年度をめどに計画をつくったわ

、 、けではなくて 結果として令和12年度になって

５年間の据置き期間ができたということです。

ですので、財政当局との現時点での約束ごと

として、令和12年度から返済を開始しますとい

うのがしっかり決まっています。

黒字化が令和12年度だったの○山口副委員長

で、令和12年度から返済を始める 黒字にな─

れば、返済をすると聞こえます。今の流れでい

くと黒字化が前倒しになったら、早めに返済を

始める可能性があるということですか。

予算編成の時点で財政当局○大野病院局次長

と毎年度の繰入れ、繰り出しについて、当然協

議していきます。今回の経営計画改善の進み具

合については、財政当局ともしっかり協議して

、 、いかなければならないですし 場合によっては

協議の中で計画改善が早く進んでいるから早く

。返してくださいという可能性はあると思います

今回話をいろいろ聞いて、旧○山口副委員長

計画の目標が達成できなかったことは、結構大

きいことだと僕は思うんです。外的な要因が非

常にあったところとか、コストが上がったとこ

ろはあるにしても 病院長とかは仕方ないと─

思うんですけれども、旧計画ができなかったこ

とをしっかり重く受け止めてほしいんです。恐

らく局長がつくられた計画ではないんだろうと

も思うところではあるんですが、特に局長は経

営責任者ということですので計画未達であるこ

とについては、しっかり受け止めていただかな

いと。今回の新しい計画についても未達になっ

てもいいとまではなくても、そういう簡単なも

。のだとは捉えてほしくないと思っているんです

説明の中で、旧計画ができなかったことに対
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して、重く捉えているような発言がある印象を

あまり受けなかったんですが、旧計画未達の責

任について、何か思うところがあれば、あと新

計画に向けての意気込みとかあれば、教えてく

ださい。

御指摘のとおり、病院局とし

て全体の経営計画 旧計画であれ、今回の新─

しい計画であれ、それを達成していくことにつ

きまして、私が最終的にしっかり管轄するとい

う意味において責任は感じているところでござ

います。

総務省の旧ガイドラインでつくりなさいと指

示があって、つくった後、今度はコロナという

外的要因があったんですけれども、その外的要

因に対する分析、何が達成できなかったか、外

的要因がなかりせばとか、外的要因が解除され

れば、取り払われればどうすべきだったかみた

いなことはしっかり認識しておかないといけな

いと思いました。今回、なかなか患者が戻って

こないことも含めて、新計画をつくるに当たっ

ては、旧計画上の反省というか、注目すべき注

意点はしっかり踏まえてつくったつもりでござ

いますので、達成できなかった点については大

変申し訳なく思いますが、その点はしっかり踏

まえた上で、今回の新しい計画に改定すること

によって、各病院、病院局、一般会計ともしっ

かり連携しながら、達成に向けた努力を続けて

いきたいと思っています。

申し訳ないで済めば簡単で 令和12○日高委員 、

年度に計画が達成できなかったら申し訳ないと

言うと思うんです。やり取りをずっと聞いてい

ると、病院局は毎年いろいろと頑張ってきてい

ると思うんです。一番残念だったのは、新型コ

、ロナの病床確保料が何年か前から発生していて

前病院局長に、そこを差し引いた収支を出して

やらないと大変なことになりますよと何回も

言っていたんです。次長が言うように、全国の

６～７割ぐらいの県立など公立病院は、軒並み

黒字から赤字に転落していて、宮崎県だけでは

なくて、どこもそうだと思うんです。

病院局がそれを見通せなかったというより、

私は財政当局によるチェック機能が働いていな

かったと思うんです。何でチェック機能を怠っ

たかという話です。毎年監査があるわけですか

ら、これまでの財政課のチェック機能の欠如が

この状況をつくっていると理解しなければいけ

ないわけです。

３年ぐらい前から病床確保料は発生している

はずで、運営ではなくて、経営をするんだった

ら、これがなくなったらどうしようかと差し引

いて考えるのが本来の姿だと思うんです。

財政当局は毎年病院局に繰り入れしているわ

けでしょう。50億円近い金を繰り入れて、今回

は70何億円かでしょう。

財政当局のチェック機能が果たされていない

からこの状況ができているんです。財政当局の

大きな問題です。確か、局長は総務部長でした

よね。

私も総務部長をさせていただ

きまして繰出金を出す側におりました。確かに

我々が繰入金 繰出金をもらうときには、経─

営状況上どうだと、しっかり御説明した上で繰

出金の審査を受けてきたつもりでございます。

その時点でのやり方として、新型コロナがな

かりせばとか、コロナ禍後について分析が不十

分だったし、我々としてはなかなか想定外だっ

たと思うような要素が大きかったところをさら

にどうすべきだったか、一般会計を所管される

総務部とはしっかり連携しておくべきだったと

いう意味において、我々の説明不足の面も含め
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て反省しているところでございます。

。○日高委員 説明は多分していると思うんです

気づかなかったわけです 病院局に対するチェッ。

ク機能はどこが持っているんですか。

３病院を合わせて会計してお

りますので、経営の状況につきましては我々自

身でやっておりますし、最終的に監査を受けて

いるという意味ではチェックを受けているとこ

ろでございます。

病院局という独立した企業会計で○日高委員

すけれども、現状として、ここに座っているお

二人は財政課にいたこともあるし、職員が行っ

たり来たりしているわけでしょう。その関係が

、 、あって 病院局にこれだけ貸付けが必要だから

県当局が「はい、繰り入れします」と 貸し─

た後は知らないと、財政課はそんなところです

か。さっき病院局長が全部責任は私にあると言

いましたが、そんなものですか。

病院会計の収支がなかなか厳

しい状況になったことについて、一般会計から

の繰入金 今回は貸付けの相談させていただ─

きましたけれども、次長も先ほど説明しました

が、繰り出しには、国が定めた繰り出し基準が

ありますので、繰り出し基準の中での繰り出し

をしてほしいという意味において、総務部の審

議は大変厳しく、積算、説明でも大変な思いを

して 今回の繰入れ 総務部の繰り出しにやっ、 ─

とこぎ着けたという感がございます。

ただ、経営上の収益で回復すべきということ

については、借入れをした上で経営状況がよく

なったことによってお返しするという区別のつ

け方ですとか、どういうふうに経営改善をやっ

ていくかとか、財政当局ともしっかり議論させ

ていただいたつもりでございます。

病院局の企業会計に対するチェッ○日高委員

ク機能は県当局が持つ必要があるのではないで

すか。

局長の任命権者は知事ですよ。任命権者、病

院局全体の責任者は知事じゃないんですか。

病院の経営を含め、運営面に

ついては、私が責任を持ちます。その私を選ん

だという意味では、知事には設置者としての責

任があるかと思います。

こんなことは言いたくないんです○日高委員

けれども、もしこの計画がポシャってどうしよ

うもなくなったら、知事には責任はなくて、局

長が全部責任を取るんですか 「この計画は絶対。

間違いありません。心配しなくても、50億円を

貸しても50億円は将来絶対返します 」と局長が。

約束できるんですか その辺の県民に対するメッ。

セージは、局長が発するんですか。

、この経営計画につきましては

病院運営上の将来的な経営改善を図る計画でご

ざいますので、計画の達成につきましては、病

院局長を務めている私が現在責任を負うという

御説明になるかと思います。

責任を負うというよりも、局長が○日高委員

県民に約束できるんですか。

50億円を貸付けした後、しっかり返してくれ

ることが一つの肝なんですよね。こうやってや

、 、り取りしながら 細かく聞いて立証していって

なるほど、これだったらいけると見いだしてい

くために、委員会をしているんです。

局長の立場で 私に任せてください 絶対に50「 。

億円を返します」と言えますか。例えば附帯決

議案がついたときに 「10年間、何かあっても一、

切貸し借りしません。大丈夫です。私に任して

ください」と言えますか。

明確に、私が今この場で言え

ますと答えるのはなかなか難しいんですけれど
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も、今後はこの経営計画をしっかり運営してい

くということにおいて、その努力を続けるとい

うお約束はできるかと思います。

50億円を貸し付けて、何かあった○日高委員

ときの責任の所在は、誰にあるんですか。県当

局でしょう。そのときの病院局ですか。

関連して、繰り出し基準の範囲内○坂口委員

で、一般会計からの繰り出しが病院に入ります

よね。その元方は政策医療を担う立場だという

ことで、国の基準による交付税がありますが、

交付税はどれぐらい入っているのかと、今回の

。繰り出し額はどんなふうになっているんですか

令和６年度予算でいいます○大野病院局次長

と、繰出金は合計70億円でございます。そのう

ち一般財源で手当てをされているものが67億円

ほどあり、そのうち交付税の繰り出し基準によ

り算定されて入ってきている繰出金の内訳は、

普通交付税分で25億5,000万円、特別交付税分で

７億9,800万円でございます。

そうすると、繰り出し基準の中○坂口委員

で 34億円くらいが交付されてきて 繰出金は70、 、

億円が目いっぱいで、限度が来たのかなと思う

んです。どういう算定方法があるのか、分から

ないですけれども、これ以上のかさ上げができ

なかったため、返済可能という見通しの下で、

今回は50億円の貸付けに行かざるを得なかった

のかと思うんです。いずれにせよ、一般会計で

。 、 、す 一般会計となると 予算編成権者は知事で

知事はこれだけ貸しても県の一般行政に一切影

響ないと、県民生活に一切影響ないという確信

の下 必ず返ってくるという見通しの下にし─

か、融資できないんですよ。

だからこの件に関しては、公営企業法でいう

ところの局長が全ての責任を負うじゃないんで

す。大方の責任は知事にあるんです。だからこ

こで私が責任を持つと言われたって、我々とし

てはそれを信じるわけにはいかないし、違うぞ

と言わなければならない。

だから今の日高委員の質疑に対しては、これ

は財政課等も呼ばないといけないし、知事にし

か聞けないレベルの問題だと思うんです。一般

会計の繰り出しと 返済の見通しと 病院はしっ、 、

かり運営できるのか、ショートしないのか、そ

の辺を総合的に判断しなければいけない責任が

我々にはあるからです。この場で、これ以上局

長に聞くのはちょっと酷かなと思います。

それから、局長が全て私が責任を持つと言っ

ても、そうはいかない。一般会計から持ち出し

、 、ていて 一般会計の予算編成権者は知事にあり

大方の責任は知事です。だから、委員会運営と

して、そこを委員長にも心得ていただいて、そ

ういう進行をお願いしたい。

さっきの年間患者数ですけれ○山口副委員長

ども、令和５年度の見込みと令和６年度の当初

予算上で出ている数字は、特に入院で、結構大

幅な患者数の増が想定されているように見受け

られるんです。大丈夫だとは思うんですけれど

も、急に紹介が増えるとか、何かそんなに急激

な回復は大丈夫なのでしょうか。

先ほど延岡病院長からの御説明は確かにある

なと思ったんですが、肌感といいますか、そう

いう事例もあるということで、あまり強い根拠

、があるわけではないかもしれないと思っていて

この復活の伸びは大丈夫なのか心配なんです。

入院が33万人ぐらいですよね。

当初予算上で業務の予定量○大野病院局次長

としている見込みの年間患者数は、実際の数字

で言うと、シミュレーション上の数字の1.1倍に

なっています。なぜかというと、業務の予定量

は、公営企業会計で予算を組んでいく以上、患
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者数が増えれば使用する経費も増える、減れば

減るという関係にありますので、一般会計の予

算とは違って、ある程度の余裕を見ておく必要

があります。

そういうことで、例年、通常業務の予定量に

は、計画上の数字より約10％ぐらいの上乗せが

してあるので、令和５年度の決算見込みとは大

。分乖離しているように見える状況でございます

分かりました。○山口副委員長

10分間休憩いたしたいので、暫○重松委員長

時休憩します。

午後３時３分休憩

午後３時10分再開

それでは委員会を再開いたしま○重松委員長

す。

ほかに質問はございませんか。

基本的なところで、先ほどからコ○永山委員

ロナ禍前に戻っていないという議論になってい

ると思うんですけれども、先週の補正予算の審

査の中で、国民健康保険の給付費が増えている

という話がありました。要はコロナ禍から明け

て患者が病院に行き出したので、出し前が増え

たという説明があったんです。そうすると、県

立病院は患者が戻らないけれども、ほかの病院

は戻っているといったそごがあるのか、その辺

の整合性がどうなるのか疑問になります。

国民健康保険の給付費の話は、あくまでも当

初予算に対する見込み違いだったので、当初の

予算を厳しくし過ぎたということも考えられる

と思いますが、コロナ禍からの回復の見込みを

民間も含めて、どういうふうに考えられている

のかが分かれば、教えていただきたいと思いま

す。

国民健康保険の診療報酬自○大野病院局次長

体が伸びているのは、急性期病院だけではなく

て、地域のクリニックなども含めてのことだと

考えられますので、我々と同じ傾向にあるかも

しれませんけれども、我々の収益と直接リンク

することではないかと考えでおります。

資料９ページのシミュレーション○下沖委員

上、繰入金合計に関して、令和５年度と比べて

令和６年度、令和７年度、令和８年度が10億円

近く増えているんですけれども、令和９年度ぐ

らいから下がってくるんです。なぜ３年間だけ

増えるシミュレーションなんですか。

繰入金については、毎年財○大野病院局次長

政当局と必要額を協議して予算計上されます。

その中で、今年度は、これまで昨年度との違い

で言いますと、約10億円増えています。

その内訳は、光熱費の増加による影響額が４

億8,000万円余りです。あと、来年度から会計年

度任用職員に勤勉手当を支給するすることにな

りましたので、制度上の影響額の一部費用とし

て２億9,500万円ほどを見ていただいています。

それと研修医・専攻医 県全体の医師の確─

保のために資する事業として、臨床研修のドク

、ターを我々の病院で非常に多く受け入れており

その受入れに要する経費について１億円ほど多

く認めていただいています。

あとダ・ヴィンチの運営に係る経費 地域─

医療の機能高度化のがんセンターの費用で、合

わせて１億円ぐらいの費用を頂いています。

─ルール上、この影響がどこまで続くかと

施設整備とか備品の購入に、繰入れていただけ

ることになっています。その部分で、令和11年

度ぐらいまでは増加しているところも一部ござ

います。

その他ございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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よろしいでしょうか。○重松委員長

議案についての審査は終了します。

終了というか、一般会計からの繰○坂口委員

入れをここで我々が了としたときに、果たして

一般会計への影響が本当にないのか、病院局長

では自分の範囲を超えると思うんです。責任あ

る答弁を求められないですよね。

だから、さっき言ったように最高責任者であ

り、設置者でもある知事 両方に責任を持つ─

知事を入れてもらわないと、これ以上進まない

です。だからまだ議案の審査を終わってほしく

ない。知事が必要ということで、確認する必要

があります。

一旦、暫時休憩します。○重松委員長

午後３時15分休憩

午後３時17分再開

それでは委員会を再開いたしま○重松委員長

す。

ここで病院局の審査を一旦終了し、知事部局

のほうに申入れをした上で、また後日日程を調

整して改めて再開するということでよろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのようにさせていた○重松委員長

だきます。

それでは、これで今日は終了いたします。暫

時休憩いたします。

午後３時17分散会
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午前10時４分再開

出席委員（８人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 山 口 俊 樹

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

委 員 日 高 博 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 下 沖 篤 史

委 員 永 山 敏 郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

福祉保健部次長
津 田 君 彦

（ 福 祉 担 当 ）

県 参 事 兼 福 祉 保 健 部 次 長
和 田 陽 市

（保健･医療担当）

こども政策局長 柏 田 学

福 祉 保 健 課 長 長 倉 正 朋

指導監査・援護課長 新 村 仁 志

島 田 浩 二長 寿 介 護 課 長

障がい福祉課長 佐 藤 雅 宏

医 療 政 策 課 長 徳 地 清 孝

薬 務 対 策 課 長 吉 田 祐 典

健 康 増 進 課 長 児 玉 珠 美

感染症対策課長 坂 本 三智代

医療・介護連携
北 薗 武 彦

推 進 室 長

事務局職員出席者

議事課主任主事 春 田 拓 志

上 園 祐 也議事課主任主事

委員会を再開いたします。○重松委員長

まず、本委員会への知事の出席についてであ

ります。

議案第20号「令和６年度宮崎県立病院事業会

計予算」の審査において知事の出席を求めるこ

ととなりましたが、調整の結果、８日10時から

知事に出席いただくこととなりました。委員の

皆様、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○重松委員長

します。

本日は、福祉保健部の審査を行います。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時６分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは本委員会に付託されました議案等に

ついて部長の概要説明を求めます。

まず、議案等の説明に先○川北福祉保健部長

立ちまして、一昨日、新型コロナにつきまして

国から来月、４月以降の対応方針が示されたと

ころでありますので、御報告をさせていただき

ます。

新型コロナへの対応につきましては、５類感

染症移行後も通常の医療提供体制への移行に向

け、体制を確保しつつ、冬場の感染拡大にも対

応してきたところでございます。

国では、これまでの状況を踏まえ、今月末を

もちまして、診療報酬特例、医療費の公費負担

令和６年３月７日(木)
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などの特例措置を終了いたしまして、４月以降

は、通常の医療提供体制に完全移行することを

決定したところでございます。

、 、県といたしましては 制度変更に伴いまして

県民の皆様、医療機関等の方々に混乱が生じる

ことのないようにプレスリリース、新聞広告等

による周知広報に努めるとともに、引き続き、

必要な注意喚起等をしっかりと行ってまいりま

す。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等につきまして、概要を説明させて

いただきます。

厚生常任委員会（当初）資料の２ページをお

願いいたします。

目次を御覧ください。

福祉保健部関係の議案は、令和６年度当初予

算に係る予算議案のほか、特別議案として条例

改正関係が９件、議決計画関係が４件ございま

す。

また、その他報告事項といたしまして、令和

５年度福祉保健部における計画の改定等の案に

ついて及び令和６年度福祉保健部組織改正案に

ついて報告をさせていただきます。

特別議案及びその他報告事項の詳細につきま

、 。しては 後ほど担当課長から御説明いたします

なお、特別議案及びその他報告事項のうち、

計画の改定等に係るものに関しましては、内容

上それぞれ関連がございますので、一連で御説

明させていただきます。

それでは、今回の議案のうち、私から当初予

算の概要につきまして御説明いたします。

３ページを御覧ください。

太枠で囲みました令和６年度当初予算額の欄

の下から４行目、一般会計の計にありますとお

り、令和６年度の福祉保健部の予算額は、一般

会計で1,238億7,146万2,000円で、その右隣、令

和５年度の６月補正後の予算額と比較しまし

て291億6,419万3,000円の減となっており、対前

年度比80.9％となっております。

各課別の予算につきましては、表に記載のと

おりでございます。

また、この表の下から３行目の欄、国民健康

保険特別会計につきましては、当初予算額

は1,112億5,942万1,000円で、対前年度比で22

、 。億4,031万6,000円の減 98％となっております

その下の、母子父子寡婦福祉資金特別会計に

つきましては、当初予算額は２億8,664万9,000

円で、対前年度比で1,541万8,000円の減、94.9

％となっております。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた福

祉保健部の予算の合計額は、一番下の欄です

が 2,354億1,753万2,000円で 対前年度比で314、 、

億1,992万7,000円の減、88.2％となっておりま

す。

４ページをお願いいたします。

福祉保健部の主な新規改善事業などにつきま

して御説明いたします。

まず、福祉保健部では（１ 、３つの日本一挑）

戦プロジェクトのうち、子ども・若者プロジェ

クトに関する予算を計上しております。

①の宮崎で働き、出会い、結婚する希望をか

なえる取組としまして 「結婚応援メディア戦略、

強化事業」は、メディアとの連携や著名人を活

用した情報発信等により、若い世代が結婚・子

育てなどについて考え、理解を深める機会を提

供しようとするものであり、また「結婚支援コ

ンシェルジュ事業」は、出会いの機会創出に向

けて市町村・企業等を専任のアドバイザーが支
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援するものであります。

さらに、②のゆとりある子育てを大切にする

取組として、共働き・共育ての定着に向けて男

性の家事、育児参加を促進するため、男性の育

児休業取得を進める中小企業等に最大100万円の

奨励金を支給する「男性育児休業取得奨励金事

業」などの予算を計上しております。

次に、５ページをお願いいたします。

宮崎再生の着実な推進と次なる成長活力の創

出のうち、福祉保健部では（１）の県民生活・

経済活動の早期回復・充実の取組としまして、

「子どもの居場所等連携体制構築事業」は、子

ども食堂やフードバンク等への食料支援等物資

の供給などを行うセンターの設置等を進めるも

のであります。さらに、自殺対策の取組の基盤

、強化や段階ごとに切れ目のない自殺対策により

本県の自殺者数の減少を図る「いのち支える自

殺対策事業」などの予算を計上しております。

最後に６ページをお願いいたします。

多様な人材の活躍と安全・安心なくらしづく

りのうち、福祉保健部では （１）の多様な人材、

の活躍推進の取組として 「外国人介護人材マッ、

チング支援事業」は、外国人材に対して宮崎を

ＰＲするとともに 外国人材と介護事業所のマッ、

チングを支援するものであります。また「障が

い者雇用機会拡大推進事業」は、障がい者雇用

優良企業等への見学バスツアーの実施や障がい

者雇用紹介動画を作成するものであります。

次に （２）の県民の命や健康を守る体制の充、

実の取組としまして 「看護師の特定行為研修支、

援事業」は、看護師が特定行為を行うために必

要な研修への職員派遣や指定研修機関設置に要

する経費を医療機関等に補助するものであり、

さらに、中山間地域を中心とした訪問看護事業

所の開設やオンコールへの対応など、規模の拡

大、連携強化に要する経費を補助する「訪問看

護体制機能強化事業」などに要する予算を計上

しております。

以上が、当初予算の概要でありますが、各課

の新規改善事業などにつきましては、この後、

それぞれ担当課長から御説明いたします。

御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

部長の概要説明が終了いたしま○重松委員長

した。

引き続き、説明をお願いしますが、３班に分

けて予算議案の説明と質疑を行い、最後に、特

別議案以降の時間を設けることといたしますの

で、御協力をお願いいたします。

、 、 、また 歳出予算の説明については 重点事業

新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて令和

４年度決算における指摘要望事項に係る対応状

況についても説明をお願いします。

それでは、福祉保健課、指導監査・援護課、

長寿介護課、障がい福祉課の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

それでは、令和６年度一○長倉福祉保健課長

般会計予算（案）につきまして御説明いたしま

す。

資料の７ページを御覧ください。

福祉保健課の令和６年度当初予算額は、左か

ら２列目の欄、１行目になりますが、総額で146

億3,324万6,000円でございます。

主なものについて御説明いたします。

なお、新規改善事業につきましては、後ほど

別紙によってまとめて説明をさせていただきま

す。

８ページを御覧ください 上から２つ目の 事。 （



- 45 -

令和６年３月７日(木)

） 。項 社会福祉総務費3,597万3,000円であります

主なものは、説明欄４の地域生活定着・再犯

防止推進事業であり、高齢者や障がい者等の福

祉的な支援を必要とする矯正施設からの退所者

等が円滑に地域社会に定着できるよう、福祉サ

ービス等の利用を援助するものであります。

次に、２つ下の（事項）地域福祉対策事業費

１億4,553万円であります。

主なものは、３の福祉サービス利用支援推進

事業であり、初期の認知症などにより判断能力

が十分でない方に福祉サービスの利用手続の支

援等を行うものであります。

次に、２つ下の（事項）民生委員費１億4,305

万2,000円であります。

主なものは、１の民生委員活動費等負担金の

ほか、２の（３）と３の新規事業に取り組むこ

ととしております。

詳細につきましては、後ほど説明をいたしま

す。

９ページを御覧ください。

１番上の（事項）生活困窮者支援事業費4,358

万1,000円であります。

主なものは、１の生活困窮者自立相談支援事

業であり、生活困窮者に対して包括的な相談支

援を行うことなどにより、生活の自立を図るも

のであります。

なお、２の改善事業につきましては、後ほど

説明をいたします。

次に、その下の（事項）子どもの貧困対策事

業費1,496万7,000円であります。

１のつながりの場づくり緊急支援事業は、子

どもの貧困対策に取り組む民間団体に対して活

動経費の一部を補助するものであります。

２の新規事業につきましては、後ほど説明い

たします。

その下の 事項 福祉総合センター費１億4,414（ ）

万9,000円であります。

主なものは、２の社会福祉事業従事者を対象

として研修を実施する社会福祉研修センター事

業、３の福祉人材の無料職業紹介等を行う福祉

人材センター事業に要する経費であります。

４の改善事業については、後ほど説明をいた

します。

次に、２つ下の（事項）自殺対策費8,227

万6,000円であります。

１の改善事業につきましては、後ほど説明を

いたします。

10ページを御覧ください。

上から３つ目の（事項）扶助費34億9,089

万8,000円であります。

、これは生活保護に要する経費でございまして

主なものは、１の生活保護扶助費であり、生活

保護法に基づく生活費や医療費、教育費などの

扶助に要する経費であります。

その下の（目）公衆衛生総務費から次の11ペ

ージの（目）医務費までは、福祉保健課の出先

機関である保健所や衛生環境研究所の運営費、

福祉保健部の連絡調整費などを計上しておりま

す。

11ページの一番下の 事項 県立病院管理費63（ ）

億1,018万9,000円であります。

これは県立病院の運営などに要する経費の一

部を一般会計において負担するものであり、福

祉保健課において予算措置をしているものであ

ります。

それでは、新規・改善事業について説明をい

たします。

12ページを御覧ください。
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新規事業「全国民生委員児童委員大会宮崎大

会支援事業」であります。

まず、予算額としましては、ページの右上に

ありますとおり214万2,000円であり、財源は全

額一般財源であります。

事業の目的ですが、本県で開催される第93回

全国民生委員児童委員大会宮崎大会の開催を支

援することにより、参加者の交流促進や委員活

動の充実を図るものであります。

事業内容ですが、県実行委員会に対する補助

と全国運営委員会への出席経費となっておりま

す。

、 、大会の概要については 記載のとおりですが

令和６年11月20～21日の２日間において、シー

ガイアコンベンションセンターをメイン会場と

して、約3,000人の参加を予定しており、本県で

の開催は平成５年度以来、31年ぶりということ

でございます。

事業の仕組みとしましては、県から実行委員

会に対して補助金を支出するものとなっており

ます。

なお、ここには記載しておりませんが、運営

委員会出席旅費は、県職員の旅費であり、県で

直接執行することにしております。

13ページを御覧ください。

新規事業「民生委員担い手確保対策事業」で

あります。

まず、予算額は412万5,000円であり、財源は

国庫支出金と一般財源であります。

、 、事業の目的ですが 民生委員の業務負担軽減

役割に対する理解の促進を通して、活動しやす

い環境整備を行うことにより、将来の担い手確

保を図るものであります。

事業の概要についてですが、本事業は、国が

令和６年度から新たに開始する補助制度を活用

して行うもので、市町村が実施する民生委員の

業務負担軽減等の事業に対し、国が４分の２、

県が４分の１を補助するものであります。

国が例示した事業の取組例としまして、ここ

に書いてあるとおり、民生委員の活動等を補佐

する民生委員協力員の設置などがあります。

（２ 、事業の仕組みとしましては、国負担金）

、 、を県が受け入れ これに県負担分を上乗せして

事業を実施する市町村に対して補助金を支出す

ることとしております。

成果指標としましては、県内市町村における

民生委員の充足率が前回、一斉改選時の全国値

を上回る割合を令和４年度末の57.7％ 26市─

町村のうちの15市町村から令和８年度末には100

％ 全市町村に上昇させたいと考えておりま─

す。事業期間は令和８年度までであります。

14ページを御覧ください。

「 」改善事業 生活困窮者等就労準備支援等事業

であります。

予算額は1,057万円であり、財源は国庫支出金

と一般財源であります。

事業目的ですが、生活困窮者や生活保護受給

者等の様々な課題を抱える方に対して、早期の

生活再建・自立に向けた支援を行うものであり

す。

事業の概要ですが、①の生活困窮者等就労準

備支援事業は、生活リズムの乱れ、就労意欲の

低下等により就労に向けて特に準備が必要な生

活困窮者等を対象として、最長１年間の集中的

な支援を実施することにより、一般就労の準備

段階としての基礎能力の形成を支援するもので

あります。

今回の改善点としては、利用者の増加を図る
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ことにより、さらなる就労促進を図りたいとい

うふうに考えております。

、 、次に ②の生活困窮者等家計改善支援事業は

家計に問題を抱える生活困窮者に対する家計管

理に関する支援等を行うものでありまして、改

善点としては、福祉事務所等の自立相談支援機

関等から高校、大学等への進学を検討している

世帯へ積極的な利用勧奨に取り組むこととして

おります。

事業の仕組みとしましては、公募により県か

ら社会福祉法人等に業務を委託いたします。

成果指標としては、①、就労準備支援事業で

は、事業対象者のうち就労した人数を現状、令

和４年度の４人から令和８年度には６人に増加

させたいと考えております。

また、②家計改善事業では、支援目標を達成

し、支援を終了した世帯を令和４年度の14世帯

中６世帯 約43％ですが、令和８年度には20─

世帯に増やし、そのうち14世帯 70％へ増加─

をさせることとしております。

事業期間は８年度までであります。

15ページを御覧ください。

新規事業「子どもの居場所等連携体制構築事

業」であります。

予算額は746万7,000円であり、財源は全額宮

崎再生基金であります。

事業の目的ですが、子供の居場所づくりや困

窮者支援に取り組む団体の食糧支援等物資の循

環の仕組みをつくるとともに、県内全域での協

力体制を構築することで、支援団体の活動の活

性化・持続化を図り、生活困窮世帯の生活の維

持・安定につなげたいと考えております。

事業内容につきましては、①の食料等供給体

制構築事業は、企業等からの食材等の寄贈物品

を貯蔵、管理し、必要とする団体に分配するも

のであります。

②の子どもの居場所等連携体制構築事業につ

きましては、支援団体に対して食品等の提供支

援を行う企業等の開拓を行うため、訪問等によ

り事業の周知を図り、協力を依頼したいと考え

ています。

事業の仕組みは、公募により県から民間団体

に業務を委託します。

成果指標につきましては、設置年数が３年以

上の子ども食堂の数を現状の38か所から事業終

了後には64か所以上へ増やしたいと考えており

ます。これは、令和５年４月現在、県が把握す

る子ども食堂80か所のうち、８割以上の活動継

続を目標とするものであります。

事業期間は、令和７年度までの２年間であり

ます。

16ページを御覧ください。

改善事業「みやざきの福祉を支える、ひなた

の人材確保事業」です。

予算額は820万円であり、財源は全額医療介護

確保基金です。

事業の目的ですが、担い手不足が深刻化して

いる福祉分野における人材確保のため、小中高

生の若年層に対して福祉の仕事に関する理解促

進を図るものであります。

事業内容につきましては、社会福祉施設の現

場職員と連携した出前講座等の実施や小中高生

などに対する福祉の仕事に対するテキスト等の

作成を引き続き行うとともに、今回の改善点と

して、新たに高校生から一般向けのキャリア教

育に関するホームページの作成を行うものであ

ります。

事業の仕組みとしては、県から県社会福祉協



- 48 -

令和６年３月７日(木)

議会に対して業務を委託することとしておりま

す。

成果指標としては、出前講座等に参加した生

徒へのアンケート結果において、福祉の仕事に

興味を持った生徒数を令和４年度の1,142人か

ら、令和８年度に1,920人まで増加させたいと考

えております。

事業の期間は、令和６～８年度まででありま

す。

17ページを御覧ください。

改善事業「 いのち支える」自殺対策事業」で「

あります。

予算額は8,227万6,000円であり、財源は国庫

支出金、宮崎再生基金及び一般財源です。

初めに、事業の目的ですが、市町村や関係団

体と連携して自殺対策を行う基盤を強化すると

ともに、一次、二次、三次と段階的な対策を打

つことによって、自殺者数の減少を目指すもの

であります。

事業の概要ですが、ポイントだけ説明させて

いただきます。

①、基盤の強化は、自殺対策推進協議会の運

営等に要する経費です。

②の一次予防は、主に人材育成や県民一般向

けの普及広報であり、自殺予防ポータルサイト

「ひなたのおせっかい」の改修のほか、本県で

高齢者の自殺者数が多いことを踏まえ、運転免

許センターと連携し、免許返納時に高齢者のメ

ンタルヘルスや相談窓口についての啓発資料を

配付したいと考えております。

二次予防は、自殺のリスクの高い方向けの施

策であります。

電話相談体制を拡充し、現在、空白となって

いる時間帯について、悩みを傾聴する電話回線

を設け、実質的に24時間、365日、何らかの形で

電話を受けられるようにしたいと考えておりま

す。

三次予防は、自殺未遂を図った方、自殺で亡

くなった方の遺族に対する事業であります。

最後に、成果指標と事業期間ですが、自殺死

亡率を令和７年に18.4％まで減少させることを

成果指標としており、事業期間は令和７年度ま

での２年間です。

18ページを御覧ください。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況について説明をいたします。

高齢者の自殺が増加していることについて、

高齢世代になっても安心して住み続けられる社

会を実現するため、地域コミュニティー活動の

促進や市町村などとの連携を深めることとの御

指摘をいただきました。

これにつきましては、本県における高齢者の

自殺死亡率が高い状態が続いていることを踏ま

え、令和６年度を始期とする第５期宮崎県自殺

対策行動計画において、高齢者に向けた取組の

強化を重点項目の１つとすることとし、高齢者

がよりアクセスしやすい電話による相談環境の

充実や高齢者に向けたメンタルヘルスに関する

啓発等に取り組むこととしております。

また、宮崎県高齢者保健福祉計画においても

高齢者の社会参加の促進と生きがいづくりの支

、援として社会福祉協議会の事業との連携や活用

、老人クラブの活動活性化等に取り組むとともに

高齢者が生き生きと活躍できる社会の重要性に

ついて広く県民に啓発していきたいと考えてお

ります。

御指摘いただきました地域におけるコミュニ

ティー活動については、近年、新型コロナウイ



- 49 -

令和６年３月７日(木)

ルス感染症の影響により自粛傾向にありました

が、５類移行後、徐々に再開の動きがあると市

町村からも伺っております。

今後とも、高齢者をはじめとする様々な背景

を持った方々が居場所や役割を得て、自分らし

く活動できる取組について市町村や関係団体と

連携して支援を行ってまいります。

暫時休憩いたします。○重松委員長

午前10時33分休憩

午前10時33分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

本日、委員会に１名の傍聴の申し出がありま

したので、認めることといたしました。

それでは、説明を求めたいと思います。

お手元の資料の19○新村指導監査・援護課長

ページを御覧ください。

、指導監査・援護課の令和６年度当初予算額は

左から２列目の欄にありますように、１億6,642

万9,000円であります。それでは、主なものにつ

いて御説明いたします。

20ページを御覧ください。

上から２つ目の（事項）社会福祉事業指導費

の1,225万5,000円であります。主なものは、説

明欄２、社会福祉法人運営体制強化事業の835

万6,000円ですが、福祉サービスの質を評価する

第三者評価事業の推進や、税理士等の専門家を

活用した社会福祉法人への指導等に要する経費

であります。

次に、その下の地域福祉対策事業費の873

。 、 、（ ）万4,000円であります これは 説明欄１ １

。の福祉サービス運営適正化推進事業であります

福祉サービスに関する利用者等からの苦情を解

決するための専門機関である運営適正委員会を

設置する県社会福祉協議会に対して補助を行う

ものであります。

次に、下から２つ目の（事項）戦傷病者・引

揚者及び遺族等援護費の1,380万1,000円であり

ます。主なものは、説明欄６、特別給付金等支

給裁定事務費の1,181万3,000円でありますが、

これは、戦没者等の遺族に対して支給される特

。別給付金等の裁定事務に要する経費であります

次に、その下の（事項）戦没者遺族援護事業

。 、 、費の981万8,000円であります まず 説明欄１

追悼・援護事業の695万8,000円ですが、沖縄県

で執り行われる本県戦没者の追悼式に参列され

る御遺族に対する支援や、各種援護事業を行う

県遺族連合会に対して補助を行うものでありま

す。

続いて、説明欄２、戦争体験継承事業の286万

円ですが、戦没者や遺族の方々の御労苦や平和

の尊さを伝えるための、県遺族会館内にありま

す宮崎県平和記念資料展示室や、ホームページ

による情報発信のほか、次の世代に戦争体験の

継承を図るため、小中学校等において、戦争に

まつわる語り部講話や朗読劇を実施するもので

あります。

常任委員会資料の36ペー○島田長寿介護課長

ジを御覧ください。

長寿介護課の令和６年度当初予算額は、左か

ら２つ目の欄にありますように237億3,398

万1,000円であります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。37ページをお願いいたします。

まず、上から２段目の（事項）生きがい対策

費8,847万5,000円です。これは、高齢者の生き

がいを高め、その生活を健康で豊かなものとす

るために要する経費で、説明欄１の老人クラブ
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支援事業や、４の元気に活躍する明るい長寿社

会づくり支援事業などを行うものです。

次に、その下の（事項）在宅老人介護等対策

費5,682万5,000円でございます。これは、在宅

の介護高齢者等が地域で安心して生活を送るこ

とができるようにするために要する経費で、説

明欄３の高齢者権利擁護支援事業などを実施い

たします。４の改善事業「リハビリテーション

専門職等機能強化事業」につきましては、後ほ

ど御説明いたします。

次に （事項）認知症高齢者対策費、3,329、

万9,000円でございます。これは、認知症高齢者

対策に要する経費で、説明欄１の認知症介護研

修事業などを実施いたします。

次に （事項）超高齢社会対策費、83万5,000、

円であります。これは、高齢者福祉に関する県

民の理解促進など超高齢社会対策に要する経費

で、説明欄１の人生100年みやざきを支える元気

なシニア応援事業は、百歳長寿者等のお祝いや

高齢者の社会参加促進活動の顕彰等を行うもの

であります。

次に （事項）介護保険対策費184億9,110、

万3,000円です。主なものといたしましては、説

明欄１の介護保険財政支援事業、184億1,904

万3,000円で、市町村が実施する介護保険事業に

要する経費に対し、介護保険法の定めにより、

県が定率負担等を行うものです。

次に、一番下の（事項）老人福祉施設整備等

事業費３億5,308万7,000円です。説明欄１の老

人福祉施設整備等事業により老人福祉施設の改

築や大規模修繕等の補助、２の軽費老人ホーム

事務費補助金により軽費老人ホームの運営経費

の補助等を実施いたします。

38ページをお願いいたします。

事項 地域医療介護総合確保基金事業費 45（ ） 、

億4,474万4,000円であります。主なものとして

は、説明欄１の基金積立金、29億6,623万1,000

円であります。この基金を活用する事業としま

しては、３の基金事業、15億7,831万3,000円で

あります。このうち （３）の改善事業「訪問看、

護体制機能強化事業 （４）のソ 「外国人介」、 、

護人材マッチング支援事業 、タ 「介護生産性」 、

向上総合事業 、チ 「介護支援専門員法定研修」 、

ｅ－ラーニング支援事業」については、後ほど

説明をさせていただきます。

それでは、新規・改善事業について御説明い

たします。

39ページをお願いいたします。

改善事業「リハビリテーション専門職等機能

強化事業」であります。事業費はページの右上

にありますとおり、312万円で、財源は全額国庫

支出金であります。

まず、事業の目的ですが、理学療法士等の専

門職に対しまして、災害時の対応手法や高齢者

の自立支援、重度化予防に関する研修会等を実

施し、リハビリテーション専門職等の資質向上

を図ることとしております。

次に、事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容ですが、①の災害時リハビ

リテーション機能強化事業では、避難所等で生

活する高齢者支援に関する研修会、②のリハ専

門職等介護予防指導者育成事業では、市町村が

行う介護予防関連事業等の支援に関する研修会

をそれぞれ開催することとしております。

（２）の事業の仕組みですが、県から民間団

体に委託することとしております。

（３）の成果指標といたしましては、日本災

害リハビリテーション支援協会の加入者数を、
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令和８年度に218名に増加させること等としてお

ります。

、 。事業の期間は 令和６年度からの３年間です

続きまして、40ページをお願いいたします。

改善事業「訪問看護体制機能強化事業」であり

ます。事業費はページの右上にありますとお

り2,400万円で、財源は全額地域医療介護総合確

保基金であります。

まず事業の目的ですが、中山間地域等におけ

る訪問看護事業所の開設や、県内全域における

規模拡大・連携強化を促進し、訪問看護体制の

機能強化を図るものであります。

事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容ですが、①の設置促進強化

事業は、訪問看護事業所開設の初期費用を補助

するものでありますが、訪問看護ステーション

、のない地域における支援のさらなる充実を図り

開設を促進することとしております。②の経営

基盤強化事業は、オンコール対応や災害時の業

務継続のため、事業所の規模拡大や事業所間の

連携に必要な経費を補助するものであります。

（２）の事業の仕組みですが、県から民間企

業へ補助を行うものであります。

（３）の成果指標といたしましては、訪問看

護事業所未設置の町村数を４町村にすることな

どとしております。

事業の期間は令和６年度からの３年間であり

ます。

続きまして、41ページをお願いいたします。

新規事業「外国人介護人材マッチング支援事

業」であります。事業費はページの右上にあり

ますとおり1,293万3,000円で、財源は全額地域

医療介護総合確保基金であります。

まず、事業の目的ですが、外国人介護人材と

介護事業者のマッチング支援を実施し、介護人

材の確保を図るものであります。

事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容ですが、①の介護の仕事ｉ

ｎＭｉｙａｚａｋｉ魅力ＰＲ事業は、海外の現

地送り出し機関や短大等におきまして、宮崎で

の介護の仕事や宮崎の魅力等についてＰＲを行

い、宮崎を選んでもらうきっかけとしていただ

くものであります。②の特定技能外国人材マッ

チング支援事業ですが、外国人材と県内の介護

事業者のマッチングを行うもので、受入れ制度

に関する説明会から雇用契約、入国支援までを

一貫して支援することとしております。

（２）の事業の仕組みですが、民間企業へ委

託することとしております。

（３）の成果指標といたしましては、県内の

外国人材受入事業数を令和８年度に150事業所と

することなどとしております。

事業の期間は令和６年度からの３年間でござ

います。

次に、42ページを御覧ください。

新規事業「介護生産性向上総合事業」であり

ます。事業費はページの右上にありますとお

り、3,147万円で、財源は全額地域医療介護総合

確保基金であります。

まず事業の目的ですが、介護現場における生

産性の向上が全国的にも課題となっております

ことから、国の方針も踏まえまして、関係者に

よる介護現場革新会議の開催や、相談窓口とな

る介護生産性向上総合相談センターの設置、認

証評価制度の実施等により、生産性向上や人材

確保の取組を推進するものであります。

（ ）、 。事業の概要の １ 事業内容を御覧ください

①の介護現場革新会議の開催でございますが、
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介護現場における課題への対応方針や、総合相

談センターの運営方針などを検討するための会

議を開催することとしております。②の介護生

産性向上総合相談センターの設置でございます

が、生産性向上に取り組む事業者からの相談を

総合的に受け付けるワンストップ窓口を設置し

、 、ますとともに 介護ロボットの展示・貸出しや

課題解決を図るための有識者派遣、伴走支援等

を実施するものであります。③の認証評価制度

につきましては、人材育成等に取り組む介護事

業者に対し、県が認証を行うこととしておりま

す。

（２）の事業の仕組みでございますが、①に

ついては県が開催し、②及び③については委託

により実施することとしております。

（３）の成果指標といたしましては、介護保

険施設における介護ロボットまたはＩＣＴ導入

率を令和８年度に100％とすることなどとしてお

ります。事業の期間は令和６年度からの３年間

でございます。

43ページを御覧ください。

新規事業「介護支援専門員法定研修ｅ－ラー

ニング支援事業」です。事業費はページの右上

にありますとおり、153万6,000円で、財源は全

額地域医療介護総合確保基金であります。

まず事業の目的ですが、介護支援専門員法定

研修をオンデマンドによるｅ－ラーニングで実

施するための費用を助成し、受講環境を整備す

ることによって、介護支援専門員の人材確保を

図ることとしております。

次に、事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容ですが、研修実施機関であ

る介護支援専門員協会に対し、介護支援専門員

法定研修に係るｅ－ラーニング費用を助成する

こととしております。

（２）の事業の仕組みですが、県から介護支

。援専門員協会に補助を行うこととしております

（３）の成果指標といたしましては、介護支

援専門員更新研修及び主任介護支援専門員更新

研修の修了者数の割合を、いずれも55％以上に

向上させることとしております。

事業の期間は令和６年度からの３年間であり

ます。

委員会資料44ページを○佐藤障がい福祉課長

御覧ください。

障がい福祉課の令和６年度当初予算額は、左

から２つ目の欄にありますとおり、184億7,430

万円であります。

それでは、主なものにつきまして御説明いた

します。

45ページをお願いいたします。

上から２番目の（事項）障がい者社会参加推

進費5,831万8,000円であります。これは、説明

欄４の障害者虐待防止法に基づきます障がい者

権利擁護センターの運営に関する経費や、８の

手話等普及促進条例推進事業の視聴覚障がい者

や盲ろう者等の各支援者向けの研修などの実施

に要する経費でございます。

その下の（事項）障がい者スポーツ振興対策

費１億367万8,000円であります。これは、県障

がい者スポーツ大会開催経費や、全国障害者ス

ポーツ大会参加に要する経費、そして、３年後

の宮崎大会に向けた競技力向上や練習環境整備

などに要する経費でございます。このうち、説

明欄４の改善事業「障がい者アスリート育成強

化事業」につきましては、後ほど別資料にて御

説明いたします。

事項を２つ飛んでいただきまして、一番下の
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事項 身体障害者相談センター費3,148万3,000（ ）

円であります。これは、説明欄１の身体障害者

手帳の判定や補装具相談等に係る身体障害者更

生相談所関連事業や、３の高次脳機能障がい者

の社会復帰に向けた訓練等を行う高次脳機能障

がい通所センター運営事業に要する経費でござ

います。

続きまして、上から２番目の（事項）精神保

健費１億7,472万8,000円であります。これは、

説明欄２の措置入院費公費負担事業や、３の精

神科病院における休日や夜間の救急受入れ等に

係る精神科救急医療システム整備事業などに要

する経費であります。

次に、下から２番目の（事項）障がい者自立

。 、推進費120億3,256万2,000円であります これは

障害者総合支援法に規定されました義務的経費

などであります。説明欄１の介護給付・訓練等

給付費は、障害福祉サービスの利用に係る給付

費、２の自立支援医療費は、障がいに起因する

医療費の助成を行うものであります。

次に、一番下の（事項）障がい者就労支援費

１億238万5,000円であります。これは、説明欄

１の就業などの身近な総合相談窓口の運営に係

る障がい者就業・生活支援センター事業や、47

ページに移っていただきまして、６の就労継続

支援事業所への専門家派遣により指導、助言な

どを行います障がい者工賃向上等支援事業など

に要する経費でございます。

また、８の新規事業「障がい者雇用機会拡大

推進事業」につきましては、後ほど別資料で御

説明いたします。

その下の（事項）障がい児支援費29億5,397

万5,000円であります。これは、説明欄１の障が

い児の入所・通所施設への給付費などの児童福

祉法に規定されました義務的経費である障がい

児施設給付費や、４の（１ 、発達障がいの総合）

的な支援拠点の運営に係る発達障害者支援セン

ター運営事業、５の医療的ケア児の総合相談窓

口の運営や受入れ事業所への施設整備補助など

を行う医療的ケア児等在宅支援体制強化事業な

どに要する経費でございます。

また、７の新規事業「医療的ケア児等短期入

所拡大促進事業」につきましては、後ほど別資

料で御説明いたします。

続きまして、下から２番目の（事項）重度障

がい者（児）医療費公費負担事業費12億5,821

万7,000円であります。これは、市町村の医療費

助成事業に、県が２分の１を補助するものであ

ります。

次に、一番下の（事項）こども療育センター

費４億2,482万円であります。これは、県立こど

も療育センターにおける医師、保育士などの人

件費や、給食委託などセンターの運営に要する

経費でございます。

続きまして、新規・改善事業３件について御

説明いたします。

まず48ページを御覧ください。

「 」改善事業 障がい者アスリート育成強化事業

でございます。事業費といたしましては、646

万1,000円であり、財源は国庫支出金、国スポ・

障スポ基金、一般財源であります。

事業の目的でございますが、障がい者アスリ

ートの育成・強化等を通じまして、令和９年に

本県で開催されます全国障害者スポーツ大会を

はじめとする各種スポーツ大会に向け、競技力

向上や普及拡大を図るものでございます。

次に、事業の概要についてでございますが、

事業内容は、自己適性を見いだす機会としてス
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ポーツ体験会の開催や、全国障害者スポーツ大

会の個人競技に特化した強化練習会の実施のほ

か、中央競技団体の強化・育成指定選手の活動

支援などを行います。

事業の仕組みにつきましては、一部を除き、

宮崎県障がい者スポーツ協会への委託により実

施いたします。

最後に、成果指標についてでありますが、令

和８年度に体験会参加者数を200名、強化練習会

参加者数を150名などとしております。

事業期間は、令和８年度までの３か年となっ

ております。

続きまして、49ページを御覧ください。

新規事業「障がい者雇用機会拡大推進事業」

でございます。事業費といたしましては275

万2,000円であり、財源は一般財源であります。

事業の目的でございますが、民間事業におけ

る障がい者雇用に向けた取組を支援することに

、 、よりまして 障がい者の就労機会の拡大を図り

障がいの有無にかかわらず、多様な人材が活躍

できる宮崎づくりを推進するものであります。

事業の概要についてでありますが、県内の障

がい者雇用優良企業や、障害福祉サービス事業

所の見学バスツアーの実施、障がい者雇用に取

り組む企業や、雇用されている障がい者のイン

タビュー動画の作成を行うものであります。

事業の仕組みにつきましては、バスツアーは

県で直接実施、動画作成は民間企業への委託で

実施いたします。

最後に、成果指標は、県内民間企業における

障がい者実雇用率を、令和８年で2.7％以上とし

ております。

事業の期間は、令和８年度までの３か年でご

ざいます。

次に、50ページを御覧ください。

新規事業「医療的ケア児等短期入所拡大促進

事業」でございます。事業費といたしまして

は3,876万6,000円であり、財源は地域医療介護

総合確保基金でございます。

事業の目的でございますが、医療的ケア児等

を持つ家族のレスパイトなどのため、子供を預

けるところが十分にない状況が全国的に見受け

られます。本県におきましても、医療型短期入

所施設は、県内に５か所と数が限られているた

め、緊急時の受入れ体制の確保を図るものでご

ざいます。

、 、（ ）次に 事業の概要についてでありますが １

の事業の内容にありますとおり、２つの事業を

実施した市町村に対し、県が補助するものでご

ざいます。

まず１つ目は、医療的ケア児（者）が短期入

所を利用した場合に、受入れ実績に応じて事業

者に助成を行う事業です。

２つ目は、医療的ケア児等の御家族が急病な

どの理由によりまして、緊急に短期入所を利用

した場合に、受入れ回数に応じて事業者に助成

を行う事業です。

最後に、成果指標は、医療型を現状の５か所

から各県域１か所以上の８か所、福祉型強化を

現状の11か所から各県域２か所以上の16か所に

増やすことを目標としております。

事業の期間は令和８年度までの３か年となっ

ております。

それでは、執行部の説明が終了○重松委員長

しました。

議案について質疑はございませんか。

資料７ページの（目）医務費の伸○下沖委員

び率が379％ですけれども、伸びた要因を教えて
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ください。

今回、増えた要因としま○長倉福祉保健課長

しては、マイナンバー情報連携事業として、福

祉保健部内で関係しているマイナンバー業務を

効率的に実施する 例えば、ＡＩとかそうい─

うものを活用した最適な事務ができるようなシ

ステム化をする事業と、あと、ＥＶの公用車を

購入することによる増加となっております。

分かりました。○下沖委員

あと、資料13ページの「民生委員担い手確保

対策事業」は、目標が令和８年度末で100％です

けれども、民生委員の成り手がどこも確保でき

ていない状況だと思うんです。100％を目指す上

で何を強力に推していくのか。ここに書かれて

いるような大学生とか小学生を対象とした事業

もあると思うんですけれども、実務的にちゃん

と確保できる取組として、どのようなことを行

うのか教えてください。

下沖委員が言われるよう○長倉福祉保健課長

に、民生委員の担い手の確保が今非常に厳しい

状況でございます。令和４年12月に一斉改選を

行いました。そのときの充足率が全国では93.7

％、本県が93.3％で、毎年ずっと減ってきてい

る状況でございます。

、民生委員の成り手不足に対する対応としては

民生委員をカバーできるような 例えば、こ─

こに書いてある民生委員協力員を市町村と協力

しながら設置していくとか、負担軽減であると

か、週に１回とか２週間に１回とか集まるよう

な会議を、ＩＣＴを活用した会議にするとか、

ＩＴ化による資料の配付にして後は見ておいて

くださいとか、何か改善していかないとなかな

か厳しいと考えております。

そのため、市町村とも連携しながら、民生委

員の協議会ともいろいろ知恵を絞りながら、確

保に取り組んでいきたいと考えています。

民生委員の負担軽減を含めて、個○下沖委員

人情報など、いろいろ扱ったりしますので、そ

れなりに民生委員という立場をしっかりつくら

ないといけないんですけれども、周りの支援を

充実させていただきたいと思います。

、続きまして17ページの自殺対策ですけれども

ホームページを見たら、相談員のボランティア

、 、を募集しているんですが 受講期間があったり

受講するのに資料代が２万5,000円となっていま

した。成り手はいるんですか。応募の状況とか

はどうなっているんですか。

今、いろいろな募集をか○長倉福祉保健課長

けて、電話相談の成り手を募集しているところ

ですけれども、飛躍的に増加しているわけでは

ありません。ほとんどボランティアとして協力

をいただいているところもございます。

今回、成り手を充実させつつも、平日の朝の

４時から９時ぐらいまでは、どうしても電話相

談が空白になる時間帯もあります。土日では日

中も空白になっている。県内のいろいろなボラ

ンティアの方だけでは埋まらないところもござ

います。他県の情報とかを見ますと、全国的な

人材派遣会社みたいなところに委託して、電話

相談をカバーしている事例もありましたので、

今回この予算を計上したのは、そういうところ

に一部お願いをして、どうにか空白の時間帯を

埋めて、いつでも自殺の相談、悩みを傾聴でき

るダイヤルの整備を図っていきたいという趣旨

でございます。

相談の空白があるのを聞いていた○下沖委員

ので、今回そこを埋めていただけたらと思いま

す。
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あと資料41ページの「外国人介護人材マッチ

ング支援事業」は、農政水産部と県土整備部か

らも同じマッチング事業が上がっていたと思う

んですけれども、①の介護の仕事ｉｎＭｉｙａ

ｚａｋｉ魅力ＰＲ事業でベトナムなどの送り出

し機関にＰＲするということですけれども、農

政水産部、県土整備部も同じ動きをとると思う

んですが、連携してするんですか。ばらばらで

するんですか。

「外国人介護人材マッチ○島田長寿介護課長

ング支援事業」の現地へのＰＲでございますけ

れども、情報交換しながら、連携を図っていき

たいと考えておりますが、ＰＲする場所や対象

施設は送り出し機関や介護関係の短期大学を考

えており、訪問先の調整など、ほかと違った動

きになってまいります。日程調整等を含めて、

他の部とも連携、情報交換しながら、連携でき

ないか検討してまいりたいと思います。

知事のトップセールスとかもある○下沖委員

と思うので、連携していただきたいです。

あと気になったのが、厚生労働省のホームペ

ージを見ていたら、特定技能は、ベトナムの方

で介護の試験を受けられている方はいなくて、

フィリピンとかが多いんですけれども、今回、

ベトナムの学校を含めて、特定技能として受け

入れる段取り、目星はある程度ついているんで

すか。

現地の機関と、一部意見○島田長寿介護課長

交換等を行ったりしておりまして、そういった

ところに協力をお願いすることも考えておりま

、 、すが 技能実習自体も増えてきておりますので

ベトナムを含めほかの国も検討しながら調整し

ていきたいと考えております。

特定技能となると、試験は日本語○下沖委員

を含め、ある程度の会話ができないといけない

ことになっていますけれども、ベトナムで特定

技能を受けていないということは、送り出し機

関自体というか、流れが全くない状況だと思う

んですが、ゼロからつくってＰＲしていくとい

うことですか。

事業自体は、民間企業に○島田長寿介護課長

委託して実施してまいりますので、実施方法に

ついては、委託先と調整しながら、検討してい

きたいと思っております。今のところ、県とし

ての取組は来年度からですので、そういったと

ころも含めて、研究させていただきたいと思っ

ております。

（１）の②は、ベトナムに限らず○下沖委員

幅広く集めるということですね。ＰＲはベトナ

ムでやるけれども、受入れ自体は多角的にやる

ということですね。

先ほどの下沖委員の質問とかぶる○永山委員

んですが、資料13ページの「民生委員担い手確

保対策事業」の事業の仕組みについては、国か

らの仕組みを使うのでしょうか。

そういうことでございま○長倉福祉保健課長

す。

先ほど担い手不足の話も出ていた○永山委員

と思うんですけれども、国は何を考えているの

か 民生委員自体の担い手がいない状態で協─

、「 」力員とか探せるのか疑問だし 子ども民生委員

とか本末転倒だと思うんです。実際、民生委員

の業務が複雑化、多様化していて、民生委員の

役割を超えるようなものを担わされている現状

があって、市からの業務委託になるんじゃない

か 例えば、個別避難計画の対象者を地域で─

調べなさいというのは、国勢調査と何が違うの

という話です。ボランティアの枠を超えて、報



- 57 -

令和６年３月７日(木)

酬体系をきちんと整えて、制度自体を見直すよ

。うなことが必要ではないかと常々考えています

また、全国民生委員児童委員大会宮崎大会で

も、いろいろ意見が出ると思いますが、こんな

とんちんかんな支援の内容では充足率が増える

ことはないと思うので、民生委員の声もしっか

り聞いて、国にきちんと伝えていただきたいと

思います。

それから、資料15ページの「子どもの居場所

等連携体制構築事業」ですが、子ども食堂は、

基本的に食材をどこか１か所に集めて、そこか

ら配る流れかと思うんです。宮崎市が子ども文

化センターに委託している事業がたしかあった

と思うんですけれども、そういったところとの

連携はどんな感じになっているのでしょうか。

子ども食堂によっては、○長倉福祉保健課長

いろんな形で協定を結んで、そこから食材をも

らうシステムができ上がっているところもある

と思います。そこを全てガラガラポンして、一

からやり直すようなことは考えておりません。

既存のいろいろなつながりでやっているところ

は、そこはそこで充実していただく。

子ども食堂では、コロナ禍、物価高騰、エネ

ルギー高騰で、食材がなかなか集まってこない

といった問題を抱えていると聞いております。

他県でもこういうシステムをつくっているとこ

ろがあり、そこも参考にしながら 例えば実─

施したいけれども提供を受ける手だてがなかな

かないところなど、この事業を組んで、子ども

食堂とか、子どもの居場所づくりに取り組む団

体の増加、継続を図っていきたいと考えており

ます。

例えば、宮崎市にセンターがあっ○永山委員

て、そことやり取りをすれば、その先はそこが

分配してくれて、うまく連携が取れるかと思う

んです。

子ども食堂は全県下に広がっていますので、

例えば、県北で委託を受けた民間団体が宮崎市

に拠点を置いたら、県北までどうやって物資を

配るのかといった問題もいろいろあると思いま

す。

県として１か所あって、各地域に１か所ずつ

小さいのがあれば、そこと連携すればいいのか

、 、なと思いますので いろいろな仕組みについて

ぜひ検討いただければと思います。

関連で、子ども食堂には、食料を○日高委員

誰が取りに行くんですか。

このシステムについては○長倉福祉保健課長

民間団体に公募して実施をお願いしたいと思っ

ています。公募で委託を受けた団体が、例えば

スーパーとか、大手の食料を扱っているところ

と協定みたいなものを結んで、企業等によって

は取りに来てくださいというところもあれば、

ネットワークがあるので持っていきますという

ところもあると思います。そこは、協力いただ

く企業等ともいろいろと話合いを進めながら、

やり方を構築していきたいと考えています。

ネットワークと簡単に言うけれど○日高委員

も、この間行ったんですが、ネットワークはで

きていないです。ネットワークをつくっている

ような会社に負担金を出すと、ものすごく高い

値段で、認められるか分からない。

県全体の子ども食堂のネットワークの中で、

県北にあったら、宮崎市から県北に取りに来て

くださいと、宮崎市から行かないといけない。

また、高千穂とか延岡とか近くの子ども食堂で

あれば、ネットワークを結べますが、それぞれ

の子ども食堂が個人個人なんです。
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今回、県は事業に取り組みますけれども、分

配 配送とか輸送は、自分たちのネットワー─

クでやってくださいとしか、どうしても聞こえ

ないんです。

実際、末端の団体まで、○長倉福祉保健課長

いかに物を運んでいくかが非常に重要だと考え

ています。委託団体とも十分話合いながら、市

町村や社会福祉協議会も巻き込みながら、この

事業を実施していきたいと考えています。

改善策でいうと、これからネット○日高委員

ワークをつくっていく必要があるんです。配送

支援とか、貯蔵支援といっても、それぞれあっ

たりするから、子ども食堂の数を38か所から64

か所にすれば、また増えるわけでしょう。

増やすのであれば、今のうちから事業者等も

含めてネットワークをつくって、県ができる範

囲はここまでだから、あとはこういう形でやり

ましょうと、していかないといけない。全部や

れとは言いませんが、ネットワークの構築には

県も参画していかないといけないと思っている

んです。

おっしゃるとおりだと思○長倉福祉保健課長

います。現在でも、幾つかの地域で、いろいろ

な横のつながりもありますので、どうやってう

まくつなげていくのか、県としても、きっちり

把握しながら、この事業の構築を図っていきた

いと思います。

資料45～47ページの障がい福祉課○永山委員

の予算の関係で確認させてください。

まず、45ページに「高次脳機能障がい相談・

支援拠点機関事業」とか、46ページに「高次脳

機能障がい通所センター運営事業」の予算が組

まれています。一方、47ページで「発達障害者

支援センター運営事業」の予算とかが組まれて

いますが、予算規模が大分違うと感じます。こ

の金額の差は、対象者数の差によるものかとも

思ったりしますけれども、高次脳機能障がい者

の人数とか、発達障がい者の人数は把握されて

いるんでしょうか。

まず、高次脳機能障が○佐藤障がい福祉課長

い者につきましては、県では正確な数を把握し

ておりませんけれども、平成23年に東京都が調

査した結果では、全国で約20数万人いるという

ことで、逆算いたしますと、県内で4,000人程度

いるのではないかと推測されております。

あと、発達障がい者につきましては、平成28

年に厚生労働省が生活のしづらさなどに関する

調査をやっておりまして、全国で48万人、18歳

、 、未満の数では21万人で 県の割合に戻しますと

大体4,000人、18歳未満では1,800人と想定され

ているところであります。

同じぐらいの対象者がいるんだっ○永山委員

たら、単純に予算規模も同じぐらいになるので

はないかと考えるんですけれども どちらか─

というと高次脳機能障がいがまだ認知度が低く

て、生きづらさを抱えている方々が新しく顕在

化してきたと思うんですが、対象者がそれだけ

いるのであれば、支援の在り方も変わってくる

と思うんです。予算を計上する段階から、その

辺をしっかり考えていただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

民生委員の成り手不足という話で○日高委員

すが、この辺の分析はあるんですか。

民生委員といえば、退職者の方がなられるケ

ースが多いと思うんですけれども、今は退職と

いうより、まだ働いている人が多いですよね。

以前だったら60歳で定年になって、民生委員と

して地域貢献をしていこうとされていたけれど
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も、今は働いていることも、民生委員の成り手

がいないところにつながってくるんだろうし、

いろんな要因の分析があると思うんです。

県としては、それぞれの市町村に要因の分析

を任せて、市町村にそれぞれ予算を流している

から 大本の予算は国ですけれども、後はや─

りなさいといった感じなんでしょうか。民生委

、 。員は 昔は尊敬されるものだったと思うんです

今は、面倒くさい、もういいと、リスペクトさ

れていないですよね。民生委員の仕事はこうい

うものだと再度発信していく必要もあるだろう

し、この担い手確保対策事業には、そういうこ

とが必要だと思うんです。

民生委員の成り手の確保○長倉福祉保健課長

がなかなか厳しいと、永山委員、日高委員から

もありましたけれども、市町村や民生委員の協

議会の方たちに話を聞いてみると、民生委員イ

コール忙しいというイメージが非常に強いと聞

いております。そして、民生委員になると、そ

れに付随して、例えば地区の自治会の委員や地

域の協議会の委員なども兼ねるとかがあって、

敬遠されることが非常に大きいと聞いておりま

す。

だから、どうしても地区の自治会等を形成し

ていく、いろんな担い手が不足しているのが大

きな問題ではないかと考えております。

ですので、例えば民生委員だったら、民生委

員の活動だけに特化するとか、いろんな工夫も

、していかないといけないと思うんですけれども

、 、実情としては いろんな役職が割り当てられて

なかなか成り手もいないし、高齢化といったこ

とも要因としてあるのではないかと考えており

ます。

民生委員は、いろんな家を回った○日高委員

り、記録を書いたりしますよね。民生委員の負

担軽減は、なかなか難しいんではないでしょう

か。人を増やして分担するとかが必要ではない

でしょうか。

高齢の方が民生委員になる現状で、タブレッ

ト端末を導入して、教えていくのは、現実的に

負担軽減になるんでしょうか。将来的にはなる

と思うんですけれども、それまでの経過は非常

に重要で 国からこのメニューが来て、財源─

も国庫と一般財源を組み合わせて、この事業が

、 、 、成り立つんでしょうが 県では 事業内容とか

ここまでが限界なんでしょうか。

３年に１回、民生委員の○長倉福祉保健課長

一斉改選をしておりますけれども、するたびに

充足率が非常に下がってきているのが非常に大

きな問題だと考えています。私たちも市町村と

何か手だてができないか、いろいろ話をしてお

り、国もこういう新規事業を出してくるという

ことは、いろいろな声を聞いてのことだろうと

思います。来年度、全国大会もございますし、

「民生委員」という人たちのことを考えるいい

きっかけにもなろうかと思います。

来週、全国大会の関係で国に行って、いろい

ろな委員会に私も出てきますけれども、そうい

うところで、いろいろな話を聞いたり、状況に

よっては県から要望をしたり、担い手の確保に

ついて、いろいろな工夫をしてやっていきたい

と考えます。

民生委員が少ない理由は、いろい○坂口委員

ろあると思うんですけれども、個人情報がすご

く厳しく守られるようになりましたよね。民生

委員はまさしく個人情報の中に入っていって、

、 、 。実態を知って 判断をして 次の作業を務める

そういうふうに時代が変わってきている。
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ほかの役をいろいろ持たないといけなくなる

と言うけれども 「あの人のところに行けば受け、

てくれる」と民生委員のところに来て、ほかに

受け手がないことが根底にある。民生委員は、

その人しか受けさせないことも、今度は成り立

たなくさせています。

大事なこととして 個人情報に入りづらくなっ、

ていて、一方では、ボランティアでありながら

絶対的な守秘義務が義務づけられてます。そう

考えたときに、法的には難しいのかもしれない

けれども、許される範囲内の権限 自分で判─

断して実行していく権限があるべきじゃないか

と思うんです。民生委員は、ものすごく大変な

難しい役割を果たすのにまったく権限がなく、

「あそこに行ったら、こういう人がいて、こん

なことを望んでいました。だから、役場さん、

何とかしてください というようなメッセンジャ」

ーボーイです。だから、その辺を根本から見直

す。

そして、ボランティアでありながら守秘義務

を義務づけられるのであれば、民生委員に許さ

れる範囲内の権限 役場にこうしろとか、補─

助してくれる協力隊を周りにつくって、指導や

監督ができるような権限を持たせないと、前に

進まないんじゃないか。民生委員が責任を果た

していく上での窮屈さは感じられませんか。

民生委員のいろんな委員○長倉福祉保健課長

会の方の話を聞くと、委員が言われたような個

人情報の話とか、どこまで関与していくのかと

か、よくあります。先ほど永山委員が言われた

災害時の個別計画とかも絡めながら、特定の方

たちにはある程度、個人情報が提供できるよう

、な体制は取りつつあろうかと思いますけれども

具体的な活動には、いろんな大きな課題があろ

うかと考えています。

これまでの動きとしても、災害時○坂口委員

は限られた範囲内で情報を得ることは努力すれ

ば何とかなる範囲なんです。

、 、問題なのは 例えば生活保護を受けるときに

これはどうかなと思いながらも、本人に裏を取

るのに、本人との話の範囲内でしかできない。

それから、結婚でも、便宜上と実態が違うこと

がいろいろあるじゃないですか。この辺はもの

すごく神経と度胸を持って入っていかなければ

。 、入れない分野なんです 役場に相談したときに

役場が解決するから任せてくれと逃げなければ

いいけれども 民生委員が実態の証拠づけをちゃ、

んと持ってきて、公権力を持っている人が補佐

していかないと、協力隊をつくっても、らちが

明かないと思うんです。

今後、国とも協議されたり、3,000人参加する

大会に行って、いろいろな意見交換をされるの

であれば、その辺を解決していく。そして、関

係する法律を見直していかないと、ますます複

雑、多様化する時代の流れの中で、難しいと思

うんです。若い人では経験不足で、年がいって

からだと今度は体がついてかないという、もの

すごく難しい分野だと思います。みんなが平和

、に暮らしていくためには不可欠の事業ですので

ぜひ真剣に研究していただいて、変えるべきと

ころがあれば制度も含めて変えていただくこと

が必要という気がします。何かあればコメント

してください。なければ要望で終わります。

貴重な意見をありがとう○長倉福祉保健課長

ございます。実施主体である市町村とか、民生

委員の協議会の方たちとも、いろいろな意見交

換をしながら、必要なことは、国にも改善等の

要望をして、研究してまいりたいと思います。
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関連ですけれども、コロナ禍で３○山下委員

年間です。以前も委員会のときに言ったような

気がするんですが、コミュニティー活動がほと

んどなくなったんです。これをコロナ禍以前に

戻そうというのは至難の業なんです。民生委員

の活動についてもですけれども、地域の中で、

ないならなくてもいいとか、民生委員がいなく

ても何も問題なかったと、そういうものがどん

どん広がりつつあることが一番懸念されるんで

す。

老人クラブの敬老会もこの３年間ほとんどな

。 、 、 、かった 昨年は やるところ やらないところ

様々動きがあったと思うんですが、やらない地

域が増えてきたんです。民生委員の一番大きな

仕事といえば、高齢化した社会で、いろんな心

の寄り添いとか 例えば独居老人がどんどん─

増えていってるし、空き家も増える、全ての中

で、いろいろ見守りをしてくれる相談の窓口と

いうのは、民生委員です。

でも、日高委員が言ったように、以前は民生

委員といえば、その集落の相談を担ってくれる

ような包容力のある男の人たちに、なっていた

だいて、信頼される中で、地域コミュニティー

が成り立っていたと思うんです。制度のどこが

悪いのか 我々も知恵が出ないんですが、民─

生委員の役割を明確に考えていかないといけな

いと思います。

、市町村も自分たちの事務を簡素化するために

例えば地域の公民館とか社会福祉協議会とかを

つくっていますけれども、そこに、いろんなこ

とを丸投げして、同じ人たちが役割を何本も背

。 、 、負っている 人口減少と 高齢化していく中で

民生委員に限らず、高齢者クラブから何から、

福祉保健部で全て担っておられますから、いろ

んなことを相対的に見直して、考え方を改めて

いかないといけないと思うんです。全体的に、

その辺の地域コミュニティーの活性化もひっく

るめて、在り方を検討していくべきかと思った

ところです。よろしくお願いします。

資料７ページの 目 病院費が118.6○日高委員 （ ）

、 。％増と いつもよりかなり上がっているんです

この増の要因は何ですか。

これにつきましては、資○長倉福祉保健課長

料11ページの一番下の（事項）県立病院管理費

がメインでございます。これは県立病院がいろ

んな政策医療とか、不採算部門の医療を担って

いるということで、総務省の繰り出し基準に基

づき、一般会計から繰り出しをしているもので

ございます。その部分について、昨年度と比較

して約10億円増えております。

総務省の繰り出し基準で、10億円○日高委員

ぐらい上げてもいいと言われたから、福祉保健

部は出したんですね。単純にそれだけの話です

よね。

病院会計の繰り出しにつ○長倉福祉保健課長

いて、予算の流れとしまして、まず病院局で繰

り出し基準による積算をします。繰り出し基準

には地方交付税が関係してきますので、地方交

付税の所管である総務部の財政課に要求して、

いろんなやり取りがあった上で金額が固まって

私どもに引き継がれてきます。そして、私ども

で地域医療とか様々な観点等を踏まえて予算要

。求させていただいている流れになっております

これは繰出金ですか。福祉保健部○日高委員

、 。のこの予算は 毎回50億円余ぐらいでしたよね

予算の流れは分かるんですが、予算を病院局に

流しているのは福祉保健部です。民間病院と県

立病院の経営も含めて、地域医療構想でもいろ
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いろやり取りがあって、総務部から直接流せな

いから、福祉保健部に流して、福祉保健部から

病院局に要求どおり１円も値切ることもなく流

す。繰出金の予算は、ここにあるんだと思った

んです。福祉保健部としては、しょうがないと

いうことなんでしょうね。言ってみれば、トン

ネル予算みたいなものです。部長も次長も何も

言わないんですか。病院局がこれだけ繰入れが

ほしいから、はいどうぞという感じなんですよ

ね。

繰出金は、繰り出し基準○川北福祉保健部長

に基づいて出されていることが大前提でござい

ます。その上で、先ほど課長も申し上げました

けれども、病院局、総務部で協議を行った後、

私どもから支出することになりますが、県立病

。院については地域医療の中核施設でございます

常に連携、協議は行ってきている立場でござい

ます。そういう立場から、福祉保健部として支

出するという意味もございますので、そこは御

理解をいただきたいと思います。

そうでしょうけれども、病院局と○日高委員

の連携という話が出ましたが、果たして連携し

ているのかとつくづく思うんです。また、違う

。場所で議論を煮詰めていければと思っています

もう一つ、長寿介護課の「訪問看護体制機能

強化事業」は、何年も似たようなものではない

ですか。改善事業になっているけれども、何が

改善されたのでしょうか。

「訪問看護体制機能強化○島田長寿介護課長

事業」は、現在も事業として取り組んでおりま

すが、改善事業として改めて提案させていただ

いております。①の設置促進強化事業では、訪

問看護ステーションが未設置の町村等に、その

ほかの地域よりも補助率を若干上乗せして、２

分の１の補助率で実施しておりましたが、さら

に進めていくために補助率の拡充 ３分の２─

に引き上げるほか、補助上限額を400万円に引き

上げるなどの支援の拡充を図りまして、より一

、層の開設の促進に努めていきたいということと

②の経営基盤強化費の補助金ですけれども、訪

問看護ステーションは比較的小規模の事業所が

多いこともございまして、経営の基盤の安定化

を図っていくため、訪問看護の提供体制の拡充

を図る意味で補助上限額の引き上げ等の措置を

講じて、改善事業として提案しているところで

ございます。

、○日高委員 ずっと言っているんですけれども

開設の予算が幾らあっても、中山間地域で維持

していく経費がないと、例えば美郷町とか諸塚

村とか、簡単にいかないわけです。だから、中

核となる市から中山間地に行くけれども、やは

り遠いし、訪問してまわると赤字になります。

、毎回同じような質問をしている感じがしていて

抜本的に何か考えたほうがいいような気がする

んです 設置のために 幾らあっても そこじゃ。 、 、

ないんです。

いつも、ここで暗礁に乗り上げるんですけれ

ども、変わらないんでしょう。

県内各地域で訪問看護の○島田長寿介護課長

適切なサービス提供をできるように充実してい

かないといけないことは非常に大きな課題だと

考えております。これは基金を使った補助事業

になりますが、補助事業として、こういった支

援を行っていくのと同時に、全体の運営、経営

等は介護保険の介護報酬等で賄われている部分

もございます。その部分を国にも、しっかりと

訴えていかないといけないと思いますし、県の

補助としては、このように人員の拡充を図って
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いただいて、経営の安定を図って対応していた

だければと思っております。

以前 どこかの農業協同組合にやっ○日高委員 、

てもらったら、賄えるんじゃないかという話が

あった記憶が今よみがえってきたんです。そう

いう事業があったような気がするんですが、あ

の事業は消えたんですか。

平成29年度に、ＪＡとの○島田長寿介護課長

連携を図るものとして、ＪＡ日向管内でモデル

的な事業の取組を行ったところでございます。

こちらの事業は、当時ＪＡ日向管内の美郷町で

行ったところでございますが、人材確保等がな

かなか難しいことが課題としてございまして断

念をした事情がございます。

日高委員から話のあった資料11ペ○山下委員

ージを確認したいんですが、病院費が63億1,000

万円です。昨日、病院局の審査の中で出てきた

のが、繰入金で67.3億円、補助金で2.8億円の合

計70億円余 一般会計で言えば繰出金、病院─

局で言えば繰入金の数字が出たんですが、11ペ

ージの63億1,000万円は繰入金となっています。

その差額はどこから出ているのですか。

病院会計への繰り出しに○長倉福祉保健課長

つきましては、福祉保健課以外にも医療政策課

で救命救急センターの分とか、健康増進課等も

ございますので、それらを合わせて委員が言わ

れた金額になります。

この仕組みとして、県立病院に国○坂口委員

。からの政策医療費的な交付税が県の金庫に入る

そこにいろんな制度があって、上乗せをして今

回トータル70億円になった。

そして、福祉保健課所管の範囲内では63億円

持ち出す。その加算の計算方法を大まかに説明

されておくと分かりやすいかもしれません。60

億円くらいということは、国から20数億円ぐら

い来るんだろうと思うんです。

繰出金につきましては、○長倉福祉保健課長

地方公営企業法に基づいて総務省が繰り出し基

。 、 、準を設定します 繰り出しの項目は 救急医療

精神医療、周産期、感染症、小児とか決まって

おります。そして、委員が言われたように病床

。数に応じて掛け算をして数字が出てまいります

今回の繰り出しについては、県独自加算分がプ

ラスして計算されており、エネルギー高騰であ

りますとか、研修医などを多く病院が受け入れ

ているような部分でございます。

そういった具合に、公立病院とし○坂口委員

て宿命的なものがあって、機能を維持してサー

ビスを提供しないといけない。そのために、公

的に補塡できる限界が70億円で、足りない分は

病院の運営の仕方とか、病院の責任に帰する部

分が50億円の融資なんですと、大まかに説明さ

れると僕たちの審査でも割と分かりやすい気が

したんです。計算の仕方はそれでよかったです

よね。

。○長倉福祉保健課長 そのとおりでございます

繰入金では経営はなかなか厳しい、キャッシュ

フローがなかなか厳しいということで、今回病

院局への50億円の貸出しを計上したところでご

ざいます。

過去10年ぐらいの繰り出しを調べ○山下委員

てみたんです。病院経営計画が一番順調にいっ

ているときは40数億円で済んでいたんです。新

型コロナが出て、新型コロナの給付で80億円ぐ

らいばーっと増えてきたんですが、去年から収

束してきたため コロナの給付は３億円余に減っ、

てきた。今回新たに総額70億円という数字が出

てきたから、これはどういうことかと 人件─
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費の高騰とか理由づけも含め、経営計画が思う

ようにいっていないんじゃないかと、今回慎重

に審査をしているんですが、福祉保健部が出す

のであれば、経営計画との整合性とか、どうい

う努力したのかとか、福祉保健部も責任がある

と思うんです。今回特に50億円の借入れが出て

きましたし、人口減少の問題もありますので、

本当に償還可能なのか、しっかりと確認してお

かないといけないという思いで今議論している

ところなんです そういう見通しを持って しっ。 、

かりと取り組んでください。

暫時休憩いたします。○重松委員長

午前11時55分休憩

午前11時55分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

委員の皆さんにお諮りいたします。

質疑は続いておりますが、残りの質疑につき

ましては、午後１時からということでよろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○重松委員長

ただきます。暫時休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後０時56分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

午前中に引き続き、福祉保健部第１班の審査

であります。

質疑はありませんか。

資料13ページの「民生委員担い手○武田委員

確保対策事業」ですが、民生委員の現在の年齢

構成、例えば50代が何％、60代、70代、80代と

年齢構成をお聞きします。

70代以上が56％でござい○長倉福祉保健課長

ます。60代が37.6％、50代が4.9％、40代が1.4

％、30代が0.2％になっております。

私のイメージでも高齢化している○武田委員

んじゃないかと思ったんです。次の受け手がい

ないので 70代以上 と言われましたし 多分80、「 」 、

代もいらっしゃるんじゃないかと思います。

先ほど日高委員から出ましたけれども、タブ

レット等で軽減を図るという話がありました

が、10年後ならともかく、年齢構成をしっかり

踏まえた上でしないと、なかなか厳しい気がし

ました。

私たちも市議、県議になってから、民生委員

の役割の大切さとか地域コミュニティーの大切

さが分かりました。30～40代の頃は、自分の子

育てと仕事に一生懸命で、地域の民生委員の方

々が何をされているかもよく分からないような

状況でしたので、子供たちにしっかりと委嘱を

することもでしょうけれども、小中高生にしっ

かりと民生委員の役割であるとか、広めていく

ことが大切じゃないかと思っていますので、そ

こはしっかりとしていただきたいと思っていま

す。

特に、50～60代にどうやって受けていただく

か 仕事の内容の明確化であるとか、何をす─

るのかとかが、しっかりないと、なかなか厳し

いのかなという思いで聞いておりました。

あと、資料17ページの「 いのち支える」自殺「

対策事業」ですが、宮崎県内の年代別の割合を

教えてください。

パーセンテージが出てい○長倉福祉保健課長

ないんですけれども、全体で213名のうち、70代

が45名、80代が27名、60代が29名、50代が31名

と、高齢者が多くなっております。
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40代以下は何人いらっしゃるんで○武田委員

すか。

40代が23名、30代が24○長倉福祉保健課長

名、20代が14名、10代が９名でございます。

高齢者の割合が多いという感じで○武田委員

はなくて、30代から、そんなに大きな差はない

という感じだと思うんです。

全国的な自殺者の年代別の割合と宮崎県の割

合が同じ傾向なのか、違いがあるのか教えてく

ださい。

今人数で申し上げました○長倉福祉保健課長

けれども、人口で割ると、宮崎県では高齢者の

割合が非常に高くなっています。40～50代は、

全国と人口割では同じぐらいですけれども、宮

崎県は高齢者、70～80代から、ぽんと上がって

きている状況でございます。十数年前は、全国

と同じような傾向でございましたが、ここ数年

は、高齢者の割合が全国に比べて高い数字が出

ております。

分かりました。県民所得と自殺者○武田委員

の数 全国的に所得の高いところは多いとか─

少ないとか傾向はないですか。一部に、宮崎県

民は所得が低いから、仕事がないからとか、苦

労しているから、自殺率が高いという話を聞く

ことがあるんです。データではなく、話として

ですが、その辺はどうでしょうか。

全国的に所得が低いから○長倉福祉保健課長

自殺率が高いと、直接的な関係が分析できてい

ないのが実情でございます。宮崎県は全国で３

番目ですけれども、岩手県、青森県、秋田県あ

たりが高くて、北と南に分かれている状況はご

ざいます。

今聞いただけでも、所得の高いと○武田委員

ころではないような気がします。しっかりとし

た根拠に基づいていないかもしれませんけれど

も、宮崎県の場合、特に高齢者が多いというこ

とですので、原因もしっかり分析をお願いしま

す。僕は東北とか宮崎などは住みやすい、暮ら

しやすい、人が優しい、地域の結びつきも強く

て、都会と比べて、田舎のほうが相談もできる

ようなイメージがあるんです。でも、田舎のほ

うが自殺率が高いのであれば、僕たちのイメー

ジと違うものが何かあるんだろうという思いも

あります。

一人暮らしの高齢者が多いのか、近くに若者

がいなくなって寂しい思いしているのかとか、

原因が分かれば、しっかりとつぶしていけるわ

けです。原因が分からなくて、全国で画一的な

やり方をやってもどうかと思います。

宮崎県が全国で３番目に10万人当たりの自殺

者が多いのは、県民としては悲しいし、自分た

、ちの親がその年代で うちは両方の両親とも─

まだ存命ですけれども、その年代の方々がその

歳になって自殺されているのは本当に悲しい現

状ですので、そこをなんとかしないと、日本一

プロジェクトを頑張っている意味もないんじゃ

ないかと思います。本当に難しいかもしれませ

んけれども、真剣にしっかりと原因を追求して

いただきたい。もちろん、それぞれの状況は違

うと思うんですが、宮崎県が多いとなると、私

たちも責任も感じるところもあります。一緒に

なって頑張っていきたいので、しっかりと市町

村と連絡を取りながら、協議しながら進めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

関連ですけれども、原因がこれと○坂口委員

いうのは、なかなか難しいと思うんです。主た

る理由として、いろんな病気とか、不安とか、
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、 、経済的なものとか いろいろ分けてありますが

一時期は原因すら公表しない時期があったんで

す。最初出していて、出さないようになったの

は、国の経済対策が間違っていたというところ

に、全部行きつくんです。病気になって病院に

行けなかったとか、経済的な理由があって家庭

不和になって、離婚になったり、家族がばらば

らになったり。だから、原因の特定は、ものす

ごく大切だと思うんです。経済的な問題が起点

にあって、分類すると経済的理由が相当多くな

る思うんです。

新型コロナが起こった途端に、20代の女の子

の割合が、ばっと増えたじゃないですか。そう

いった社会の情勢や理由、年代は分析できると

思うんです。そして、しっかりと対策を打って

いくのが必要だと思います。

今は状況が違うかもしれませんが、僕は相当

前に、自殺は防がないといけないと自殺問題を

議会で扱ったんです。当時は、あしなが育英基

金も、自殺もいじめは対象にならなかった時期

で 本当は社会から埋もれているような部分だっ、

たんですけれども、全国で、いろんな世論が起

きてきたんです。いつの間にか、あしなが基金

も対応されていました。宮崎県では、自殺率も

自殺者数も、急激に増えていた。働き世代が増

えていて、農家が増えていたんです。所得がも

のすごく厳しい。娯楽費とか教育費とか、割合

がどんどん下がっていって、生命保険の掛け金

が増えていたんです。推測ですが、事業をやる

ときに命で清算する覚悟がないと、金も借りら

れなかった時代もあったんだろうと思うけれど

、 。 、 、も 残酷な話です だから しっかり整理して

１人でも命を救うことをやっていっていただき

たい。

それから、県も一生懸命考えて、まずはＳＯ

Ｓ、悩みを感知して、心を許し合った同士で、

何かあったんじゃないかというところから始め

、 、ようと 散髪屋に頼んだ時期があったけれども

こういったことが功をなしたのか、今も散髪屋

にそういうことをお願いされているのか。最近

散髪屋がものすごく少なくなり、美容室に行く

人が増えたんです。だから、その辺も今どんな

具合になってきているのか、教えていただきた

い。

ＳＯＳの出し方、声かけ○長倉福祉保健課長

が非常に重要だということで、以前、理美容

理容も美容も含めて、取り組んでおりまし─

た。コロナがあって、やめていた時期があった

、 、んですけれども 今年度から再開いたしまして

延岡地区、日向地区、都城地区から、ぜひして

ほしいということで、取り組んでいるところで

す。理美容は、お客と１時間ぐらい対面で話を

するということで、来年度も、理美容の組合と

連携を取りながら、非常に重要な取組だと考え

ておりますので、ぜひ充実させていきたいと考

えております。

効果があるものはどんどん進めて○坂口委員

いっていただきたいと思っています。

それと、例えば、いろんな話をしている、あ

るいは電話でＳＯＳを聞いて、いろいろアドバ

イスしたり話したりしている。ところが、相手

を止めきらなかったときの聞いているほうの人

の自責の念です。これらに対するケアと、肝と

なるポイントを、専門家を使ったりして、年に

何回か講習みたいな機会を与えたりしないと、

せっかくの思いやりがあだとなって、自責の念

に追い込むようなになってはいけない。よりよ

い方向に仕上げていただく。これは要望でいい
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んですけれども、お願いしておきます。

資料48ページの障がい福祉課の 障○永山委員 「

がい者アスリート育成強化事業」に関連してで

すけれども、障害者総合支援法で、ヘルパーを

利用したりとかがあると思うんですが、ヘルパ

ーにお願いする理由は、基本的に在宅で、移動

に関する支援を対象としていて、例えば、スポ

ーツ競技や習い事をするときにヘルパーの介助

が必要な場合は、対象外であって、自費で対応

しなければならないと思うんですけれども、そ

のとおりなのか。それから、育成を強化するの

であれば、ヘルパーの費用について、補助金な

どで活用ができないのかをお聞かせください。

こちらの事業について○佐藤障がい福祉課長

、 、は 障がい者アスリート育成強化を通じまして

令和９年度の全国障害者スポーツ大会をはじめ

とする各種スポーツ大会に向けた障がい者のス

ポーツのさらなる競技力向上、普及を図る目的

で、例えば、アスリート発掘とか、障がい者ス

ポーツ個人競技 全国障害者スポーツ大会の─

種目であります７種目に特化した強化練習会、

中央競技団体に指定されております強化育成選

手の活動の支援でございまして、ヘルパーの方

のそういった経費は、こちらの対象にはなって

おりませんが、先日の本会議で、岩切議員から

も同様の御質問がございまして、その回答とか

ぶってしまいますけれども、障がい者スポーツ

協会と連携しまして 選手とボランティアのマッ、

チングなども活用しながら、障がい者の方が安

心してスポーツに取り組んでいけるような活動

を進めてまいりたいと考えております。

了解しました。また、引き続き支○永山委員

援をお願いしたいと思います。

資料14ページの生活困窮者の○山口副委員長

、 、事業ですけれども 対象者が貧困世帯というか

生活困窮者等、生活保護受給者等になっている

と思うんですが、公営住宅に入居されている方

。も対象になる可能性があるのかなと思うんです

その辺りとの事業の連携みたいなものはあるん

ですか。明らかに条件があるので、対象者にな

るか分かると思うんですが、その方々を優先的

に案内をかけるとか、そういう考え方があった

りするのか教えてください。

当然、公営住宅に入居さ○長倉福祉保健課長

れる方は所得の段階などがそれぞれあろうかと

思うんですけれども、公営住宅に入居されてい

る方が全て生活困窮者とか生活保護受給者とし

て、この事業に該当するわけではなく、福祉事

務所がいろんな相談を受けたりとか、いろんな

支援を進める中で、就労になかなか結びつきそ

うにない人たちに対して、就労の準備について

、支援を行うような 家計改善もですけれども─

いろんな場面でそういう方たちを拾い上げて自

立に向けた支援につないでいくようなものでご

ざいます。

分かりました。ゼロから拾い○山口副委員長

上げるのではなくて、既に福祉の網にかかって

いる方をしっかりと救い上げていったほうが効

率的ではある気がするので、その辺をまた考え

ていただければと思います。

続いて、資料15ページの子どもの居場所関係

のところ、成果指標が令和８年が64か所以上と

なっていますけれども、事業期間は令和７年度

までですよね。そのあたり、どういう成果判断

をされるのか。特に、事業内容の②の新しい企

業の開拓とかがある部分です。既に、どのぐら

。いか把握されているのであれば教えてください

、○長倉福祉保健課長 成果指標につきましては
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子ども食堂の数を毎年４月にカウントをしてお

ります。この事業は、宮崎再生基金の活用期限

である令和７年度まで実施して、令和８年４月

の調査時点で64か所以上と設定をしたというこ

とでございます。

それと、企業の開拓として、今私ども把握し

ているのが大手のスーパー５社、フードバンク

３団体がいろんな協定を結んで活動をしている

ところはございます。それを、例えばコンビニ

エンスストアであるとか、場合によっては農業

協同組合とか、ほかのところも含めて新しい開

拓ができないかと、今回の事業を組んだという

ところでございます。

成果指標について、令和８年○山口副委員長

４月時点での数となると、事業自体が終わって

いるわけですよね。その後に適切に事業評価す

るとなると、次の事業まで１年間ぐらい空きま

す。この事業の成果を受けて、次のステップに

進むような判断をするのに、予算は１年以上空

くと思うんです。それはいかがなものかと思う

んです。だから、適切な期間でしっかりと成果

目標はつくられたほうがいいのではないだろう

かと思います。

また、先ほど５社とか団体と言われましたけ

れども、委託するにあたって数値目標として数

をしっかりとお願いして委託するのか、何社ぐ

らいは新規開拓してくださいとするのか、それ

とも単純に営業活動をしてくださいと委託する

であるのであれば、求めている成果につながら

ない可能性がありますよね。そのあたりはどう

考えているんですか。営業しましたけれども、

、全然誰も協力してくれませんでしたとなったら

その結果として継続できませんという話になり

ます。目的は継続なわけですから、これぐらい

の規模の会社とか、これぐらいの物量が確保で

きるといった状況をつくれるようにしないと継

、 、続できないので 一定の目標 物量があって─

それを達成するために委託するのが正しい形だ

。 、 。と思うんです そのあたりは どうなんですか

こういうシステムをつ○長倉福祉保健課長

くっている他県の事例を見ますと、例えば岐阜

県はサポーター企業として寄付する側を15社ほ

ど登録したという実績もございます。他県の事

例も踏まえながら、公募委託について、いろい

ろと検討をしていきたいと考えております。

続いて、資料17ページの「 い○山口副委員長 「

のち支える」自殺対策事業」ですが、恐らく新

しい計画の中で、目標値として令和７年の自殺

死亡率を18.4％と定められたと思うんですけれ

ども、18.4％はどういう数字なのか。今ワース

ト３位とか、そのくらいだったと思いますが、

これがもう少し下がるとか、何かしらの根拠と

いうか、目標値に定めた理由をもう一度教えて

もらえますか。

自殺死亡率については、○長倉福祉保健課長

昨年６月につくりましたアクションプランで令

和８年度に17.8％と目標を設定しました。こ

の17.8％は本県が一番低かったときの数値でご

ざいます。この事業は令和７年度までで、宮崎

再生基金を使いますので、逓減率を置こうとす

ると、令和７年度が18.4％という数字になりま

す。ちなみに、今全国ワースト３位ですけれど

も、18.4％だと下から17番目 大体３分の１─

ぐらいになります。

分かりました。○山口副委員長

続いて、指導監査・援護課にお伺いします。

資料20ページの（事項）職員費、職員の人件費

で職員数が19名となっているんですが、業務内
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容、指導監査がかなり専門的というか、監査を

しなくてはいけないと思うんですけれども、そ

れに対する研修費とか、そもそもの監査能力を

上げる観点からの費用が、この予算上だと見受

けられないように感じるんですが、そういうの

は、別途どこかに存在しているんですか。それ

、 。とも ここに何か入っているということですか

監査に要する経費○新村指導監査・援護課長

は（事項）社会福祉事業指導費の施設監査事務

費の中に、職員の研修の旅費などが入っており

ます。

分かりました。○山口副委員長

続いて、資料46ページの障がい福祉課の（事

項）障がい者自立推進費の中に、地域生活支援

事業がございます。こちらの事業は、法律上か

かった費用の２分の１を国で、４分の１を県で

補助することができると思うんですが、今回の

予算額は 県は４分の１まで補助ができると─

なっていますけれども、どれくらいカバーして

いるものなんでしょうか。

委員がおっしゃるとお○佐藤障がい福祉課長

り、地域生活支援事業につきましては、国が２

分の１以内、県が４分の１以内、残りが市町村

となっております。今回、県の予算につきまし

ては、国の分の半分を予算計上しており ２─

分の１以内となっておりますけれども、その２

分の１以内のさらに２分の１を県で予算措置し

ております。

去年も同じだったと思うんで○山口副委員長

すけれども、法律上、別に国の半分じゃないと

いけない理由はなくて、それぞれの判断に基づ

いて４分の１以内で、どれだけの割合にするの

かが基本的なものだと思うんです。国の半分に

した理由としては、これまでの慣例に基づいて

というか、長年続いているので今回も同様にし

。たという理解をしておけばよろしいでしょうか

以前から国の２分の１○佐藤障がい福祉課長

で予算措置をしておりまして、今回もそのよう

な形で予算措置をさせていただいたということ

であります。

最後に、資料11ページの病院○山口副委員長

費について、教えていただきたいです。

県の独自加算分がありますと午前中の質疑で

あったと思うんですが、今回の63億円のうち、

どれぐらいに当たるのかということと、午前中

の答弁の中だと病院局が積算したものを財政課

と協議して、一定の金額を確定した後、福祉保

健部で予算要求をしていますということだった

と思います。県の独自加算分は、結局誰が認め

ることになるのか。総務省か何かの基準にのっ

とっていくものは分かる。県の独自加算は県の

独自なので、最終的に、どこが加算しましょう

と判断されるのか確認しておきたいんです。

財政課になっているのかと思うんですが、少

し変な気もするので、教えていただけますか。

独自加算については、病○長倉福祉保健課長

院局が、いろいろな積算をする中で、一般会計

から繰り出してほしいと、総務部に繰り出し基

準以外の部分で要求をして、いろいろやり取り

をしながら固めて、内部で決定がなされます。

そして、私どもに引き継がれて、私どもで予算

化をしているところでございます。

それと、県の独自加算分としては33億7,700万

円でございます。

県の独自加算については、先○山口副委員長

ほどから話があったとおり、例えば地域の医療

のリソースをどうやって分けていくかとか、医

療圏をどうするかとか、医師確保とかに関わっ
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てくる問題だと思いますので、病院局云々と財

政云々ではなくて、福祉保健部が必要分をしっ

かりと考えてつける 場合によっては多過ぎ─

るのかもしれませんけれども、そういうバラン

スをとっていくのが役割ではないだろうかと感

じるんです。確認ですけれども、独自加算分の

金額についても、現時点では財政課とのやり取

りの中で、ある程度の合意がなされて、それを

追認するような流れで進んでいるということで

すか。

そういう形になっており○長倉福祉保健課長

ます。

分かりました。○山口副委員長

資料10ページの（事項）扶助費の○下沖委員

生活保護扶助費の中で、どこの市町村も医療費

が生活保護の中で多分伸びていると思うんです

けれども、医療費にかかっている金額、割合を

教えてください。

調べた上で、回答させて○長倉福祉保健課長

いただきたいと思います。しばらくお待ちくだ

さい。

では、資料37ページの（事項）生○下沖委員

きがい対策費の老人クラブの事業に関連して、

老人クラブの減少が大分続いていると思うんで

すけれども、３年前とか５年前とかからどのぐ

らい会員は減少しているのか。毎年減り続けて

いると思うんですけれども、県内の状況を教え

てください。

老人クラブの数でござい○島田長寿介護課長

ますが、クラブ数は令和５年３月の末で901クラ

ブとなっております。令和３年が960クラブ、平

成31年３月末が1,030クラブと減ってきていると

考えております。

原因はどのようなものを感じられ○下沖委員

ていますか。

老人クラブの会員数減少○島田長寿介護課長

の要因ですが、さまざまなことが考えられると

は思いますけれども、一般的に60歳を超えてい

る方が入会の対象となってまいります。時代の

変化といいますか、ライフスタイルの変化とい

いますか、60歳を超えても元気にいろいろな分

野で活躍されていらっしゃる方がたくさんい

らっしゃることもございまして、ボランティア

でしたり、趣味のサークルでしたり、自分の活

動で居場所をつくっておられる方がたくさんい

らっしゃるのではないかと考えております。そ

ういったことも影響して、少し減ってきている

状況になっているのではないかと考えておりま

す。

老人クラブの中で 青年部をつくっ○下沖委員 、

ているところもあって びっくりしたんです 60、 。

代の方たちは青年部というのもあったので、時

代の流れで、老人クラブの体制とか、中身が結

構変わってきているのかなと思いますので、時

代に合わせた老人クラブのあり方なども、いろ

いろと提言していただけたらと思います。

続きまして、資料46ページの（事項）精神保

健費の７「ひきこもり対策推進事業 、９「ひき」

」 、こもり支援・相談体制強化事業 ですけれども

事業内容を教えてください。

まず 「ひきこもり対策○佐藤障がい福祉課長 、

推進事業」ですけれども、県精神保健福祉セン

ターに、ひきこもり地域支援センターを設けま

、 、 、して 例えば ひきこもりの相談の窓口として

専門のコーディネーター４名を採用いたしまし

て、本人や家族からの相談に応じたりとか、あ

るいは多職種の専門チームを設置しまして、き

め細かな支援につなげています。
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あと 「ひきこもり支援・相談体制強化事業」、

は身近な市町村で、ひきこもり支援の体制を確

立するということで、例えば、ひきこもり支援

サポート事業としまして、ひきこもりサポータ

ーの要請をしたり、あるいは市町村や関係機関

に対する研修会を開催するもので、どちらかと

言えば、前半のほうは県の取組、後半のほうは

。市町村の体制づくりと役割分担をしております

あと この予算の中で リーフレッ○下沖委員 、 、

トの印刷費用とか、どのぐらいの金額を計上し

ているのですか。

パンフレットとか、リ○佐藤障がい福祉課長

ーフレットですけれども、約1,500部印刷してお

りまして、経費といたしましては６万6,000円で

す。こちらは 「ひきこもり対策推進事業」の予、

算に入っております。

今回病院局が県立病院の収支○山口副委員長

等を出されています。福祉保健課は毎年一定額

の負担金を入れる立場になっていると思うんで

すが、あちらの収支計画等について、どれくら

い把握しているのか、皆さんとどういう関係性

になっているのかを確認させてください。

私どもとしての立場でご○川北福祉保健部長

ざいます。まず、県立病院は地域医療を守らね

ばならないという立場から地域の中核施設でご

ざいます。さらに不採算事業とか、そういった

ものを行っております。そういう立場から、我

々は県立病院と向き合っているということでご

ざいます。

あと、先ほどありました繰出金については、

地域医療を守る立場として、福祉保健部として

出していますので、福祉保健部で、きちんと

チェックして適正かどうかを判断した上で対応

していると御理解いただければと思います。

経営内容につきましては、あくまで地域医療

という立場から私ども関わっておりますけれど

も、実際に、数字の詳細まで触れる機会はござ

いませんでした。

暫時休憩いたします。○重松委員長

午後１時40分休憩

午後１時40分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

扶助費に対する医療扶助○長倉福祉保健課長

が、どれぐらい伸びているのかなど、今調べて

おりますので、後ほどお答えさせていただきた

いと思います。

ほかにないようでしたら、審査○重松委員長

を終わりたいと思います。

それでは以上をもって、福祉保健課、指導監

査・援護課、長寿介護課、障がい福祉課の審査

を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時42分休憩

午後１時48分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは、医療政策課、薬務対策課、健康増

進課、感染症対策課の審査を行います。

議案に対する説明を求めます。

常任委員会資料21ページ○徳地医療政策課長

を御覧ください。

医療政策課の令和６年度当初予算は、左から

２列目の欄にありますように、45億141万5,000

円でございます。

22ページを御覧ください。

上から３番目の（事項）看護師等確保対策
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費4,385万8,000円であります。

主な事業として、説明欄２の看護師等修学資

金貸与事業2,092万8,000円ですが、免許取得後

に県内の200床未満の病院・診療所等に就業する

者に修学資金を貸与するもので、５年間従事す

れば返還免除となるものです。

次に ３の看護人材獲得支援事業1,448万7,000、

円につきましては、後ほど説明いたします。

上から５番目の（事項）へき地医療対策費１

億8,323万2,000円であります。

主な事業として、１の自治医科大学運営費負

担金等１億3,470万7,000円ですが、全国知事会

自治医科大運営小委員会で各都道府県の負担額

等が決定され、その負担額や旅費等でございま

す。

次の 事項 救急医療対策費９億2,054万4,000（ ）

円であります。

主な事業は、２の第三次救急医療体制整備３

億623万9,000円ですが、重症・重篤な救急患者

を受け入れる救命救急センターの運営費の負担

で、７のドクターヘリ運航支援事業２億9,267

万5,000円は、運航主体であります宮崎大学医学

部に対する運航に係る経費の支援等でございま

す。

次の 事項 地域医療推進費５億6,702万2,000（ ）

円であります。

23ページを御覧ください。

主な事業として、３の医師修学資金貸与事業

２億4,846万円ですが、地域医療を担う医師の育

成及び確保を図るため、将来医師として県内の

医療機関に従事しようとする地域枠等の医学生

に修学資金を貸与するものです。

次に、４の医療提供体制整備事業１億1,455

万1,000円ですが、全額国の財源で県内３医療機

関に対する地球温暖化対策に資する施設整備等

に要する経費を補助するものであります。

次の５の中山間地域の持続可能な医療体制構

築推進事業１億246万3,000円ですが、国庫補助

等を活用し中山間地域の公立病院等が実施しま

す設備整備や運営費、巡回診療等の支援、また

宮崎大学や県立延岡病院等と中山間地域の医療

機関を結ぶ遠隔診療支援システム等の経費を支

援するものであります。

次に、一番下の（事項）地域医療介護総合確

保基金事業費13億5,303万7,000円であります。

主な事業は （１）の地域医療介護総合確保計、

画推進事業５億7,907万5,000円ですが、２つの

事業で構成されておりまして、一つ目は将来の

医療需要に対応した病床の機能分化・連携を図

るため、医療機関が病床の機能転換や用途変更

をする際に必要な施設・設備費用の支援として

約３億4,000万円、もう一つの事業としまして、

全額国の財源になりますが、医療機関が病床機

能の再編等を行った場合に、その削減された病

床数に応じて、使途が特定されない給付金が交

付される事業となっております。

次に（３）の看護師等確保対策事業２億4,771

万円でありますが、県内看護師等養成所14校の

運営費の補助を行うものであります。

（４）の宮崎県ナースセンター事業2,644

万4,000円と （18）の医師の働き方改革推進事、

業9,606万9,000円、24ページにあります（19）

の看護師の特定行為研修支援事業3,495万2,000

円につきましては、後ほど説明いたします。

次の（事項）公立大学法人宮崎県立看護大学

費11億8,249万1,000円でありますが、１の教職

員の人件費や研究費、一般経費等であります運

営費交付金が８億3,004万円、６の大学施設整備
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事業２億9,286万円につきましては、大学の空調

換気設備や照明等の改修に必要な経費の補助を

行うものであります。

それでは、主な改善事業について御説明いた

します。

資料の25ページを御覧ください。

改善事業「看護人材獲得支援事業」でござい

ます。

、 、事業費は1,448万7,000円でありまして 全額

地域医療介護総合確保基金を活用いたします。

事業の目的ですが、医療機関の看護部長など

看護管理者等に対する相談体制の強化を図り、

院内の教育体制の整備や、看護師のスキルアッ

プ派遣研修等の経費を支援することで、看護人

材の確保と定着を図るものでございます。

事業の概要ですが （１）の①看護管理者等支、

援事業は、看護部長等の要職にありましたベテ

ラン看護師２名を支援員として県看護協会に配

置し、医療機関の相談対応や研修会の開催、病

院を直接訪問するなど、看護管理者に対する助

言を行うものでございます。

②の看護人材受入体制強化支援事業につきま

、 、しては アの院内教育体制整備支援事業として

、医療機関が自ら教育研修体制の充実を図るため

外部講師の招聘や先進地視察等を行う際の経費

を助成するものであります。

イの認定看護師等研修派遣支援事業につきま

しては、看護師の資質向上対策として、認定看

護師や認定看護管理者等の教育課程の受講に対

する経費等、その費用の一部を支援するもので

ございます。

続きまして （２）の事業の仕組みですが、①、

は県から看護協会に委託、②は県から対象とな

る医療機関に補助することにしております。

（３）の成果指標としましては、新卒看護職

員等の離職率を令和８年までに８％以下に引き

下げることを目標としております。

次に、26ページの改善事業「宮崎県ナースセ

ンター事業」について御説明いたします。

事業費は、2,644万4,000円であり、財源は、

地域医療介護総合確保基金、医師看護師確保基

金を活用いたします。

事業の目的ですが、未就業の看護師の求人・

求職のマッチングや復職支援を行うとともに、

中高生に看護体験等の機会を早いうちから提供

することで看護の魅力を発信し、県内看護師の

確保を図ることとしております。

事業の概要ですが （１）の①～④は従来から、

継続的に取り組んでおりますが、今回⑤と⑥の

事業に取り組むこととしております。

⑤の看護職員需要調査は、県内医療機関等の

年代別看護職員数や採用状況、離職等の実態や

就業定着の取組等につきまして個別に調査、把

握することで、今後の看護師確保対策につなげ

ていきたいと考えております。

、⑥の県内医療機関就職説明会につきましては

看護学生の実習先として県内の医療機関を知る

機会が少ないという声等もございましたので、

各病院の看護師の教育体制や福利厚生など、県

内医療機関の情報を提供することを目的としま

して、看護師養成所と連携して看護学生に対す

る説明会を開催するものであります。

（２）の事業の仕組みとしましては、①～⑤

は看護協会に委託、⑥は民間企業に委託を予定

しております。

（３）の成果指標ですが、看護師等養成所の

新卒者の県内就職率を令和８年までに65％以上

に引き上げることを掲げております。
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続きまして、27ページを御覧ください。

改善事業「医師の働き方改革推進事業」につ

いてでございます。事業費は9,606万9,000円で

あり、財源は、地域医療介護総合確保基金を活

用します。

事業の目的ですが、来年度から始まる医師の

働き方改革に取り組む医療機関を引き続き支援

するとともに、女性医師等の仕事と家庭の両立

など、医師の勤務環境改善を図ることを目的と

しております。

事業の概要ですが、①につきましては、月の

時間外労働が80時間を超過する医師を雇用して

いる医療機関を対象としまして、救急医療など

地域医療に特別な役割があります医療機関が、

例えば勤怠管理システムや電子カルテ、休憩室

などの整備を行うなど、労働時間短縮に向けた

体制整備を行う際の費用を支援するものでござ

います。

②と③につきましては、子育て中の女性医師

等が仕事と家庭の両立や復職の支援を行うため

に、相談窓口を設置するとともに、女性医師が

短時間勤務を行う際の代替医師の人件費の支援

や、子供の送迎、一時的な預かり保育サービス

などを利用できる体制の整備の支援を行うこと

としております。

（２）事業の仕組みですが、①が県から医療

機関への補助、②は県から医師会への委託、③

は県から医師会への補助を予定しております。

（３）の成果指標としては、令和８年度まで

に医師偏在指標を全国下位の３分の１を脱する

ことを掲げております。

最後、28ページを御覧ください。

改善事業「看護師の特定行為研修支援事業」

についてであります。事業費は3,495万2,000円

で、財源は国庫補助金と地域医療介護総合確保

基金を活用します。

事業の目的は、看護師の特定行為研修制度の

医療機関に対する周知と、県内で特定行為研修

施設の設置促進を図りますとともに、研修派遣

費用の支援を充実し、県内での研修受講しやす

い体制の整備を行うこととしております。

事業の概要としましては （１）の①の特定行、

為研修制度の周知、あと②と③の指定研修施設

を設置する際の準備費用の支援でありまして、

引き続き従来から取り組んでいるものでござい

ます。

④の特定行為研修派遣支援事業につきまして

は、現在23名の特定行為研修終了者をさらに増

加させるために、特定行為研修に看護師を派遣

する医療機関への支援としまして、従来の補助

率３分の１の上限50万円から補助率２分の１、

上限60万円に引き上げを行いたいと考えており

ます。

事業の仕組みとしましては、①につきまして

、 、は県が実施 ②と④は県から医療機関への補助

③の施設整備を行う際は、国の制度を活用しま

すことから、国から医療機関への補助となって

おります。

（３）の成果指標としましては、特定行為研

、 、修修了者を令和８年に70名に増やすこと また

特定行為研修指定研修機関を、現在の３施設か

ら５施設に増やすことを掲げております。

常任委員会資料29ページ○吉田薬務対策課長

を御覧ください。

薬務対策課の令和６年度当初予算は、左側の

欄にありますように１億415万4,000円でござい

ます。

30ページを御覧ください。
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主なものについて御説明いたします。

上から２番目の（事項）新型コロナウイルス

緊急対策費、１の新型コロナウイルスワクチン

接種に係る啓発相談事業230万円ですが、副反応

に関するコールセンターの運営に要する経費で

あります。

次の（事項）地域医療介護総合確保基金事業

費563万8,000円であります。１の新規事業、薬

剤師確保対策事業163万8,000円については、後

ほど御説明いたします。

次の１の（２ 、薬剤師による在宅医療提供体）

制整備事業400万円ですが、これは、在宅医療に

取り組む薬局・薬剤師の育成のため、在宅医療

が行える薬剤師の育成研修や、在宅医療関係者

との連携体制の整備等に係る経費等の補助を行

うものであります。

次の（事項）薬事費1,443万1,000円でありま

す。これは、医薬品等の製造から流通段階にお

ける監視指導や適正使用の推進に要する経費で

あります。

次の（事項）血液対策費211万円であります。

これは、安全な血液を安定的に確保するため、

「みやざき愛の献血運動」による400ミリリット

ル献血及び成分献血の推進や、献血意識の高揚

。を図るための広報活動に要する経費であります

次の（事項）毒劇物及び麻薬等指導取締費672

万8,000円であります。これは、薬物乱用防止に

関する県民への正しい知識の普及を図るための

啓発活動等に要する経費のほか、毒物劇物によ

る事故の未然防止や被害の拡大防止のため、毒

物劇物営業者への立入検査、指導、中毒治療医

薬品の備蓄更新に要する経費であります。

次に、新規事業について御説明いたします。

31ページを御覧ください。

新規事業「薬剤師確保対策事業」でございま

す。まず、事業費としましては、ページ右上に

ありますとおり163万8,000円であり、財源は医

療介護総合確保基金と一般財源です。

次に、事業の目的ですが、この事業は新たに

宮崎県内の病院に勤務する薬剤師に対し、奨学

金返済を助成することにより、不足する県内の

病院薬剤師の確保を図るとともに、近年、採用

予定数を充足していない県職員薬剤師の人材確

保を図ることを目的としております。

次に、事業の概要についてであります。

（１）の事業内容に書いてありますとおり、

①の病院薬剤師奨学金返済助成事業につきまし

ては、募集定員を令和６年度、令和７年度の２

か年で各10名ずつ、上限額は１人当たり最大６

年間で360万円の奨学金返済の支援を、県から対

象薬剤師に対し行うものであります。

令和６年度は、令和７年度就職予定の学生等

に対しての広報費用等を計上しております。

②の県職員薬剤師ＰＲ促進事業につきまして

は、大学等が開催する就職説明会への参加や、

職員が母校訪問を行い、県職員の魅力をＰＲす

ることにより、県職員薬剤師の認知度を高め確

保につなげるものであります。

（３）の成果指標ですが、県内の医療機関に

従事する薬剤師数と県職員薬剤師の採用者数の

増加としております。

最後に、事業の期間といたしましては、令和

６年度から令和８年度の３か年事業としており

ます。

委員会資料56ページを御○児玉健康増進課長

覧ください。

健康増進課の令和６年度当初予算額は、左側

から２列目の欄にありますように、36億9,213
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万5,000円でございます。

主なものについて御説明いたします。57ペー

ジを御覧ください。

上から２つ目の（事項）母子保健対策費６

億8,034万9,000円であります。

説明欄７の改善事業「健やか妊娠サポート事

業」1,528万9,000円については、後ほど御説明

いたします。

主なものといたしましては、説明欄13の出産

・子育て応援事業１億6,035万1,000円、こちら

は妊産婦や子育て家庭を対象とした伴走型相談

支援の充実と、その実効性をより高めるための

経済的支援を一体となって実施する市町村に対

して、事業費の補助を行う経費であります。

次に、下から２つ目の（事項）小児慢性特定

疾病対策費２億6,220万6,000円であります。こ

れは、説明欄１にありますとおり、治療が長期

にわたり医療費が高額になる悪性新生物など、

小児慢性特定疾病に係る医療費等の負担軽減を

図るための経費であります。

58ページを御覧ください。

一番上の 事項 歯科保健対策費4,414万7,000（ ）

円であります。

これは、生涯を通じた歯科保健を推進するた

めの、歯と口の健康づくりに関する知識の普及

啓発等に要する経費であります。

次に、その下の（事項）がん対策総合推進費

１億7,756万1,000円であります。

説明欄３の新規事業「がん医療機能高度化推

進事業」3,927万8,000円については、後ほど御

説明します。

説明欄４のがん医療均てん化推進事業１億円

は、国指定のがん診療連携拠点病院等がない県

北と県南のがん医療圏において、がん医療の中

心的な役割を果たす医療機関に対し、必要とな

る医療機器や施設の整備を支援するための経費

であります。

次の 事項 健康増進対策費１億4,274万9,000（ ）

円であります。

説明欄１の健康づくり推進センター管理運営

委託料6,823万7,000円は、宮崎県健康づくり推

。進センターの管理運営に要する経費であります

（１ 、改善事業「健康づくり推進センター事）

業」367万1,000円については、後ほど御説明し

ます。

次に 一番下の 事項 難病等対策費18億1,039、 （ ）

万8,000円であります。

説明欄１の指定難病医療費17億2,431万1,000

円は、国が指定する特定の疾病に対する医療費

の助成に要する経費であります。

59ページを御覧ください。

一番上の（事項）原爆被爆者医療事業費１

億8,331万7,000円であります。

これは、原子爆弾による被害を受けた被爆者

に対して、各種手当の支給や健康診断を行い、

健康管理を促進するための経費であります。

次に（事項）肝炎総合対策費１億4,728万円で

あります。

これは、Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによる慢

性肝炎の治療等を行った患者に対する医療費の

助成など、肝炎対策の推進に要する経費であり

ます。

最後に （事項）健康長寿社会づくり推進、

費4,688万2,000円であります。

これは、県民がいつまでも健康で、生きがい

をもって暮らすことができる健康長寿社会づく

りの推進に要する経費であります。

主なものといたしまして、説明欄１の（１ 、）
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改善事業「糖尿病・慢性腎臓病・循環器病対策

強化事業 398万1,000千円 ２ 改善事業 生」 、（ ）、 「

活習慣病予防のための環境づくり推進事業」821

万6,000円及び（３ 、改善事業「生涯を通じた）

予防・健康づくり推進事業」565万3,000円につ

いては、後ほど御説明します。

続きまして、新規・改善事業について御説明

します。60ページを御覧ください。

改善事業「健やか妊娠サポート事業」であり

ます。

まず、事業費としましては、ページの右上に

ありますとおり1,528万9,000円であり、財源は

国庫補助及び一般財源であります。

事業の目的ですが、性や生殖に関する健康教

育や相談体制を整備することで、ライフステー

ジに応じた切れ目のない健康支援を実施するも

のであります。

次に、事業の概要であります。

（１ 、事業内容ですが、①の健康教育事業で）

は、アの思春期健康教育やイの家族計画及び避

妊指導調査研究事業に加え、ウの性や生殖に関

する健康の保持増進に関する調査研究や普及啓

発のうち、調査研究が改善部分となっておりま

す。

これは、医療機関に御協力いただき、生殖や

妊娠、出産に関する調査研究を行うものです。

、 、また ②の性と健康の相談センター事業では

アにあります「スマイル」と「ウイング 、２つ」

、 、の相談センターの運営 イの妊娠総合相談支援

ウの学習会の開催や普及啓発に取り組むことと

しております。

（２）の事業の仕組みとしましては、①は県

及び宮崎大学や県医師会などへの委託、②は県

及び県から民間企業への委託による実施とし、

（３）の成果指標につきましては、県内の中高

生に占める健やか妊娠推進のための健康教育を

受講した生徒数の伸び率を15.5％とすることを

目標としております。

事業期間は、令和６年度から令和８年度まで

の３年間でございます。

続きまして、61ページを御覧ください。

新規事業「がん医療機能高度化推進事業」で

あります。

まず、事業費としましては、ページの右上に

、 。ありますとおり 3,927万8,000円でございます

財源につきましては、全額一般財源としており

ますが、当該事業の実施に当たっては、地域医

療介護総合確保基金を活用いたしたく、今年度

末に基金活用の要望を国に提出することとして

おり、基金活用が国に認められた場合は、全額

基金に振り替える予定でございます。

次に、事業の目的でありますが、本県のがん

医療提供体制の充実を図るため、地域がん診療

連携拠点病院として、本県がん治療の中核的な

役割を担う県立宮崎病院における診療機能を強

化し、県域全体でのがん医療機能の高度化を推

進するものであります。

次に、事業の概要であります。

（１）の事業内容ですが、これまで標準的な

がん治療を提供してきた県立宮崎病院に、高度

ながん医療を提供するための設備整備による集

学的がん治療体制の強化を図り、本県のがん患

者に対して、良質で高度な医療を提供する県立

宮崎病院がんセンター設置の取組を支援するも

のでございます。

具体的には、その下に記載しておりますが、

①、高度な放射線治療の実施が可能となるＩＭ

ＲＴの導入、②、遺伝子検査や解析等により、
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患者への最適な治療が可能となるがんゲノム医

療の実施、③、手術の際に患者の体への負担を

軽減する手術支援ロボットであるダヴィンチの

機能強化に必要となる経費の一部を支援いたし

ます。

（２ 、事業の仕組みとしては、県立宮崎病院）

への２分の１以内の補助としております。

（ ） 、 、３ の成果指標につきましては ＩＭＲＴ

高度な放射線治療の実施人数を令和８年に年

間80人、がんゲノム医療件数を年間30件として

おります。事業期間は、令和６年度から令和７

年度までの２年間でございます。

次ページ、62ページには事業のスケジュール

をお示ししておりますので、後ほど御覧くださ

い。

続きまして、63ページを御覧ください。

改善事業「健康づくり推進センター事業」で

あります。

まず、事業費としましては、ページの右上に

ありますとおり、367万1,000円であり、財源は

国庫補助及び一般財源であります。

事業の目的でございますが、専門的かつ技術

的中核施設である健康づくり推進センターが関

係機関と連携し、健康づくりの基盤整備に資す

ることで、本県の健康づくり関連施策の円滑な

推進を図るものであります。

次に、事業の概要であります。

（１）の事業内容にありますとおり、①の健

康づくりに携わる人材育成や、②の情報発信研

究会、③のがん検診受診率の向上及び制度管理

を行い、今回④の働く女性の健康づくりに着目

した効果検証研究が、改善に係る部分となって

おります。

これは、本県の運動習慣のある方の割合が悪

化傾向で、特に家事や育児で時間が取れない等

の理由で、20～64歳の女性で低くなっておりま

すことから、職場に対して運動スペースの設置

や啓発などの支援を行い、併せて乳がんや子宮

がんといった女性特有のがんの受診率向上への

支援を行い、その効果を検証し、他の事業所等

への展開を図るものであります。

（２）の事業の仕組みとしましては、県健康

づくり協会への委託としております。

（３）の成果指標につきましては、生活習慣

病の中でも特に死亡者の多いがんについて、男

性で最もがん検診受診率の低い大腸がんを56.3

％に、女性に特有ながんのうち、がん検診受診

率が下がっている乳がんを55.4％とすることを

目標としております。

事業期間は、令和６年度から令和８年度まで

の３年間でございます。

続きまして、64ページを御覧ください。

改善事業「糖尿病・慢性腎臓病・循環器病対

策強化事業」であります。

まずは、事業費としましては、ページの右上

にありますとおり398万1,000円で、財源は国庫

補助、地域医療介護確保基金及び一般財源であ

ります。

事業の目的でございますが、糖尿病、慢性腎

臓病、循環器病対策を関係機関・団体と連携し

て取り組み、県民の健康寿命の延伸、医療費抑

制、死亡率の減少を図るものであります。

次に、事業の概要であります。

（１）の事業内容については、①、②は各種

会議等の開催に係る経費、③では調査分析に係

る経費、④では普及啓発に係る経費でございま

して、⑤の心不全療養指導士・心臓リハビリテ

ーション指導士資格取得のための受験費用等の
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助成が、改善に係る部分となっております。

これは、高齢化の進展により、心不全等の発

症、重症化予防のための療養指導などを行う医

療専門職の資格取得に係る受験費用等の一部を

助成するものでございます。

（２ 、事業の仕組みとしましては、①、②、）

④は県、③は健康づくり協会への委託、⑤はこ

れらの資格を取得した被雇用者に必要経費の支

援を行う医療機関に対し、県が２分の１以内の

補助をする仕組みとしております。

（３）の成果指標でございますが、年間新規

透析導入患者数を461人から430人に、心疾患の

年齢調整死亡率、脳血管疾患の年齢調整死亡率

を全国平均以下とすることを目標としておりま

す。

事業期間は、令和６年度から令和８年度まで

の３年間でございます。

続きまして、65ページを御覧ください。

改善事業「生活習慣病予防のための環境づく

り推進事業」であります。

まず、事業費としましては、ページの右上に

ありますとおり、821万6,000円で、財源は国庫

補助、一般財源及び人生100年づくり・地域創生

ソフト事業費交付金であります。

事業の目的ですが、生活習慣病予防の中でも

特に食生活の改善、運動習慣の定着をより促進

するため、ナッジ理論を活用し、健康に関心の

薄い層も無理なく健康的な行動が取れるような

環境、いわゆる自然に健康になれる環境づくり

の視点で事業を推進するものです。

次に、事業の概要であります。

（ ） 、 、 、１ の事業内容 ①は 運動推進支援事業

②は、みんなの「ベジ活 ・ 健康な食事」応援」「

、 、 「 」 、 、事業 ③は みんなの 適塩 応援事業 ④は

ロコモ予防運動推進事業、⑤は、健康づくりの

情報発信事業です。

この中で、②と③が改善に係る部分になって

おります。

具体的には、②については、健康な食事、食

環境認証支援として、国のスマートミールの認

証を受ける外食・中食店舗の増加に取り組み、

③については、弁当・惣菜業者等で減塩しても

おいしく食べられる商品開発などの「こっそり

」 、 。適塩 を支援し 適塩の取組を進めるものです

（２）の事業の仕組みとしましては、④は県

医師会への委託、それ以外は民間企業への委託

としております。

（３）の成果指標でございますが、ベジ活応

援店の店舗数を190店舗、週に１日以上運動を

行っている人の割合を55％としております。

事業期間は、令和６年度から８年度までの３

年間でございます。

続きまして、66ページを御覧ください。

改善事業「生涯を通じた予防・健康づくり推

進事業」であります。

まず、事業費としましては、ページ右上にあ

りますとおり、565万3,000円であり、財源は国

庫補助、一般財源及び人生100年づくり・地域創

生ソフト事業費交付金であります。

事業の目的でございますが、若い世代、働く

世代、高齢者の各ライフステージに特有な健康

課題に応じた施策を行うことで、切れ目のない

健康づくりの推進を図るものであります。

次に、事業の概要であります （１）の①若い。

世代、②が働く世代、③が高齢者、そして④が

、全ライフステージの健康づくりでございますが

。このうち③が改善に係る部分となっております

これは、本県においてＢＭＩ20以下の低栄養
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傾向と言われる高齢者の割合が増加している現

状を踏まえ、低栄養と関連の深いフレイルや要

介護状態に進行することを防ぐため、その改善

に取り組むものであります。

（２ 、事業の仕組みとしましては、①は管理）

栄養士、栄養士養成施設への委託、②～④は民

間企業への委託としております。

（３）の成果指標でございますが、経済産業

省が認定する健康経営優良法人認定数が100法

人、40歳から74歳のメタボリックシンドローム

該当者の割合を、男性は18.4％、女性は7.7％、

低栄養傾向の高齢者の割合を15.8％としており

ます。

事業期間は、令和６年度から令和８年度まで

の３年間でございます。

常任委員会資料の67ペ○坂本感染症対策課長

ージを御覧ください。

感染症対策課の令和６年度当初予算額は、左

側から２列目の欄にありますように、４億2,930

万2,000円であります。

主なものについて御説明いたします。

68ページを御覧ください。

上から２つ目の（事項）感染症等予防対策費

２億6,720万1,000円であります。

これは、感染症発生の未然防止やまん延防止

を図るための対策の推進に要する経費でありま

す。

そのうち、説明欄５ （１）の改善事業「結核、

早期発見特別対策事業」294万2,000円は、後ほ

ど御説明します。

次の（事項）新興感染症対策費6,420万6,000

円であります。これは、新興感染症に係る平時

。からの備えなどの対策に要する経費であります

そのうち、説明欄１の新規事業「新興感染症

対応人材育成事業」354万7,000円及び説明欄２

の新規事業「新興感染症体制整備事業」6,065

、 。万9,000円につきましては 後ほど御説明します

続きまして、69ページを御覧ください。

改善事業「結核早期発見特別対策事業」であ

ります。

事業費は、資料の右上にありますとおり、294

万2,000円であり、財源は国庫及び一般財源であ

ります。

まず、事業の目的ですが、県内で報告が続い

、 、ている結核について 県民への普及啓発のほか

医療機関等の人材育成や連携強化を図ることに

より、結核の蔓延を防止することを目的として

おります。

次に、事業の概要についてであります。

（１ 、事業の内容としましては、県内の結核）

患者の多くが65歳以上の高齢者であることや、

東南アジアなどからの技能実習生等の若者の報

告も続いていることから、②の人材育成の対象

、施設に外国人受入れ事業所や学校を加えるほか

③の結核完治の支援ツールでありますＤＯＴＳ

（直接服薬監視短期療養）の体制強化として、

薬局ＤＯＴＳの拡充や服薬支援ノートの多言語

化に取り組むものであります。

（２）の仕組みとしましては、県が直接実施

するほか、③の事業の一部について民間業者に

委託する予定であります。

（３）の成果指標につきましては、結核対策

の課題である受診の遅れ及び診断の遅れの割合

を令和８年度までに、それぞれ８％及び15％へ

下げることを目指してまいります。

最後に、事業の期間としましては、令和６年

度から令和８年度までの３か年であります。

続きまして、70ページを御覧ください。
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新規事業「新興感染症対応人材育成事業」で

あります。

事業費は、資料の右上にありますとおり354

万7,000円であり、財源は国庫及び一般財源であ

ります。

まず、事業の目的ですが、新たな感染症危機

に備え、新型コロナ対応を踏まえた感染対策に

係る研修を実施することにより、感染症に対応

できる人材の育成を図ることを目的としており

ます。

次に、事業の概要についてであります。

（１ 、事業の内容としましては、①の保健所）

職員の人材育成として、新興感染症発生時の危

機管理体制に係る座学研修や実践的な訓練に取

り組むほか、②の保健所業務の逼迫を防ぐため

配置するＩＨＥＡＴ要員に対する保健所業務に

係る研修や、③の医療機関や高齢者施設等にお

いて感染者が確認された際の初動対応など、各

施設において人材を育成し、対応力強化を図っ

てまいります。

（２）の仕組みとしましては、県が直接実施

するほか、③の事業の一部については、保健所

。設置市である宮崎市に補助する予定であります

（３）の成果指標としましては、新たな感染

症危機に備えた人材育成に係るこれらの目標値

の達成に向け取り組んでまいります。

最後に、事業の期間としましては、令和６年

度から令和８年度までの３年間であります。

続きまして、71ページを御覧ください。

新規事業「新興感染症体制整備事業」であり

ます。

事業費は 資料の右上にありますとおり 6,065、 、

万9,000円であり、財源は国庫及び一般財源であ

ります。

まず、事業の目的ですが、新たな感染症危機

に備え、予防計画及び新型インフルエンザ行動

計画に基づき、新興感染症に対応する医療機関

の確保や抗インフル薬の備蓄・管理のほか、衛

生環境研究所における検査体制の確保を目的と

しております。

次に、事業の概要についてであります。

（１ 、事業の内容としましては、①の新興感）

染症に対応可能な医療機関の確保のため、感染

対策に必要な設備への補助を行うほか、②の新

型インフルエンザ行動計画に基づく抗インフル

薬の備蓄・管理に取り組んでまいります。

さらに、③の病原体のゲノム解析などを定期

的に行うことにより、高度な検査技術の習得・

維持に努めてまいります。

（２）の仕組みとしましては、①は県から医

療機関へ補助するほか、②、③は県が直接実施

いたします。なお、④のシステムの管理費につ

いては、システムを所管します社会保険診療報

酬支払基金等へ負担金として支出する予定であ

ります。

（３）の成果指標としましては、新たな感染

症危機に備え医療提供体制を確保する必要があ

りますことから、これらの目標値の達成に向け

取り組んでまいります。

最後に、事業の期間としましては、令和６年

度から令和８年度までの３か年であります。

、当初予算の説明については以上でありますが

４月以降の新型コロナ対応について、今般通常

の医療提供体制の完全移行が決定されました。

県としましては、制度変更に伴う混乱が生じ

ないよう、３月中に医療機関への情報提供を行

うとともに、県民に対して県内新聞５紙を使っ

た新聞公告を行うことにより、周知広報に努め
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てまいります。

また、４月以降もウイルスがなくなるわけで

はなく、引き続き感染リスクに応じた適切な感

染防止対策が重要であります。

このため、県としましても他の感染症と同様

に、感染症週報により週に１回感染状況を公表

してまいります。

さらに、当面の間は県独自の感染状況区分に

より、色分けした圏域図等も感染症週報の中で

公表し、引き続き県民への注意喚起を行ってま

いります。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

議案等について質疑はございませんか。

資料22ページですけれども、一番○下沖委員

下あたりの救急医療対策費の８「外国人患者受

入れ環境整備推進事業」の内容を教えてくださ

い。

外国人受入れにつきまし○徳地医療政策課長

て、関係者協議会を設置しておりまして、年に

２回ほどセミナーを実施しております。医療機

関を対象に、外国人が医療機関に行ったときの

支払いの問題とか、受入れ体制の先進事例の紹

介とか その辺のセミナーを医療機関向けにやっ、

ております。

分かりました。○下沖委員

続いて、資料26ページで 「宮崎県ナースセン、

ター事業」ですけれども、女性看護師だけが対

象ですか。それとも男性看護師も対象なのか。

。○徳地医療政策課長 男性も対象でございます

今、ナースという言葉を使わない○下沖委員

。 、 、んです 昔 男女の区別をつける呼び方として

「ナース」が使われていたので、今、医療機関

を含めて、学校でも「ナース」を使わないんで

す。ですので、何で女性だけを指すようなナー

スセンターとついているのか。男性が入れるの

か聞いたところなんですけれども、対象になる

のんですね。

このポスターの写真を見ても男性がいないで

しょう。全国を含めて、名称自体も「ナース」

は、多分使っていないと思うんですけれども、

どうですか。

ナースセンターという名○徳地医療政策課長

称は、そもそも国、多分法律だったと思うんで

すけれども、看護師の求人求職のマッチングに

ついて、都道府県が設置することになっていま

して、その名称がまだナースセンターとなって

いたと思うんです。

おっしゃるように、今はこういう時代になり

まして、男性、女性関係なくという視点は当然

ございますので、名称については、再度確認を

させていただきたいと思います。

国の法改正では 「ナース」という○下沖委員 、

使い方自体を、男女の区別をやめろとあったと

思うんです。

「ナース」という言葉の○徳地医療政策課長

概念に、男性も女性も含まれているという認識

でございます。

ネットで見ていたら、その区別で○下沖委員

使われていると出ていたので……。

資料64ページ「糖尿病・慢性腎臓○山下委員

病・循環器病対策強化事業」で、成果指標の新

規の透析患者の数は分かるんですけれども、心

疾患や脳血管疾患の年齢調整死亡率の数字の出

し方の基本は何でしょうか。平均年齢で分かる

のか、その辺の理解ができないんです。

病○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

気で死亡される場合には、構成している人口の

年齢が非常に影響してきますので、年齢調整死
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亡率 含まれている集団の年齢区分が全て同─

一だと仮定して、死亡率を出して年齢で調整す

る。

例えば、100人いても50人が80歳以上の集団

と、80歳以上が10人しかいない集団では、死亡

率は当然全く変わってきます。高齢者が多いほ

ど死亡率が高くなります。年齢構成が等しいと

仮定して、年齢調整をかけた死亡率を出すのが

比較する上では大事になってくるので、年齢調

整死亡率が県では現状この値になっております

けれども、全国よりも低い値にしたいという目

標にしています。

私も心筋梗塞になって、おととい○山下委員

退院したばかりなんです。それで気になったん

です。糖尿病を契機として心疾患、脳疾患にな

るという説明を嫌というほど受けてきたんです

けれども、今から後期高齢者がどんどん増えて

いく中で、もうちょっと分かりやすい表示の仕

方は何かないのでしょうか。

この指標を言われても、どういう意味なのか

全く理解できないんですけれども、何か説明の

仕方はないのでしょうか。

年齢調整死亡率とか罹患○児玉健康増進課長

率は分かりづらいという話は、よく分かるとこ

ろです。

国がこういう形で公表しており、私どものい

ろんな計画の中にも入れております。どうして

も国の計画との比較になったりしますので、こ

の調整率とかを使わせていただくんですが、心

疾患で亡くなられた方は2,606人、脳疾患で亡く

なられた方は1,197人、合わせて24.1％ 本県─

で亡くなられる方のうち４人に１人は、循環性

の疾病で亡くなっていらっしゃいます。

県民の皆様に病気に対する正しい理解をして

いただく必要が当然ございます。どのようにし

てお伝えするのが分かりやすいのかにつきまし

ては 循環器のドクターなどが参加してくださっ、

ている協議会等もございまして、そちらでも課

題だということで先日も話があったところでご

ざいます。

疾病に対する心構えについて、できるだけ分

かりやすくお伝えできるように工夫を凝らした

いと考えているところでございます。

はい、分かったような、分からん○山下委員

ようなですが……。

「 」資料26ページの 宮崎県ナースセンター事業

は、改善事業で出されていますけれども、新た

な事業が加わっているんです。

４月から労働時間の総量規制がいよいよスタ

ートしてくるということで、ただでさえ人手が

いない中で、24時間看護体制は必要なわけです

から、深刻な問題になってきたと思うんです。

看護学校の入学状況は今どうなのかが分かれ

ば教えてください。

それと、地元への定着は今どれぐらいできて

いるのか。

令和５年３月の数字で申○徳地医療政策課長

しますと、看護師養成所の15校の統計で卒業者

が537名でございます。そのうち、県内に就職し

た割合が約６割となっております。

この看護師養成所の15校の過去３年の卒業生

の推移を見ていますと、卒業生が600名から590

名、530名というように若年人口の減少とともに

。少しずつ減少傾向ではあるところでございます

募集定員は600名ぐらいという説明○山下委員

でしたか。530名というのは、卒業生でしょう。

全体的な募集人員は何人ですか。

15校で入学者の定員枠と○徳地医療政策課長
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して750名ほどでございます。

750名。そして、実際の卒業者はど○山下委員

のぐらいでしたか。

卒業者が600名ぐらいで○徳地医療政策課長

す。

600名ぐらい。15校全て募集定員に○山下委員

対して、入学者は各年次とも満杯ということで

すか。

定員が700名あって 約600○徳地医療政策課長 、

名卒業なので、定員に満たしていない。

満たしてない。そこですよ、何割○山下委員

ですか。

76％ぐらいの充足率に○徳地医療政策課長

なっています。

分かりました。各高校等からも高○山下委員

等看護学校を受けるでしょうから 専門的な─

学校に行くように勧められているだろうと思う

んです。

以前、この問題をいろいろ検討したときに、

都会に何で行くんだということだったんです。

給与が高いとか、福利厚生がしっかりしている

とか、卒業生が都会に行って在学生を引っ張り

込むとか、地元への定着が悪かった。それで、

奨学金 都会が先にスタートしたんですけれ─

ども ３年なら３年分の奨学金を出すから こっ、 、

ちに早く就職をしてくれとか、そういう条件が

ついていましたよね。

地元の病院関係とか医療機関も、そういう制

度を設けてきましたよね。３年間は奨学金を病

院側が出すとか、そこへの定着はどうなんです

か。

各病院も奨学金を貸して○徳地医療政策課長

何年か働いたら免除という制度をやっています

けれども、個別の医療機関の正式な統計は把握

、 、していないんですが いろいろ話を聞く中では

修了前に辞める看護師もいらっしゃる 要は─

奨学金を貸しているんですけれども、最近は返

還免除にまでならずに退職される看護師も多い

と聞いております。

。 、○山下委員 長年の懸案事項ですよね だから

看護師が地元に定着していくためには、根本的

な問題点をしっかり把握しないと、いまだに６

割しかとどまっていないのは、大きな問題だろ

うと思うんです。人材供給の県でしかないとい

うことなんです。

、 。できたら７～８割 地元にとどまってくれる

これも事業の一つでしょうけれども、離職を途

中で防ぐような対策を講じていく具体的な、実

効性のある取組をやっておられるんですか。

そこは、まさに我々の課○徳地医療政策課長

題と思っています。一つの傾向としまして、看

。護師につきましては医療圏の偏在がございます

求人しても、なかなか来ないという声も聞いて

いますので、まずは約130の医療機関、有床診療

所になると約260ぐらいあるんですけれども、医

療機関を個別に１回ちゃんと調査をしようと

思っています。⑤の事業は、採用しているけれ

ども、どのくらい応募が来て、どのくらいで辞

、 、めていくのか きちんと数字で追いかけるため

提案させてもらっているところでございます。

看護養成所の先生方とも話をしていまして、

、先生方も実習施設の医療機関は分かるんですが

実習施設以外の医療機関のことは、あまり知ら

ないという声も聞きましたので、就職説明会と

して、看護学生に約130の医療機関を紹介する機

会をつくっていこうと考えております。

もう一つ、ナースセンターで相談を受けてい

る担当者と話をしますと、働き方改革の問題も
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あって、短時間で働きたいとか、いろんな要望

も多くなってきています。

一方、それをコントロールするのが各病院の

看護部の中の看護管理者 要は看護部長あた─

りがシフト組んだりしていかなければいけない

んですが、医療機関の話を聞きますと、人手不

足の関係で、看護部長がマネジメントできてい

ないところもありますので、先ほど御説明した

「看護人材獲得支援事業」において、元看護部

長だったお二人を看護協会に配置して、来年の

予定ですと約40医療機関ぐらい訪問し、実態を

ちゃんと把握しながら看護管理者のフォローも

させていただきたいと考えております。

、 、実際に いい取組をしているところがあれば

例えば医療圏ごとに事例を紹介し、取組を横展

開する。看護師確保のポイントとなる看護管理

部を支援して、広げていくことで辞めない体制

づくりとか、モチベーションアップの研修体制

の取組とか、その辺の施策を展開できないか考

えているところでございます。

ぜひお願いしたいと思うんです。○山下委員

以前、県立看護大学でも地元への定着が４割台

だったんです。一生懸命いろんな提言をして、

今６割ぐらいになっている。

だから、その対策をしっかりと講じていって

もらわないと せっかく知事が人口減少にも─

歯止めをかけるんだと言っていますし 女性─

の県外流出が一番多いのがこの分野だろうと思

うんです。だから、魅力ある県内の働き方改革

を医療関係もひっくるめて 具体的に取組をやっ、

ていかないと歯止めはかからないんです。ぜひ

具体的な取組をよろしくお願いしておきたいと

思います。

資料28ページの「看護師の特定行○坂口委員

為研修支援事業 は 令和８年度の成果指標の70」 、

名は中間だろうと思うんだけれども、最終的に

何名ぐらいを予定しているんですか 。。

この事業で、資料に書い○徳地医療政策課長

ている70名は、この３年間の目標にしておりま

すが、最終的には３桁、まず100名は超していき

たいと考えております。

いろいろシミュレーションしたときに、この

数字も、現在３校の特定行為指定研修施設の研

修 宮崎善仁会病院や国立宮崎東病院の定員─

でも10名なんです あと県外に研修を受けに行っ。

たりする看護師もいて、年間コンスタントに、

これから大体10名、さらに来年度、県内で話を

進めているところもありますので、年間14～15

名ずつぐらいは増やしていきたいと考えていま

す。

水面下では、最終的な目標としては早急に100

名以上と考えているところでございます。

今の時点では、新規の施設名は公○坂口委員

表できないかもしれませんけれども、潤和会記

念病院と国立宮崎東病院と宮崎大学附属病院で

も養成していますよね。人数も少なかったです

けれども、既存の施設は、それらの３施設なん

ですか。

、 、○徳地医療政策課長 現在 善仁会病院が２名

国立宮崎東病院が３名、宮崎大学附属病院が５

名で、全部で10名の定員となっております。

そうしたら、この３年間で70名と○坂口委員

いうのも、なかなか大変だろうけれども、医療

計画、特に今後の在宅医療、山間部の医療を考

えたときに、時間的にも、かなり窮屈な中で、

特定看護師は一定程度確保する必要がある。確

保できた前提で 具体的に在宅医療をどのブロッ、

クでは、どこのクリニックや病院が受け持つの
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か検討する必要がある。

病院レベルになると思いますが、総合的に医

療計画を進めていかないと、県立病院の50億円

。 、の問題もつながってきます スリム化していく

役割分担していくとでもなれば 経営の合理─

化を求めれば求めるほど、人的な取組をしてお

かないと、公立病院の在宅医療が先々なかなか

大変ではないかという気がするんだけれども、

今後のおおよその全体的な計画のスケジュール

みたいなものは持っておられるのか。

御指摘のとおり、特定行○徳地医療政策課長

為自体、国も将来の在宅医療のために始まって

おります。ただ、宮崎県が一番遅れてスタート

して、今ここまで来ているんですが、大学にも

視察に行っていただいたと思いますけれども、

今、手術後のパッケージとか大きい科目、区分

の特定行為が県内で行われております。

県内で在宅医療の部分の研修科目をできるよ

うにしなければいけないと、今いろんな医療機

関に当たっております。

御承知のとおり、オープンになっている善仁

会病院とか国立宮崎東病院も、比較的病床数も

、 、多いところでして 今働きかけているところは

、 、地域の中小の病院で 興味を持っていただいて

研修生を出して、自分のところでも取り組もう

としているところです。その辺がモデルケース

になって、ほかの医療機関に広がればと、いろ

んな方面でやっているところでございます。

結局、必須科目プラス専門となる○坂口委員

と、カリキュラムが50個ぐらい出てくると思う

んです。それを集中的に勉強しないといけない

となると、施設側としては、エース級の看護師

をそこに出さざるを得ない。そのエース級のピ

ンチヒッターが要りますが、どこも持っていな

いです。

、 、だから 近い将来３桁を達成しようとすれば

そういった者を派遣できるような公的なものを

しっかりつくることが必要で、県内で受入れの

ための研修施設を短期間で造ることができる場

合もありますが、万が一できなかった場合を考

えると、従来どおり福岡県か鹿児島県で研修を

受けるということになると思うんです。

出す側としては、飲み食い、泊まる経費もか

かり、その人が戻ってきて、次に稼いでくれる

見通しがあれば、やれるでしょうけれども、そ

の資格を取ったら、どうなるか分からない人の

、 、 、ために そこまでやれるかとなると 福岡なり

よそに行くときは、資金的にも何らかの制度を

、 。つくって 公的に整理してあげないといけない

そして、その人に勝るとも劣らないぐらいの

技術、あるいは知識、経験を持った看護師をう

ちから派遣できますという仕組みがないと、相

、当苦労するんじゃないかと思うんですけれども

そのあたりはどうですか。

今いろいろ御意見いただ○徳地医療政策課長

いたような声を、我々も医療機関から聞いてい

ます。実際出したいけれども、出す対象になる

のは中堅どころ 35～40歳ぐらいの看護師長─

以上になってきて、子育て中であるとか、そう

いったこともございます。

もう一つ、我々として課題と思っていますの

は、宮崎県では医療機関側の特定行為への理解

が、まだ少し遅れていると感じています。今年

度も医師会にいろいろ働きかけをして、医師会

内のいろんな研修場所で、御紹介させてもらっ

ています。

あと検討会にも、医師会の先生に来ていただ

いて、よその県の好事例の紹介をさせてもらっ
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たりしています。医療機関側の理解がないと、

院長先生が取り入れようという方向にならない

ので、今回事業を提案し、補助率等で、支援額

は少し上げてさせてもらっているんですけれど

も、医療機関側の理解を得る努力が必要と思っ

ています。

そう思います。そして、県立病院○坂口委員

の経営の合理化とか改善に結びつくんですけれ

ども 例えばＤＰＣの報酬が大きい影響力を持っ、

てきている。その中で、看護体制は７対１がぎ

りぎりですね。６対１のところは、１人が欠け

てもなんとかなるけれども、次は13対１の看護

の報酬点数しかもらえないとなると、代替の看

護師を持たないと、なかなかやりたくてもやれ

ないという経営上の限界も出てくると思います

から、今後の研究課題として、県として何らか

の取組ができないものかと思います。

あくまでも県としての取組は、医師側、ある

いは病院側を支援してあげるというのではなく

、 、て 今後の県の医療計画を確実にできるように

県として、支援しないとできないところを導き

出して、何らかの支援制度、育成制度をつくっ

ていただき、特定行為のできる看護師の３桁の

人数を達成していただきたい。また達成しない

といけないと思うんですけれども、お金もかか

るし、制度上の限界もあるかもしれないですけ

れども、ぜひ何とか知恵を出して検討してもら

えればと思います。

ありがとうございます。○徳地医療政策課長

今年度研修を受けた23名を集めて、直接いろん

な話を聞きました。23名の中では、その病院で

資格を取ったけれども、その現場に配属されて

ない看護師もいらっしゃって、その人たちの声

も横に広げようと取組をしていますので、いた

だいた意見を踏まえて、県として３桁達成でき

るような政策をいろんな関係者と議論して考え

ていきたいと思います。

ぜひよろしくお願いします。カリ○坂口委員

キュラムは、本当にハードルが高いです。これ

をクリアして帰ってきて、水を得た魚になり切

れないとなるとどうかと思うし、水をちゃんと

与えてあげるという出口対策も必要です。医師

の理解が必要だと思います。

資料61ページ、健康増進課の「がん医療機能

高度化推進事業」のがんゲノム医療と高度な医

療対策です。病院局経営管理課もこれと同じ事

業に7,800万円余りの予算を予定していますよ

ね。それと同じものだったら、合わせると１

億2,000万円くらいの予算ですが、事業費は、ど

ういう役割分担で、計上されているんですか。

私どもが一般財源で3,927○児玉健康増進課長

万8,000円をお願いしておりますが、初年度であ

る来年度は病院局からも同額で、それぞれ２分

。の１ずつ議会にお願いしている事業になります

こちらについては、国に地域医療介護総合確

保基金の活用をお願いしたいと思っておりまし

て、病院局と私どもが一緒に、国への申請の準

備をしているところでございます。

これで、今後取り組んでいくため○坂口委員

のハード部分を含めた条件が整うことになるん

ですね。問題は、僕は人材だと思うんです。

僕もおととしあたり入院した経験があるんで

すけれども、並ぶ窓口には、かなり並んでいま

す。１年ぐらい予約が取れないところもあるん

。 、 。です いろんな事例を見ると かなり差がある

その差は何かというと、患者に選ばれるよう

な施術が施される病院になることが一番です。

どうすれば病床の利用率のアップ、あるいは
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診療報酬の増に結びつくのか ここを仏さん─

とすれば、そこにどうやって魂を入れるんだと

いうことで、物すごく難しいのは分かっている

んです。でも、やらなきゃいけないですよね。

本当に高度、あるいは先進医療で、命をしっ

かり守ってあげられるかというところが何か大

きく抜けてるような気がするんです。いろんな

難しさがあると思うんですけれども、医師、看

護師、あるいは様々な技師の確保、そして我々

のチームがあなた方の命を守る あそこなら守っ、

てもらえるという体制の構築を同時にしないと

いけないと思うんです。

その辺の課題と今後の整理は、内部としてで

もいいんですけれども、そこはどうなっていま

すか。限界が何かあるのか、公的というか、公

共としてやる場合に、なかなか難しいだろうけ

れども、どうでしょうか。

医療人材の確保は、なか○川北福祉保健部長

なかいろいろ難しい部分がございます。まさに

福祉保健部、病院局等を挙げて取り組んでいる

状況でございます。そういう中で、いろいろな

事業をやっておりますけれども、なかなか実績

が伴わない部分については、私どもも反省し、

そして改善策をいろいろ考えていかなければな

らないと考えております。

私どもの地域医療を推進する立場として、病

院局とも連携してまいります。医師会、様々な

団体がございます。看護関係、様々な医療従事

者がおられます。どうやって宮崎に残っていた

だき、活躍していただけるかは、引き続き私ど

も中心に検討を重ねてまいりたいと考えており

ます。

僕らが感じるところは、雇用条件○坂口委員

に魅力がないんじゃないかということがあるん

です。

昨日の病院局の質疑の中でも、県立延岡病長

が自分の人脈から人に当たられたけれども、結

果的に連れて来られていないんです。そこには

何らかの問題点があると思うんです。

そして、院長先生にとっては自分の先輩、後

輩といった関係ですから、何かは分からないで

すが、どうも満たされないというところを全部

。 、何かやってみる 県の公務員として医師だから

給与の面で限界があるとすれば、本当に打ち止

、 、めにしなければならないのか 給与でなくても

ほかの条件でも、やってみる。

獣医師不足の解決のためには日本で一番高い

給料を出そうとしているわけです。日本で一番

補助を上げようとしているんです。日本一を目

指すではなくて、最下位から平均点を目指そう

とする発展途上ですから、その辺を見直せない

のか。

僕らがうがった感覚しか持っていないかもし

れないですけれども、医局とか学閥とか、よく

聞くんです。けれども、県民の命を救える技量

を持った医師がいれば 例えばダ・ヴィンチ─

でも、これでトップレベルになるんだという人

が来れば即座に育っていくわけです。だから、

もう少し発想を変えてほしい。知事も最初から

医師確保に先頭に立って、どこの医師に会った

とか、どこの大学に行ったとか、真面目にやら

せないと駄目だと思うんです。

明日、知事を呼びますけれども、何をやって

きたのか、何をやろうとしているのか、疑問を

持っているんです。

だから、内部でも、外部を招き入れてでも、

当事者を入れてでもいい、何が課題なのか、ど

うやって壁をぶち破るとか、天井を破るとか、
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そういうのをやらないと、いつまでも一緒で、

結局苦労されるのは皆さんだと思うんです。

だから、全て白紙に戻して、達成するために

何をすると、根っこを全部外して、一から整理

されないと、なかなか難しいと思うんです。

これは、すばらしいことだけれども、施設が

遊んでしまって、宮崎の患者が、よそに行こう

となって、この病院に予約を申し込んで半年先

でもいいから待とうというふうには、ひょっと

したら変わらないかもしれません。

だから、ぜひ魂を入れていただきたい。仏に

魂というのは、気合い入れろという意味ではな

いんです 「仏つくって魂入れず」という例えが。

あるから、それに例えたんですけれども、ぜひ

全てを満足させて、目的を達成できるように整

備してほしいと思うんです。

これは難しいでしょうが 物すごく疑問を持っ、

ています。

資料64ページの「糖尿病・慢性腎○永山委員

臓病・循環器病対策強化事業」の関係ですけれ

、 、 、ども この中身とか 並んでいる病気を見ると

生活習慣病に関わる病気だと思います。糖尿病

には１型と２型があると思うんですが、１型糖

尿病の現在の県内の患者数がどれぐらいか、ま

た１型糖尿病患者に対する支援は、何かされて

いるのかをお聞かせ願えればと思います。

人数については少しお時○児玉健康増進課長

間をください。

あと支援につきましては、１型糖尿病の方た

ちのうち、子供のグループがありまして、サマ

ーキャンプをされたりするものですから、それ

に対する支援、助成をしております。

コロナの関係等がありまして、昨年度までは

利用がありませんでした。今年度はこちらから

御連絡したんですけれども、うまくつながらな

くて活用いただけなかったのですが、そのよう

な支援をしております。

、 、また ３月に勉強会の御予定がありますので

私どもも出席させていただいて、部長も挨拶を

させていただく予定としております。

１型は子供が多いと思うんですけ○永山委員

れども、大きくなってから発症する方、自己免

疫の関係で発症される方もいらっしゃいますの

で、その辺に対する支援だとか、また、いろい

ろ話に出ているのが、糖尿病という名称のイメ

ージがあまりよくないということで、ダイアベ

ティスに呼び方を変えましょうみたいな話がさ

れていると思うんですけれども、そういった啓

発的なところにも何らかの支援をいただければ

と思いますので、要望としてお願いしておきま

す。

資料65ページの「生活習慣病予防○日高委員

のための環境づくり推進事業」の目的にある、

ナッジ理論 調べると肘でこづくとなってい─

るんです 「ナッジ理論を活用し 「自然に健康。 、

になれる環境づくり 」として、県下に何かナッ」

ジ理論をさせるわけでしょう。どんなものか分

かりやすく説明してください。

ナッジ理論というのが、○児玉健康増進課長

国でも最近よく言われているんですけれども、

生活習慣に気をつけましょうと申し上げても、

意識のある方たちしか、なかなか取り組まれな

いものですから、健康意識を持とうと思った方

でなくても、環境を整えることによって、気が

ついたら健康な活動をしていたというような側

面を持った取組が大事であるということです。

例えば階段とエレベーターが見える場所あたり

に、県庁にもあるんですが 「階段を選ぶなんて、
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さすがです」という表示を置きまして、エレベ

ーターよりも階段を選ばれる方が多くなるとい

うような取組をナッジを活用した取組としてお

ります。

なるほど。例えば、出張に行った○日高委員

ときに空港にある動く歩道ではなくて、こっち

側を歩こうというような意識づけですね。分か

りやすい説明をありがとうございます。

あと 「ベジ活 「健康な食事」に関連して、、 」、

本会議でも「食べきり3010運動」が出ましたよ

。 、ね カロリー計算をしていない店の物について

食べきりは、その人の健康状態によって、一概

に全員には言えないと答弁したと思うんですけ

れども、福祉保健部健康増進課としては、食べ

きり30・10運動をどう考えますか。

食べきり30・10運動は、○児玉健康増進課長

環境森林部で提唱していまして、夜の食事会と

かでたしか開始後30分と終了後10分は食事の時

間を取るようにと進めていたと思います。

健康増進課としましては、委員もおっしゃい

ましたとおり、その方の体調がありますので、

必ずしも食べきることがマストとは考えており

ません。野菜摂取量がまだ足りておりませんの

で、野菜をできるだけ取っていただく。まずは

プラス100グラムということで、片手でミニトマ

ト５～６個ぐらいずつを毎日取っていただくよ

うにしていただきたいので、ベジ活を推進して

いきたいと思います。

また、塩分を少し減らすとか、生活習慣病に

つながる因子を取り除くような健康にいい運動

を進めていきたいと考えております。

ということは、健康増進課として○日高委員

は知事の答弁に沿うということですね。分かり

ました。

それと、環境森林部がやっているのは食べき

り 食品残渣をなくそうというところとの整─

、 、合性について 環境森林部長と福祉保健部長は

庁議で話をしたことはないんですか。

基本的に環境森林部の意○川北福祉保健部長

見も、よく分かります。ただ、例えば飲食店等

で食べきれる量を頼むとか、自分の体調に合わ

せて必要な物を頼んでいただく、必要以上に残

さないというように、個人個人の体調、健康に

合わせて選択していただくようなこともあると

思います。

それも含めて、県民の方にきちんとお知らせ

していくことが大事と考えております。

資料25ページの「看護人材獲得支○武田委員

援事業」と26ページの「宮崎県ナースセンター

事業」ですが 「宮崎県ナースセンター事業」の、

目的は、県内の看護師等を確保し、適切な医療

提供体制を図る 「看護人材獲得支援事業」の目。

的は、医療機関の魅力を高め、看護人材の確保

と定着を図るで、看護人材の確保は両方うたわ

れていて 「宮崎県ナースセンター事業」は、、

（１）の事業内容を見ると③の離職防止対策検

討の場の設置運営とか、⑤の動向や離職等の実

態調査とか、⑥の県内養成所等学生を対象とし

た県内医療機関の説明会とか、成果指標に合っ

た内容だと思うんです。

「看護人材獲得支援事業」の（１）の事業の

内容を見ると医療機関の魅力を高めるところは

合致しているんです。成果指標として、新規の

新卒看護職員等の離職率の改善になっているん

で、事業内容は確かに違う気がするんです。

両方が人材確保みたいなところで一緒になっ

ていて 「宮崎県ナースセンター事業」は人材獲、

得、確保に向けてしっかりした内容と成果指標
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と合っているような気がするんですが、２つの

事業の違いと 「看護人材獲得支援事業」の事業、

内容と成果指標が合っていないようなあたりを

説明いただくとありがたいです。

資料26ページの「宮崎県○徳地医療政策課長

ナースセンター事業」は御意見いただいたよう

な想定で、資料25ページの「看護人材獲得支援

事業」は、コロナ禍のときに、実習がなかなか

できないまま就職した世代が多くて、医療機関

の話ではすぐ辞める新人看護師が今非常に多い

と聞いていることから、成果指標を離職率にし

ております。

一方、働き方改革が始まるに至って、勤務管

理のシフトの問題とか、人材不足でマネジメン

トがなかなかできていない部分があるので、人

材獲得の面で、医療機関の看護管理者の支援を

していこうと考えております。

ひいては、新人看護師の定着率を伸ばしてい

くことが、看護師の流出を抑えて、医療機関で

ずっと働いていただけることが、最終的な目標

になるものとして掲げております。

実際、事業内容に、②のイの認定看護師の派

遣研修事業があるので、本来であれば、資質向

上の目標設定もいろいろ検討したんですけれど

も、実は認定看護師とかの資格の種類が、非常

に分野ごとの数が多くて、具体的にトータルで

幾つというのは、現状の人数と、トータルで幾

らに持っていくという部分が、その理屈に合っ

たシミュレーションを検討する中で、なかなか

できなかったものですから、成果指標には離職

率だけ挙げさせていただいたところでございま

す。

分かるんです。でも、別々の事業○武田委員

があって、成果指標が一緒になると、同じとこ

ろを向いているように見えるんです。だから、

事業内容を見れば違うのは分かるんですけれど

も、ナースセンター事業は、事業内容に例えば

離職率の改善であるとか、県内就職をうたって

いるので、成果指標として、そこが出てくる。

本来であれば、看護人材確保支援事業の内容

が、ナースセンター事業に近いのではないかと

いう感じがするんです。だから、別々の予算で

別々の事業で、最終的には全体として看護師を

しっかり留めておく。人材を確保するというこ

とであれば、最終的に一緒になるかもしれませ

、 、んけれども 事業名称と事業内容と成果指標が

もっと事業にしっかり沿ったものになったほう

が分かりやすいのではないかと思うんです。

御指摘の事業名称と成果○徳地医療政策課長

指標は、この予算を上げたときに、我々も財政

課と協議する中でも認識して、ほかの成果指標

もいろいろと検討はいたしました。

今回の改善事業は 具体的に言いますと資料25、

ページの②のイの認定看護師等研修派遣支援事

業に、実は特定行為の研修事業の支援も入って

いたんです 今回は特定行為研修の部分をボリュ。

ームアップして、増やさないといけないと、こ

の部分を改善して持っていったこともございま

して、現在こういう形になったところでござい

ます。

はい、分かりました。○武田委員

、○山口副委員長 同じく看護人材の成果指標で

、離職率の定義を一応確認しておきたいのですが

看護師を辞めた人、別の職に就いた人を含めて

の離職率と呼んでいるのか、それともただ病院

とかを替わったところの離職率を指しているの

か教えていただきたい。

あと、県内就職率は、今改定されている医療
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計画の中に、目標値として出てきているんです

が、離職率については、特段触れられていない

んです。ここで突然ぱんと出てきていて、医療

計画の中で定められている目標値と同列のよう

に出てきているように感じるんですけれども、

離職率が下がるとか離職率の数字は、何かの計

画に出ているんですか。

離職率の数字ですけれど○徳地医療政策課長

も、日本看護協会が全国各都道府県の医療機関

を抽出して、その病院を退職した者のアンケー

ト調査をして、県ごとに離職率として発表して

いる数字でございます。

抽出調査なので、成果指標とずれるんですけ

れども、我々としても県内医療機関の状況を確

、 、認 追っていかなければいけないということで

「宮崎県ナースセンター事業」の事業概要の

（１ 、⑤ので、各病院の離職率とか採用状況は）

直接調査していこうと思っています。

目標設定については、先ほど言いましたよう

に、新人看護師を含めて離職が多いものですか

ら 「看護人材獲得支援事業」で看護管理部に対、

しての支援とか 「宮崎県ナースセンター事業」、

、で手厚く取組を行うことによって離職率を抑え

これ以上悪化しないようにしなければいけない

と、この成果指標を挙げさせていただいている

ところでございます。

計画には、あえて入れていな○山口副委員長

いんですか。何で入っていないんですか。今回

。の改定でいろいろ検討されていると思うんです

医療計画の看護師確保計○徳地医療政策課長

画という看護師確保の項目があるんですけれど

も、そこには就職率しか上げていなくて、なぜ

離職率を上げていないのかと言いますと、今御

説明したとおり本当は両方セットでやっていか

ないといけないんですけれども、県内就職率を

例えば60％から65％にしていくとか、県内の就

職率を上げることが我々としては最重要だとい

う認識がありまして、離職率はこの事業で抑え

ていきますけれども、まずは県内就職率 離─

職したが働いたら就職率のデータは上がってい

きますので、就職率の目標を設定しているとこ

ろでございます。

「 」○山口副委員長 特に 看護人材獲得支援事業

の成果指標としての離職率は、かなり際どいと

感じていらっしゃると思うんですけれども、今

回調査をされるということなので、それで新た

な成果指標を定めるとか、ぜひしていただきた

いと思います。

もしかしたら、いろんな科を回りたいという

看護師の方も、いらっしゃるかもしれないわけ

です。そういう中で、総合病院ではないところ

に就職されて、別の科を経験したいからと早め

に辞められるような キャリアの流れの中で─

離職するのが当たり前という考え方も、あるか

もしれないので、必ずしも離職率が高いことが

悪だというところは、議論の余地があるのでは

ないかと思います。意見として、成果指標をも

う一度考えていただきたいと思います。

それから、資料60ページの「健やか妊娠サポ

ート事業」ですけれども、特に（１ 、②の「性）

と健康の相談センター事業」で若い方々への話

が出ていると思うんですが、成果指標に人工妊

娠中絶率とかへのアプローチ、数値目標が特段

入っていません。

宮崎県はワーストだと思いますし、特に若年

層は非常に高いと話題になっていると思うんで

す。実際、宮崎県としても、男女共同参画プラ

ンか何かだったと思いますけれども、令和８年
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ベースだったと思うんですが、そこでは人工妊

娠中絶率の目標を提示していて、ここの成果指

標には人工妊娠中絶は入っていないんです。そ

の辺へのアプローチとかどうなっているんです

。 。か 事業自体が違うという理解でいいんですか

、○児玉健康増進課長 人工妊娠中絶については

従来私どもでは母子保健の観点から、中絶に至

るまでの背景に様々な理由があられたり、葛藤

があられることなどに配慮しまして、数値目標

では挙げてきていないところでございます。

ただ、若い方への教育は大事でございますの

で、思春期健康教育や健康教育 中高生の方─

たちに対するペアカウンセリングとか、助産師

による健康教育などを実施しているところでご

ざいます。

また、②のア、スマイルとかウイングなどで

も、女性の方全般について妊娠や、女性の体に

ついて相談をお受けしておりますので、そのよ

うなところで人工妊娠中絶にできるだけ至らな

いように、若い人たちに性と、中絶に対する正

しい知識を身につけていただく取組をしており

ます。

立てつけは分かったんですけ○山口副委員長

れども、男女共同参画プランは宮崎県が出して

。 、いる計画なんです 県が出している計画なので

福祉保健部の目標がないのはおかしな話です。

この事業によって妊娠人工中絶率が下がる可能

性もあることは、お互い当然認識が一致してい

ると思うんですけれども、母子保護の観点から

目標値には入れないという部としての方針とい

うことですか。

県として下げたいという目標を出しているの

で、入れてもいいんじゃないか、入れないとい

けないんじゃないかという気はするんです。し

かも目標を全然達成していないんです。ワース

トなんです。他課ですけれども、一回整理をさ

れたほうがいいのかなと思いますので、一意見

として考えていただければと思います。

先ほど永山委員からお尋○児玉健康増進課長

ねのありました１型糖尿病の患者の数ですけれ

ども、令和５年11月27日現在、20歳以下は66名

の方を把握しております。

ただし、成人についてはデータは持っており

ません。国内で10～14万人程度の患者がいらっ

しゃると聞いておりますけれども、県内に何人

、 。ほどいらっしゃるかは 把握できておりません

下沖委員から質問があり○長倉福祉保健課長

ました生活保護費の扶助費に対する医療費の推

移でございます。令和２年度が16億円余でござ

いました。令和３年度が15億3,000万円、令和４

年度が14億6,500万円と、金額としては少しずつ

減ってきております。全体に占める割合はあま

、 、り変わりませんけれども 原因を見てみますと

ジェネリック医薬品を原則使うようにという通

知がなされて、周知徹底されてきているのでは

ないかと予想されます。

もう一点、山口副委員長から病院会計に対す

る繰出金について、県の独自加算分は33億円と

申し上げましたけれども、33億円の中には交付

税対象があって、いわゆる裏負担分も含まれて

おります。独自で加算している分は15億円でご

ざいます。

ほかにございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩します。○重松委員長

午後３時32分休憩

午後３時34分再開
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委員会を再開いたします。○重松委員長

残りの審査については、明日以降、日程をお

知らせいたします。

本日の審査はこれで終了したいと思います。

暫時休憩いたします。

午後３時34分散会
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午前10時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 山 口 俊 樹

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

委 員 日 高 博 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 下 沖 篤 史

委 員 永 山 敏 郎

欠席委員（なし）

委員外議員（６人）

内 田 理 佐議 員

外 山 衛議 員

福 田 新 一議 員

二 見 康 之議 員

松 本 哲 也議 員

脇 谷 のりこ議 員

説明のため出席した者

河 野 俊 嗣知 事

日 隈 俊 郎副 知 事

総務部

総 務 部 長 吉 村 達 也

財 政 課 長 高 妻 克 明

病院局

病 院 局 長 村 久 人

病 院 局 医 監 兼
嶋 本 富 博

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
大 野 正 幸

経 営 管 理 課 長

佐 藤 彰 宣県立宮崎病院事務局長

県立日南病院長 原 誠一郎

井 上 大 輔県立日南病院事務局長

県立延岡病院長 寺 尾 公 成

吉 田 秀 樹県立延岡病院事務局長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

福祉保健部次長
津 田 君 彦

（ 福 祉 担 当 ）

県 参 事 兼 福 祉 保 健 部 次 長
和 田 陽 市

（保健･医療担当）

こども政策局長 柏 田 学

福 祉 保 健 課 長 長 倉 正 朋

指導監査・援護課長 新 村 仁 志

医 療 政 策 課 長 徳 地 清 孝

薬 務 対 策 課 長 吉 田 祐 典

本 田 浩 樹国民健康保険課長

島 田 浩 二長 寿 介 護 課 長

医療・介護連携
北 薗 武 彦

推 進 室 長

佐 藤 雅 宏障がい福祉課長

部 参 事 兼
壹 岐 和 彦

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 児 玉 珠 美

感染症対策課長 坂 本 三智代

中 村 智 洋こども政策課長

小 川 智 巳こども家庭課長

事務局職員出席者

議事課主任主事 春 田 拓 志

上 園 祐 也議事課主任主事

皆様おはようございます。ただ○重松委員長

いまから厚生常任委員会を再開いたします。

本日の委員会に６名の傍聴の申出がありまし

令和６年３月８日(金)
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たので、これを認めることにいたしました。

。 、傍聴される方にお願いいたします 傍聴人は

受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき事

項にありますとおり、声を出したり拍手をした

りすることはできません。当委員会の審査を円

滑に進めるため、静かに傍聴してください。ま

た、傍聴に関する指示には速やかに従っていた

だくようにお願いいたします。

本日は、知事に出席いただき、ありがとうご

ざいます。また、病院局を担任する日隈副知事

にも出席いただきました。さらに、所管の総務

政策常任委員長と協議の上、総務部にも出席い

ただいております。また、福祉保健部にも出席

いただいております。

それでは、これより議案第20号「令和６年度

」 。宮崎県立病院事業会計予算 の審査を行います

今回の議案第20号に係る50億円の借入れにつ

いては、常任委員会において、県病院の経営状

況、今後の見通しなど、いろいろな角度から審

査してまいりました。しかしながら、地域の医

療を守るためではありますが、50億円という県

民の血税を借り入れるに当たって、本当に返済

することができるのか、一般会計には影響がな

いのか、返済できなかったときには誰が責任を

取るのかなど、事務方からの答弁では判断でき

ず、我々としては県民にもしっかりと説明でき

ない状況にあります。これにつきまして知事が

どのような判断をされたのか、そういったとこ

ろをお聞きした上で、採決の判断材料にしてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

それでは、質疑を行いますが、初めに、私か

ら知事へ３点お伺いいたします。

１点目に、今回の提案に至る知事の基本的な

考えについて、２点目に、病院局の収支計画に

ついて、短期間で大幅な変更があったが、知事

はいつそれをお知りになったのか、３点目に、

貸付けによる一般会計への影響、つまり、貸付

金の返済の確実性についてをお伺いします。知

事の答弁を求めます。

おはようございます。○河野知事

まず初めに、今回はこのような説明の機会を

いただきましたことを、重松委員長をはじめ、

。 、委員の皆様に心から感謝を申し上げます また

病院事業をめぐりまして、これまでも様々な御

審議をいただき、様々な御意見、御示唆をいた

だいておりますことにも心から感謝を申し上げ

ます。

今、重松委員長からいただいた３つの質問に

ついて、この後、着座にて説明をさせていただ

きます。

まず１点目、今回の議案提出に当たっての基

本的な考え方でございます。

３年以上に及ぶコロナとの戦いの中で、この

地域の医療を守っていくこと、県民の安全、安

心な生活のための医療の充実の必要性を痛感し

たところでございます。また、私も様々な県内

各地で意見交換をする場合に、必ず医療の問題

というものが県民の皆様から提出をされる意見

でございます。コロナの中でも県立病院は、重

症患者の受入れも含めて、最後のとりでとして

重要な役割を果たしてきた、そのような思いが

ございます。この３つの県立病院が、地域ある

いは全県の中核病院として政策医療、不採算医

療を担っているところでありまして、本県の医

療提供体制及び各圏域の地域医療を守る上で必

要不可欠の存在であると、まず、それが基本的

な考え方でございます。その上で、今、県立病
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院が置かれている状況、特にコロナの影響、そ

れから、不安定な国際情勢に伴う物価高、この

２つが大きく今回影響を受けた、それに対して

手を打とうというのが基本的な考え方でござい

ます。

コロナ後、患者数の回復に遅れがある 様─

々な要素があろうかと考えておりますが、回復

に遅れがあると、収益の減少がある。そして、

急速な物価高、人件費の上昇と、この辺の収支

の見通しが急速に悪化した状況がございます。

これを放置すれば、資金不足に陥る、債務調査

に陥りかねない、起債の上では許可制を受ける

ことになってしまうという強い危機感を抱いた

ところでございます。手持ちの現金が、この１

～２年で、そのような資金不足に陥るかもしれ

ないという状況の中で、早く今の段階で手を打

つことが、この病院事業、ひいては県全体の地

域医療を守ることにつながる、そういう思いで

決断をしたところでございます。

委員長から御指摘がありましたように、50億

円という大変大きな額の貸付けでございます。

これは繰出しとせずに、貸付けをすることによ

りまして その返済に向けてチェック機能をしっ、

かりと働かせていく、そういう思いもございま

した。また、相当な額になりますが、小出しに

するのではなく、ここで抜本的な改革案も含め

て、腰を据えて収支改善、それから経営の改善

に取り組んでいこうと、そういう思い、決断の

表れでございます。

２点目でございます。

11月に収支予想をお示ししておりますが、そ

の後、この数字も大幅な変化がございました。

、この11月定例会でお示しをしました収支計画が

コロナが５類に移行して間もない９月までの実

。 、績に基づき積算をしたものであります その後

当初予算編成も控えるということで、さらに精

度を上げて、決算も含めて、改めて整理をした

中で、先ほど申しました急速な物価高や人件費

の上昇等の影響が、大きく数字に表れてくると

ころが把握できました。

それで、私自身がいつ知ったのかですが、私

が直接説明を受けたのは12月の上旬のタイミン

グであります。これは大変重い数字だと受け止

めまして、より踏み込んだ抜本的な経営改革に

踏み込まなければならないということで、当初

予算の編成に向けて、さらにそれを精査をする

ように、その時点では指示をしたところでござ

います。その後さらに精査を行い、そして、当

初予算の編成の議論の中で 今回のような形で50、

億円の貸付けを提案させていただくことに至っ

たところでございます。

一般会計の影響についてが、３番目の御質問

であります。

この50億円という貸付金の金額は、一般会計

において、単年度の一般財源を支出する額とし

ては、極めて大きな額だというふうに受け止め

ております。我々緊張感を持って、覚悟を持っ

て、抜本的な改革に、この資金を持って取り組

むんだという決意の表れでありますが、これが

財政運営、そして、将来の財政運営に影響を及

ぼすことがあってはならないということでござ

います。

、 、私ども 令和６年度の当初予算案をベースに

将来の財政見通しを試算いたしました。今後10

年の財政見通しでは、予算編成に必要な財政関

係２基金の残額が、10年後においても確保でき

るという趣旨の見通しが立ちましたことから、

、今これでたちまち50億円の貸付けということで
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県財政へ将来大きな影響を及ぼすことにはなら

ないものと考えております。この返済も大きな

責任が及ぶところでございますが、病院局のみ

ならず 知事部局としても チェック機能をしっ、 、

かり果たしながら、経営の改善、そして、確実

な返済に結びつけてまいりたいと考えておりま

す。

それでは、これから委員の皆様○重松委員長

からの質疑となりますが、本日は病院局及び福

祉保健部の審査の続きもありますので、質疑は

明瞭簡潔にお願いいたします。

それでは、委員の皆様からの質疑はございま

せんでしょうか。

知事のそういった決意は、私から○日高委員

すると十分伝わった感じがするんです。厚生常

、 、任委員会は病院局 福祉保健部しか来ないので

今回、総務部財政課にも来ていただきました。

まず聞きたいのは、コロナ病床確保のため、

コロナ期間中は国から交付金がかなり来たと思

うんです。それで、赤字に転落しないで黒字が

続いたのは間違いないと思います。コロナ病床

確保の交付金は、いつ消えるか、いつなくなる

か分からないから、財政課が、一般会計に繰出

金をやる上で、収支をしっかりと厳しく見る姿

勢を持ちながら、一方で、これを除いた収支が

どうなっているのか、しっかり見ながら、コロ

ナ病床の確保の交付金がなくなったときも しっ、

かりとやっていけるように考えてやるべきだっ

たと思います。その辺、総務部財政課として、

そういった議論はなかったのか、総務部長にお

伺いしたいと思います。

、 、○吉村総務部長 まず 総務部におきましては

病院の経営状況につきまして、毎年度決算見込

み及び決算の報告を受けて、その中で病院会計

の経営状況を把握しております。併せまして、

毎年度繰出金として、一般会計から病院会計に

繰り出しも行っております。その査定の中で、

併せて病院の経営状況を把握してきたところで

す。現金預金残高につきましては、令和元年当

時から減少傾向にあったことは十分把握してお

。 、 、りました 当時 財政課長でもありましたので

把握していたところです。今後も、現金預金残

高が減っていく見込みだと十分承知していたと

ころです。

そういう中で、コロナ交付金がございました

が、それでも減っていくことは総務部として十

分把握しておりました。令和４年度決算におい

て50億円程度まで減っていることまでは、しっ

かり把握していたところです。ただし、令和５

年度末でほぼ一桁に近い額になると、ここまで

の急激な落ち込みまでは予測できなかったとこ

ろです。私ども総務部としては、物価高騰等の

影響がかなり大きかったものだと考えていると

ころです。

そういうことですか。これに伴っ○日高委員

て、電子カルテの整備事業が、繰出しができな

いので、借入れということですけれども、新し

く更新することは、事前に分かっていた部分も

当然あったと思うんです。ダブルで来ているか

、 。 、ら こういう形になったと思うんです その辺

財政当局は、病院局とお互いに話す中で、事前

に大変だという話はなかったんですか。

、 、○吉村総務部長 例えば 病院のカルテの更新

あと、県立宮崎病院を更新しましたので、それ

に対する企業債の償還が後年度負担が大きくな

るのは、当然把握していたことです。それらも

含めて、資金収支の見通し、現金預金残高は、

当分の間十分確保できるという当初の予想であ
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りました。それを物価高が大きく削ってしまっ

たものだと判断しているところです。

これは、ダブルパンチよりトリプ○日高委員

ルパンチ、それ以上のパンチが一遍に訪れたた

め、その予測が不可能だったという見解でよろ

しいですか。

物価高も、２～３年にわたっ○吉村総務部長

て続いておりますので、本来であれば、物価高

の影響等についても将来を見通して、しっかり

影響額を把握する必要はあったのだと考えてお

ります。そういう意味で、決算の中で、現状の

把握は行っていましたが、将来に向けた経営収

支の状況等については、見通しが甘かった点は

あろうかと考えております。

分かりました。○日高委員

あと、収支計画のシミュレーションですけれ

ども、病院局が50億円を借り入れをする上で、

一番気になっているのが、現金残高が枯渇する

という話だと思うんです これを見ると 一旦50。 、

億円借入れすると、現金預金がプラスになるん

。 。です マイナスの28億円から31億3,900万円です

これが４年後の令和９年度には１億3,000万円と

かかなり減るんです。この辺は、大丈夫かなと

思っています。一つ何かあれば、またショート

するんじゃないかという、ぎりぎりの数字なん

です。病院局からしっかり努力していくから、

厳しめにと説明があったけれども、この辺がす

ごく気になるところです。シミュレーションの

中で、この数字について、財政当局はどういう

見解を持っているのかを聞きたいと思っていま

す。

まず この経営シミュレーショ○吉村総務部長 、

ンですけれども、現金預金残高等については、

。病院局からも当初しっかり示されたところです

ただ、現金がショートするのは、財政健全化法

でいう資金不足に影響があるのではないかとい

うことで、資金不足の状況をしっかり示してく

ださいと、予算査定に当たってお願いをしたと

ころです。先ほど知事からもありましたけれど

も、そういう中で資金不足比率が著しく悪くな

りますと、いわゆる財政再生団体として、議会

の議決をもって計画をつくり、なおかつ起債が

許可制に移行してしまう。そうすると、国から

関与がかなり入りますので、地域の実情に応じ

た医療サービスの提供も、ある程度制限される

のではないかというおそれがあって、資金不足

に陥ることがないように、今回、50億円を当面

の下支えの必要額としてみなして融資すること

を決断したところです。

当面の下支えという話で、いずれ○日高委員

は、また陥ることも考えられるということだと

受け取ったんですけれども、それで何年か後に

また借入れしますという話にならない部分があ

るんです。その辺の３病院に対するチェック機

能は、当然、病院局長だと思うんです。前向き

に、病院局に対するチェック機能を今後どう果

たしていくかが必要だと思うんです。それにつ

いては、担当副知事がどういうふうに、しっか

り指示をしていくのかも大変重要だと思うんで

すけれども、その辺の考えはどうでしょう。

御指摘のとおり、予算編成権は○日隈副知事

知事にございますので、私どもで病院局に対す

る繰出金、今回は貸付金、さらに貸付金の予算

を計上させていただいて審議いただいておりま

すけれども、予算の関係については、我々が判

断し、議会に諮るシステムである以上、我々が

、 、責任を持って 病院事業会計の在り方について

しっかりチェックしていく必要があると思いま
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す。今回の問題につきまして、真摯に受け止め

まして、さらなるチェックの在り方について我

々なりに検討したところです。詳細は、後ほど

。知事から御説明させていただきたいと思います

もう一問、県立日南病院で経営改○日高委員

善計画に向けた取組をやっております。県立日

南病院の病床を50床程度削減する、串間市民病

院や日南市立中部病院と機能分化していく、2.7

億円の節減という話でした。

日南串間医療圏域の話は、福祉保健部の守備

範囲です。具体的にどう機能分化して、最終的

に日南病院が50床程度削減するという経緯がな

いと、いきなり50床削減しますと言ったら、大

丈夫かということになりますので、これに対す

る明確な説明が必要です。この辺については福

祉保健部長にお伺いしたいと思います。

まず、日南串間医療圏の○川北福祉保健部長

地域医療の考え方を述べさせていただきます。

この圏域につきましては、今後、高齢化の進

行に伴いまして、75歳以上の入院患者が占める

割合が高くなることが見込まれている状況でご

ざいます。こうした中で、現在、日南保健所を

中心としまして、地域医療構想調整会議という

形で、３つの公立病院間における救急医療の役

割分担について現在議論がなされている状況で

ございます。

具体的に申しますと、県立日南病院につきま

しては急性期医療、日南市立中部病院につきま

してはリハビリ等の回復期、串間市民病院は地

域性を踏まえまして、主に串間市民の受入れを

行う。また、対応が難しい患者は、県立日南病

院へ紹介するとか、そういった、３病院での機

能分化、連携強化について現在検討が進められ

ている状況でございます。

そうした中で、持続可能な医療を提供してい

くことは使命でございます。県立日南病院を中

心としまして、将来の医療需要、地域の抱える

課題を踏まえまして、病院間の連携、役割分担

を進めていくということでございます。これに

つきましては、福祉保健部も議論に積極的に関

わっている状況でございます。

こういう考え方に基づきまして、具体的な50

床につきましては、病院局で緻密に計算され、

積算された数字であると考えております。

今、気になったことで、県の医療○坂口委員

に対する大前提があると思うんです。県立日南

病院のベッドの数を減らすとか、その大本に、

現在の県立日南病院の収支で赤字が大きい状況

があって、この改善策だと間違いだと思うんで

す。

県内くまなく同じ医療サービスを提供してい

くという大前提でないといけない。だから、プ

。 、ール計算で判断しないといけない そこは今後

役割をしっかりわきまえて、県立日南病院にあ

るべき姿を残すべきです。

詰めていったら、県立日南病院は要らない、

あるいは 県北の県立延岡病院も要らないとなっ、

たとき、県の医療、行政の責任は果たせるのか

というと、そうではないです。だから、そこの

ところは心得て、この改革に取り組んでいただ

きたい。

先ほどの知事の説明の中で、今回繰り出しで

はなく貸付けにしたのは、チェック機能を高め

ていかんがためだということでした。これは違

うと思うんです。交付金の算定のルールの中で

法的な限界を超えた 制度的な限界を超えた─

から、後は貸すしかなかったということだと思

うんです。そして、50億円が必要になった、貸
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。付けという選択方法しかなかったのが現実です

そして、債務超過というか、残高不足に陥るか

もしれない。陥ることが見えたから、例外中の

。「 」 、例外的な措置を取る かもしれない だったら

。ぎりぎりまで頑張っていくべきだと思うんです

そうでないと、日高委員が言うように、何度も

甘い方法を繰り返すから、もう一度認識を見直

していただきたいと要望しておきます。

それから質問です。知事にしか伺えないこと

ばかりまとめてきましたから、そういう前提で

伺います。

まず、県立宮崎病院の整備です。建て替えの

計画があったときに、このことについて、病院

局を中心に、議会に対して、いろんな説明があ

りました。そのときの県の計画の説明を聞いた

中で、あまりにも投資額が多過ぎる。同じ機能

を確保する上で、基本的な設計でも、50億円ぐ

らい節約できる。僕は、県立宮崎病院で50床ぐ

、 、らいの減を想定して ベッド数も多過ぎるから

もっと減らせるはずだと、注文をつけました。

それで、当局もいろいろ努力をされて、その結

果、最終的な計画の見直しがあり、資金につい

ては 入札結果ですけれども、50億円ぐらい─

の節約を達成されていました 病床については20。

床減らされていました。私の考えを満足させる

ものではなかったけれども、これが限界なのか

なと思いながら、努力は伺えた。ただ、その当

時、宮崎市郡医師会病院が整備されて、まだ新

しかった。県立宮崎病院の半分以上 270床ぐ─

らいの病床数を確保した。工事費は130億円なん

です。38％ぐらいで完成した病院なんです。こ

れから見比べたときに、かなりの過大投資であ

ることは一目瞭然です。そのゴーサインを出さ

れた、決断された知事ですから、かなりな過大

投資をしたけれども、改修の義務もあるんだと

いうことで、そこで相当な決意を持たれたと思

うんです。それで今に至っているんです。結果

的に340億円という資金がかかって、知事は将来

の厳しい条件の中で経営していかざるを得ない

ぞということは、その時点でもお分かりになっ

ていての現在だと思うんです。そういうことを

踏まえて、本会議でも様々な一般質問あるいは

代表質問がありましたが、そのときに知事がよ

く発言されたのが、このことは重く受け止める

んだということ、それから、責任を持って私が

対応していくということでした。その発言の裏

には、さっき言ったような厳しさを認識されて

の発言だったと思うんです。

、 、そこで こういった思いの中で聞くんですが

まず、知事はいろんな場で、誰よりも自分は宮

崎を愛しているんだと、そして、県民の先頭に

立って、あるいは、行政の先頭に立ってリーダ

。ーシップを発揮していくんだとよく言われます

まさにこの問題は、リーダーシップを果たすこ

とが、すごく大きな比重を伴うものですけれど

も、この問題がここに至るにして、知事は本当

に自分がリーダーシップを発揮してきたと思っ

ておられるのかどうかを、お聞かせください。

今、様々な御指摘をいただきまし○河野知事

た。まず、基本的な考え方として、委員がおっ

しゃったように、県立病院の役割、そして、地

域医療の在り方として、全県的に高度で良質な

医療を提供していく、その強い使命を抱いてい

るんだと、そこは私もそのように考えていると

ころであります。そこをしっかり果たしていか

、 。なくてはならない そういう思いでございます

県立宮崎病院の建て替えに際して様々な御指摘

をいただき、それを改善してまいりました。改
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。めて御指摘に感謝を申し上げるものであります

その額の見直し等についても、しっかり取り組

んできて、そして、過大投資ではないかという

御指摘もいただく中、県立病院が地域医療の中

核としての役割を果たしていくという思いの下

で、この投資を決断し、その効果を発揮してい

こうと、そういう思いでございます。

リーダーシップについての御指摘もございま

。 、した 県立病院とも直接様々な意見交換を行い

その重要な要素であります医師の確保、看護師

の確保等についても、先日は宮崎大学医学部５

年生と意見交換をして、研修医としてぜひ残っ

てほしい、そのような働きかけもしましたし、

今度、来週は、新たに地域枠で入学する学生に

対して直接思いを語る場も設けております。ま

た、年の初めには、新しく研修医になられた方

、 、との意見交換の場も持っておりまして 医学生

それから、研修医に対して、宮崎でしっかりと

役割を果たしていただきたいと、看護大学等に

ついても人材確保の面でも働きかけを行ってい

るところであります。また、医学部長、医師会

とも度々意見交換の場を持ちながら、県全体の

医療の在り方、その中での県立病院としての在

り方を私なりに考え、そして、いろいろ判断を

してきたところでございます。

今回、冒頭申し上げましたようなコロナの影

響 言わば後遺症のような状況で、なかなか─

患者が戻ってこない、医療が戻ってこない、そ

れから、物価高という状況はございますが、そ

ういう状況の変化にしっかりと対応しながら、

委員から御指摘をいただきました県立病院とし

ての役割が何かということを、改めて見つめ直

す中で改革に取り組んでまいりたい、そういう

ふうに考えております。

初日から、ずっと通して、コロナ○坂口委員

後に患者が思うような数に達してきていないの

が主因の一つだと言われますけれども、よその

病院を見ると、結構帰ってきているんです。だ

から、壁の限界がどこにあるのか、その限界を

外してあげなくてもいいのか。病院、現場サイ

ドの苦労や努力が報われないとなると、何らか

に問題があるんじゃないかと、さらに踏み込ん

だ検討が必要かと思うんです。知事は設置者と

しても、予算編成の責任者としても、結果的に

は、病院局へ県立病院の運営を託されるわけで

すよね。そのときに、任せた以上は、そこの運

営を常にチェックしていく必要があると思うん

です。チェック不足じゃないかと先ほど指摘が

ありましたけれども、そのあたり、知事の考え

。の中では十分チェックしてきたと思われますか

答弁しづらければ、それでいいですけれども、

自分の責任の範囲、あるいは権限の範囲内でで

きるチェックを全てやってきたのか、僕は届い

─ていない部分があると思うんです。今後は

副知事も含めてですけれども、しっかり改めて

対応していただかないといけないと思って、要

望として申し上げておきます。

今回、資金不足ということで我々審査してい

、 。「 」ますが 実質的に経営破綻です かもしれない

ではなくて、15億円しか残らない、来年度は組

めないことがはっきりした後の一般会計からの

借入れだから、実質的に経営が破綻していると

いう具合に考えるべきだと思います。

そういう厳しい状況になってしまったことに

ついて 病院の開設のときに 自分が責任を持っ、 、

て乗り切っていくとか運営していくとか言われ

た言葉と、随分結果が違ってきたと僕は思うん

です。ここについて、知事が感じている自分の
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責任は、どんな具合に考えておられますか。そ

こを聞かせてください。

私が病院設置者になるわけであり○河野知事

まして、病院局 公営企業という形態を取り─

ましたのは、公共の福祉を追求しながらも、経

済性、効率性を高めていくというところであり

まして、あくまで最終的な責任は私にあると考

えているところであります。これまでの運営、

、今回の状況も自分なりにしっかり重く受け止め

これから何がベストであるのか、最善の手をど

ういう形で打てるのかという判断の下で、今回

のお願いをしているところでございます。

今後そういったものを十分反省す○坂口委員

べきはしながら、検証して改めるべきは改めな

がら、失敗は決して許されない状況ですから、

さらにリーダーシップを発揮し、責任を果たし

ていただきたいと思います。

それから、私事になりますけれども、２年ぐ

らい前に宮崎大学附属病院に入院したことがあ

るんです。そのときに、手術の順番を取るのに

も相当待たなきゃならない状況の中、運よく空

きがあって、結果的には私は予定していたより

早くできたんですけれども、待たれる人がかな

。 、 、りいました それから つい最近ですけれども

私の親しい友人が、心臓の発作で、宮崎市郡医

師会病院で手術を受けました。これも、なかな

かはめ込むのが難しく、運よくその病院に搬送

された。こういった具合に、現実的にはベッド

数がかなり窮屈な状態にある医療機関もあるん

です。だから、こういった患者の状況とか、あ

るいは医療行為の状況や動向について、知事は

どのようにつかんでおられるか、お聞かせいた

だきたいです。

先ほど来 コロナ後の患者数が思っ○河野知事 、

たように回復しないと申し上げましたが、こう

いう言い方をすることによって、全てコロナの

せいだというような言い方になってはいけない

なということを思いながら、今お話を伺ってお

りました。そういう状況であっても、恐らくコ

ロナ後、まだ受診をちょっと控えようという動

きがあるだとか、コロナの最中にもしかして別

の病院にそのままかかっておられる方というの

が、そういう意味での影響はあるかもしれませ

んが、そうであっても、最後のとりでとしての

、 、県立病院でありますので 様々な魅力があれば

そこは利用していただけるはずではないかとい

う真摯な反省は、我々は持つ必要はあろうかと

考えております。また、ダ・ヴィンチをはじめ

とする様々な高度な医療、がんへの特化とか、

力を入れる様々な魅力を高める取組をいたしま

すが、さらに医師を確保しながら、より病院と

しての魅力を高める努力も、さらに必要になっ

てくるものと考えております。

その辺だと思うんです。そして、○坂口委員

魅力ある病院ならと、今述べていただきました

けれども取り方がいろいろあって、そういった

説明になると、見かけ上、病院に責任がありま

すと取られがちだし、そういう発言の仕方では

違うと思うんです。院長先生方には本当に大変

な役割をお持ちの中で、ずっとここに拘束して

いるんです。見た目では病院にかなり責任があ

ると思うんですけれども、僕はそうじゃないと

思うんです。

先ほどから言いますように、予算とか事業と

か、最終的な意思決定は、知事がなさるわけで

す。病院局が作業して、担っていくことになる

わけです。だから、こういった権限は、院長先

、生の手中には全くないと言えると思うんですが
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先ほどから聞いていると、知事は、この問題に

熱い思いを持って取り組んできているし、これ

からも取り組んでいくと言われるけれども、そ

の思いが現場と共有できているのかなという心

配があります。具体的な今後のこれからの改善

策でありますとか、知事自身の熱い思い、責任

感を現場、病院の皆さんと共有する、そしてエ

ネルギーを一つにして、ベクトルを同じ方向に

向けて今後取り組んでいくことは病院局にひと

えに責任があるし、そこにかかっているような

気がするんですけれども、まず、自分の思いを

浸透させる努力をしてきたかということ、それ

と、具体的な手法でなくて、今後どうされるか

決意でいいんですけれども、そこを知事に─

お尋ねしたいです。

様々な御指摘に感謝を申し上げま○河野知事

す。病院事業の最終責任を担う者として、これ

まで、どれだけのことをしてきたか、先ほど人

材確保に向けての取組を御説明申し上げたとこ

ろでございます。コロナの最中は病院の現場に

参りまして、現場の職員を激励するとともに、

様々な声を吸い上げながらコロナ対策も行って

きたところもございます。また、今、県立宮崎

病院の建て替えに当たって、途中で現場に参り

まして、院長等と意見交換するなど行ってまい

りました。

これまで毎年、特に予算編成、決算を通じて

病院事業についてチェックを行ってきたところ

でございます。今回50億円の貸付けとなります

、 、 、と さらに より強く返済が実際にかなうのか

病院改革が順調に進んでいるのか、今まで以上

に経営の在り方についてチェックを強化してい

くことが必要であろうかと考えております。

先ほど日高委員からも御質問いただき、副知

事も答弁したところでありますが、これまでの

、 、決算や予算を通じてのチェックに加えて 今回

経営改革がしっかり進んでいるかどうかを

チェックするプロジェクトチームを立ち上げる

ことを考えております。日隈副知事をトップと

しまして、今まで以上に病院事業の在り方につ

いて、予算、決算に加えて、改革の進捗度合い

も含めて、チェックしていく、一体となって議

論していく、実績を上げていく、そういう仕組

みを早急に立ち上げて取り組んでまいりたいと

考えております。

今後、組織についての検討、ある○坂口委員

いは改めを考えておられると聞いて、そこだと

思っていたものですから、ほっとした部分もあ

るんですが、今回２日かけての一連の審査を聞

いていて、改善に向けた、もっと具体的な説明

というか、根拠も欲しいのですけれども、ひと

えに病院の歳出を圧縮し節約してやっていくこ

。 、とも必要だと思うんです 必要なものは増やす

そうでないものはなくす、あるいは減らして、

最小限で最大の効果を狙うのは当然ですが、こ

の規模の経営改善となると、いずるを制すのも

大切ですけれども、入るを量る 医療収益を─

うんと上げていかないといけない。

今、そのためのハード整備、ソフトの部分も

一生懸命努力されているのは分かるんですけれ

ども、ここにもっと目を向けていっていただき

たい。先ほど言いましたように、予算でありま

すとか、事業でありますとか、院長先生方では

限界があるんです。お金を握っているところ、

方向性を決めていくところが間違いない方向に

リードしていかないと限界があります。こんな

大きい改革は、入ってくるものをかなり増やし

ていく。そのためには様々なこと 今まで病─
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院局、あるいは福祉保健部と具体的なことを詰

めてきましたから、また後でしっかり整理して

いただきたい。

僕は、今の組織、そこを思っていたんです。

、 、政治が主導になって 事務方が専門的に詰めて

病院の先生方、病院のスタッフがしっかり理解

して、そうだとなって初めて、この大きな挑戦

は成功 可能性というぐらい厳しいと思うん─

ですけれども が出てくるんじゃないかとい─

う気がしますので、そこをぜひお願いします。

ここについては、また最後に、もう一度念を入

れて聞きたいと思います。

その前に３～４つ尋ねたいんですが、まず今

後の善後策について、考え方としてでもいいん

ですけれども、知事は、いろいろ取り組んでい

くことを、自分の頭の中でどんな具合に考えて

おられるのか。

今、議員から御指摘がありました○河野知事

ように、まさに収支の改善でありまして、収入

も支出もそれぞれ改善を図っていく、そこが大

事であろうかと考えております。支出の面でコ

ストカット、カット、カットというだけでは、

。事業会計をしっかりと改善することができない

収入を上げていく努力が重要であろうかと考え

ております。これまで、例えば県立延岡病院で

は、ずっと救命センターでありますとか、心臓

脳血管センターの充実を図ることによって、よ

り利用をしていただく、さらには、そのことに

よって若い、やる気のある医師がそこに来ると

いう好循環が生まれるというような状況もござ

います。我々が財政面での責任を持っておりま

すので、そういう必要な投資はしっかり行って

いく。ダ・ヴィンチなどの高度な医療器械を導

、 、入して もちろん現場のモチベーションの向上

それから、利用者の増加にもつなげていくこと

をしっかりと後押しする、収支両面にわたって

の改善を進めていく、そこが大事だと考えてお

ります。

その辺だと思います。今後こうい○坂口委員

うことが起こらない、具体的には、次の貸付け

はもうないですよね、ということについては、

日高委員が尋ねましたから、その辺をしっかり

注意しながら、ぜひ今後、完全に善後策を履行

していただきたいと思うんです。

これから30年という長い勝負です。大変失礼

だけれども、知事が今４期目で、リーダーが変

わる可能性も考えておかないといけないです。

我々は、ここで知事が約束されたこと、あるい

は県民に説明されたことは当然継続して引き継

がれていくと考えていいのかどうか。ここはど

うですか。

多額の貸付けを長期にわたって返○河野知事

済を求めていく期間、私がこの責任ある立場に

ずっといるわけではないというところは、真摯

に受け止めていく必要があろうかと考えており

ます。そのときにできることは、冒頭も申し上

げましたが、今できるベストの最善の策を時を

、 、置くことなく タイミングを遅らせることなく

素早く手を打っていく、そして、将来に向けて

改善をする仕組みをしっかりとつくっていく、

そこが私の今の役割であろうかと考えておりま

す。

これまでも議会で御議論がありました、例え

ば、カーフェリーの問題にしろ、林業公社の問

題にしろ、同様であろうかと思います。将来に

対する責任を負っているんだという強い自覚の

下で、責任ある判断をこれからも積み重ねてま

いりたいと考えております。
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いろいろなそういった考え方の下○坂口委員

で、50億円という巨額な貸付けを行うから、副

知事とセットで組織の在り方とか、チェックの

在り方も含めて、今後しっかり取り組んで万全

を期していくということでした。そこは大きな

肝の部分であると思います。それをぜひお願い

しながら、それと同時に、節目、節目で議会に

報告し、説明していただきたい。組織再編とい

うか、組織の構築と同時に、セットで議会への

連携の在り方、あるいは説明の在り方を、正式

に位置づけていただきたいと思いますが、これ

はできますですか。

これまでも県立病院の建て替えの○河野知事

ときの情報提供の在り方とか、我々多々反省す

るところがございます。大きな金額の大きな経

、 、営の改善をしっかり進めていく その進捗状況

今後どのような急な事態が生じるかもしれない

というようなことで、そこは密に情報共有を図

り、適切に報告を行ってまいります。

最後にしますけれども、今回の一○坂口委員

連に対して、知事が県民に対して何か申し上げ

られることがあれば、申し上げていただいた上

で、絶対にやるぞという強い決意です。それは

議会への説明だけでなくて、県民に対して直接

しっかりと訴えてもらいたいと思うんですけれ

ども、この場で県民に対して「やる」と決意を

お示しできますか。

冒頭申し上げましたような地域医○河野知事

療を守ることの重要性に改めて思いをいたし、

、その中で県立病院の果たす役割が極めて大きい

その自覚の下でしっかりと経営改善を図り、こ

れからも責任を持って、高度で良質な医療、こ

れが全県にわたって提供できる仕組みというも

のを、責任を持ってつくって、実施してまいり

ます。

実は、私も10日前に緊急入院をし○山下委員

まして、それこそ県立宮崎病院で心筋梗塞の緊

急手術をしていただきました。おかげさまで、

退院早々、今、参加しております。県病院の今

後の方向性に大変不安を持っていましたから、

議会に出席しているところです。

私も22日の代表質問の中で、病院局長に50億

円の借入れに対して、いろいろ質疑した後、最

後、知事に決意のほどをお伺いいたしました。

その中で 「引き続き、県立病院がその使命を果、

、 、たし 県民の命と暮らしをしっかりと守るため

苦しい経営状況に置かれていることを踏まえ、

足腰の強い経営体制へと生まれ変わるべく、抜

本的な経営改革を進めてまいります」と答弁い

ただいているんです。私たちも厚生常任委員会

の中でこれだけ議論をしているのは、いかに50

億円の借入れが大きいことか そこがどうし─

ても将来的に不安でたまらないということで、

今、質疑をしているんです。

抜本的な経営改革を進めてまいりますと答弁

をいただいたんですが、坂口委員の質疑とかぶ

る点もあるかと思うんですけれども、知事が考

えておられる抜本的な改革を描いておられるも

のがあったら、ぜひ教えてください。

今、県立病院の在り方を考えた場○河野知事

合に、最初の日高委員からの質問の流れになり

ますけれども コロナの期間 病床確保料によっ、 、

て黒字は保たれてきたところでありますが、そ

の期間、通常の医療の状況ではなかったところ

。 、 、がございます そういう中で その後の状況が

さらに重しとなって、今のしかかっている。コ

ロナのときもそうでありましたが、こういう強

い圧がかかったときに、様々な根本的な課題が
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浮かび上がってくる。そして、直面しているの

が、今の病院事業であろうかと思います。この

３年間は、病床確保料で、それが浮上してこな

かったところでございましたが、改めて今の状

況を踏まえて、これまでの構造的な問題に対す

る取組を進めていく さらに収支を改善して─

いく方法は何だろうかと、今、経営改革の案に

落とし込んでいるところでございます。

その中で、構造的な問題としましては、県立

日南病院についての御指摘もございました。こ

れまでも３病院の中では、県立日南病院の経営

は非常に苦しい。それは、もちろん現場の院長

をはじめ、スタッフは頑張っていただいている

わけですが、人口減少、環境の変化、大きな状

況変化がある。それに対して、今回ぐっと踏み

込んで、病床の見直し、民間病院との連携も含

めて、地域医療を守っていくための体制を改め

て見直していこうと これまでの抜本的な課─

題に対する踏み込んだ対応を考えているところ

でございます。

それから、今の物価高、収支不足の状況の中

で、先ほど答弁しましたような収入、支出の両

面にわたって改めて再点検し、病院局の報告に

委ねるだけではなく、さらにチェックをしっか

りと強化していこうという中で、経営改善策の

実効性を高めていく、そのように考えていると

ころでございます。

基本的にチェック体制をしっかり○山下委員

とやっていかないといけないということだろう

と思うんです。過去、県立宮崎病院を新しく建

て替えようというときにも、いろいろ議論をし

てきたんです。

県病院としては、高度医療、急性期の役割を

しっかりと果たし、急性期を中心にやっていく

ことになる。高度医療だったら、それだけ医療

点数も高いわけです。県立病院は、その役割を

しっかりと果たして、回転率を上げて、安定期

になってくると、１週間～10日したら地域医療

に早くお返しして、収支はしっかりとやってい

くんだという思いで、県病院の新しい建て替え

もやってきたし、経営計画の中でも、その数字

が示されてきたんです。なぜそこへのチェック

体制がうまくできていなかったのか。財政当局

としても病院局から上がってくる繰出金の審査

をやるときに 病院事業経営計画の中でのチェッ、

クがうまくいっていなかったんじゃないか。そ

こは厳しくやるべきじゃなかったか。今日は総

務部長もお見えですので、病院局と財政当局と

して、どういうレベルで質疑がなされてきたの

か、お聞かせください。

病院局との協議の在り方につ○吉村総務部長

きましては、冒頭の発言の中でも申し上げまし

たとおり、決算見込み、決算、繰出金の予算要

、 。求等の中で その都度審査してきたところです

ただ、一つ甘かったということであれば、将来

の見通しに対する積算が十分やれていなかった

んではないかと考えているところです。

今後は、先ほど知事から発言もありましたプ

ロジェクトチームを構築し、そのあたりに落ち

度がないようにしっかりチェックをして、なお

かつ病院局ともしっかり連携した上で、今後、

経営改善を総務部としてもしっかり支援してい

きたいと考えております。

最後にしたいと思うんですが、財○山下委員

政当局としては チェック体制をしっかりとやっ、

ていっていただきたいと思うんです。というの

は、50億円を30年間で償還していくとなったと

きに、人口減少なんです。30年後は80万人を切
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る勢いで人口が減少してきます。それと、それ

だけの医療がどれだけ必要かも検証していかな

いといけないし、長期的にやっていかないとい

けないと思うんです。宮崎市郡医師会病院も新

しくなりました。今回、都城市でも市郡医師会

病院が新しくなりました。また、脳と心臓の循

環器科を新しく増設していきます。だから、パ

イの奪い合いになってくるんです。

そのことを考えると、県病院体制の見直しを

よほどやっていかないと、償還が非常に私たち

は不安でたまらないんです だから 知事 しっ。 、 、

かりと決意というのは、そういう見通しを持っ

て 地域医療との連携も必要なんですが、県─

病院として役割を担っていくために、しっかり

と規模を縮小するところは縮小する、大事なも

のは入れていく、それをしっかりとチェックし

て役割を担っていっていただきたいと、その思

いを持っているんです。そのことを知事に、30

年間という償還期間を考えて、もう一回決意を

お伺いしたいと思います。

御指摘のとおり、今後さらに進む○河野知事

人口減少もはじめ、病院事業を取り巻く環境は

大きく変化してくるところは、適時適切に見込

んだ上で収支を考える必要があろうかと考えて

おります。そういう中で、今回は県立日南病院

でぐっと踏み込んだ対応の検討を進めていると

ころでありますし、さらには、そのほかの病院

の在り方についても 単に縮小するというこ─

とだけではなく、必要な投資をすることによっ

て、より県民の期待に応える医療を提供してい

くことによる収支の改善も大変重要であろうか

と考えております。その両面をしっかり適切に

コントロールをしながら、今まで以上にチェッ

クを利かせながら実を上げてまいりたい、その

ように考えております。

大体出尽くした感じではあるんで○武田委員

すが、今回、返済に当たって誰が責任を取るん

だという責任を 病院局長から私が責任を─

持って改革も返済もするという話だったんです

が、局長に取れるのかという話がありました。

今知事の話を聞いたときに、返済もきっちり知

事が責任を持ってやるということで理解したと

ころなんですが、貸すのも知事が責任を持って

決めた、返済も知事が責任を持って返済する。

一般の考えからすると、貸し手と借り手では責

任が全く違うところを、今回知事が両方される

ということで、もう一回その辺の知事の考えを

お聞かせいただきたいです。

病院局をつくる意義は、公営企業○河野知事

会計を適用することによって、一定の独立性、

経済性も追求しながらも、公共の福祉を実現し

ていくことであります。これが病院局でなけれ

ば、同じ会計 一般会計の中に入る。そうす─

ると、その中で、言わばどんぶり勘定になって

しまうことを避けるために、会計上このような

形で、組織としては対応しているということで

ございます。日々の運営も含めて、しっかりと

病院局でコントロールしていただきながらも、

財政面も含めてでありますが、最終的な責任は

もちろん知事が負うものと、改めて強く認識し

ているところであります。

副知事をトップにプロジェクトチ○武田委員

ームをつくられるということですので、しっか

りと期待をしておきます。

ただ、今回、地方と国の在り方というか、国

から交付税措置がされて、繰出金を一般会計に

入れて、ならしで50億円前後、毎年入れてこら

れた。今後人口減少がどんどん進むところ、一
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生懸命止める努力はしていますけれども、進ん

─でいくと考えたときに、地方で特に都市部

日本でいう都市部と宮崎県、また、宮崎県の中

の宮崎市とその他の地域、特に今出ている日南

市、串間市辺りの圏域です。同じ医療が受けら

、 、れるようにするためには 交付税の在り方とか

不採算部門を担っている公立病院 都市部の─

公立病院と地方の公立病院は、全然違うわけで

。 、す それを一律に交付税で措置されるところに

限界が来ているんじゃないかと私は考えるわけ

です。宮崎県知事として、国に対して地方の公

立病院の在り方 国からの財政的な支援を今─

までと違う形にしていただかないとなかなか地

域を支えるということも難しい。今ちょうどそ

ういうところにも来ているんじゃないかと思う

んですが、そのあたりの知事のお考えをお聞き

したいです。

まさにおっしゃるとおり、これか○河野知事

ら人口減少がどんどん進む中で、公営企業会計

の在り方、国からの支援の在り方も、しっかり

考えていく必要もあろうかと考えております。

例えば、今回の能登半島地震で、水道事業の耐

、 。震性の改修が かなり大きな課題になっている

でも、人口減少の中でなかなか原資がなくてと

いうようなところが、水道事業などでも今、課

題になっているところであります。病院事業に

ついても今、御指摘にあるような、人口減少の

影響を受けて、今後ますます環境が変化する、

、厳しさを増すおそれがあるところでありまして

そこはしっかり国に対しても提言し 一緒になっ、

て考えていきたいと思います。

何らかのしっかりとしたものを○武田委員

持って、今後段階的に補正していくような形を

つくっていかれないと地方の医療は守れないと

思っていますので、しっかりと対応をお願いし

たいと思います。

最後に、質疑ではないんですけれども、今、

県立日南病院の話がずっと出ています。私も串

間市の住民ですので、日南串間圏域として改革

していただかないといけない。協議会をつくっ

て、串間市民病院が日南市立中部病院と一緒に

やっていく形ですけれども、串間市民病院も日

、南市立中部病院も本当に厳しい現状であるのは

。 、皆さん御認識のとおりだと思うんです だから

ここは県病院の改革の話の場ですけれども、県

立日南病院を考えた場合でも、圏域として、串

間市民病院と日南市立中部病院が一緒になって

しっかりと改革に取り組んでいかないと厳しい

と思います。あと地域で、県立日南病院は急性

期に特化して、日南市立中部病院と、串間市は

串間市民病院で回復期も担ってもらうような話

が出ているんですが、県立日南病院の赤字が多

、 、い 患者が帰ってきていないという話を聞くと

もっと流動的に 50床減らして経費を落とし─

、ていくのも一つの方法だと思うんですけれども

回復期もしてほしいという要望は物すごく多い

んです。急性期が終わって行くところがない、

、 、 、行く病院がない現状で 日南市 串間市の場合

民間の病院も厳しい状況で、後継者がいない状

、 、況も続いておりますので そのあたりも含めて

今後、地域医療の在り方をしっかりと議論して

いっていただきたいと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。

11月に収支計画シミュレーション○下沖委員

を見せてもらったときに、数年したら徐々に黒

字になって進んでいくという説明を受けたとこ

ろなんです。今回出された収支計画シミュレー

ションですけれども、50億円も含め、一般会計
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からの繰入れが令和５年度と比べまして57億円

から67億円と10億円上がっているんです。令和

６年度から令和８年度までの期間で合計26億円

近くが、一般会計からの繰入れとしてシミュレ

ーションに入っております この短期間に合計76。

億円を投入したとしても危機的な財政計画シ

ミュレーションで、前回11月に出されたシミュ

レーションと比べましても先ほどからの物価高

騰とか人件費の高騰だけでは説明がつかないぐ

らいの数字のずれだと思うんです。総務部、福

祉保健部もですけれども、どのように計算され

たのか。先ほど来の物価高騰や人件費では、説

明は絶対つかないです。76億円を入れても、こ

の危機的な数字が出てくるということは、その

何倍も数字を見誤っていたと思うんですけれど

も、その辺の御説明をお願いします。

事務的な部分ですので、私か○高妻財政課長

らお話をさせていただきます。

繰出金の考え方については、先ほど来知事が

述べたとおりでございます。我々は、医業収入

で賄うという大前提の下に、適正な経営を行っ

たとしても、なお賄えない経費について繰り出

していくのが基本的な考え方でございます。令

和元年から増えている部分につきましては、基

、本的に資本的収支 いわゆる建物を造ったり─

医療機器を整備したり、こういったところに充

てた企業債の償還が増えてきておりますので、

この部分に比例する形で増やしてきた部分でご

ざいます。

令和５年度と令和６年度と比べて10億円違う

のではないかという点でございますが、ここは

紛れもなく物価の高騰、それから、人件費が非

常に上がっているところを考慮したものでござ

います。

今回50億円を入れる際も同じ説明○下沖委員

だったんですけれども、物価と人件費の高騰で

この３年間の分を足したとして76億円、前回の

シミュレーションには想定されていなかったん

ですけれども、それでもこの厳しい状況という

ことですか。これは全部物価高騰と人件費で説

明がつくのか。

ほぼそういった金額でござい○高妻財政課長

ます 人件費の中には 例えば 臨床研修で入っ。 、 、

ていただく先生方の人件費もありますし、ある

いは、専攻医の方の人件費もございます。そう

、いった部分も含めての人件費でございますので

そのあたりの高騰は大きいと思っています。

この短期間でそれだけ物価や人件○下沖委員

費が高騰したんですか。昨年と比べて、今回ど

のぐらいの高騰を見込まれ、どのぐらいの上が

り方でこの数字を出しているのか。

同じく説明の繰り返しです○高妻財政課長

が、10億円の内訳は、ほぼ半分が物価高騰で、

ほぼ半分が人件費の高騰です。先ほどの説明に

付け加えますと、例えば、雇用されている職員

の人件費も上がっておりますし、臨時的に雇用

されている会計年度任用職員の制度も変わって

おりますので、こういったところに手当をする

必要があったという判断をしております。

それでは、このシミュレーション○下沖委員

の中で、一般会計からの繰出しが令和９年度か

ら元の56億円に戻るんですけれども、これは何

を考慮されたんですか。人件費が下がったんで

すか。物価が下がったんですか。

令和６年度までの予算につい○高妻財政課長

ては、既に予算案の中に盛り込ませていただい

ております。

令和７年度以降については、あくまで想定で
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ございます。その中で企業債の償還等は年度ご

とに変わってきますので、そういう部分が変動

しているということ、それから、ある程度の物

価高騰等はあるものだろうということで、少し

高めに見積もっている部分もございます。基本

的には、企業債の償還のペースに合わせて大き

く前後していくと考えております。

基本的なところですけれども、冒○永山委員

頭で知事からも県立病院が地域医療の最後のと

りでであると、ここにいる皆さんがコロナ禍に

おいて県立病院の果たしてきた役割を重々認識

されていると思います。

今回こういった50億円の借入れ等の問題で、

現場としても大変不安な状況を抱えてながら仕

事をされていると思います。能登半島の地震で

病院の看護師が大量に退職して、地域の医療提

供ができなくなるという状況も見受けられてい

るところがあります。今回、経営改革に当たっ

ては、現在の医療の人材の確保の観点からも、

現場のスタッフに影響のないように、しっかり

考慮していただきたいと考えております。ここ

は要望です。

これは要望です。うちの県立病院○日高委員

だけでなくて、全国的に県立病院はコロナの病

床確保料が入ってこなくて、赤字に転じている

病院が全国的にあるわけです。宮崎だけではあ

りません。ただ、知事も今、全国知事会の地方

税財政常任委員長として要職にありますので、

いわゆる不採算地域で、中核的な公立病院を担

う病院については、例えば、特別交付税で措置

をしていただくとか、国に対してぜひ、宮崎県

知事、河野俊嗣知事として、しっかりと知事会

で要請をしていただきたいと思います。

病院事業計画を着実に実行す○山口副委員長

ることはとても大事だと私は思っているんです

けれども、これからはプロジェクトチーム等い

ろいろ立ち上げていかれると思いますが、前計

画 令和４年３月に策定した計画が、結果的─

にかなり未達というか、厳しい状況になった。

外的要因があったにせよ、計画が難しい状況に

なった。この反省に立たないといけないと思っ

ています。前計画においても、今回の計画にお

いても、外部有識者の病院の事業委員会で毎年

ちゃんとチェックをしていただいた上で計画の

推進を進められているにもかかわらず、こうい

、う事態を招いてしまったと思うんですけれども

前計画が未達になってしまった、かつ大幅な見

直しを迫られてしまったことに対して、最終的

、な責任は知事にあられるということだったので

その受け止めについて、知事の御意見をいただ

きたいです。

、○河野知事 これについてもしっかり受け止め

また、その反省を今後に生かすことが大事であ

ろうと考えております。今回は、冒頭申し上げ

ましたような、特にコロナの影響なり、急激な

物価高、人件費の高騰の影響を受けたところで

ありますが、その前の計画を口実にしてはいけ

ない。その影響は見据えながらも、本当にどれ

ができて、どれができなかったのかという精査

も今後非常に重要になってくると思います。御

指摘ありがとうございます。

、 、○山口副委員長 もう一点 新しい計画の肝が

令和12年度の黒字化が一つの大きなポイントに

なってくると思います。30年の期間はあります

けれども、令和12年度は割と近いというか、見

通せるといいますか、目指すべきポイントだと

思うんです。先ほどからの今後の取組の中で、

令和12年度という言葉がなかなか出てこないと
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ころなんですが、令和12年度の黒字化に向けた

知事の決意というか、そのあたりをお聞きでき

れば思います。

これは、シミュレーションでお示○河野知事

しをしているとおりでございます。長引かせる

ことなく、かといって、甘い見積りではいけま

、 、せんので 先ほど財政課長も申し上げましたが

物価高についてもしっかり考慮をする中で、ぎ

りぎりのシミュレーションを行ったところであ

ります。これをしっかり責任を持って、チェッ

ク体制も強化をしながら実現していくことを申

し上げているところでございまして、今日いた

だいた様々な御指摘も踏まえながら、我々知事

部局にしても、病院局にしても、しっかりと自

覚をして、そして、しっかり連携をして、この

実現を目指して取り組んでまいります。

ほかにございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

委員の皆様からの質疑は出尽く○重松委員長

したようでありますが、委員外議員の皆さんも

本日は御出席をしていただいております。皆さ

んからの質疑はありませんか。

今日 何も言わないでおこうと思っ○二見議員 、

ていたんですけれども、今、知事とかの御説明

をいただいていて、我々総務常任委員会のほう

ですが、腑に落ちたところが一点あったと思う

のは、副知事をトップにして今後のチェック体

制をしっかりやっていくというところです。我

、 、々も委員会資料等 また厚生常任委員会の資料

特に３病院の今後の計画を拝見したときに、い

ろんな改善計画をしっかりやっていくところが

大事だと思うんですが、細かいところの数字の

積み上げの説明がなかったというか、答えられ

なかった。

これは、12月に知事がこの現状を知って、今

後の大きな病院局事業をどうするかという対応

で、今後は責任を持ってちゃんと体制をとって

やっていくということを、私は今理解したとこ

ろだったんですけれども、何をどこまで改善し

ていくかまで、しっかり示してほしかったとい

うのが、審査していく中で一番引っかかったと

ころでありました。

３病院もそれぞれの役割を担っていらっしゃ

るのも分かりますし、それぞれ本当に努力され

。 、ているのも分かります ただ計画を見たときに

貸付けの返済が全部県立日南病院になっていた

ところを見ると、病院局事業としてやっていく

という説明ではありましたが、この計画の中で

県立日南病院が２億円ずつ返していくという収

支の返済になっているのは、本当に３病院でこ

の今の病院事業を乗り切っていくという意思の

表れとしては、表に出てきた仕様としては違う

のではないかという感じがしたところです。も

ちろん、この仕様のつくり方のテクニックの部

分もあるのかもしれませんけれども、それぞれ

の病院におかれましては、医療スタッフを確保

することとか、それぞれの医療に専念されると

いう大事な担いが本当にあるのも分かるんです

、 、 、が それぞれの仕事をしっかりしながら でも

経営もしっかりやっていくという積み重ね、今

後のチェック体制は、３病院それぞれの積み重

ねが経営改善の大まかな数字になってくると思

いますので、そこを一つ一つ丁寧にチェックし

。ていただくことをぜひお願いしたいと思います

病院局は３病院の事業全体をまとめた報告が

しっかりできるように、また、３病院は皆さん

それぞれ頑張っていただきたいと思います。

今、いろんな物価高騰とかで大変なのは事業
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だけではなくて、生活もあります。12月だった

か、人事院勧告に基づいて給与費を上げるとい

う議案もあったと思います。準公務員の扱いだ

と思うんですけれども、県からの補助金、繰入

金もある中での対応かもしれませんが、こうい

う事態に陥ってしまうと、給与の上げ方とか、

福利厚生の在り方とか、借金で賄っているとい

うイメージになってはいけないと思うんです。

そういったところまで含めて、県民みんな等し

く、県病院事業経営というものを見ています。

病院事業は県の医療の一部分を担っているわけ

なので、ほかの開業医とか、公立の病院とか、

医師会とかも本当に経営は必死にやっているん

だとぜひ御理解いただいて、今後の改革、改善

に取り組んでいただきたい。それぞれの病院事

業に、今後ますます発展していってほしいと思

うところです。コロナ禍の中でいろんな変化が

あって、そこに対応しきれなかったのは、私自

身も反省するところがいろんなところで多々あ

ります。商工の飲食業だったり観光だったり、

この病院事業もその一環だと痛感しているとこ

ろですけれども、その辺まで含めて、一日も早

く現状をしっかりつぶさに調査して、回復につ

ながっていくような対応を早急に取っていただ

きたいと思っております。

そのトップになられるのが知事ですし、先ほ

どから答弁いただいていたから分かっていらっ

、 、しゃると思いますので このところをしっかり

ぜひともお願いしたいと思います。

その他で何かございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、質疑を終了いたしま○重松委員長

す。

病院局は審査の続きがあります。その他の執

行部の皆さんは退席いただいて結構でございま

す。大変お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午前11時21分休憩

午前11時25分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

執行部の説明は終了いたしました。

質疑はございませんか。

。○山下委員 知事を入れた審査が終わりました

先ほどの病院局の質疑など、いろいろ聞いて、

新たに決意をされただろうと思うんです。今ま

で知事とのいろんな質疑があり 財政当局も入っ、

ていただきました。病院局長のほうで、その辺

を踏まえて また新たな自分たちの考え方があっ、

たらお聞かせください。

知事を招いて大変貴重な審査

の時間をいただきまして、ありがとうございま

。 、した 私が病院局長として知事から任命されて

病院局の経営、運営を指示されて、それをやっ

ている立場にありまして、経営の改善を図って

いく。それに対して、一般会計との関係性、そ

して地域医療構想なり、地域の医療圏を守る意

味での福祉保健部、それらを全体として所管さ

れている知事という形で審査していただきまし

た。

その中で、知事にしっかりとやっていくとい

う決意を言っていただきましたけれども、我々

が病院局として任された分、あるいは、それに

対し、任された部分の責任を果たしていくため

に、福祉保健部なり総務部に対する協議とか情

報の共有、そして、何をどう組み立てていくか

についても、しっかり視野を広く持って、ある
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いは視野を深く持って、しっかりやっていかな

いといけない。そして、自分たちに任された経

営の実際の細かい運営の在り方については、各

病院としっかり連携を図って、地域医療を守る

んだという使命感を大事にしながら取り組んで

いきたいと決意を新たにしたところでございま

す。

、 。○山下委員 今 決意のほどをお伺いしました

あとは、副知事を筆頭に改革委員会のようなも

のもできるということですので、ぜひ現場サイ

ドの３病院の院長先生をはじめ、スタッフを入

れて本当に議論していただいて、いい病院の在

り方について慎重にやっていただきたいと、そ

のように希望しておきます。

その他で何かございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって病院局○重松委員長

を終了いたします。

午後１時に再開いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後０時57分再開

委員会を再開いたします。○重松委員長

それでは、国民健康保険課、衛生管理課、こ

ども政策課、こども家庭課の審査を行います。

議案に対する説明を求めます。

令和６年度の国民健○本田国民健康保険課長

康保険課の当初予算について、御説明申し上げ

ます。

常任委員会資料の32ページを御覧ください。

国民健康保険課の令和６年度当初予算額は、

左側から２つ目の列にございますように一般会

計がございます。一般会計が308億4,612万9,000

、 、円 段を下のほうに目を移していただきまして

特別会計でございます。国民健康保険特別会計

が1,112億5,942万1,000円。さらに一番上の段を

御覧いただきたいのですが、一段上の段にござ

いますように、一般会計と特別会計を合わせま

して1,421億555万円であります。

、 。以下 主なものについて御説明申し上げます

33ページを御覧ください。

まず、一般会計についてであります。２つ目

の事項でございます。高齢者医療対策費191

億7,880万3,000円は、後期高齢者医療の実施に

要する経費でありまして、このうち説明欄の３

でございます。後期高齢者医療給付費県費負担

事業141億2,131万3,000円は、後期高齢者医療給

付費の12分の１を県において負担するものであ

ります。

次に、下から２つ目の事項でございます。国

民健康保険助成費であります。これは、国民健

康保険事業運営の充実強化に要する経費でござ

いまして、説明欄を御覧ください。

説明欄の１、保険料負担軽減事業45億1,721万

円は、低所得者の国保の被保険者に対して市町

村が行う保険料の軽減に要する経費等について

一定割合を県が負担するものであります。

次に、（事項）特別会計繰出金70億3,359万8,000

円であります。これは、国民健康保険財政の安

定化のための県負担分を一般会計から国民健康

保険特別会計へ繰り出すものでありまして、説

明欄の１、都道府県繰入金59億2,882万円は、保

険給付費等の算定対象額の９％の額を県が負担

するものであります。

一般会計については以上であります。

続きまして、34ページを御覧ください。

特別会計でございます。国民健康保険特別会
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計について御説明申し上げます。

まず （事項）保険給付費等交付金899億3,785、

万3,000円であります。これは、国民健康保険の

保険給付費等に要する経費でありまして、説明

欄の１、普通交付金870億6,533万8,000円は、保

険給付費の全額を市町村に対して交付するもの

であります。

次に （事項）社会保険診療報酬支払基金支出、

金207億6,913万8,000円であります。これは、後

期高齢者医療制度への支援金や介護保険制度に

おける第２号被保険者の負担分を社会保険診療

。報酬基金に対して県が納付するものであります

次に、上から４つ目の（事項）保健事業費１

億9,840万6,000円であります。これは、市町村

などにおける健康づくりや医療費適正化を推進

する取組を支援する経費であります。

委員会資料の51ページを○壹岐衛生管理課長

御覧ください。

衛生管理課の令和６年度当初予算額は、左か

ら２つ目の欄にありますように18億2, 38 4

万2,000円であります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

52ページを御覧ください。

まず、一番上の（事項）動物管理費１億6,641

万9,000円であります。これは、狂犬病予防並び

に野犬等による危害発生防止と動物愛護に要す

る経費であります。主な事業としまして、説明

欄２の犬の捕獲抑留及び飼養管理等業務委託費

でありますが、これは各保健所や動物愛護セン

ターが行う犬の捕獲抑留や犬猫の引き取り、飼

養管理に係る補助業務について委託を行うもの

、 。であり 予算額は１億310万2,000円であります

次に、その３つ下の（事項）食肉衛生検査所

費５億2,933万9,000円であります。これは、食

肉の安全確保を図るため食肉検査を行うために

必要な会計年度任用職員の人件費や、検査器具

の購入、検査管理システムなどの維持管理に要

する経費であります。

なお、説明欄７の新規事業「食肉衛生検査所

機能強化事業」につきましては、後ほど御説明

いたします。

次に、その１つ下の（事項）食品衛生監視

費8,056万6,000円であります。これは、食中毒

を未然に防止するための監視指導や、検査啓発

等に要する経費であります。

53ページを御覧ください。

一番上の（事項）生活環境対策費２億8,363

万3,000円であります。これは、水道施設の普及

推進、水質検査体制の整備などに要する経費で

あります。主な事業としまして、説明欄７の生

活基盤施設耐震化等交付金事業、２億7,613

万5,000円でありますが、市町が行う水道施設の

。耐震化工事等に対し補助をするものであります

次の54ページを御覧ください。

新規事業について御説明いたします。

新規事業「食肉衛生検査所機能強化事業」で

あります。

まず、事業費ですが、ページの右上にありま

すとおり、6,786万1,000円で、財源は、県有施

設維持整備基金、県債、一般財源であります。

事業の目的ですが、獣医師不足の中、今後も

継続して適正な食肉検査体制を維持するため、

食肉衛生検査所の獣医師の働き方改革や効果的

な業務体制を構築することにより、本県産食肉

の安全性確保を図るものであります。

次に、ページの中ほど、事業の概要について

であります。
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１、事業の内容の①、業務プロセスの改善で

ありますが、現在、獣医師が行っている業務に

ついて見直しを行い、理化学検査の外部委託や

ＡＩを活用した検査業務の実現可能性調査、Ｄ

Ｘの活用等による業務改善を行うこととしてお

ります。また、②の屠畜場新設に対応する都農

検査所の建て替えでありますが、都農検査所の

老朽化や女性職員の増加、新たな屠畜場に対応

するための機能や業務スペースの確保に対応す

、 。るため 建て替えをお願いするものであります

令和６年度は、建て替えに必要となる基本実

施設計及び地盤調査費としまして 4,835万9,000、

円をお願いするものであります。

なお、令和７年度以降に建設・解体工事等を

考えております。その事業費につきましては、

現時点での概算ではありますが、７億1,900万円

余となっております。

２、事業の仕組みですが、民間企業に委託と

しております。

３の成果指標でありますが、大規模食肉処理

施設に対応する非併設型の検査体制の構築や、

獣医師４名分の業務の捻出、検査所獣医師数を

令和12年度に66名としたいと考えております。

事業の期間につきましては令和６～９年度と

しております。

最後に、決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況について御説明いたします。

次の55ページを御覧ください。

⑤、車検切れの公用車が運行されていたこと

についてであります。

動物愛護センターにおいて、令和４年８月30

日に車検有効期間が同年の８月26日でありまし

た公用車の車検切れに気づくとともに、同日、

当該車両が運行されていた事案が発生いたしま

した。

原因としまして、整備管理担当者の車検手続

失念のほか、職場内における運行管理簿の確認

、不足など公用車の適切な管理を行っていく上で

運用上の不備があったものと考えております。

再発防止対策としまして、整備管理担当者を

増員するなどの措置を講じたところであり、事

、 、案発生所属のみならず 部内でも情報を共有し

、組織としてのチェック体制を再確認することで

。部全体として再発防止に取り組んでまいります

こども政策課分につい○中村こども政策課長

て御説明いたします。

常任委員会資料72ページを御覧ください。

こども政策課の令和６年度当初予算額は、左

側から２列目の欄にありますように 185億2,790、

万7,000円であります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

73ページを御覧ください。

まず、上から２つ目の（事項）施設職員対策

費２億2,268万1,000円であります。これは、保

育士等の確保に要する経費でありますが、この

うち、説明欄の５、保育士修学資金貸付等事業

、 、は 主に保育士を養成する大学等の学生に対し

。月額５万円を貸し付けるなどの事業であります

次に、４つ目の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費４億3,928万8,000円であります。

これは、子供が健やかに生まれ育つための環境

整備に要する経費でありますが、このうち、説

明欄の３から６までの新規事業 結婚応援メディ「

ア戦略強化事業 「結婚支援コンシェルジュ事」、

業 「男性育児休業取得奨励金事業 「こども」、 」、

わけもん政策モニター事業」及び説明欄の12、

改善事業「みやざき結婚サポート強化事業」に
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つきましては後ほど説明させていただきます。

次に （事項）子育て支援対策環境づくり推進、

事業費８億9,129万円であります。これは、子育

て支援のための環境整備に要する経費でありま

すが、子育て家庭の負担を軽減するため、小学

校入学前の乳幼児に対して医療費の一部を助成

するものであります。

続きまして、74ページを御覧ください。

一番上の 事項 教育・保育給付費 123億344（ ） 、

万6,000円であります。これは、子ども・子育て

支援新制度に基づき、認定こども園・幼稚園・

保育所及び小規模保育事業等の運営に要する経

費の県負担分を計上しているものであります。

次に （事項）地域子ども・子育て支援事業、

費、19億4,080万6,000円であります。これは、

地域の実情に応じた、子ども・子育て支援事業

に要する経費でありますが、説明欄の７、放課

後児童クラブ事業は、共働き家庭などの児童に

対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提供

し、その健全な育成を図るものであります。

１つ飛びまして （事項）児童手当支給事業、

費、24億6,271万5,000円であります。これは、

児童手当の県負担分を計上しているものであり

ます。

なお、国の子ども未来戦略において、令和６

年10月以降、高校生年代までの期間延長や、第

３子以降３万円増額など、児童手当の抜本的拡

充が予定されており、その負担額も含めて予算

計上しております。

下から３つ目の（事項）私学振興費、4,645

万9,000円であります。これは、私立幼稚園の振

興のための助成及び指導に要する経費であり、

特別な支援を必要とする幼児の受け入れや、預

かり保育の実施など、特色ある学校づくりに取

り組む場合の補助等を計上しているものであり

ます。

次に （事項）教育支援体制整備事業費8,296、

万1,000円であります。これは、教育支援の体制

を整備するために要する経費でありますが、説

明欄の１、幼児教育の質の向上のための環境整

備事業は、認定こども園や幼稚園における遊具

や運動用具等の整備費の一部を補助するもので

あります。

次に 事項 就学前教育推進費 1,743万7,000、（ ） 、

円であります。これは、就学前の幼児教育に要

する経費でありますが、このうち、次の75ペー

ジにあります説明欄の２、幼児教育センター設

置運営事業は、幼児教育の拠点として広域的な

支援を行うため、令和５年４月に設置しました

。幼児教育センターの運営に係る経費であります

続きまして、76ページを御覧ください。

当課の新規改善事業の説明に入ります前に、

現在、関係部局が連携して取り組んでおります

３つの日本一挑戦プロジェクトの１つである、

子ども・若者プロジェクトについて御説明いた

します。

、 、 、まず 現状と課題ですが 左上の①のとおり

本県においても出生数の減少に歯止めがかから

ない背景には、その下の②、③のとおり、未婚

化や晩婚化の進行に加え、コロナ禍以降の婚姻

数の大きな落ち込みがあります。

一方で、右上の④のとおり、本県は、第２子

以降の出生割合が高いことや、その下の⑤のと

おり、共働き世帯における男性の育児時間が全

国と比較して長いという特徴がございます。

77ページを御覧ください。

、 、 、左側の欄ですが 現状と課題を踏まえ 今後

出生数の回復を図るためには、若い世代の婚姻
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数の回復を図るとともに、第２子以降の出生や

男性の育児参加意欲をさらに伸ばす必要がござ

います。このため、右側のとおり取組の柱を、

１ 「出会い・結婚の希望を叶える 、２ 「子、 」 、

どもが欲しい人の希望を叶える 、３ 「安心し」 、

て子育てできる教育環境をつくる」とし、社会

減対策と連携しながら施策を展開することとし

たところであります。

次の78ページにつきましては 「日本一生み育、

てやすい県への挑戦！」という目標に向けて、

取組の柱や方向性に基づき、令和６年度当初予

算として提案している主な事業を整理したもの

であります。

それでは79ページを御覧ください。

新規事業「結婚応援メディア戦略強化事業 、」

予算額は6,933万1,000円で、財源は国庫、日本

一挑戦基金及び一般財源です。

事業の目的ですが、若い世代の結婚や家族に

対する意識の変化を踏まえ、メディアと連携し

た戦略的な広報やイベント等により、出会いや

結婚を希望する若い世代を社会全体で応援する

機運の醸成を図るものであります。

次に、事業の概要ですが、80ページの別紙を

御覧ください。

別紙右側の図はターゲットとなる階層のイメ

ージですが、今回新たに①の一般層から④の婚

活コア層まで、結婚に対する意識レベルに応じ

て４段階に分け、それぞれに応じたアプローチ

を展開することとしております。

まず、県内の独身男女を対象とした①の一般

層に対しては、ＳＮＳ等のメディアを活用した

広報や大規模イベント、若い世代の共感を呼ぶ

著名人の活用等を通じて、結婚や子育てなどラ

イフデザインについて考え、理解を深める機会

を提供するとともに いつかは結婚したいと思っ、

ているものの積極的に行動ができていない②の

将来婚活層と③の婚活ライト層に向けては、市

町村等が実施する出会いイベント等に関する情

報を確実に届けることができるよう、新たにイ

ベント会員登録制度やシステムを構築すること

で、若い世代の具体的な行動を後押ししたいと

考えております。

79ページに戻りいただきまして、事業の仕組

みは民間企業への委託、成果指標はイベント会

員登録者数を令和８年度までに１万人、事業の

。期間は令和８年度までの３か年としております

続きまして、81ページを御覧ください。

新規事業「結婚支援コンシェルジュ事業 、」

予算額は1,577万1,000円で、財源は国庫及び日

本一挑戦基金です。

事業の目的ですが、今年度から取り組んでい

る「ひなたの出逢い・子育て応援運動」のさら

なる理解促進とともに、市町村・企業等におけ

る出会い・結婚支援の取組促進を図るものであ

ります。

次に、事業の概要ですが、結婚支援の推進に

は企業や市町村の取組が大変重要であることか

ら、これを支える専門家として、企業担当と市

町村担当それぞれ１名 計２名のコンシェルジュ、

を配置し、企業等への直接訪問により、結婚支

援に向けた働きかけや必要な助言等を行うこと

としております。

事業の仕組みは民間企業への委託、成果指標

は応援運動参加企業・団体数を令和８年度まで

に1,000団体、また、結婚支援事業には全市町村

が取り組むこととしており、事業の期間は令和

８年度までの３か年としております。

続きまして、82ページを御覧ください。
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新規事業「男性育児休業取得奨励金事業 、」

予算額は１億2,307万8,000円で、財源は全額日

本一挑戦基金です。

事業の目的ですが、男性の家事・育児時間が

長いほど第２子以降の出生割合が高い傾向にあ

ることから、男性の子育てを支援するため中小

企業等に奨励金を支給し、男性の育児休業取得

を促進するものであります。

事業の概要ですが、対象は男性従業員が４週

間以上の育児休業を取得した県内の中小企業等

であり、奨励金のメニューとしましては、①、

育休取得者に育休支給金とは別に手当を支給し

た場合、４週間当たり上限５万円、②、男性従

、業員が育児休業を取得した場合25万円などとし

①から④までの組合せで、１事業者当たり最

大100万円を支給するものであります。

なお、別紙83ページの一番下の欄で、国が男

性育休の取得促進に向けて企業等に対し支給し

ております両立支援等助成金を掲載させていた

だいてりますけれども、この助成金も可能とし

ております。

また82ページにお戻りいただき、事業の仕組

みは中小企業等への補助で、成果指標は男性育

児休業取得率を令和８年までに50％に引き上げ

ることとしており、事業の期間は令和８年度ま

での３か年としております。

続きまして、84ページを御覧ください。

「 」、新規事業 こどもわけもん政策モニター事業

予算額は325万9,000円で、財源は全額日本一挑

戦基金です。

事業の目的及び事業内容ですが、令和５年４

月に施行された、こども基本法により、子ども

や若者、子育て当事者等の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずることが地方公共団体に

義務づけられたことから、県内在住の小学生、

中学生及び高校生等から、こどもモニター約400

名を公募した上で、アンケート等により意見を

聴取し、今後のこども施策に反映させるもので

あります。

事業の仕組みは民間企業等への委託、成果指

標はこどもの意見を聴取し、こども施策などに

反映させた件数の累計を令和８年度までに60件

程度としており、事業の期間は令和８年度まで

の３か年としております。

最後に、85ページを御覧ください。

改善事業「みやざき結婚サポート強化事業 、」

予算額は4,278万2,000円で、財源は国庫及び一

般財源です。

事業の目的ですが、１対１の出会いをサポー

トする「みやざき結婚サポートセンター」を通

じた出会い・結婚支援の取組の強化を図るもの

であります。

事業の概要ですが、県内３か所に設置してお

りますサポートセンターの運営に加え、会員向

けの個別相談会の開催など、会員向けの支援や

サービスを強化するものであります。

、 、事業の仕組みですが ①は民間企業への委託

②は県から幹事県への支払いで、成果指標は、

みやざき結婚サポートセンターの会員数を令和

８年度までに2,000名に増やすこととしており、

事業の期間は令和８年度までの３か年としてお

ります。

常任委員会資料の86ペ○小川こども家庭課長

ージを御覧ください。

子ども家庭課の令和６年度当初予算額は、左

から２つ目の欄にありますように、一般会計予

算につきましては69億3,862万2,000円、母子父

子寡婦福祉資金特別会計予算につきましては２
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億8,664万9,000円で、一般会計と特別会計を合

わせまして72億2,527万1,000円でございます。

。それでは主なものについて御説明いたします

87ページを御覧ください。

１番目の 事項 女性保護事業費4,497万9,000（ ）

円であります。これは、女性相談支援センター

等、県立きりしま寮の運営等による女性保護の

推進、配偶者からの暴力被害者の保護、相談支

援などに要する経費でございます。

次に、上から３番目の（事項）児童虐待対策

事業費9,756万8,000円であります。これは、児

童虐待の対策に要する経費で、説明欄１（１）

児童家庭支援センター設置運営事業は、地域の

家庭からの児童の養育に関する相談に応じて支

援を行うとともに、児童相談所や市町村の要請

を受けて支援を必要とする子供・家庭への見守

り等を行う児童家庭支援センターを県内２か所

に設置し、地域支援体制の充実・強化を図るも

のでございます。

次に（事項）青少年育成保護対策費６億7,623

万3,000円でございます。これは、青少年の健全

育成対策の推進に要する経費で、説明欄２の青

少年自然の家管理運営委託費は、青少年自然の

家の運営を通して心豊かで社会性に富んだ青少

年の育成を図るものでございます。

次に、下から２番目の（事項）子ども・若者

育成支援対策費2,139万3,000円でございます。

これは、子ども・若者育成支援対策に要する経

費で、説明欄１のヤングケアラー等支援体制整

備事業は、ヤングケアラー等必要な福祉サービ

スにつなぐ相談体制の整備等を行うものでござ

います。

次に、１番下の（事項）地域子ども・子育て

支援事業費9,073万5,000円でございます。これ

は、説明欄１の乳児全戸訪問事業や、次の88ペ

、ージにあります説明欄５の利用者支援事業など

市町村が実施する子ども・子育て支援事業への

助成に要する経費であります。

次に （事項）児童措置費等対策費33億2,691、

万7,000円であります。これは、児童福祉施設等

の運営や入所児童の処遇改善、退所児童の自立

支援等を図るものでございます。

説明欄３の児童入所施設等措置費につきまし

ては、保護が必要な児童の児童養護施設等への

入所措置や一時保護委託することに要する経費

であります。

次に（事項）里親委託促進事業費4,091万円で

あります。これは、里親制度の普及啓発、里親

支援など里親委託の推進に要する経費でありま

す。説明欄２の、里親が育て、社会が支える！

里親委託総合推進事業は、様々な事情により家

庭で生活できない児童の社会的養育において、

より家庭的な環境で愛着形成を図ることができ

る里親等への委託が好ましいことから重点的に

推進していくものでございます。

次に（事項）母子等福祉対策費9,270万円であ

ります。これは、ひとり親家庭の親に対し、生

活の支援や就業の支援等を行うことにより自立

の促進を図るものでございます。

次に（事項）ひとり親家庭医療費助成事業費

２億4,172万円であります。これは、ひとり親家

庭の負担を軽減し生活の安定を図るため、市町

村が行う医療費の一部助成事業に対し補助を行

うものであります。

次に（事項）児童扶養手当支給事業費12億911

万4,000円であります。これは、ひとり親家庭等

に対して児童扶養手当を支給するための経費で

あります。
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89ページを御覧ください。

上から２番目の 事項 児童相談所費１億4,883（ ）

万6,000円であります。これは、一時保護所の児

童指導員や保育士、弁護士の任用など児童相談

所の運営に要する経費を計上しているものであ

ります。

次の 事項 みやざき学園運営費5,821万7,000（ ）

円であります。これは、児童自立支援施設であ

ります、みやざき学園の運営に要する経費であ

ります。一般会計につきましては以上でありま

す。

続きまして90ページを御覧ください。

母子父子寡婦福祉資金特別会計であります。

（事項）母子父子寡婦福祉資金貸付事業費２

億3,353万5,000円でありますが、これは母子父

子及び寡婦を対象に就学資金、生活資金など12

種類の資金を貸し付けることにより、経済的自

。立及び児童の福祉の向上を図るものであります

次の（事項）元金5,311万4,000円であります

が、当会計の需要金を国へ償還するものであり

ます。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

91ページを御覧ください。

④、青少年自然の家の事業の在り方について

であります。県内３施設ある青少年自然の家で

は、児童・生徒については宿泊料を無料とする

など、利用者の負担軽減に努めながら体験活動

の機会を提供しております。また、平成18年度

から指定管理者制度を導入し、運営費の低減を

図りながら民間企業のノウハウを活用した施設

運営を行っております。しかしながら、施設の

老朽化や青少年を取り巻く環境の多様化等、様

々な課題がありますことから、施設の運営の在

り方については適宜検討を行っているところで

す。

、「 」具体的には 宮崎県公共施設等総合管理計画

において、施設運営に係る経費や利用状況等の

指標を踏まえ、施設に関する評価・検討を行っ

ており、現時点での評価は、適切な修繕を行い

つつ施設使用を継続していくこととなっており

ます。なお、施設の修繕については、地方交付

税措置のある地方債を活用するなど、財政負担

の軽減に努めながら、計画的な修繕を実施して

おります。

また、毎年度、外部有識者を交えた運営委員

会を開催し、意見交換を行いながら、時勢に合

わせ体験活動の提供に努めているほか、県教育

委員会と協働して指定管理者の施設運営に対す

る実地調査を行い、指導を助言することで質の

。高い社会教育サービスの提供に努めております

今後とも、運営に係る経費や施設の利用状況

等を総合的に分析しながら、青少年自然の家を

効果的に活用し、宮崎県の青少年の健全育成を

推進してまいります。

執行部の説明が終了いたしまし○重松委員長

た。

議案について、質疑はありませんか。

資料32ページの国民健康保険課の○永山委員

特別会計の予算で、基本的な予算の組み方につ

いてお伺いしたいのですが、今回、昨年度当初

と比較すると、若干減らして1,112億円と計上さ

れていますけれども、先週、補正予算のところ

で、令和５年度の最終の補正後の額が1,194億円

となっているんです。それと比較しても、当初

のスタートが80億円ぐらい低くなるんですけれ

ども、毎年度予算の組み方として、最初は低く

抑えておいて後で帳尻を合わせるといったルー
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ルとか、方針があるのかお聞かせください。

特別会計の当初予算○本田国民健康保険課長

の組み方についてであります。最初は意識的に

低く抑えておいて、後で補正で帳尻を合わすと

いった考えは毛頭ございません。特別会計の予

算の組み方は、基本的に被保険者数 国民健─

康保険については、特に昨年度あたりから団塊

の世代が後期高齢者に移行していっています。

あくまでも速報値と推計値でございますが、令

和５年度は市町村国民健康保険が22万4,675名で

したが、令和６年度の推計値では21万7,525人

と、7,150人も国民健康保険から離れて、後期高

齢者に移行されることになっております。

、 、単純に考えますと 国民健康保険の最新値は

令和３年度の確定値ですと、１人当たりの医療

費が約40万円ほどかかっております。掛け

る7,000人でございますので、約28億円です。掛

ける0.7が公費負担分で、約20億円減っていくだ

。 、ろうというのが明らかでございます 昨年度は

新型コロナ感染症の２類から５類への移行で、

受診行動の回復をやや低めに見ていた関係で補

正をかなりお願いすることになって、大変申し

訳なく思っております。

今回は、当初予算の主な減少の理由といたし

ました普通交付金 市町村が医療機関に対し─

て払う、医療費の全額を県から交付する７割の

分が一番大きく、大体853億円ございますが、対

。前年度比で比べますと11億円ほど減少している

一番大きいのが被保険者数の減少、さらに介

護保険関係の介護納付金、後期高齢者医療制度

に関する支援金といったものが被保険者数の減

少に伴いまして全般的に下がっております。そ

れを全部トータルいたしますと、これだけの減

少額になってしまう。加えまして、国民健康保

険の特別会計につきましては、国の当初予算計

上のときに使う係数を借りてくる関係、後日確

定係数が来て精算が行われる関係、あと、償還

金で当初なかなか見込めない経費とかがござい

ます。そういった予測できるものは、当初予算

に計上させていただいて、増減があったものに

ついて補正で上げさせていただく形をとってお

ります。

数表の推移で見積もっていらっ○永山委員

しゃると理解しました。

続いて、資料79ページ、こども政策課の「結

婚応援メディア戦略強化事業」ですけれども、

成果指標が令和８年度にイベント会員登録者数

１万人と組まれているんですが、次の80ページ

でいくと「将来婚活層」がターゲットかと思う

んですけれども、ターゲットの分母をどれぐら

いと想定されているのか、分かれば教えていた

だきたいと思います。

ターゲットとなる一般○中村こども政策課長

層ですけれども、令和２年の数字で少し古いで

すが、20歳から39歳までの独身男女が県内で８

万7,000人ほどいらっしゃると私どもは見ており

まして、これらの独身の方々が全て対象になる

と考えております。

分母が８万7,000人で、そのうちの○永山委員

１万人と言ったら、結構な割合が登録しなけれ

ばいけないと思うんです。８～９人に１人はも

う登録している状況だと思うんです。令和８年

度は１万人ということですけれども、令和６年

度、令和７年度と年度ごとの登録者数の成果の

指標の目標とかがあればお聞かせください。

具体的に令和６年度、○中村こども政策課長

令和７年度で何人ずつという設定はしておりま

せんけれども、少子化対策につきましては時間
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との勝負もございますので、可能な限り、令和

８年度までと言わず、令和７年度とかでも前倒

しで１万人を達成できるように努力してまいり

たいと考えております。

結構ハードルは高いと思うんです○永山委員

けれども、しっかり頑張っていただきたいと思

います。

最後に、資料84ページ、こども政策課の「こ

どもわけもん政策モニター事業」です。こども

モニターの募集として、県内在住で県政への関

心が高い子供たちを対象に募集するということ

ですけれども、この抽出方法は具体的にどうい

うふうに想定されているのか、お聞かせくださ

い。

抽出につきましては、○中村こども政策課長

事前にこういった取組をやりますと、できるだ

け広く、小学校、中学校、高校等に、また保育

。施設等も含めて御案内したいと思っております

、 、その中で期限を区切って 400人程度集まり次第

締め切るようなことを想定しておりまして、例

えば何か作文を書いてもらって、それを見て選

考するといったことは想定しておりません。

なお、今年度、具体的な新年度当初予算の要

求に先だって、今年度政策調査費で「キッズひ

なたモニター」の取組をしているんですけれど

も、その際も学校などに対し案内をして、200名

の募集に対して300名程度の応募があったりして

おりますので、同様に、来年度も取組をさせて

いただければと考えております。

広く周知してから募集ということ○永山委員

ですけれども、事業の目的に、子供目線での様

々な意見を聴取することを設定されていると思

うんですが、関心が高い層の募集をするとなる

と、ある程度意識の高い子供たちに偏る可能性

があるので、できればそれ以外からも意見聴取

をするようなことも考えていただければと思い

ます。

資料54ページです。獣医師の不足○山下委員

は危機的状況ですよね。食鳥関係の先生方が高

齢化していく中で、本当に大変な業務を行われ

ていると思うんです。

今回職責手当の改善とか、修学資金の在り方

とか、大幅な新規事業をつくっていただきまし

た。職責手当を３万円から７万円というのは、

特効薬になると思うんです。今から学生が育っ

ていく中での、１つの期待要素として実施され

る修学資金関係の事業だろうと思うんです。働

き方改革などがどんどん進んでくる中で、事業

の目的に「子育て世代や高齢者の労働参加・定

着を促進し」と書いてあるんですが、具体的に

どういうことなのか、御説明をお願いしたいと

思います。

、○壹岐衛生管理課長 子育て世代と言いますと

子供が急に病気になってなかなか出勤できない

ような獣医師もおります。子供がインフルエン

ザ、もしくは自分もインフルエンザにかかる、

そうしたときにしっかり代替えの職員が対応で

きるような体制を組みたいというところがござ

います。その関係で短期的な取組としまして、

事業内容の①、業務プロセスの改善になります

が、これまで獣医師が行っていた業務で、獣医

師でなくてもできる業務もございます そういっ。

た部分をアウトソーシングして、余力をしっか

り持たせる取組が必要と考えております。

また、会計年度任用職員である獣医師は、約

３分の１が70歳以上でございます。そういう高

齢の方でもしっかり対応ができるような働き方

改革もしっかり組まなければなりません。そう
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した部分については、所属長である所長が、ど

ういう改善が必要か、日頃から意見交換をして

常にコミュニケーションをとっていく必要があ

ると考えております。

会計年度任用職員のうち、３分の１が70歳以

上と御説明しましたが、中には若い方もいらっ

しゃいます。会計年度任用職員の勤務時間は６

時間50分となっており、例えば、時間外ができ

ないかとか、できるのであればどれぐらいかと

か、どういう方ができるかとか、しっかりと聞

き取りしまして、できる方については、１時間

ないし２時間程度の時間外勤務 正規職員と─

同様の８時間ぐらいの勤務を月に何日ぐらいで

きるとか、しっかり確認して、検査体制を維持

していきたいと考えているところです。

、○山下委員 現場が大変悲鳴を上げている中で

宮崎大学の先生方も応援をもらわないと回して

いけないというお話も承っています。効果が現

れるまで大学との連携は何とかうまくいきそう

ですか。

昨年の５月に大学に参り○壹岐衛生管理課長

まして、大学の中で獣医師免許を持っている方

が屠畜検査、食鳥検査に対応できるか御意見を

伺いに行きました。そうした結果、大学の先生

方にアンケート結果をいただいたところですけ

れども、一部の先生から場合によってはできる

と回答があったところです。最悪の場合、大学

の先生からの応援をもらわないといけない部分

もございますけれども、大学の先生には重要な

研究ですとか、教育があります。できることな

ら、そこに専念していただいて、万が一どうし

てもの場合は再度お願いせざるを得ないと思い

ます。今回、短期的な取組ですとか、７万円の

処遇改善で学生にしっかりアピールして人材の

確保に取り組んでいきたいと考えているところ

です。

ぜひ、よろしくお願いしたいと思○山下委員

います。何しろ獣医師が毎年1,000名ぐらい出て

くる中でも、公務員獣医師希望者は100人を下

回っています。全国47都道府県で奪い合いをし

ているわけですから 畜産県として 本県でしっ、 、

かりと獣医師を確保していかないといけないの

は知事の命題です。しっかりと取り組んでくだ

さい。

、 。それと なぜ公務員獣医師に魅力がないのか

農政サイドの獣医師にしても、福祉保健部の獣

医師にしても、専門の獣医師のやる気 例え─

ば農政サイドの獣医師は、本来は病理関係の調

査研究などをどんどん進めて行くのが役割で

あって、農家の指導とか、衛生管理とか、いろ

んな口蹄疫にしても鳥インフルエンザにしても

防疫関係だけに振り回されて、本来の疫学調査

とか病理判定とか、本来の獣医師の仕事に回っ

ていないことも不人気の一つの原因である気が

するんです。農政水産部と福祉保健部と、うま

、 、くコントロールして 農政水産部でのやりがい

福祉保健部でのやりがい、それぞれ研究できる

仕組み、魅力を持って働ける、そういう仕組み

づくりも考えていかないと、例えば処遇改善だ

けでは改善しても長続きしないと思うんです。

今後はどこもレベルを上げてきますから、その

辺の改革も必要だろうと思うんです。この中で

ＡＩを活用した検査業務の実現可能とかＤＸと

か書いてありますが、こういう取組を行ってい

くことによって、獣医師の負担軽減とか、公務

員獣医師の募集をかけるときに、これだけ働く

場も改善されたとか、ＰＲする決め手になるの

か、そこの考え方をお聞かせください。
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委員御指摘のとおり、働○壹岐衛生管理課長

きのモチベーションを上げるということが非常

に重要と考えております。福祉保健部の中でど

ういう働き方とかやりがいとか、モチベーショ

ンが上がるような業務があるのか、どういうふ

うにやっていきたいのか、常日頃から考えてい

るところですけれども、農政水産部ともいろい

ろ話をしておりまして、お互いにさらにモチベ

ーションが上がるような業務になるよう、しっ

かり両部で取り組んでいきたいと考えておりま

す。

また、ＡＩにつきましては、サポートをする

ような部分がＡＩの大きなメリットではなかろ

うかと思っております。国からはＡＩを活用し

た取組を妨げるものではないものの、どういう

ふうな活用の仕方があるのか、自治体と協議し

ながら検討していきたいと言われているところ

です。やりがいがあるような取組につなげてい

きたいと考えているところです。

山下委員ともかぶるんですけれど○下沖委員

も、ＡＩの実証実験もそうですが、ＡＩの活用

に関して法律的な壁、制度的な壁があるのか、

それを早めに外していく必要もあるのか。

あと、政府から特区で実証実験を先にさせて

もらえるとか、そういうのがあるのか教えてく

ださい。

ＡＩにつきましては、こ○壹岐衛生管理課長

うした事業をしようと考えていたとき、事前に

国と協議をいたしました。国としては、食鳥検

査法の中にＡＩにかかる取組、取扱いについて

は明示・規定はされていないものの、そうした

自治体の調査研究を妨げるものでもない。

さらに、ＡＩを活用した検査を行うに当たっ

ては、国とも随時連携をとって、どういうあり

方があるのか協議してほしい 国としては自─

治体と連携して検討していきたいと言われてお

りますので、県としても国と連携して進めてい

く必要があると考えております。

特にＡＩ、精密検査のとき顕微検○下沖委員

査とかバイオ検査で出た画像を見比べていろい

ろ検査をすると思うんですけれども、画像診断

とか、ＡＩは特に優れていると思いますし、宮

崎大学でもＡＩの研究をされています。ああい

う方たちと早めに組んで、作業の負担を減らし

てあげるような新しい取組をしていると獣医師

が最先端のところで学びたいと 宮崎に行き─

たい方たちも増えてくると思いますので、自動

化と合わせたＡＩの組み合わせの研究を今後早

めに行っていただきたいし、宮崎の魅力として

発信していただきたいと思います。

続きまして資料87ページ、ヤングケアラーの

支援のところで説明もありましたが 「わかば」、

のホームページを見させてもらいました。若い

方、子供さんたちもＬＩＮＥとかで相談しやす

いように、かなりきれいに作られているので、

今までにない相談ホームページかと思ったんで

すけれども、ヤングケアラーと思うような方

小学校高学年ぐらいの姉妹２人がおばあ─

ちゃんと一緒に朝10時ごろ、コンビニの休憩ス

ペースで毎回食事されているんです。平日の10

時とか、そういう時間帯だし、何度も見かける

のですが、自分たちがそういう方を見かけたと

きに情報提供するようなフォームがなかったん

です。本人からの相談か家族からの相談フォー

ムしか作成されていなかったので、近所とかい

ろいろ、そういう気づきがあった人たちが情報

提供 ホームページの中に、こういう場所に─

こういう方たちがよくいらっしゃるとか、隣の
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家の方がこういう状況だと情報を提供するとこ

ろをつくれないのか。本人たちからの申告とか

、 、ではなくて 周りからも関心を持ってもらって

子供さんたちが、ずっと家の庭で遊んでいると

か、今後、何かそういういろんな情報を集める

考えはないのか。

虐待とかですと児童相○小川こども家庭課長

談所に通報してくださいとお願いしているとこ

ろですけれども、ヤングケアラーについては、

そういう仕組みをつくるところまでまだ行って

いない状況です。ただ、相談窓口として、身近

なところとなると市町村になると思うんですけ

れども、来年度以降、こども家庭センターとい

うのを順次整備していきます。今後、ヤングケ

アラーの情報をそこに一元的に集めて、必要が

あれば高齢者対策とか障がい者対策などと連携

していく形を取ることになると思いますので、

こども家庭センターを中心に何かあったときは

連絡くださいという感じになっていくと考えて

います。

ヤングケアラーに限定してホーム○下沖委員

ページを活用すると、もったいないと思ったん

です。複合的にいろんな異常、異変がある子供

たち、家庭環境について、周りの方たちからの

一報が重要にもなってくると思いますので、県

民からの情報提供の窓口も今後検討していただ

きたいと思います。

あと、同じページの児童虐待について、県の

ホームページを見たところ、厚生労働省の24時

間通報のリンクが張ってあったんです。リンク

先に飛ぶと、お探しのページがありませんと出

るんです。多分、皆ここに接続しようとすると

思うんです。ほかの児童相談所も全部リンクを

張っているんですけれども、ページがないんで

す。これはどういうことですか。県のホームペ

ージから通報しようと思ったら、このリンク先

に飛ぶと思うんです。

申し訳ありません。リ○小川こども家庭課長

ンク先に飛ばないことを把握していなかったの

で、審査が終わり次第調査したいと思います。

通報は基本的に189という電話番号で24時間受

付けていることになっています。夜間、土日は

民間に委託して通報を受けることになっている

んですけれども、本当に虐待があるようなとき

は児童相談所の職員が駆けつけるような体制を

とっております。

これは早急にやっていただきたい○下沖委員

と思うのでお願いします。

続きまして資料73ページの「おむつの負担軽

減モデル事業」ですけれども、昨年６月の肉づ

け予算のときに新規事業として上げられて、補

正で８割方減額したと思うんです。今回当初予

算で同額の3,150万円で上がっているんですけれ

ども、前年度の状況に鑑みて、何か積算があっ

て調整をかけなかったのですか。ほかのところ

、 、を見ても 特に新規事業とか執行率が低くても

そのまま同じ金額で上がってきているんですけ

れども、毎年、検証せずに予算を上げていくの

か、教えてください。

今年度は６月補正で組○中村こども政策課長

んで、市町村も内容を確認した上で各市町村の

議会の補正で議決を経て実施をするということ

で、実施期間は半年もなかったこともございま

すので、来年度からは当初から丸々取り組むこ

とができると想定して今年度と同額を組ませて

いただいております。

今回実施期間が短かったですけれ○下沖委員

ども、ほかの事業もですが、実施率が低くても



- 127 -

令和６年３月８日(金)

前年度当初と同額を上げているのが多々見られ

ました。前年度執行率も低かったのに今年度も

執行率が低いと、ほかに予算が使えたのではな

いかとなります。

今回の事業は令和８年度まであります。毎年

見直して積算状況も分かってくると思いますの

で、予算を適正に組んでいただきたいと思いま

すので、今後、よろしくお願いします。

53ページで衛生管理課の（事項）○日高委員

生活環境対策費の７「生活基盤施設耐震化等交

付金事業」について確認ですが、水道施設の耐

。震化予算はここから出ているということですね

委員御指摘のとおり、水○壹岐衛生管理課長

道施設の耐震化に係る市町村等の水道事業者に

対する助成につきましては、説明欄の７、生活

基盤施設耐震化等交付金事業から支出しており

ます。

例えば、日向市では水道施設管の○日高委員

長さが市全体で大体700キロメートルあると聞い

たんです。耐震化をいくら一生懸命やっても年

４キロメートルがやっとです。耐震化をやり切

るのは、とてつもないです。２億7,600万円の予

算は国から下りてきたそのままだと思うんです

けれども、能登地震の関係でもこの問題が出て

いましたよね。だから南海トラフ地震が起きた

ら問題になると騒いでいるところでしょう。

、この予算については県の関与はないにしても

今後本当に大きな問題になるので、まず９市の

水道施設の耐震化率を資料で要求したいと思い

ます。

それから、これはこのままでいいのか、福祉

保健部としても新たな大きな最重要課題として

今後県全体で抜本的に取り組まないといけない

のか、非常に重要なところに入ってくるんです

けれども、福祉保健部として今後このままいく

のか、それとも部長が庁議に出して、新しい感

覚で予算を要求していくのか 多分、国もこ─

の辺に力を入れていこうという話になってくる

と思うんですけれども、どう考えるのか教えて

ください。

まさしく○津田福祉保健部次長（福祉担当）

能登半島地震の状況を見ますと、今回非常に大

変重要な事項だったと、私どもも認識しており

ます。国の制度として、こういった交付金事業

があるわけで、国の制度をどういった形に変え

ていく方向でお願いするのか、もしくは県とし

て独自に何かできる対応があるのか、今すぐ答

えを申し上げることはできませんけれども、重

要な課題だと認識して検討していきたいと思い

ます。

これは非常に重要な問題で、例え○日高委員

ば地域防災計画も見直しの方向にかじを切る。

このまま実施するのは絶対にないですよね。全

体を変えなくても、個別の部分は変えていく。

そんな中で災害が起こりました、水道管が破

裂してもう水が届きませんと 水は非常に大─

、 。事で 災害があったときにどうもならないです

市町村の耐震化率はどこが低くてどこが高いの

かも示して、予算を出さないといけないし、県

の予算とか市町村の予算で全部やれるかと言う

と、さっき日向市の例を出したように、そうい

う状況なんです。だから事業を大きく変えてい

かないといけない。例えば総務政策常任委員会

─でこんな話をすると、国の動向を見ながら

私が一番嫌いな言葉を使うんですが、知事も全

国知事会の重要ポストにおられるんだったら、

宮崎県から国に 市町村は財源も含めてこういっ、

た状況だから、全力でここに予算をしっかり出



- 128 -

令和６年３月８日(金)

していかないといけないというべきだと思うん

です。福祉保健部の事業がこれだけだったら、

部長が庁議とかで知事に進言するとか、仕掛け

ていくことが本当に重要だと思うんです。待つ

だけだったらだめだと思うんです。ここは非常

に重要なので、だからそういうことも考えてや

らないと……。

今、次長が申し上げまし○川北福祉保健部長

たとおり非常に重要な部分でございます。能登

半島地震の関係で国もどういった動きをするの

か こういう言葉はどうかと思いますが、国─

の動向を見つつというのはありますけれども、

県として国に対して増額するように予算の要望

はしておりますし、本会議でも申し上げました

ＤＸとか効率的なやり方、検査の方法等はない

のか、予算の獲得を含めて、知事を筆頭にきち

んとやっていきたいと思っています。重要な予

算だと思っています。

先ほど日高委員から９市におけ○重松委員長

る耐震化の進捗状況等々の資料の請求がありま

したが、全委員に提供ということでよろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、執行部側は、この資料を○重松委員長

すぐ用意できますでしょうか。

用意できます。○壹岐衛生管理課長

分かりました。では、そのよう○重松委員長

にお願いしたいと思います。

今の関連ですけれども、能登半島○坂口委員

地震の状況とこの制度を見たときに、県が市町

村の体力に応じて隙間を埋めることも想定しな

がら、国への見直しを求めるべきだと思うんで

す。

それと、ちゃんと把握しないといけないのは

流動化の考え方ですけれども、入っていないん

です。流動化したら今まで１キロメートルだっ

たところが延長されて1.2キロメートルになるか

もしれない。どこか必ずぶち切れるか、あめみ

たいに伸びることはないから、流動化も正確に

調査しながら、流動化の対象地域については耐

、 、 、震補強をどうやるか また 設計上の問題とか

基準の問題とか将来の課題ですけれども、ぜひ

。早急に何らかの考え方を整理していただきたい

それと、衛生管理課長に聞きたいのですが、

例の有機フッ素化合物 ＰＦＡＳです。今回─

、問題になった箇所は私の近くでもあるんですが

即対応していただいて計画の検査すべき井戸は

全て検査が終わったと思うんですけれども、検

査対象の井戸というか箇所の決め方と、検査対

象の箇所を調べた結果による、さらなる検査の

在り方、対策 対応の在り方は基本的にはど─

んな具合になっているんですか。

当初計画した場所につい○壹岐衛生管理課長

ては全て検査が終わった 採水が終わったこ─

とになっております。調査が進む中で検出され

たのは１か所となっておりまして、現在、検出

した半径500メートル周囲について検査している

ところです。環境省で示している、検出で影響

がありそうな範囲が半径500メートルでありまし

て、昨日、その半径500メートルの境で採水した

とお聞きしております。

その検査結果が陽性であれば、さらにそこか

ら半径500メートルとか広い範囲で検査をする、

もしくはその半径500メートル先の地点で陰性と

なれば内部に限局したものであろうと想定され

るということで、検出地点から半径500メートル

の境の検査結果次第で、今後、また状況が変わ

るとお聞きしております。
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周囲も含め既に合計５か所、全て○坂口委員

オーバーしていたという情報も聞いているんだ

けれども、そこはどうなんですか。

御説明が飛んでいました○壹岐衛生管理課長

ので、はじめから御説明しますと、当初１か所

で陽性と出たということで、再確定するために

周辺の４か所を検査した。合計５か所全て陽性

であったと、環境森林部がプレスリリースした

ところです。

それを受けまして、今日のお話になりますけ

れども、陽性であったことから、中心地点から

ちょうど500メートル周辺を採水して、今後検査

結果が出るとお聞きしております。

そうしたら、周辺では一度採水し○坂口委員

て検査結果が出ている。ただ、500メートルでは

なくて、100メートルなり200メートルなり、少

し近い範囲の４本をプラスして、それを見る必

要があったということですよね。それも根拠の

ある１つの方法だと思います。

ただ、場所は一ツ瀬川のすぐ近くです。昔は

町の水道水も地下から出ていて、河川水ではな

く地下水だと誇れる水だったんです。気になる

のは一ツ瀬川の伏流水です。辺り一帯で出て、

たまたま200メートル範囲内で５本掘って陽性

だったから、まずは500メートルまでと段階的に

やっていくときに、濃度の薄いところがたまた

ま引っかかるかもしれない。それから、井戸を

掘って埋めてない。昔は井戸は皆一戸に一本ず

つあったんです。だからそんなことを考えたと

きに、まどろっこしいんじゃないかと思うんで

すが、特別な場所ということで考えられている

のか。１つでも井戸を掘れば、そこの地下の水

位が分かります。一ツ瀬川の水位とか、それか

ら横に行くと砂利ですから、そこから流れてい

るレベルのものがあれば、一ツ瀬川の伏流水に

極めて近い可能性が高くなる。そのときは辺り

一体がその水なんです。そして、畜産、野菜作

りなどに散水するんです。だから、早急に調べ

て、一日でも早く対応を考えないといけないで

す。

そして、たまたま水位が違ったときに、簡単

に考えては駄目だと思うんです。あそこは砂利

の採取所があったところなんです。砂利を採取

した後は、通水性、通過性の悪いものを埋め戻

すので、壁ができている。だから水位が違う可

能性もあるし、よくよく考えて慎重に研究、検

証しながら取り組んでいただきたいんです。

水を誇ってる地域だったから、今も人の飲料

として使う井戸もありますが、これを止めざる

を得ない。そういう場所だから、うちは簡易水

道も上水道も必要ないと言って、引いてない家

があるんじゃないかというのが気になる。そこ

に、どうやって水を持ち込むかは、飲料水だか

ら市町の役割になると思うんですけれども ちゃ、

んと対応できているんですか。

周辺の西都市、新富町の○壹岐衛生管理課長

担当課と連携して住民の方に安全な水がしっか

り提供できるように、水道の普及地域でありま

すので、できれば水道水を引いてほしいとお願

いをしているところです。

当面の間、水道を引くにしても急にはなかな

か引けないということもありますので、市町に

お願いしまして、市町それぞれ判断で各家庭に

飲用のための給水の袋を準備したところです。

周辺の地域では、隣に水道が来ているところに

水を貰えるような地域の環境があったり、親族

から貰うなどの対応をしておりますけれども、

できることなら水道水を引いていただきたいと
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思います。

これを機に、水の使用者側がいろ○坂口委員

んな今後の可能性を考えて水道を引いてもらえ

るというのが一番理想かと思うんです。

それで、先ほどの能登半島地震の関連ですけ

れども、仮にかなり大きな地震が起きて、高い

確率で震災が起こる可能性を想定しておかない

といけないときに、さっき言ったように、この

辺り一面いい水なんです。悪い水でも雑用水と

しては使える水もありますし、水は豊富なんで

す。濁りがないんです。

衛生用の水はすごく深刻な問題になりました

よね。打ち込み井戸というのは知ってますか。

鉄のパイプを打ち込んでいって いわゆるガチャ、

ポンを詰めてカッチャンカッチャンやれば、す

ぐ水が出るんです。備蓄しておけば至るところ

で水は確保できるんです。あそこにはスマート

インターもできるし、新田原基地もあるし、災

害時の拠点になります。

そんなことを考えると、この調査はすごく大

切です。これを機に、今の井戸の水が飲める、

飲めないという水の質の全戸調査と、打ち込み

箇所で適当なところがないか、大がかりにされ

たらどうですか。

貴重な意見と考えていま○壹岐衛生管理課長

す。委員御指摘の内容を環境森林部と共有しな

がら地震時の水の対策を取っていきたいと思い

ます。

ぜひ、よろしくお願いします。宮○坂口委員

崎市もやったと思うんですけれども、古い井戸

を持っておられる方に、いざというときに使わ

せてもらえますかと水質検査までしたのではな

いかと思うんです それを一定の期間ごとにやっ。

ていきながら、あの水は飲めるぞとか、飲めな

いとか、震災のときにもらえるとか データ─

をつくっておられるかもしれませんけれども、

ぜひ市町村との共同事業でその辺まで踏み込ん

でいただければと思います。

食肉衛生処理検査所の件です○山口副委員長

けれども、都農町で新しく建て替えをされます

が、業務改善の調査だったりＡＩの実現可能性

調査も併せてやりますよね。新しく建て替える

ほうには、こうした業務プロセスの改善は反映

できるのかどうか確認したいんです。

実施時期から考えると来年度から設計が始

まったとして、令和７年から一気に解体と建設

となっているので、業務改善のいい結果が出た

としても設計等に反映させるのは難しいのかな

と感じるんですが、どういうふうに関連させて

いますか。

委員御指摘のとおりであ○壹岐衛生管理課長

りまして、業務改善内容を新しい庁舎に反映さ

せることが非常に重要と思っております。２月

補正予算の際に、食肉衛生検査所の業務改善事

業をお願いしたところです。その中で、令和６

年度の事業になっておりますけれども、ハード

面に反映させたい見直しについては、事業の中

で出していただいて、反映させていくように考

えているところです。

分かりました。○山口副委員長

続いて 資料88ページで こども家庭課の ひ、 、 「

とり親家庭医療費助成事業」についてですが、

恐らく昨年度と予算額は変わっていないと思い

ます。ひとり親家庭の医療費助成については、

市町村から外来診療時の現物給付について要望

があって、今年度意見交換等を行っていくよう

な話もあったと思いますが、予算額が変わって

いないということは、恐らく来年度も変わらな

令和６年３月８日(金)
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いんだろうと思うんですが、どういった意見交

換を行ったのかということと、現物給付を行わ

ないで、これまでと同じような方式で行うと判

断した理由を教えてください。

今年度、市町村の幾つ○小川こども家庭課長

かの団体の担当の方にお集まりいただいて意見

交換をしました。現物給付にしてほしいという

ような意見が出たところであります。

ただ、県サイドとしては、ひとり親家庭の医

療費は子供だけではなくて、大人の、ひとり親

も対象ですので、どうしてもコンビニ受診を心

配してしまうところがあります。コンビニ受診

があると、当然県の負担も増えていきます。入

院は既に現物支給になっている。通院に関して

は現物支給という判断がなかなかできかねると

ころがあります。さらに、子供は各市町村が独

自に小中学校ぐらいまで子供医療費として現物

支給をしているところがあったりして、そちら

は現物支給されていることになるので、ひとり

親家庭の現物支給化は今年度はできかねていま

す。

深くは聞きませんが、今の答○山口副委員長

弁だと、ひとり親の方々はコンビニ受診する可

能性がほかの方々に比べて高いという感じに聞

こえるんですけれども、当然受診の権利がある

わけだから、基本的には性善説に基づいて考え

ていくのではないですか。コンビニ受診は控え

ましょうと啓発も常にされているわけだし、コ

ンビニ受診が増える前提で議論するのは違和感

を感じます。

あと、市町村から自分たちも現物支給をやっ

、 、てるんだけれども 事務負担が結構大変なので

県側も合わせていただけませんかという意見も

あったのではないかと思うので、そのような意

見があったかどうかだけ教えてもらえますか。

償還払いになると、各○小川こども家庭課長

個人から市町村が申請を受けて支払います。現

物支給だと国民健康保険連合会とかで審査する

ことになりますので、市町村の事務負担を軽減

したいという要望はございました。

現状は分かったので、理解し○山口副委員長

たいと思います。

続いて、こども政策課にお伺いしたいんです

が、資料84ページの「こどもわけもん政策モニ

ター事業」ですけれども、事業を民間企業に委

託しますと出ています。具体的に委託するもの

、 、は アンケート等への意見聴取とかありますが

アンケートの中身の作成とか、そういったもの

も含めて、全部委託するということですか。

「こどもわけもん政策○中村こども政策課長

」 、モニター事業 のアンケートの中身については

最終的に、こども政策への反映を想定しており

ますので 内容については県で整理したいと思っ、

ております。ただ、実施に当たっては、専用ホ

ームページを設けて、その中で情報を提供した

り、子供からの回答はウェブ形式でいただこう

と想定しておりますので、そういったシステム

の構築等が出てきます。その部分は民間企業に

お願いしたいと考えております。

何で委託するのかと思ったん○山口副委員長

です。県が自分たちでちゃんと聞けばいい話で

はないか、募集も自分たちですればいいのでは

ないかと思ったんです。今の答弁だと、この予

算はあくまで、システム構築、ホームページと

かの作成費が主という理解でよろしいですか。

そういったシステムの○中村こども政策課長

構築も含め、実際にアンケートの実施、回収と

その内容の整理は民間企業への委託ということ
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で、基本的なアンケートの内容をつくったりと

いうところは県でやっていきたいと考えており

ます。

分かりました。○山口副委員長

資料85ページの「みやざき結婚サポート強化

事業 について伺いたいと思いますが アクショ」 、

ンプランに令和８年度くらいまでの累計の婚姻

数が200組ちょっとと目標があったと思います。

これは令和８年度までの事業期間になってい

ますけれども、成果指標はあくまで登録の会員

数になっていて、成婚数の目標は入れていない

のは何か理由があるんですか。

おっしゃるとおり、成○中村こども政策課長

、婚数の目標につきましてはアクションプランで

令和８年で204組を指標として掲げております。

私どもとしましては、この指標の達成を目標に

しておりますので、成婚数までは成果指標とし

ては掲げていなかったところでございます。

分かりました。○山口副委員長

続いて、79ページの「結婚応援メディア戦略

強化事業」についてお伺いしたいと思います。

先ほど永山委員の質問で、ターゲットが8.7万

人ぐらいで、年度ごとの目標は定めておりませ

んとなっていました。登録者数が１万人になる

と、多くの方々に情報提供ができることは理解

するんですけれども、少なくともこれぐらいの

方々には届かないと事業効果がないという数字

を確認したいんです。１万人は、恐らくかなり

高い目標だと思うんですけれども、これだけの

お金を使うということで、最低限この人数ぐら

いまでは増やしておきたいという目標みたいな

ものは、何かあったりするんでしょうか。政策

効果が現れるであろう数字は、どう捉えている

か教えてください。

私どもとしましては、○中村こども政策課長

現在、出生数が大幅に減ってきている中で、婚

姻数の回復が非常に重要な課題と考えておりま

すので、全体の婚姻数をコロナ禍前の水準まで

回復させたいと考えております。コロナ禍前の

水準が4,500組程度でございますので、出会いの

きっかけということではイベント会員の目標は

１万人で、大変ハードルとしては高いものだと

考えてはおりますけれども、市町村、結婚支援

コンシェルジュ事業、こういった事業も活用し

ながら、何とか目標を達成していきたいと考え

ております。

今の話だと、令和８年度ぐら○山口副委員長

いに婚姻数4,500組を達成するためには、令和８

年度に１万人のイベント会員登録者数が最低限

必要であると私は理解をしたところなんです。

ということは、登録者数が１万人いかないと婚

姻数4,500組いかないんじゃないかという考え方

になってしまうので、せめてこの7,000万円を

使って、ほぼ広報費 イベント広報なの─

で、3,000人ぐらいにまでちゃんと情報が届くよ

うになれば、7,000万円を使う価値がありますと

いうことだったら、なるほど最低3,000人はいか

ないといけないと何となく理解できるんです。

１万人いかないと額を使う意味がありませんと

いう話になると、令和６年から１万人を目指さ

ないと意味ないと思うんですよ。

悠長なこと 令和６年とか、令和７年とか─

の目標人数を定めてませんなんてことは、あっ

てはいけないことだと思うんですけれども、最

低でもこのぐらいの人数まではいかないと7,000

万円を使う価値がないという数値があるんだっ

たら教えてほしいし、ないんだったら、ないと

言っていただきたい。
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目標値として１万人に○中村こども政策課長

達するまでの過程で、具体的な数値目標は定め

ていなかったところでございます。

これは目標値を定めるべきだ○山口副委員長

と思います。新しいアプリだったりとか新しい

商品は最初にばーんと出たときに登録者数も一

番増えたり買う人も増えたりするのが一般的な

感じだと思うので、最初の事業年度の令和６年

度にそれなりの数字を取りにいく、その上で微

増していった結果が令和８年度というのが本来

的な目指すべきところではなかろうかと思うん

です。コンシェルジュのアンバサダーの設置と

かも、来年度に「アンバサダーやります」と言

うから、おそらくそこでメディアが取り上げて

くれて、一気に認知が広がることを期待されて

いらっしゃるんだろうと思うんです。最低でも

令和６年度の目標値は定めて 部内でも結構─

ですから、達成できたかできなかったか、しっ

かり検証していただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

ただ、最終的に令和８年度に結婚する人

が4,500組いないといけないから、令和８年度に

登録者数を１万人にしても意味がないと思うん

です。恐らく令和７年とかには一定程度出会っ

てないと、婚姻数まで到達しないんです。10日

で出会った人とのスピード婚とかそんなのは数

が少ないわけだから別にして、目標値も令和６

年、令和７年の設定をしないとずれると思うん

ですけれども、私の今の意見を聞いて、目標値

の立て方について、今後、検討する意思がある

かどうかだけ確認させてください。

貴重な御指摘をどうも○中村こども政策課長

ありがとうございます。まさに、最初の露出等

で、できるだけ多くの県民の方々に趣旨などを

御理解いただいて、行動していただくこと、そ

ういうスピード感を持ってやっていくことが大

切で、また時間がたてば、徐々にそういった関

心も薄れてしまうおそれもありますので、御指

摘のとおり、できるだけ早く目標に向けて達成

できるような取組を進めてまいりたいと考えて

おります。

令和８年がゴールではなくて、できるだけそ

、の前に１万人近い登録者数を獲得できるように

部内でも早急に目標の定め方について検討して

まいりたいと考えております。

要望というか、検討をお願い○山口副委員長

したいのが、どうやって登録されるのか分から

ないんですけれども、最終的に令和８年度まで

に１万人達成できたとしたら、独身の個人情報

的なもの 非常に価値のある情報を皆さんが─

入手することになると思うんです。

そこの今後の活用とかも含めて、ぜひ検討し

ていただきたい。１万人の独身男女の情報は、

すごい価値のあるものだと思います。しかも、

もしかしたら結婚の意思があるかもしれないと

思うので、この事業で終わることなく、今後に

も生かせるように、３年間で検討いただければ

と思いますので、一意見としてよろしくお願い

します。

この事業は、僕はいいか悪いか分○坂口委員

からないんですけれども、心配な点は情報の管

理です。民間企業だから通販の会社とかに売ろ

うと思ったら相当な金になるので、県はどう責

任を持って 絶対情報を守れるという自信を─

持っておられるのかがすごく気がかりです。

宮崎県の離婚率は高いです。だから、とにか

く結婚の数を稼ぐことだけで 将来 破綻になっ、 、

ていくというか 別れてしまうようなことになっ、
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ては、県の数字を達成するための結婚だったの

とか、果たして何だったのとなる。そのあたり

もしっかりやっていかないと、これに対して補

完するべく事業が出てくるんじゃないか。この

、 、事業を誘導的にされるなら 幸せな結婚になる

将来の生活の設計なり、あるいはその生活の実

行なり、その辺まで見ていくことが必要じゃな

いか。本当の目的は安全と、価値観も含めた幸

せです。

アンバサダーとして著名人が来て 衝動的─

と言うといけないかもしれないけれども、短期

的に結びつけて終わり、数が達成して成功だっ

たというのではちょっと違う。守秘義務は絶対

守らせるということと、磁石で物を吸いつける

ように誘導ばかりでは駄目なんだということを

念頭に置きながら、本来何をやるべきか、行政

。 、は何を求めるべきか考える 究極の目的は福祉

カップルを幸せに導く、人の幸せです。そこの

ところをすごく懸念しています。

この辺に対して、何か安全弁を持っておられ

れば、お聞かせいただくとほっとするんですけ

れども、なければそこを真剣に考えていただき

たいと思います。

まず最初の御指摘の情○中村こども政策課長

報管理の部分ですけれども、現在、デジタル推

進課ともＩＴ調達協議をして、システムを構築

するに当たっての注意点として事前にいろいろ

助言をいただいておりまして、個人情報の取扱

いについても助言をいただいているところでご

ざいます。

引き続き、来年度もデジタル推進課等の専門

家の助言もいただきながら、情報漏えい等、個

人情報の流出等が決してないように、しっかり

としたシステムをつくってまいりたいと考えて

おります。

それから、もう一つの御指摘でございますけ

れども、まさに委員の御指摘のとおりでござい

まして、私どもも結婚はライフイベントの中で

最も大きな決断だと思いますし、最終的には、

本来、一人一人の人生において幸福につながる

ものでなければならないということが一番重要

視しているところでございます。

ですから、結婚する、しない、そして子供を

産む、産まないは、あくまでもお一人お一人の

価値観でございますので、そこをしっかり尊重

することは私どもも肝に銘じておりまして、そ

の上でどうしても結婚したいんだけれども出会

いがないとか、どうやったら相手の方 異性─

の方とお付き合いしたらいいのか分からないと

か、そういう方がいらっしゃるということで、

その後押しをしてまいりたい。

そして、そもそも結婚するとはどういうこと

なのか、そして、子供を育てるとはどういうこ

となのかをしっかりと一人一人が考えていただ

いて、少しでも自分ごととして考えるきっかけ

を提供することによって、その上で結婚を選択

していただいた方には、こういった事業も使い

まして全力で応援する。最終的には県民の幸福

、 、 、感の向上を追求していく そして 企業や団体

社会全体でそれを支えていく、そういった結果

につなげていきたいと考えております。

。○坂口委員 それを聞いて本当に安心しました

磁石みたいに引っ張りつけるんじゃなくて、足

らざるところは足してあげます、届かざるとこ

ろは届けてあげますといった基本的なスタイル

で将来の幸せをつかませていく、そこに徹され

ると聞いて安心しました。ぜひ、その理念とい

うか、その哲学でやっていただきたいと思いま
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す。

こども政策課に質問なんですけれ○武田委員

ども、今、副委員長と坂口委員から出ていまし

たので大体了解したんですが、資料79ページの

「結婚応援メディア戦略強化事業」の内容は予

算が通ったら今から詰めていかれるんでしょう

から、アンバサダーも含めてしっかりとやって

いただきたい。

また、81ページの「結婚支援コンシェルジュ

事業」も、企業担当、市町村担当を各１～２名

配置してされるんでしょうけれども 内容をしっ、

かり詰めていって、結婚につながるようにして

いただきたい。

「 」85ページの みやざき結婚サポート強化事業

も日髙利夫議員からあったように会員数2,000名

では多分足りないと思いますので、成果指標の

目標をもうちょっと上げていただきたいと思っ

ております。

出会いから結婚に至るまでが一番の肝だと思

うんです。来年度予算のこの３つの事業が「日

本一生み育てやすい県への挑戦！」ということ

、 。で この３つの事業を委託されるわけですよね

事業は別々なんですけれども、委託業者と県の

、 、担当者とで一緒になって １年に１回と言わず

半期に１回ぐらいずつ情報を持ち合って、お互

いの事業をリンクさせながら、最終的な目標を

達成していくための会議等を予定されているの

かお聞きします。

「結婚応援メディア戦○中村こども政策課長

略強化事業」については新規事業ですので、こ

れからではあるんですけれども 「みやざき結婚、

サポート強化事業」につきましては、現在サポ

ートセンターの運営を宮崎商工会議所に委託し

て運営していただいております。ほぼ毎週のよ

うにいろんな情報交換をしたり、月々の定例会

をやったり、かなりきめ細かく情報交換とか認

識の共有をやっているところでございまして、

我々とほぼ同じような認識で業務に取り組んで

いただいていると考えております。

「 」新規事業の 結婚応援メディア戦略強化事業

等につきましても、ただ仕様書に書いてあるこ

とをやってもらえばいいというものでは決して

ないと思っております。まず事業者の方々が同

じぐらいの危機意識を持って、使命感を持って

取り組んでいただくことが非常に重要になろう

、 、と思っておりますので 委員の御指摘のとおり

できるだけ緊密に意見交換とか情報交換をやっ

て、この事業を進めてまいりたいと考えており

ます。

委託先を別々ではなくて、委託先○武田委員

を一緒に集めて、トータルで自分のところはこ

ういう悩みがある、ここはこういう悩みがある

というのを合わせていって、そしたらほかのと

ころから、こういうのをやるといいのではない

ですかと、横のつながりができると面白いと思

いますし、半期に１回あるといいと思います。

それと、会員数を上げていくために何をすべ

、 、きかというところで 農家や自営業者などから

出会いの場が欲しいという話が昔からあったと

ころですが、今、県職員をはじめ、市町村職員

の方々で独身の方が多いイメージなんです。も

ちろん結婚したくないという個人を無理やり登

録させるわけにはいかないでしょうけれども、

男女ともしっかりとした経済基盤がある方々が

独身なんです。

結婚したいという希望があるけれども登録し

てない方が、県庁を含め、市町村の職員の方に

相当数いらっしゃるのではないかという思いが
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ありまして、まずは、率先して庁内に声かけを

していただいて 市町村の皆さん、もちろん─

企業の皆さんもですけれども、そうすると、結

婚サポート強化事業は2,000人は来月、再来月に

はすぐ埋まるのではないかという気もするんで

す。

だから、ピンポイントでしっかりとやるべき

ことを一つずつ積み重ねていけば、全部クリア

する事業ではないかと思います。委託先はしっ

かりとやってらっしゃる、認識を共有してると

いう話だけれども 「みやざき結婚サポート強化、

事業」の会員数も現状919名で、これだけの予算

をもらって、このぐらいの事業をやってたら一

般企業だったら営業マンは首です だから しっ。 、

かりと数字を上げていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

これまでサポートセン○中村こども政策課長

ターの存在自体を、独身の方々に十分に知られ

ていなかったという反省がございます。結婚の

支援をしているサポートセンターという存在を

ＰＲすることに若干控えめなところがあったと

思っておりますが、今後は積極的にサポートセ

ンターの機能とか、存在をしっかりアピールす

ることで、登録するに当たっての心理的なハー

ドルとかをもう少し下げて、かつ、できるだけ

気軽に登録できるような雰囲気づくりみたいな

こともやっていきながら、目標達成に向けて取

り組んでまいりたいと思いますし、2,000名以上

に登録していただけるような取組をしっかり進

めてまいりたいと考えております。

うちの会派の日髙利夫議員ですけ○武田委員

れども、あなた自身がセンターの会員にならな

くていいけれども、あなたの周りにいるでしょ

うと、各議員のテーブルにサポートセンターへ

の申込み用紙を10名でも、20名でも、30名でも

お願いしますと、１人でずっと配って回ってま

した。こういうことが大事なのではないかと思

いますので、よろしくお願いいたします。

私からも一言お願いしておきたい○山下委員

と思うんですが、これは非常に難しいことなん

。 、です 私たちもなぜなんだろうと考えたときに

私たちが成長してきた段階と今の若い人たちを

見ていると、言っておかないといけないだろう

。 、ということが年代的に多々あるんです それは

我々の時代からすると女性もどんどん社会進出

してきた、女性活躍型の社会になってきた、男

性に頼らなくても女性が自活ができる、こうい

う時代になってきたということです。

けれども女性と話をしてみると、なかなか結

婚に行きつかない、自分でも結婚したいけれど

も、ある程度の年代になったから声をかけてく

れない、そういう内々の悩み等も社会の中であ

るみたいなんです。

民間ベースで、インターネットでもいろんな

出会いの事業とか、いろいろ取組をされてると

思うんですけれども、今回、九州初とか新規事

業とか結婚サポート事業を行政が中心になって

組まれたわけですから、何か違う取組をやって

いかないといけないですよね。行政が入るとい

うことは間違いないだろうと、男性にも女性に

も安心感を与えるんです。それをうまく取組の

中に生かせること、そして、せっかく事業をつ

くった以上は、丸抱えでこの行事に出てくださ

いとかはなくて、当事者が自分たちで企画運営

ができるような 我々たちが若いときには、─

例えば、青年団とかいろんな中で女性との出会

いを、自らが組織を上げて企画してきたような

気がするんです。
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その頃、私は農業でしたが、農家に嫁さんが

来ないというのは50年前から大きな課題だった

んです。けれども、我々は自主的に活動をする

ことによって、みんなが出会いを求めて自主的

にやってきたから 農家の人で当時結婚しなかっ、

たのは誰一人いなかったんです。だから、その

世代の人たちに自主性を持たせることも、ある

程度必要かなと思っているんです。ぜひいろい

ろ分析していただいて、事業の効果が出るよう

にお願いしておきたいと思います。

貴重な御指摘ありがと○中村こども政策課長

うございます。まさに、自分たちでそういう出

、会いの機会を求めて行動できる方々というのは

比較的そういった出会いに結びつきやすいと考

えております。そういう方々については、基本

的にできるだけ出会いの機会を提供する。現在

も補助金とかありますので、県の補助金を使っ

て、企業とか地域の方々に出会いのイベントを

つくっていただいて、そこでマッチングをやっ

、 。ていただいたり 機会の創出をやっております

情報が十分届いていない方々にもこんなイベン

トがあります、こんな交流会がありますとしっ

かりお届けしてまいりたいと思っています。

、 、ただ それで動ける人はいいんですけれども

そこまでなかなかできない方が課題だと思いま

すので、そういう人たちに対しては、サポート

センターみたいなところで悩みに寄り添いなが

ら、できるだけマッチングのお手伝いをしたり

しています。サポートセンターでは実際に一対

一でお見合いをされる場合に、必ずサポーター

としてボランティアの方が立ち会うことになっ

ております。特に女性は初めて会う男性がどう

いう人か分からないし、リスクがある場合もあ

るかもしれない。その点、必ず立会人がいらっ

しゃるので、そこが安心感につながるというこ

ともあります。サポートセンターの強みをしっ

かりアピールをしていきたい、お支えしていき

たいと思います。

、○日高委員 聞いておきたいところなんですが

事業は行政の職員がつくりますよね。例えば、

みやざき結婚サポート会員を2,000人に持ってい

こうとします。今、武田委員から例えば県庁職

員の独身の方に呼びかけてという話がありまし

た。でもそれをやると パワハラとか何ハラ─

とかもありますけれども、実際、どこまでだっ

たら踏み込めるんですか。

御指摘のとおり、そこ○中村こども政策課長

は本人が望まない形でこれに入会しろとか、結

婚しろという話をするのは当然セクハラに当た

ると思いますし、上司が言えばパワハラに当た

るかもしれませんので、そういったことは控え

ないといけないと思っておりますけれども、こ

ういった仕組みがありますとか、こんなイベン

、トがありますという情報提供にとどまる分には

差し支えないと考えております。

例えば、さっきのサポートセンタ○日高委員

ー会員募集を勧誘するのは誰なんですか。だか

ら本当に難しいところだと思うんです。そこの

見解はどうなんですか。

今、こど○津田福祉保健部次長（福祉担当）

、も政策課長がお答えしたとおりでございますが

例えば、チラシを配るということであれば、そ

れは問題ないかと思います。例えば、我々がよ

く使うのは全庁掲示板といって全職員が見る掲

示板がございますので、そこに情報を載せたり

することについては問題ないと思っています。

配った上で、あなたは絶対に入りなさいと、も

し上司が言ったらパワハラに当たる可能性が大
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ですので、こういったことはできないと思って

おります。皆さんにこういうのがありますと情

報を提供するところまでだと思っております。

ということは、例えば、入会のチ○日高委員

ラシみたいなものを広めて、身の回りにそうい

う方がいたら、もしよかったら御紹介ください

というところまではいいということですか。

今、津田次長からも話○柏田こども政策局長

がありましたけれども、県庁内の全庁掲示板と

いうのがありまして、サポートセンターに関し

ては、興味のある方はぜひ御検討くださいと載

せたことがあります。また、各市町村におかれ

ましても、市町村によってはサポートセンター

の入会費用の補助を出しているところもござい

ますので、そういう取組をさらに広めていきな

がら、会員の登録を進めていきたいと思ってい

ます。

それでも結構難しいところがある○日高委員

と思うんです。ここ２～３年、勧誘というのは

本当に難しい。質問はここまでにしておきます

けれども、その辺も気をつけながら少子化対策

をしていかないといけないから、意見としてよ

ろしくお願いいたします。

パワハラは本当に難しいですよ。○坂口委員

あなたは独身だったよねと言ったらパワハラで

す。これを読んで、と言えばセーフですよね。

、 、だから これとこれとはどうだという仕分けは

なかなか難しいです。あなたは独身だったよね

と言うのがパワハラになるということは、裏返

せば、前提条件として、独身はよくないと言っ

ているのと同じなんです。

今朝も、髪を切ったねと言うならいいという

のをやっていました。何かあったのと言うと、

パワハラだったりセクハラだったり、なかなか

難しいから、配布してくださいとか掲示してお

いてとかぐらいまでで、ここまでなら許される

というのは、考えないほうがいいと思います。

勧めるということは、そうでないことを否定す

ることですものね。否定するとパワハラにつな

がったり、セクハラにつながったりするから、

あまり一律の答えを出さないほうがいいです。

いろいろ御指摘ありがと○川北福祉保健部長

うございます。ハラスメントの考え方は、今非

常にセンシティブというか難しい課題でござい

。 、 、ます 当然 この事業をやるに当たりましては

その辺をクリアして、問題がないようにしてい

かなければならないと考えております。その辺

は十分検討しまして、そういう問題にならない

ように十分注意した上で、この事業を進めてま

いります。

よろしくお願いします。○坂口委員

それでは、以上をもって、国民○重松委員長

健康保険課、衛生管理課、こども政策課、こど

も家庭課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時５分休憩

午後３時12分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

先ほどの質問で資料が届きましたので、説明

していただきたいと思います。

先ほど、県内９市の水道○壹岐衛生管理課長

事業における耐震化状況について資料を求める

ということでございました。お手元の資料にあ

りますとおり、９市の基幹管路の耐震適合率は

令和３年度になりますけれども、宮崎市、─

都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串
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間市、西都市、えびの市の順に記載しておりま

す。

これを見ると、日向市がずば抜け○日高委員

て高いんです。何で高いか分かりますか。合併

特例債を使ったんです。だから、そういうのが

あれば水道料金は変えずに耐震化率が上がるん

です。東郷町と合併したときに、合併特例債で

１回やったんです。国の特例債ですから、そう

いうのを国に呼びかけて、後年度に返していく

感じでやれば上がっていくと思っております。

参考の欄に宮崎県があるんですけ○武田委員

れども、県は持っていないですよね、どういう

意味ですか。

県全体ということであり○壹岐衛生管理課長

ます。

町村を入れた平均ということです○武田委員

か。

上水道の全市町村を入れ○壹岐衛生管理課長

たものにつきましては、下に書いてありますと

おり29.5％になります。この資料におきまして

は９市の分しか記載しておりませんけれども、

そのほかに町の分がございますので、県全体と

して29.5％になります。

分かりました。○武田委員

ほかにございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、福祉保健部における○重松委員長

特別議案の審査を行います。議案等に関する説

明を求めます。

常任委員会資料の92ペー○徳地医療政策課長

ジを御覧ください。

議案第37号「病院等の人員及び施設の基準等

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

まず、１の改正の理由でありますが、医療法

施行規則により、病院等の人員及び施設の基準

、について条例で定めることとされておりますが

、医療法施行規則の一部が改正されたことに伴い

、 。今回 配置する職種を追加するものであります

改正の内容でありますが、現在、病床数が100

床以上の病院にあっては、栄養士を１名配置す

ることとされておりますが、今回、管理栄養士

を新たに追加するものであります。

３の施行期日でありますが、医療法施行規則

、の一部を改正する省令の施行期日に併せまして

令和６年４月１日から施行することとしており

ます。

常任委員会資料93ペ○本田国民健康保険課長

ージを御覧ください。

議案第32号「宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条例」について、

御説明いたします。

この基金は、法令の規定により、本県の後期

高齢者医療を行う県後期高齢者広域連合におき

まして、保険料の収入不足や療養給付費等が、

見込み以上に増大するなどの財源不足が生じた

場合に備えて、県が資金の貸付け・交付を行う

ために設置しているものであります。

基金への拠出額につきましては、療養給付費

等に、今回お諮りする条例で定める拠出率を乗

じて得た額を、国、県、広域連合のそれぞれが

３分の１、同額ずつ負担するものとされており

ます。

１の改正理由を御覧ください。令和６年度及

、 、び令和７年度の標準拠出率が 国におきまして

療養給付費等見込額の10万分の38から10万分

の41に改正されたことに伴いまして、２の改正

の内容にもありますように、本県におきまして

令和６年３月８日(金)



- 140 -

も財政化安定化基金拠出率を 10万分の38から10、

万分の41に改正するものであります。

次に、３の施行期日でありますが、令和６年

４月１日としております。

常任委員会資料の94ペー○島田長寿介護課長

ジをお願いいたします。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」につきまして、長寿介護課

及び障がい福祉課関係分を御説明いたします。

１の改正理由は、まず（１）ですが、介護療

養型医療施設の廃止に伴いまして、廃止後の制

度体系に移行するための準備期間として設けら

れておりました、経過措置の期間が、令和６年

３月31日をもって終了しますことから、不要と

なる条例の規定を削除するものであります。

次に （２）ですが、下に記載しております２、

つの法律の改正に伴いまして、条例に引用する

条項番号を改めるものであります。

２の改正の内容につきましては （１ 、介護、 ）

療養型医療施設に関する手数料規定の削除、

（２）及び（３）は、法改正に伴う引用条項の

改正でございます。

３の施行期日ですが、２の改正の内容に記載

しております （１）及び（３）は令和６年４月、

、（ ） 。１日から ２ は公布の日からとしております

続きまして、常任委員会資料の95ページをお

願いいたします。

「 、議案第38号 宮崎県介護保険サービスの人員

設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改

正する条例」であります。

１の改正の理由につきましては、先ほど御説

明いたしました理由と同じでありますが、介護

療養型医療施設に関する経過措置期間の終了に

伴うものであります。

２の改正の内容は、介護療養型医療施設に関

する規定を削除するもので、３の施行期日は、

令和６年４月１日からであります。

常任委員会資料96ペー○佐藤障がい福祉課長

ジを御覧ください。

議案第33号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」について、御説明いたします。

初めに、１、改正の理由でありますが、１点

目は （１）にありますとおり、児童福祉法の改、

正及び宮崎県障がい福祉計画の改定に伴い、県

立こども療育センターに関する規定について、

所要の改正を行うものであります。

２点目は （２）にありますとおり、困難な問、

題を抱える女性の支援に関する法律の制定に伴

い、宮崎県女性相談所及び県立きりしま寮に関

する規定について、所要の改正を行うものであ

ります。

次に、２、改正の内容でありますが、県立こ

ども療育センターにつきましては、令和５年３

月31日に、同施設の医療型児童発達支援センタ

ー及び福祉型児童発達支援センターを廃止し、

今後は、よりニーズの高い短期入所の受入体制

の拡充に取り組むことから （１）にありますと、

おり、設置目的から、医療型児童発達支援セン

ター及び福祉型児童発達支援センターを削除す

るものであります。

、 、（ ）また 宮崎県女性相談所につきましては ２

にありますとおり、施設名を宮崎県女性相談所

から宮崎県女性相談支援センターへ改正し、設

置目的を売春防止法に規定する婦人相談施設か

ら、困難女性支援法に規定する女性相談支援セ

ンターへ改正するものであります。

県立きりしま寮につきましては （３）にあり、

ますとおり、設置目的を売春防止法に基づく保
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護施設から、同じく困難女性支援法に規定する

女性自立支援施設へ改正するものであります。

３、施行期日につきましては、令和６年４月

１日を予定しております。

次に、97ページを御覧ください。

議案第39号「障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい宮崎県づくり条例の一部を改正す

る条例」について、御説明いたします。

まず、１、改正の理由でありますが、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律の改

正に伴い、関係規定の改正を行うものでありま

す。

次に、２、改正の内容でありますが （１）に、

つきましては、同法において、事業者による社

会的障壁の実施に係る必要かつ合理的な配慮の

提供について、現行の努力義務から義務へ改正

されたことに伴い、条例の内容を同様に改正す

るものであります。

（２）につきましては （１）の改正に伴い、、

宮崎県障がい者差別解消支援協議会の助言、ま

たはあっせん、勧告の対象としている、障がい

、を理由とする不利益な取扱いに該当する事案に

合理的な配慮の提供義務の違反を加えるもので

あります。

３、施行期日につきましては、令和６年４月

１日を予定しております。

次に、98ページを御覧ください。

議案第40号「宮崎県指定通所支援の事業及び

指定障害児入所施設等並びに基準該当通所支援

の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例及び宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一

部を改正する条例」について、御説明いたしま

す。

まず、１、改正の理由でありますが、児童福

祉法の改正により、児童発達支援の類型が一元

化されたこと等に伴い、関係規定の改正を行う

ものであります。

次に、２の改正の内容でありますが （１）に、

つきましては、障がい種別にかかわらず身近な

障がい児を支援できるよう、福祉型、医療型の

児童発達支援の類型が一元化されたことから、

関係する文言を改めるものであります。

（２）につきましては、児童福祉法及び母子

保健法の改正に伴い、条例第２条に規定する施

設の名称及び引用する条項を改めるものであり

ます。

３、施行期日につきましては、令和６年４月

１日を予定しております。

続きまして、99ページを御覧ください。

議案第41号「精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第38条の２第３項に規定する任意入

院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正

する条例」について、御説明いたします。

まず、１、改正の理由でありますが、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に伴

い、関係規定の改正を行うものであります。

次に、２、改正の内容でありますが、法改正

に伴う条項ずれについて、改正を行うものであ

ります。

３、施行期日につきましては、令和６年４月

１日を予定しております。

常任委員会資料の100ペ○小川こども家庭課長

ージを御覧ください。

議案第30号「職員の特殊勤務手当に関する条

例及び宮崎県女性保護施設の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例」につい

てであります。

まず、１、改正の理由であります。困難な問
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題を抱える女性への支援に関する法律及び女性

自立支援施設の設備及び運営に関する基準の令

和６年４月１日施行に伴い、関係規定の改正を

行うものでございます。

、 、 。（ ）、次に ２ 改正の主な内容であります １

職員の特殊勤務手当に関する条例につきまして

は、条文中の法律名の変更となります。

（２ 、宮崎県女性保護施設の設備及び運営の）

基準に関する条例につきましては、①、条文中

の施設名の変更、②、安全計画の策定に関する

条文の追加、③、１人当たりの居室の基準の変

更等となります。

最後に、３、施行期日は、令和６年４月１日

としております。

資料の101ページを御覧く○長倉福祉保健課長

ださい。

令和５年度福祉保健部における計画の改定等

の案についてです。

これまでの常任委員会で御説明しましたとお

り、福祉保健部では、今年度、107ページにかけ

て記載しております15の計画の改定または策定

の手続を進めてまいりました。

計画の詳細につきましては、お配りしている

各計画案を１冊にファイリングしたもの及びＡ

３横の概要版を御覧いただければと思います。

この概要版では、素案から変更した箇所を赤字

で修正しております。説明は常任委員会資料で

行いたいと思います。

今回は、11月定例会でお示しした素案からの

変更点を中心に御説明いたします。

101ページを御覧ください。

11月定例会後、表の左から３番目の列に記載

していますとおり、各計画に関連する協議会や

パブリックコメント等を実施いたしました。素

案からの変更点については、表の一番右の欄に

概要を記載しております。

主なものについて御説明いたします。

まず、101ページ一番下、３の子どもの貧困対

策推進計画についてです。こちらは議決計画と

なっております。一番右の素案からの主な変更

点にありますとおり、12月に国のこども大綱が

閣議決定されましたので、その内容を追記いた

しました。

なお、11月定例会で御説明したとおり、本計

画は、こども大綱の制定時期の変更に伴い、現

行の第２期計画の期間を１年延長するものであ

り、来年度、みやざき子ども・子育て応援プラ

ンと併せて、県のこども計画として一体的に策

定する予定としております。

102ページを御覧ください。

４の医療計画についてです。こちらも議決計

画になります。一番右の素案からの主な変更点

として、１つ目の丸ですが、救急医療に関し、

パブリックコメントを踏まえ、コロナの影響が

ある目標について、影響のない時期の実績とそ

れを考慮した目標値に変更したこと、また、３

つ目の丸ですが、第４章、その他の保健医療対

策の充実に関し、新たな項目として、慢性腎臓

病対策及び慢性閉塞性肺疾患対策を追記したこ

となどがあります。

次に、103ページの６の高齢者保健福祉計画に

ついてです。

これも議決計画となりますが、素案からの主

な変更点として、２つ目の丸ですが、11月の常

任委員会での御意見を踏まえ、介護職員数の数

値目標を2040年度の令和22年度から令和８年度

に変更しました。

次に、７の障がい者計画です。素案からの主
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な変更点として、４つ目の丸ですが、グループ

ホームの１月当たりのサービス提供量の目標を

上方修正しました。

また、次のページ、８の障がい福祉計画につ

きましても、３つ目の丸ですが、パブリックコ

メントを踏まえ、高次脳機能障がい及びその関

連障がいに対する支援普及事業の令和８年度末

の相談件数及び県民理解度の目標値を上方修正

しております。

なお、障がい者計画及び障がい福祉計画につ

いては、県議会一般質問や11月常任委員会での

御意見も踏まえ、音声コード（Uni-Voice）を付

与したところでございます。

105ページを御覧ください。

11の歯科保健推進計画です。これも議決計画

、 、でございますが 素案からの主な変更点として

２つ目の丸ですが、歯科保健推進協議会におけ

る意見を踏まえ、オーラルフレイル予防の重要

性について記載を追加しております。

次に、12のがん対策推進計画の２つ目の丸及

び次のページ、13の循環器病対策推進計画の２

つ目の丸に記載のとおり、11月の常任委員会で

の御意見も踏まえ、目標値についての記載を追

加、変更しております。

最後に、107ページの15、困難な問題を抱える

女性への支援基本計画です。この計画は、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律に基づいて策定している、ＤＶ対策宮崎

県基本計画と一体のものとして新たに策定する

計画になります。

素案からの主な変更点にありますとおり、パ

ブリックコメントを踏まえまして、該当箇所の

追記・修正を行ったところです。

次に、108ページを御覧ください。

令和６年度福祉保健部組織改正案についてで

あります。

まず （１ 、こども政策課の体制強化であり、 ）

ます。これは、子ども・若者プロジェクトの推

進、日本一産み育てやすい県の実現に向けた取

組を強力に推進するため、こども政策課の担当

を再編し、計画担当とこども・若者戦略担当を

設置するものであります。

109ページを御覧ください。

（２ 、衛生技監の設置であります。これは、）

新型コロナ対策等を踏まえ、地域の公衆衛生の

実情を把握する保健所長が、本庁における公衆

衛生関連施策の立案・検討作業等に積極的に関

与できるよう、本庁福祉保健部に保健所長を兼

務する衛生技監の職を設置するものです。

最後に （３ 、薬務感染症対策課の設置であ、 ）

。 、 、ります これは 新型コロナの５類移行に伴い

新型コロナ対策に特化した業務を見直すととも

に、新たな感染症危機に迅速かつ的確に対応す

るため、感染症対策課と薬務対策課を薬務感染

症対策課に再編するものです。

執行部の説明が終了しました。○重松委員長

議案等について、質疑はありませんか。

資料103ページと104ページに関連○下沖委員

するんですけれども 「障がい者」の平仮名と漢、

字の使い分け、法令と専門用語とかで規定され

ているのは漢字と聞いていたんですけれども、

協議会でも漢字の協議会もあれば平仮名に表記

している協議会もあり、その使い分けはどのよ

うに県で考えているのか教えてください。

委員がおっしゃるとお○佐藤障がい福祉課長

り、例えば、法令とか条例とか、特に法令で正

「 」 、式に 障害 という記載があるものについては

漢字のまま表記しておりますけれども、それ以
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外のものにつきましては、平仮名の「がい」を

使っております。

分かりました 資料104ページの 障○下沖委員 。 「

害児通所支援事業所」も、法令でこの名称を使

うようになっているんですか。

まさしくそのとおりで○佐藤障がい福祉課長

す。

同じく、障がい関係の計画につい○永山委員

てです。今回、報告事項ということで、本当は

素案のときにきちんと意見を出しておけばよ

かったと思っているんですが、今後の時期改定

とか、あるいは年度途中での改定もあり得ると

思うので質問させてもらいます。

予算の審査でも話をしたんですけれども、発

達障がい者とか高次脳機能障がいの実態の把握

はできていないけれども、推計4,000人程度とい

。 、う答弁がありました この障がい者計画の中で

県内では発達障がい者、高次脳機能障がい者は

数が明らかになっていませんとなっているんで

すけれども、さまざまな計画を進めるに当たっ

て、どれぐらい対象がいるか把握しないと計画

すら立てられないし、立てた計画が足りている

のか足りていないのかも分からないと思うんで

す。実態を把握する考えについて、お聞かせい

ただきたいと思います。

高次脳機能障がいに関○佐藤障がい福祉課長

しましては、本年度、高次脳機能障がいの実態

調査を行っておりまして、例えば医療機関、関

係事業所、当事者のそれぞれの状況やニーズを

調査して、現在、取りまとめを行っているとこ

ろです。今後取りまとめた上で、県に協議会が

ございますので、そちらに報告いたしまして、

結果も踏まえまして、今後の施策も検討してい

きたいと考えております。

代表質問でも同じような話があっ○永山委員

たと思うんですが、協議会で報告をするという

、 。ことですけれども 公表の考えはあるんですか

協議会で報告はいたし○佐藤障がい福祉課長

、 。ますけれども その際に公表を考えております

ぜひ公表をお願いしたいと思うん○永山委員

ですけれども、公表して結果 実態がある程─

度見えてきたということであれば、その結果を

基に計画への反映も必要になってくると考える

んですけれども、実態を把握した状況で５か年

計画の中での見直しや改定といった考えがある

かをお聞かせください。

高次脳機能障がいに関○佐藤障がい福祉課長

しましては、計画本編の29～30ページに各障が

いへの対応ということで、高次脳機能障がいを

含め発達障がいとか、いろいろな障がいに対す

る取組について書かせていただいているところ

ですけれども、必要に応じて、記載の変更とい

うか、見直しも検討してまいりたいと考えてお

ります。

。 、○永山委員 ぜひお願いしたいと思います 今

高次脳機能障がいの実態の把握は分かりました

けれども、発達障がいの実態の把握をされる予

定はあるのか、お聞かせください。

昨年度、国が「生活の○佐藤障がい福祉課長

しづらさなどに関する調査」ということで、発

達障がいの調査をされているんですけれども、

まだ公表されていない状況でございます。

まとまり次第、公表されると思い○永山委員

ますので、結果を踏まえて支援の内容の記載の

変更とか、ぜひお願いしたいと思っているとこ

ろです。

あと計画の関係ですけれども、さきの予算の

審査でも、発達障がい、高次機能障がいは、そ
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れぞれ大体4,000人ずつと推計されると話があっ

たんですが、今回、障がい者計画、障がい福祉

計画で、発達障がいの支援の計画が個別に制定

されていまして、その位置づけがＡ４に載って

います。発達障がい者の計画については、障が

い者計画の発達障がい者支援の実施計画として

位置づける形になっています。

同様に、高次脳機能障がいの支援計画を個別

、 。に策定する考えはあるのか お聞かせください

高次脳機能障がいにつ○佐藤障がい福祉課長

きましては、現在のところ、そういった計画は

ございませんけれども、今後施策を進める上で

必要であれば、計画の検討をさせていただきた

いと思っております。

ぜひ、よろしくお願いします。今○永山委員

回、障がい者計画を策定するに当たって、障が

い者アンケート調査をされていますけれども、

その調査対象者から外れているんです。アンケ

ートの目的としては、改定に当たっての基礎資

料となりますので、当事者からのいろいろな意

見、サービスの使いやすさだとか、どういうこ

とに困っているかというところの結果を基に、

障がい者計画を策定されていると思うんです。

実際に、県内4,000人ずつ、合わせて8,000人

いるとすれば、アンケートの対象者として、そ

ういう人たちの意見を反映させるべきだと思い

ますので、しっかりと実態の把握を要望として

お願いしたいと思います。

ほかにございませんか。○重松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で何かござい○重松委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、福祉○重松委員長

保健部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時41分休憩

午後３時48分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日ということになっておりますので、11日に

行いたいと思います。

、 、また 開会時間は午後１時としたいのですが

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○重松委員長

します。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○重松委員長 何もないようでしたら 以上で

本日の委員会を終了いたします。

午後３時48分散会
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令和６年３月11日（月曜日）

午後０時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 山 口 俊 樹

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

委 員 日 高 博 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 下 沖 篤 史

委 員 永 山 敏 郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 春 田 拓 志

上 園 祐 也議事課主任主事

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

特にないようですので、採決を行います。

採決につきましては、議案等ごとがよろしい

でしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○重松委員長

ます。

議案第１号、議案第４号、議案第５号、議案

、 、 、 、第20号 議案第21号 議案第25号 議案第30号

議案第32号 議案第33号 議案第37号 議案第38、 、 、

号、議案第39号、議案第40号、議案第41号、議

案第53号 議案第54号 議案第55号及び議案第56、 、

号につきましては、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○重松委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号 議案第４号 議案第５号 議案第20、 、 、

号、議案第21号、議案第25号、議案第30号、議

案第32号、議案第33号、議案第37号、議案第38

号、議案第39号、議案第40号、議案第41号、議

案第53号 議案第54号 議案第55号及び議案第56、 、

号につきましては、原案のとおり可決すべきも

のとして決定しました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

それでは、委員会を再開いたし○重松委員長

ます。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○重松委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた
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します。福祉保健行政の推進及び県立病院事業

に関する調査については、継続調査といたした

いと思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○重松委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

それでは、その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○重松委員長

委員会を閉会いたします。

午後１時３分閉会
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署 名

厚生常任委員会委員長 重 松 幸次郎


